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平 成 2 1 年 度 評 価 項 目 に つ い て 
区 分 21 年度計画記載項目 頁 

第１ 法人全体の業務運営の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 評価項目 0１ １ 効率的かつ効果的な業務運営体制の整備 1 

 評価項目 0２ ２ 業務管理（リスク管理）の充実 6 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 評価項目 0３ １ 業務・システムの効率化と情報化の推進 10 

 評価項目 04 ２ 経費の節減 14 

第３ 業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 評価項目 05 １ 福祉医療貸付事業（福祉貸付事業）  23 

 評価項目 06 ２ 福祉医療貸付事業（医療貸付事業）  31 

 評価項目 07 ３ 福祉医療貸付事業（債権管理）  39 

 評価項目 08 ４ 福祉医療経営指導事業  46 

 評価項目 09 ５ 長寿・子育て・障害者基金事業（透明で公正な助成の実施） 52 

 評価項目 10 ６ 長寿・子育て・障害者基金事業（事後評価と助成事業の成果の普及）  60 

 評価項目 11 ７ 退職手当共済事業 66 

 評価項目 12 ８ 心身障害者扶養保険事業 71 

 評価項目 13 ９ 福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡＭ ＮＥＴ事業） 84 

 評価項目 14 １０ 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業 89 

 評価項目 15 １１ 承継年金住宅融資等債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務 95 

第４ 予算、収支計画及び資金計画 第５ 短期借入金の限度額 第６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 第７ 剰余金の使途 

 

評価項目 16 

第４ 予算、収支計画及び資金計画 100 

 第５ 短期借入金の限度額 101 

 第６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 102 

 第７ 剰余金の使途 102 

第８ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 

評価項目 17 

１ 職員の人事に関する計画 106 

 ２ 施設及び設備に関する計画 107 

 ３ 積立金の処分に関する事項 107 
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第２ 法人全体の業務運営の改善に関する

事項 

独立行政法人の趣旨を十分に踏まえ、業

務実施方法の更なる改善を図り、機構に期

待される社会的使命を効率的、効果的に果

たすことができるよう、経営管理の充実・

強化を図ること。 

 

 

 

第１ 法人全体の業務運営の改善に関する

目標を達成するためにとるべき措置 

機構に期待される社会的使命を効率性、

有効性を持って果たしていくために、第二

期中期目標期間においては、「専門性の向

上」と「業務間の連携強化」を図り、総合

力の発揮を目指して、次のような機構の事

業全般にわたる共通の取組を実施すること

とする。 

 

 

第１ 法人全体の業務運営の改善に関する

目標を達成するためにとるべき措置 

法人全体の業務運営の更なる改善を推進

するための仕組みの適切な運用と機能強化

に努めることとする。 

 

 

 

第１ 法人全体の業務運営の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

法人全体の業務運営の更なる改善を推進するための仕組みの適切な運用と機能強化に努

めた。 

 

 

 

 

 

１ 効率的かつ効果的な業務運営体制の

整備 

国の政策や福祉医療に係る事業経営環

境が変化する中で福祉医療に係る事業の

健全な発展を総合的に支援するため、組

織編成、人員配置等の業務運営体制を継

続的に見直すこと。 

 

１ 効率的かつ効果的な業務運営体制の

整備 

（１）国の政策や福祉医療に係る事業経営

環境が変化する中で福祉医療に係る事

業の健全な発展を総合的に支援するた

め、組織編成、人員配置、人事評価制

度、職員研修等の業務運営体制につい

て、継続的に見直しを行う。 

 

 

１ 効率的かつ効果的な業務運営体制の

整備 

（１）第１期中期計画に引き続き、事務・

事業の合理化・効率化のため、業務の

実態を踏まえつつ組織のスリム化を図

る。 

 

 

１ 効率的かつ効果的な業務運営体制の整備 

 

【組織のスリム化等】#1 

○ 平成21年4月に次のとおり組織改正を行った。 

[業務運営体制の整備及び組織のスリム化] 

ａ 監査の公正性・中立性・透明性を高めるため、平成21年4月より監査課を総務

部所属から理事長直属の監査室に再編（上席検査役は課長ポスト：監査課長を振

替） 

ｂ 福祉医療貸付の債権管理業務の効率化を図るため、管理部の収納課を管理課に

統合するとともに、リスク管理債権に係る業務を債権課に一元化 

ｃ 福祉医療貸付の個別法的措置案件、長期延滞案件に係る業務を強化するため、

管理部調査役（調査役は課長ボスト：収納課長を振替）を新設 

ｄ 基金助成審査業務を一元化し、業務の効率化を図るため、基金事業部計画課と

振興課を統合・再編し、基金支援課を新設（課長ポスト▲1名） 

ｅ 「経営理念」の具体化に向けての取組みとして、平成21年4月より機構横断的

プロジェクトとして「民間活動応援本部」を立上げ 

≪添付資料：1､2､3≫

○ 業務量に応じた効率的かつ効果的な業務運営を行うため、平成22年4月に次の組

織改正を行うことを決定した。 

ａ 理事定員の削減（役員ポスト▲１名） 

ｂ 業務の効率化を図るため、年金貸付部住宅収納課を住宅債権課に統合（課長ポ

スト▲1名） 

ｃ 大阪支店の福祉契約課と医療契約課を統合し、契約課を新設（課長ポスト▲1

名） 

 

 

（２）国の政策や福祉医療に係る事業経営

環境の変化等に迅速的確に対応するた

め、トップマネジメントを補佐する経

営企画会議等の効率的かつ効果的な運

営を図る。 

 

（２）トップマネジメント機能が有効に発

揮されるよう、経営企画会議等の効率

的かつ効果的な運営に努める。 

 

 

【経営企画会議等の運営】#2 

○ 平成21年度においては、経営企画会議を14回開催し、全役員による平成21年度

重点目標の指示、平成21年度補正予算対応の検討、平成20年度業績実績評価の検証、

民間活動応援本部の活動報告、年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業の貸付金

利の検証を実施したほか、ISO9001に基づく品質マネジメントシステム（以下

「QMS」という。）に基づき定期的に業務の進捗状況及びプロセスの監視を行った。
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（３）多岐にわたる事業を実施している機

構の特長や専門性を活かしつつ、業務

間の連携を強化することにより、業務

の効率的な運営を図る。 

 

 

（３）民間活動応援宣言の具体化に向けて、

多岐にわたる事業を横断的に総括する

「民間活動応援本部（仮称）」を設置

し、機構の総合力の強化を図り、福祉

と医療のネットワークによる地域社会

づくりに対し機動的に対応する。 

 

 

【業務間の連携強化】#3 

○ 民間活動応援本部において、顧客満足度調査及びその傾向分析、お客さま目線から

見た組織の見直しのあり方の提言、機構の総合力（シナジー効果）の分析、貸付金利

のあり方についての検討などを実施した。 

≪添付資料：3≫

○ 民間活動応援本部と広報活動の作業部会である広報担当者連絡会が連携を図り、先

駆的な社会福祉法人の現地視察及び意見交換会を実施し、利用者の要望等を聴取し

た。 

 

○ 貸付関係部及び経営支援室から構成する「貸付・管理・経営支援連絡会議」におい

て、リスク管理債権の増加要因分析、未然防止策、顧客情報の修正スキームの見直し

等の検討を行った。また、リスク管理債権の未然防止策の一環として、貸付関係部と

経営支援室等が連携を図り、貸付先に対する実地調査を行い、現状の状況把握ととも

に必要なフォローを実施した（33件）。 

 

○ 管理部と年金貸付部が連携し、司法書士を講師に招き当該部署の職員を対象にした

勉強会を次のとおり開催し、職員の専門性の向上を図った。 

・「強制執行による回収について」（平成21年8月） 

・「任意売却による債権の回収について」（平成22年2月） 

 

○ 共済部と情報システム部が連携し、退職手当共済事業の業務委託先（都道府県社会

福祉協議会等）が開催する共済契約者向けの実務研修会の開催に合わせて、WAM 

NET操作説明会を開催（7か所）し、退職手当共済事業における電子届出システムに

ついて、実際にパソコンを用いて操作の説明を行った。 

 

○ 顧客や国民からの要望・苦情を組織として共有し、具体的な改善に向けた検討材料

として、業務改善及び顧客サービスの向上を目的として「お客さまの声」制度を平成

22年度中に設置するための準備を行った。 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 A 評価項目 １ 評  定 A 

  

民間活動応援宣言の具体化に向けて、多岐にわたる事業を横断的に総括する「民間活動応援

本部」を平成21年4月に設置し、機構の総合力の強化を図り、福祉と医療のネットワークに

よる地域社会づくりに対し機動的に対応するため、顧客満足度調査及びその傾向分析、お客さ

ま目線から見た組織の見直しのあり方の提言、機構の総合力（シナジー効果）の分析、貸付金

利のあり方についての検討などを行った。 

また、民間活動応援本部と広報活動の作業部会である広報担当者連絡会が連携を図り、先駆

的な社会福祉法人の現地視察及び意見交換会を実施し、利用者の要望等を聴取するなど、機構

の特長や専門性を活かしつつ、業務間の連携を強化し、業務の効率的な運営を実施するととも

に、利用者サービスの向上を図った。 

業務運営体制については、監査の公正性・中立性・透明性を高めるため、監査課を総務部所

属から理事長直属の監査室に再編するとともに、基金助成審査業務を一元化し、基金事業部計

画課と振興課を統合・再編し、基金支援課を新設してスリム化（課長ポスト▲1）を図るなど、

効率的かつ効果的な業務運営体制の確立を推進した。 

また、トップマネジメント機能を補佐する経営企画会議等を積極的に開催し、全役員による

平成21年度重点目標の指示、平成21年度補正予算対応の検討などの重要案件に対し迅速的確

に経営判断したほか、ＱＭＳに基づき定期的に業務の進捗状況及び業務プロセスの監視を行う

ことができた。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

平成20年10月に策定した福祉医療機構の経営理念「民間活動応援宣

言」の具体化に向け、平成21年４月に理事長を本部長とする組織横断

的なプロジェクト「民間活動応援本部」を立上げ、「お客さま目線と健

全性」という二つのものさしを念頭に置き、役職員が一体となって、福

祉と医療のネットワークによる地域社会づくりに機動的に対応してい

ることが認められる。 

組織横断的な取組みとして、貸付関係部と経営支援室等が連携を図

り、貸付先に対する実地調査を行い、現状の状況把握とともに必要なフ

ォローを実施することにより、リスク管理債権の未然防止を図るなど、

福祉医療機構の特長や専門性を活かしつつ、業務間の連携を強化し、業

務の効率的な運営を実施するとともに、利用者サービスの向上を図って

いる。 

業務運営体制については、課を統合・再編し、課長ポストを１つ削減

するなど、業務の実態を踏まえつつ業務運営体制の整備・組織のスリム

化を推進している。 

トップマネジメント機能を補佐する経営企画会議等を効果的に開催

し、重要案件に対し迅速的確に経営判断するとともに、理事長の経営姿

勢や考え方等を役職員に発信し組織内での問題意識の共有化を図って

いる。 

ＱＭＳに基づき、定期的に業務の進捗状況及び業務プロセスの監視が

行われており、業務の適正執行を確保している。 

以上のように、国の政策や福祉医療に係る事業経営環境が変化する中

で福祉医療に係る事業の健全な発展を総合的に支援するため、業務運営

体制について継続的に見直しを行っており、中期計画を上回る実績をあ

げていると評価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

○ 理事長を中心に策定した経営理念「民間活動応援宣言」の実現に向

けて、組織を横断した「民間活動応援本部」を立ち上げるなど、効果

的な業務運営体制を構築し、真摯に取り組んでいる。 

○ トップマネジメント機能が充実しており、理事長の意向に基づき、

役職員が一体となった組織運営が実施され、内部統制の強化が図られ

ている。 

○ 業務の実態を踏まえつつ組織のスリム化（ポストの削減など）、事

務の効率化を推進している。 

○ 貸付先に対する実地調査を行い、貸付関係部と経営支援室等が連携

を図り、現状の状況把握とともに必要なフォローを行っており、この

結果、リスク管理債権比率の低下にも役立っている。 

○ 平成22年度からの実施に向けて、お客さまの声をサービス向上に反

 

［評価の視点］ 

○ 福祉医療に係る事業の健全な発展を総合

的に支援するため、業務運営体制を継続的に

見直しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ トップマネジメント機能が有効に発揮さ

れ、国の福祉医療施策の変化等に関する重要

事項に迅速かつ的確に対応しているか。 

 

 

 

[実績：○] 

・ 平成21年度の組織改正において、監査の公正性・中立性・透明性を高めるため、監査課

を総務部所属から理事長直属の監査室に再編するとともに、基金助成審査業務を一元化し、

基金事業部計画課と振興課を統合・再編し、基金支援課を新設してスリム化（課長ポスト▲

1）を図った。 

また、福祉医療貸付の債権管理業務の効率化を図るため、管理部の収納課を管理課に統合

するとともに、リスク管理債権に係る業務を債権課に一元し、効率的かつ効果的な業務運営

体制の確立を推進した。さらに個別法的案件、長期延滞案件に係る債権回収業務を強化する

ため、管理部調査役を新設した。 

 

・ 「経営理念」の具体化に向けての取組みとして、機構横断的プロジェクトとして「民間活

動応援本部」を立上げた。 

 

・ 業務量に応じた効率的かつ効果的な業務運営を行うため、平成22年4月から理事定員の

削減（役員ポスト▲1名）を図るとともに、年金貸付部住宅収納課を住宅債権課に統合並び

に大阪支店の福祉契約課と医療契約課を統合し、契約課を新設（課長ポスト▲2名）するな

ど、組織改正を行うことを決定した。 

※ 業務実績Ｐ1【組織のスリム化等】＃1参照 

 

[実績：○] 

・ トップマネジメント機能を補佐する経営企画会議等を積極的に開催し、全役員による平成

21年度重点目標の指示、平成21年度補正予算対応の検討、平成20年度業績実績評価の検

証、民間活動応援本部の活動報告、年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業の貸付金利
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○ 業務間の連携強化により、どのような業務

運営の効率化が図られているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 法人の業務改善のための具体的なイニシ

アティブを把握・分析し、評価しているか。

（政・独委評価の視点） 

 

の検証を実施したほか、QMSに基づき定期的に業務の進捗状況及びプロセスの監視を行っ

た。 

※ 業務実績Ｐ1【経営企画会議等の運営】＃2参照 

 

[実績：○] 

・ 経営理念の具体化に向けて、機構横断的プロジェクト「民間活動応援本部」を立上げるな

ど、次のとおり業務間の連携を強化し効率的な運営を実施した。 

ａ 民間活動応援本部において、顧客満足度調査及びその傾向分析、お客さま目線から見た組

織の見直しのあり方の提言、機構の総合力（シナジー効果）の分析、貸付金利のあり方につ

いての検討などを行った。 

 

ｂ 民間活動応援本部と広報活動の作業部会である広報担当者連絡会が連携を図り、先駆的な

社会福祉法人の現地視察及び意見交換会を実施し、利用者の要望等を聴取した。 

 

ｃ 貸付関係部及び経営支援室から構成する「貸付・管理・経営支援連絡会議」において、リ

スク管理債権の増加要因分析、未然防止策、顧客情報の修正スキームの見直し等の検討を行

った。また、リスク管理債権の未然防止策の一環として、貸付関係部と経営支援室等が連携

を図り、貸付先に対する実地調査を行い、現状の状況把握とともに必要なフォローを実施し

た（33件）。 

 

ｄ 管理部と年金貸付部が連携し、司法書士を講師に招き当該部署の職員を対象にした勉強会

を次のとおり開催し、職員の専門性の向上を図った。 

・「強制執行による回収について」（平成21年8月） 

・「任意売却による債権の回収について」（平成22年2月） 

 

ｅ 共済部と情報システム部が連携し、退職手当共済事業の業務委託先（都道府県社会福祉協

議会等）が開催する共済契約者向けの実務研修会の開催に合わせて、WAM NET操作説明

会を開催（7か所）し、退職手当共済事業における電子届出システムについて、実際にパソ

コンを用いて操作の説明を行った。 

 

ｆ 顧客や国民からの要望・苦情を組織として共有し、具体的な改善に向けた検討材料として、

業務改善及び顧客サービスの向上を目的として「お客さまの声」制度を平成22年度中に設

置するための準備を行った。 

※ 業務実績Ｐ2【業務間の連携強化】＃3参照 

 

[実績：○] 

・ 法人業務に対する国民のニーズを把握して業務改善を図る取組、または、職員の積極的な

貢献を促すための取組については、次のとおり実施した。 

ａ 平成20年10月に経営理念を策定し、国民の皆様へ発信することにより、当機構の目指す

方向性を明確に示し、また、職員間の目標の統一・共有化が図ることができ組織力の向上を

実現した。 

 

ｂ 経営理念の具体化策の一つとして、理事長以下の役職員がお客さまを直接訪問し、当機構

の融資先、助成先の法人が事業を順調に実行しているかを確認するとともに、現地の責任者、

指導者等のトップがどのような問題意識を持ち、どのような支援を望んでいるのかといった

生の声を聞くことにより、今後の当機構のあり方、存在意義、必要性を確立していく中で活

映させる制度を設置することも期待できる。 
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用することとした。 

 

ｃ 各事業において、アンケート調査等を通じて顧客満足度調査を実施し、国民のニーズの把

握に努めるとともに、調査結果に基づき業務の継続的な改善を図ることとした。 

 

ｄ ＱＭＳの運用の効率化、有効性の向上を図り、業務上の課題、顧客からのニーズ等に対応

するための是正・予防処置活動の充実及び内部監査の実施による事務リスク等の抽出・管理

を行い、効率的かつ効果的な業務運営を実施した。 

 

ｅ 各事業部門は中期計画と連携して平成21年度の業務目標を定めるとともに、人事評価制

度を活用して各職員の個人目標として展開している。これらの組織目標及び個人目標の進行

管理については、ＱＭＳ及び人事評価制度に基づき適切に実施した。 

 

ｆ 人事評価結果に基づく処遇への反映に当たっては、給与においても人事評価結果による格

差を設け、成果をあげた職員の能力や実績の評価を明確にすることにより、職員が高い士気

を持って職務に励むことが可能となった。 

 

ｇ 各業務の特性に応じて、より専門性の高い職員の育成を目指すため、担当業務に必要な知

識・技術の習得等を目的として各種研修（ＯＪＴ・Ｏｆｆ-ＪＴ）を実施した。。 

 

ｈ 平成19年度に創設した改善アイデア提案制度を効果的に運営し、職員の創意工夫による

改善活動を活性化するとともに、職員の意識改革・意欲向上を実現した。 

 

 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１度業務実績 
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２ 業務管理（リスク管理）の充実 

効率的かつ効果的な業務運営を行うた

め、業務の実態に応じた業務管理手法の

確立・定着を図るとともに、法人運営に

伴い発生する業務上のリスク、財務上の

リスク等を把握し、適切な予防措置を講

じるなどリスク管理の充実を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 業務管理（リスク管理）の充実 

（１）内部監査、顧客満足度調査、各種デ

ータ分析などに基づく是正・予防処置

活動により、業務改善の推進及び事務

リスクの抑制を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、職員の業務改革等に向けた取

組を奨励し、業務改善活動の活性化を

図るとともに、業務管理手法の改善等

を進め業務管理の充実を図る。 

 

 

 

 

２ 業務管理（リスク管理）の充実 

（１）第１期中期計画において構築したＩ

ＳＯ９００１に基づく品質マネジメン

トシステムの運用を通じ、業務上の課

題、顧客からのニーズ等に効果的に対

応するための是正・予防処置活動の充

実及び内部監査の実施による事務リス

ク等の抽出・管理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、平成１９年度に創設した改善

アイデア提案制度を効果的に運営し、

職員の創意工夫による改善活動の活性

化を図る。 

 

 

 

 

 

さらに、業務管理手法の充実を図る

ため、機構のセグメント情報等を活用

の上、業務活動単位ごとのコスト分析

の実施に向けて検討する。 

 

 

２ 業務管理（リスク管理）の充実 

【品質マネジメントシステムの運用】#4 

○ QMSが効果的に運用されているかを確認するため、全部署を対象に内部監査を実

施し（6月～9月）、教育・訓練の効果的運用や顧客満足度調査の活性化等、業務の

質の向上や効率化に関する改善点、事務リスク等を抽出した上で、フォローアップを

行うことにより、継続的改善活動を推進した。 

○ ISO9001認証機関による定期審査を平成22年2月に受審し、QMSは「効果的に

継続して運用されている」との評価を受けた。 

 

○ 各部における業務改善の更なる活性化を目的として、係員を対象にしたQMS研修

を開催した。 

≪添付資料：4≫

○ 法人運営に伴い発生する業務上のリスク等を把握し適切な予防措置を講じるため、

及び危機管理を機動的かつ円滑に実施するため、リスク・危機管理に関する基本的な

事項を定めた「リスク・危機管理基本方針」を平成21年10月に策定した。 

 

○ 同方針に基づき「リスク管理委員会」を設置するとともに、業務上のリスクを抽出・

把握した上で予防措置を講ずる「リスク対応計画」を平成22年3月に策定した。 

また、危機が発生した場合は「危機管理対策本部」を設置できるよう規程等の整備

を行った。  

≪添付資料：5≫

【業務改善活動の活性化】#5 

○ 改善アイデアの募集（応募総数26件）を行い、優良提案の選定、提案実現に向け

ての取組を行った。 

なお、平成20年度に提案された改善アイデアのうち、「定例的ＥＳ（職員満足度）

測定の実施について」については、働きやすい職場環境の構築を図るため、平成21

年度に職員に対してアンケート調査を実施した。また、「資格取得支援制度」につい

ては、職員のスキルアップを図り組織力の強化につなげるため、制度の導入準備を行

った。 

≪添付資料：6≫

【業務管理手法の改善等】#6 

○ 平成20年度実績に基づく、福祉医療貸付事業における業務活動単位での費用（人

件費）対効果分析（コストの分析）を行い、業務プロセスごとのコストを把握・分析

し管理会計の活用方策の検討材料とした。 

 

 

（２）福祉貸付事業及び医療貸付事業にお

いては、ＡＬＭ（資産負債管理）シス

テムなどを活用して、金利リスクなど

の抑制に努める。 

 

 

 

（２）ＡＬＭ（資産負債管理）システムを

活用して、貸付事業に係る財務構造の

状況の定期的な把握及び予算要求や財

投機関債の発行等のタイミングに合わ

せた分析を行うとともに、信用リスク

モデル分析を実施し、モデルの精度向

上に努める。 

 

【ＡＬＭシステムの活用及び信用リスクモデル分析の実施】#7 

○ 平成20年度決算に基づき、ALM分析（マチュリティラダー、デュレーションギャ

ップ）を実施した。 

なお、ＡＬＭ分析の結果、貸付金の回収と借入金の返済とのキャッシュフローのミ

スマッチ（デュレーションギャップ）は、対前年度比で縮減しており、将来の金利変

動リスクによる財務への影響は低下していることを確認した。 

  



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１度業務実績 
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 ○ リスク管理債権比率推計モデルを活用し、複数のシナリオに基づき、リスク管理債

権比率の推計を実施した。 

 

○ 上記推計結果に基づき、クレジットスプレッドを算定するとともに、平成15年度

に実施した緊急融資の償還実績を用いて、運転資金に係る融資のクレジットスプレッ

ドを試算した。 

 

○ 将来における貸付金利の設定の在り方や貸付事業をめぐる動向を勘案し、ALMを

活用したシナリオ分析を実施した。 

 

○ 財投機関債発行条件の検討に資するALM分析を実施した。 

 

 

（３）個人情報の保護に関する法律に基づ

き個人情報保護を徹底するとともに、

情報セキュリティー対策の充実を図

る。 

 

 

 

 

（３）情報資産の安全確保等の観点から、

平成２０年度に見直しを実施した情報

セキュリティ対策基準及び実施手順を

基に、情報セキュリティ対策の実施状

況に関する自己点検・内容の高度化を

図る。 

また、保有個人情報の適切な管理及

び保護について更なる強化を図る。 

 

 

【個人情報保護の徹底及び情報セキュリティ対策の充実】#8 

○ 個人情報の保護を適切に実施する観点から、個人情報管理委員会において「個人情

報保護マニュアル」を平成21年10月に策定し、全役職員に周知を実施するとともに、

個人情報保護に関する研修を実施し更なる周知徹底を図った。 

また、個人情報の複製、送付等に係る個人情報自己点検を職員に対し実施した。 

≪添付資料：7≫

○ 平成20年度に見直した「情報セキュリティ対策基準及び実施手順」の周知を図る

ため、全役職員に対して、情報セキュリティ研修を実施した。 

また、情報セキュリティ対策の実施状況を把握するために自己点検調査を実施し、

情報セキュリティの重要性について注意喚起を行うとともに、情報セキュリティ上の

課題の抽出を行った。 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 A 評価項目 ２ 評  定 A 

  

ISO9001に基づく品質マネジメントシステムが効果的に運用されているかを確認するた

め、全部署を対象に内部監査を実施し、教育・訓練の効果的運用や顧客満足度調査の活性化等、

業務の質の向上や効率化に関する改善点、事務リスク等を抽出した上で、フォローアップを行

うことにより、継続的改善活動を推進した。 

また、平成19年度に職員の業務改革等に向けた取組を奨励し、業務改善活動の活性化を図

ることを目的に創設した改善アイデア提案制度を効果的に運営し、職員の創意工夫による改善

活動の活性化を図った。 

さらに、法人運営に伴い発生する業務上のリスク等を把握し適切な予防措置を講じるため、

及び危機管理を機動的かつ円滑に実施するため、リスク・危機管理に関する基本的な事項を定

めた「リスク・危機管理基本方針」を平成21年10月に策定した。また、「リスク・危機管理

基本方針」に基づき、平成21年10月に「リスク管理委員会」を設置するとともに、業務上の

リスクを抽出・把握した上で予防措置を講ずる「リスク対応計画」を平成22年3月に策定し、

リスク管理に対する更なる態勢整備を図った。 

一方、個人情報の保護を適切に実施する観点から、個人情報管理委員会において「個人情報

保護マニュアル」を平成21年10月に策定し、全役職員に周知を実施するとともに、個人情報

保護に関する研修を実施し更なる周知徹底を図った。 

また、平成20年度に見直した「情報セキュリティ対策基準及び実施手順」の周知を図るた

め、全役職員に対して、情報セキュリティ研修を実施するとともに、情報セキュリティ対策の

実施状況を把握するために自己点検調査を実施し、情報セキュリティの重要性について注意喚

起を行うとともに、情報セキュリティ上の課題の抽出を行った。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

ISO9001に基づく品質マネジメントシステムの運用を通じ、業務上

の課題、顧客からのニーズ等に効果的に対応するため、業務の質の向上

や効率化に関する改善点、事務リスク等を抽出した上で、継続的な業務

改善活動を推進していることが認められる。 

平成19年度に創設した改善アイデア提案制度を効果的に運営してお

り、これにより職員の創意工夫による改善活動を活性化させ、職員の意

識改革・意欲の向上を実現している。 

平成21年10月に、リスク・危機管理に関する基本的な事項を定めた

「リスク・危機管理基本方針」を策定し、同方針に基づき「リスク管理

委員会」を設置するとともに、平成22年3月に同委員会において業務

上のリスクを抽出・把握した上で予防措置を講ずる「リスク対応計画」

を策定し、リスク管理・危機管理の更なる態勢整備を図っている。 

個人情報の保護を適切に実施する観点から、平成21年10月に「個人

情報保護マニュアル」を策定し全役職員に周知するとともに、個人情報

保護に関する研修を実施し更なる周知徹底を図っている。 

情報セキュリティー対策を強化する観点から、平成20年度に見直し

た「情報セキュリティ対策基準及び実施手順」の周知を図るため、全役

職員に対して研修を実施するなど更なる強化を図っている。 

以上のように、法人運営に伴い発生する業務上のリスク等を把握し、

適切な予防措置を講じるなどリスク管理の充実を図っており、中期計画

を上回る実績をあげていると評価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

○ ISO9001に基づく品質マネジメントシステムにより、適切な業務

管理を行うとともに、継続的な改善活動を推進している。 

○ 「資格取得支援制度」の導入など、職員のモチベーションの向上に

努めている。 

○ 平成21年10月に、「リスク・危機管理基本方針」の策定、「リス

ク管理委員会」の設置により、リスク危機・管理体制の強化を図って

いる。 

 

 

（業務への提言） 

○ 昨年度と同様に取組みが実施されているが、個人情報保護の徹底及

び情報セキュリティーの改善については、更なる迅速な対応を求める。

 

 

［評価の視点］ 

○ 国民からの苦情・指摘についての分析・対

応、内部監査、顧客満足度調査、各種データ

分析などに基づく是正・予防処置活動によ

り、業務改善の推進及び事務リスクの抑制を

図っているか。 

 

 

 

○ 職員の業務改革等に向けた取り組みを奨

励し、業務改善活動の活性化を図っている

か。 

 

 

 

 

 

 

○ 業務管理手法をどのように改善し、業務管

理の充実を図っているか。 

 

 

 

[実績：○] 

・ ＱＭＳの運用等を通じ、業務改善の推進及び事務リスクの抑制を図った。ＱＭＳ内部監査

において、必要な提案等を実施した。併せて、各部における業務改善の推進等に向けた、積

極的取組を確認した。 

認証登録機関による定期審査において、QMSは「効果的に継続されている。」との評価

を受けた。 

※ 業務実績Ｐ6【品質マネジメントシステムの運用】＃4参照 

 

[実績：○] 

・ 改善アイデア提案制度の運用を通じ、職員より寄せられた業務改善提案につき、実現の検

討を行った。 

なお、平成20年度に提案された改善アイデアのうち、「定例的ＥＳ（職員満足度）測定

の実施について」については、働きやすい職場環境の構築を図るため、平成21年度に職員

に対してアンケート調査を実施した。また、「資格取得支援制度」については、職員のスキ

ルアップを図り組織力の強化につなげるため、制度の導入準備を行った。 

※ 業務実績Ｐ6【業務改善活動の活性化】＃5参照 

 

[実績：○] 

・ 平成20年度実績に基づく、福祉医療貸付事業における業務活動単位での費用（人件費）

対効果分析（コストの分析）を行い、業務プロセスごとのコストを把握・分析し管理会計の
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○ ＡＬＭシステムを適切に活用するなど、金

利リスク等の抑制に努めているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 個人情報を適切に管理しているか。 

○ 情報セキュリティー対策の充実を図って

いるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 内部統制（業務の有効性及び効率性、財務

報告の信頼性、業務活動に関わる法令等の遵

守等）に係る取組についての評価が行われて

いるか。（政・独委評価の視点） 

 

活用方策の検討材料とした。 

※ 業務実績Ｐ6【業務管理手法の改善等】＃6参照 

 

[実績：○] 

・ 平成20年度財務諸表等に基づき、マチュリティラダー、デュレーションギャップを算出

した。 

なお、ＡＬＭ分析の結果、貸付金の回収と借入金の返済とのキャッシュフローのミスマッ

チ（デュレーションギャップ）は、対前年度比で縮減しており、将来の金利変動リスクによ

る財務への影響は低下していることを確認した。 

・ リスク管理債権比率推計モデルを活用し、複数のシナリオに基づき、リスク管理債権比率

の推計を実施するとともに、当該推計結果に基づき、クレジットスプレッドの試算を実施し

た。 

※ 業務実績Ｐ6【ＡＬＭシステムの活用及び信用リスクモデル分析の実施】＃7参照 

 

[実績：○] 

・ 個人情報の保護を適切に実施する観点から、個人情報管理委員会において「個人情報保護

マニュアル」を平成21年10月に策定し、全役職員に周知を実施するとともに、個人情報保

護に関する研修を実施し更なる周知徹底を図った。 

また、個人情報の複製、送付等に係る個人情報自己点検を職員に実施した。 

 

・ 平成20年度に見直した「情報セキュリティ対策基準及び実施手順」の周知を図るため、

全役職員に対して、情報セキュリティ研修を実施した。 

また、情報セキュリティ対策の実施状況を把握するために自己点検調査を実施し、情報セ

キュリティの重要性について注意喚起を行った。 

※ 業務実績Ｐ7【個人情報保護の徹底及び情報セキュリティ対策の充実】＃8参照 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ50「内部統制」参照 

 

   



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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第３ 業務運営の効率化に関する事項 

通則法第２９条第２項第２号の業務運営

の効率化に関する事項は、次のとおりとす

る。 

 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達

成するためにとるべき措置 

独立行政法人通則法（以下「通則法」と

いう。）第３０条第２項第１号の業務運営

の効率化に関する事項は、次のとおりとす

る。 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達

成するためにとるべき措置 

 

 

 

 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

 

 

 

 

 

 

１ 業務・システムの効率化と情報化の推

進 

（１）平成１９年度に策定した以下の事業

等に係る業務・システムの 適化計画

に基づき業務の見直し並びにシステム

構成及び調達方式の見直しを行うこと

により、システムコスト削減、システ

ム調達における透明性の確保及び業務

運営の合理化を行い、経費の節減及び

随意契約の見直し等を図ること。 

・ 福祉医療貸付事業 

・ 福祉保健医療情報サービス事業 

・ 退職手当共済事業 

・ 年金担保貸付事業 

・ 承継年金住宅融資等債権管理回収

業務 

 

 

 

 

 

 

１ 業務・システムの効率化と情報化の推

進 

（１）平成１９年度に策定した以下の事業

等に係る業務・システムの 適化計画

に基づき業務の見直し並びにシステム

構成及び調達方式の見直しを行うこと

により、システムコスト削減、システ

ム調達における透明性の確保及び業務

運営の合理化を行い、経費の節減及び

随意契約の見直し等を図る。 

・ 福祉医療貸付事業 

・ 福祉保健医療情報サービス事業 

・ 退職手当共済事業 

・ 年金担保貸付事業 

・ 承継年金住宅融資等債権管理回収

業務 

 

 

 

 

 

 

１ 業務・システムの効率化と情報化の推

進 

（１）平成１９年度に策定した業務・シス

テム 適化計画に基づき、システム効

率化、運用保守コストの削減、外部委

託業務の適正管理及び業務の効率化を

図る。 

① 福祉保健医療情報サービス事業に

係る次期システムの設計・開発を進

めるとともに、「システム用ハード

ウェア・ソフトウェア」、「運用・

保守」の分割調達を実施し、業務・

システム効率化及び運用保守コスト

の削減を図る。 

② 退職手当共済事業、年金担保貸付

事業及び承継年金住宅融資等債権管

理回収業務の外部委託業務の適正な

管理を行うため、システム運用保守

業務と入力作業等の委託業務の分割

調達を実施する。 

③ 福祉医療貸付事業及び退職手当共

済事業の業務の効率化及び合理化を

図るため、電子申請届出の推進及び

改善を図る。 

 

 

１ 業務・システムの効率化と情報化の推進 

 

【業務・システム 適化計画に基づく効率化等】#9 

○ WAM NET次期システムの構築については、「ハードウェア・ソフトウェア、ネ

ットワーク、運用施設・設備」納入事業者の調達を平成21年10月に、「運用・保守」

事業者の調達を平成22年3月に予定し、設計・開発を進めてきたが、独立行政法人

の事業の見直し等の動きを踏まえ、予定していた「ハードウェア・ソフトウェア、ネ

ットワーク、運用施設・設備」納入事業者及び「運用・保守」事業者の調達について

一時中断とした。 

 

○ 退職手当共済事業、年金担保貸付事業及び承継年金住宅融資等債権管理回収業務に

係る情報システムについては、公平性及び透明性に配慮した調達とするため、システ

ム運用保守（ホスティング及びシステム運用保守）業務について、平成22年度から

5年間の複数年での契約、また、入力作業（データ作成）等業務については、これま

でと同様に平成22年度単年での契約を前提として、平成21年12月に一般競争入札

により委託事業者を選定した。 

 

○ 福祉医療貸付事業の貸付先が毎年度提出する事業報告書等の電子報告システムに

ついては、利用者のさらなる利便性向上のため、報告機能の改善を図り、平成21年

7月から運用を開始した。この結果、電子届出システムの利用率が前年度の5.9%か

ら55.3%と大幅に向上し、事業報告書の集計及び分析業務の効率化を図ることがで

きた。 

 

○ 退職手当共済電子届出システムについては、利用者のさらなる利便性向上のため、

電子届出システムを通じた利用者アンケートの集計・分析の結果を踏まえ、電子届出

システム画面に注意事項やダウンロード機能を追加するなどの改善を図るとともに、

被共済職員の加入に係る電子届出機能を追加し、平成21年8月から運用を開始した。

この結果、電子届出システムの利用率が平成21年度の75%から平成22年度は

79%に向上し、業務の効率化を図ることができた。 

≪添付資料：8≫

 

（２）業務の実施を効率的かつ安定的に支

援するため、システム等の継続的な改

善に努めること。 

 

 

（２）業務の実施を効率的かつ安定的に支

援するため、 適化対象外の他のシス

テムについても継続的な改善を推進す

る。 

 

 

（２）業務の実施を効率的かつ安定的に支

援するため、 適化対象外の他のシス

テムについても計画的なシステム改

修及び機器・ソフトの導入等を行う。

 

【業務・システム 適化計画以外のシステムの改善】#10 

○ 福祉医療貸付事業については、福祉医療施設の耐震化整備を促進する観点から行っ

た貸付利率の当初5年間の引下げ等の融資条件の変更に対応するため、平成21年12

月に貸付総合電算システムの改修を実施した。 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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○ 年金担保貸付事業については、平成21年7月からの奇数月回収の廃止並びに平成

22年2月からの満額返済の廃止及び返済期間延長等の融資条件変更に対応するた

め、年金担保貸付システムの改修を実施した。 

 

○ 福祉医療経営指導事業については、事業報告書等の電子報告システムとの連携強化

による集計・分析までの効率化及び分析指標の高度化を図るため、平成21年12月に

経営分析システム等の改修を実施した。 

 

○ 業務の実施を効率的かつ安定的に支援するため、平成21年7月に、ハードウェア

等保守期間を経過していたりん議・決裁システムの改修事業者を選定し、平成21年

12月に、ハードウェア等の更新及び時間外勤務登録承認機能などの機能追加を実施

した。 

 

○ 業務の実施を効率的かつ安定的に支援するため、平成21年度にハードウェア等保

守期間切れを迎えた機構内LANシステムのサーバ等について、一般競争入札により

調達し、平成22年3月に機器更新を行った。 

 

 

（３）情報化の進展による諸環境の変化に

対応できるように、情報管理担当部署

の専門性の向上を図るとともに、業務

上必要となる職員のＩＴ技能の習得を

推進すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）情報化統括責任者（ＣＩＯ）及び情

報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官を中

心に、情報化推進体制の強化を図ると

ともに、情報システムの運用管理体制

の向上を図るため、機構の情報化推進

を担うＩＴ技術に精通した人材の育成

を図る。 

 

 

（３）業務の一層の効率化及び利用者の利

便性の向上等を図るため、情報化統括

責任者（ＣＩＯ）及び情報化統括責任

者（ＣＩＯ）補佐官を中心として、情

報化推進体制の強化を図るとともに、

ＩＴ技術に精通した人材を育成するた

めの研修プログラムに基づき研修を受

講する。 

 

 

【情報化推進体制の強化等】#11 

○ 情報化統括責任者（CIO）を中心として、情報化統括責任者（CIO）補佐官の支援、

助言を受けて、業務・システム 適化計画の適正な実施、情報システムに係る調達仕

様書・委託契約内容等の適正化及び平成22年度情報化推進計画の策定等情報化を推

進した。 

 

【ＩＴ技能の習得】#12 

○ 情報化推進及び情報システム運用（保守）管理の向上を図るため、情報管理課職員

向けの課内勉強会を11回実施するとともに、教育訓練手順書に基づき、外部研修を

22回受講した。 

 

○ 「WAM NET次期システムに係る課題」や「機構内情報システムが抱える課題」

を検討するワークショップを39回開催し、自主的な取組みの中でIT技術に精通した

人材の育成を図った。 

 

 

（４）各業務の特性に応じて、当該業務に

必要なＩＴに関する技能の習得を推進

するため、職員に対する研修等を計画

的に実施する。 

 

 

 

（４）各業務の特性に応じて、当該業務に

必要なＩＴに関する技能の向上を図る

ため、情報化統括責任者（ＣＩＯ）補

佐官及び情報管理担当部署等による職

員研修等を計画的に実施する。 

 

 

【職員研修の実施】#13 

○ 機構職員のITスキル向上を図るため、情報化統括責任者（CIO）補佐官及び情報管

理担当部署等による職員研修（33回、受講者240名）を実施した。 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 Ａ 評価項目 3 評  定 Ａ 

  

退職手当共済事業等3システムの「運用・保守」事業者について、公平性及び透明性に配慮

した調達とするため、システム運用保守（ホスティング及びシステム運用保守）業務について、

平成22年度から5年間の複数年での契約、また、入力作業（データ作成）等業務については、

これまでと同様に平成22年度単年での契約を前提として、平成21年12月に一般競争入札に

より委託事業者を選定した。 

福祉医療貸付事業及び退職手当共済事業に係る電子システムについては、機能の追加や改善

などを実施し利用者の利便性の向上を図ることにより、同システムの利用率が向上（福祉医療

貸付事業の事業報告書55％（前年度6％）、退職手当共済事業の掛金届等79％（前年度75

％））し、業務の効率化に寄与した。 

なお、業務・システム 適化計画については、情報化統括責任者（CIO）を中心として、情

報化統括責任者（CIO）補佐官よりIT動向等を踏まえた支援、助言を受けて、WAM NET次期

システムに係る「ハードウェア・ソフトウェア、ネットワーク、運用施設・設備」納入事業者

の調達における公平性・透明性の確保及び費用の節減に向けて実施した調査・分析結果を踏ま

えて作成した調達仕様書をもって一般競争入札を実施することとしたが、独立行政法人の事業

の見直し等の動きを踏まえ、「ハードウェア・ソフトウェア、ネットワーク、運用施設・設備」

納入事業者及び「運用・保守」事業者の調達について一時中断とした。 

さらに、情報化の推進及び情報システムの運用管理の向上を図るため、外部研修を22回受

講するとともに、各業務の特性に応じて、情報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官及び情報管理担

当部署による職員研修を33回実施し、当該業務に必要なＩＴに関する技能の向上を図ること

ができた。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

平成19年度に策定した業務・システム 適化計画に基づき、福祉医

療貸付事業及び退職手当共済事業に係る電子システムにおける機能の

追加や改善などを行い、利用者の利便性の向上を図った結果、福祉医療

貸付事業の事業報告書システムの利用率が55％（前年度6％）、退職

手当共済事業の電子届出システムの利用率が79％（前年度75％）に向

上し、業務・システムの効率化に寄与していることが認められる。 

情報化の推進及び情報システムの運用管理の向上を図るため、外部研

修を22回受講するとともに、各業務の特性に応じて、情報化統括責任

者（ＣＩＯ）補佐官及び情報管理担当部署による職員研修を33回実施

し、当該業務に必要なＩＴに関する技能の向上を図っている。 

以上のように、業務・システム 適化計画の着実な推進により業務の

効率化に寄与するとともに、情報化の推進を図るなど中期計画を上回る

実績をあげていると評価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

○ 福祉医療貸付事業及び退職手当共済事業に係る電子システムについ

ては、機能の追加や改善などを実施した結果、業務の効率化に寄与し

ている。 

○ 民間の情報システム等に関する知見を有する専門家を情報化統括責

任者（ＣＩＯ）補佐官として配置し、体制の強化を図っている。 

○ 情報化の推進を担うＩＴ技術に精通した人材の育成を図るため、計

画的に育成プログラムを進めている。 

 

 

 

［評価の視点］ 

○ 業務・システムの 適化計画に基づき、経

費の節減及び随意契約の見直し等を図って

いるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 業務の実施を効率的・安定的に支援するた

めに、システム等の継続的な改善に努めてい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[実績：○] 

・ 業務・システム 適化対象システムについては、応札事業者が公平な見積もりができ、特

定の業者に依存しないよう配慮した明瞭かつ詳細なシステム要件を設定するとともに、高い

技術力の提供が可能な受託条件等の設定や安定したシステムの質を確保するためにサービ

スレベルを設定し、さらに運用コスト節減のための分離調達と複数年契約（システム運用保

守）を実施できるよう調達仕様書を作成した。 

 

・ 上記により、質の高い業務を実現可能な技術力のある業者を選定するとともに、今後の運

用コストの縮減を図ることができた。 

※ 業務実績Ｐ10【業務・システム 適化計画に基づく効率化等】＃9参照 

 

[実績：○] 

・ 福祉医療貸付事業及び年金担保貸付事業については、融資条件の変更に対応するため、シ

ステムの改修を実施した。 

・ 福祉医療経営指導事業については、事業報告書等の電子報告システムとの連携強化による

集計・分析までの効率化及び分析指標の高度化を図るためシステム改修を行った。 

・ 業務の実施を効率的かつ安定的に支援するため、りん議・決裁システムのハードウェア等

の更新・機能追加を実施した。 

・ 業務の実施を効率的かつ安定的に支援するため、平成21年度にハードウェア等保守期間

切れを迎えているサーバ等について機器更新を行った。 
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○ 情報化統括責任者（ＣＩＯ）及び情報化統

括責任者（ＣＩＯ）補佐官を中心とした専門

性の高い情報化推進体制の強化を図ってい

るか。 

 

 

○ ＩＴ技術に精通した人材の育成を計画的

に実施しているか。 

 

 

○ 職員に対するＩＴに関する研修等を計画

的に実施しているか。 

 

 

※ 業務実績Ｐ10【システムの改善】＃10参照 

 

[実績：○] 

・ 情報化統括責任者（ＣＩＯ）及び情報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官を中心として、情報

システム委員会を開催するとともに、業務・システム 適化計画の実施、情報セキュリティ

対策の強化及び一般競争入札による情報システム調達などの課題に適切に対応した。 

※ 業務実績Ｐ11【情報化推進体制の強化等】＃11参照 

 

[実績：○] 

・ 情報化推進計画及びＱＭＳの教育訓練手順書に基づき外部研修を受講した。 

※ 業務実績Ｐ11【ＩＴ技能の習得】＃12参照 

 

[実績：○] 

・ 情報化推進計画に基づき、情報化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官及び情報管理担当部署によ

る職員研修を計画的に実施した。 

※ 業務実績Ｐ11【職員研修の実施】＃13参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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２ 経費の節減 

（１）業務方法の見直し及び事務の効率化

を行い、経費の節減に努めること。 

 

 

 

２ 経費の節減 

（１）質が高く効率的な業務運営を確保し、

組織における資源を有効に活用するた

め、業務の外部委託（アウトソーシン

グ）を適切に活用する。 

 

 

２ 経費の節減 

（１）質が高く効率的な業務運営を確保し、

組織における資源を有効に活用するた

め、業務の外部委託（アウトソーシン

グ）を適切に活用する。 

 

 

２ 経費の節減 

【業務の外部委託の活用】#14 

○ 債権管理及び経営指標作成における機構貸付先事業報告書の決算データ等入力作

業において、外部委託（アウトソーシング）を活用した。 

 

○ 遠隔地（大阪府及び福岡県）で開催した経営セミナー（8回）の受付業務について、

外部委託（アウトソーシング）を活用した。 

 

 

（２）契約については、原則として一般競

争入札等によるものとし、以下の取組

により、随意契約の適正化を推進する

こと。 

① 「随意契約見直し計画」に基づく

取組を着実に実施するとともに、そ

の取組状況を公表すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 一般競争入札等により契約を行う

場合であっても、特に企画競争や公

募を行う場合には、競争性、透明性

が十分確保される方法により実施す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）契約については、原則として一般競

争入札等によるものとし、以下の取組

により、随意契約の適正化を推進する。

 

① 「随意契約見直し計画」に基づく

取組を着実に実施するとともに、そ

の取組状況を公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 一般競争入札等により契約を行う

場合であっても、特に企画競争や公

募を行う場合には、競争性、透明性

が十分確保される方法により実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）契約については、原則として一般競

争入札等によるものとし、以下の取組

により、随意契約の適正化を推進する。

 

① 「随意契約見直し計画」に基づく

取組を着実に実施するとともに、そ

の取組状況を公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 一般競争入札等により契約を行う

場合であっても、特に企画競争や公

募を行う場合には、競争性、透明性

が十分確保される方法により実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【随意契約の適正化】#15 

○ 「随意契約見直し計画」に基づく取組状況については、次表のとおりである。 

また、取組状況については、平成21年7月にホームページにおいて「平成20年度

における随契見直し計画のフォローアップ」として公表を行った。  

（単位：件、億円）

区  分 

平成18年度実績 

（参考） 
平成20年度実績 平成21年度実績 

見直し計画 

（参考） 

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 

競争入札等 
（27.6％） （9.0％） （47.4％） （34.3％） （59.7％） （78.4％） （32.9％） （14.1％）

21 2.8 37 15.8 37 29.7 25 4.3

企画競争・公募 
（1.3％） （1.2％） （24.4％） （11.7％） （33.9％） （20.9％） （59.2％） （84.2％）

1 0.4 19 5.4 21 7.9 45 25.8

競争性のある契約

（小計） 

（28.9％） （10.2％） （71.8％） （46.0％） （93.6％） （99.3％） （92.1％） （98.3％）

22 3.1 56 21.1 58 37.6 70 30.1

競争性のない （71.1％） （89.8％） （28.2％） （54.0％） （6.4％） （0.7％） （7.9％） （1.7％）

随意契約 54 27.5 22 24.8 4 0.2 6 0.5

合  計 
（100％） （100％） （100％） （100％） （100％） （100％） （100％） （100％）

76 30.6 78 46.0  62 37.9 76 30.6

 

○ 「随意契約見直し計画」に基づく取組みを着実に実施するとともに、一般競争入札

等において一者応札・一者応募となっている案件があったことから、その改善方策を

策定し、改善に取り組んだとこところである。 

具体的には、公告に関する事項（現在休日を含めて10日以上としている公告期間

を原則として10営業日以上とする）や資格要件に関する事項（資格要件は、業務内

容を検討し、不当に新規の競争参加者を制限する要件（官公庁の業務実績等）を設定

しない）などであり、当該改善方策についてはホームページにおいて公表を行った。

 

○ また、企画競争や公募の実施については、競争性及び透明性を十分確保する観点か

ら、昨年度より一般競争に準じ 低10日間の公示期間確保やホームページ上での公

示を行い、企画競争については、契約審査会において契約方式や企画書等の評価結果

の妥当性について審査を行ってきところだが、平成21年度においては、一層の競争



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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③ 監事及び会計監査人による監査に

おいて、入札・契約の適正な実施に

ついて徹底的なチェックを受けるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 監事及び会計監査人による監査に

おいて、入札・契約の適正な実施に

ついて徹底的なチェックを受ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 監事及び会計監査人による監査に

おいて、入札・契約の適正な実施に

ついて徹底的なチェックを受ける。

 

性・透明性を確保する観点から昨年度に整備した「企画競争・公募による調達マニュ

アル」に従い調達を行った。  

 

○ なお、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成21年11月17

日閣議決定）により、競争性のない随意契約の見直しを更に徹底して行うとともに、

一般競争入札等についても真に競争性が確保されているか、点検・見直しを行うこと

とされたことから、契約監視委員会（当機構監事及び外部委員による）を設置し、平

成22年1月26日に同委員会の点検を受けたところである。 

 

○ 契約に係る第三者による監視強化の観点から、契約審査会に監事の出席を求め、入

札等に係る仕様書の内容等について、チェックを受けた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 上記の契約監視委員会（平成22年1月26日開催）においては、次の契約について

点検を受けた。 

区   分 件 数 

平成20年度契約 
競争性のない随意契約 22件 

一者応札・一者応募 27件 

複数年度契約※ 競争性のない随意契約 9件 

平成21年度契約 新規案件 3件 

契約における実質的な競争確保

に関する点検 
落札率90％以上 1件 

合   計 62件 

※平成19年度以前契約締結で、平成21年4月1日現在継続中のもの。 

 

[点検の観点] 

区  分 点 検 の 観 点 

随意契約 
・契約事由、契約価格の妥当性及び一般競

争入札への移行の可否 

一者応札・一者応募 
・真に競争性が確保されているか（仕様書、

参加要件、公告期間その他の入札条件）

複数年契約 

・契約事由、契約価格の妥当性及び一般競

争入札への移行の可否 

・真に競争性が確保されているか（仕様書、

参加要件、公告期間その他の入札条件）

（参考） 

「独立行政法人整理合理化計画」（平成 19 年 12 月 24 日閣議決定）等において、

独立行政法人の随意契約に関して「会計監査人の監査において厳正な（又は徹底的な）

チェック」の要請がなされたことに対し、日本公認会計士協会より、平成 20 年 2 月

13 日付「独立行政法人の随意契約について」において「監査法人は、財務諸表監査の

枠内で実施できることについて既に厳正に対応しているところであり、入札・契約の

そもそもの適正性や法人運営における資金の無駄遣いについて、直接的に会計監査チ

ェックや判断をすることは、財務諸表監査の性質から範囲を超えるものである」との

見解が示された。  



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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平成21年度末までの調達予定案件

（新規案件） 

・一般競争入札への移行の可否、真に競争

性が確保されているか 

契約における実質的な競争確保に

関する点検（落札率90％以上） 
・真に競争性が確保されているか 

 

[点検結果] 

主な指摘としては、結果として一者応札・一者応募であった27件のうち、23件に

ついては、業務経験についての要件の見直しが、3件については、公告期間の見直し

が提案された。 

 

（３）一般管理費、人件費及び業務経費（退

職手当金、承継年金住宅融資等債権管

理回収業務に係る金融機関及び債権回

収会社への業務委託費及び抵当権移転

登記経費並びに承継教育資金貸付けあ

っせん業務に係る経費を除く。）につ

いては、効率的な利用に努め、中期目

標期間の 終事業年度において、平成

１９年度予算と比べて１５.５%程度

の額を節減すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）毎年度、業務方法等を点検し、業務

方法の改善等を行うことにより、事務

の効率化を推進する。 

 

 

（３）業務方法等を点検し、業務方法の改

善等を行うことにより、事務の効率化

を推進する。 

 

 

【業務方法の改善等による事務効率化】#16 

○ 業務の効率化、経費節減、エコ対策等の観点から、次の取組みを実施したことによ

り、コスト削減を図ることができた。 

・経営企画会議等における会議資料のペーパーレス化（約500万円節減） 

・コピー、プリントアウトの際の両面印刷及び集約印刷の徹底 

・執務室及び社内通路の部分消灯の徹底 

・出張におけるパック商品の利用 

・パンフレット等の発行部数の見直し、一括調達の実施 

・本部事務所の賃借料の引下げ（約2,900万円節減） 

・複写機等の再リースの実施（約1,400万円節減） 

・職員に対する備品の継続使用及び消耗品の再利用の周知徹底 

・タクシーの利用の更なる厳格化 

 

○ 相互確認による監査の高度化及び被監査部門の負担軽減を目的に、監査室所管の個

人情報保護監査と企画指導部所管のQMS内部監査を同日実施した。 

 

○ 福祉医療貸付事業においては、平成21年度から事業報告書電子報告システムを本

格的に実施したことに伴い、事業報告対象顧客（11,874顧客）のうち、8,703顧客

に対して利用IDを交付した（発行率約73％）。 

また、平成22年度に向けて、利用IDの未登録者（約3,000件、新規貸付先含む）

に対して、平成22年2月に登録手続き案内を送付し、電子報告システムの利用促進

を図った。 

 

○ 福祉医療経営指導事業の集団経営指導（セミナー）においては、セミナー受講票の

ハガキ化（約3,500通を封書からハガキに変更）などを行い、業務の簡素化・省力

化を行った。 

 

○ 福祉医療貸付事業においては、貸付金の回収に当たって、事務の効率化と顧客サー

ビスの向上を図るため、平成21年4月から口座振替制度を導入した。 

 

○ 福祉医療貸付事業においては、個別のリスク管理債権の内容を集約管理するために

作成する「債務者調書」の記載内容等の検討を行うとともに、「債務者調書の作成マ

ニュアル」を作成した。 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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人件費については、「簡素で効率的

な政府を実現するための行政改革の推

進に関する法律」（平成１８年法律第

４７号）に基づき、平成１８年度以降

の５年間で、平成１７年度を基準（た

だし、平成１８年度に承継された年金

住宅融資等債権管理回収業務及び教育

資金貸付けあっせん業務に係る２勘定

については、平成１８年４月１日に在

職する人員及びこれを前提として支払

われるべき人件費を基準）として５％

以上を削減すること。 

さらに、経済財政運営と構造改革に

関する基本方針２００６（平成１８年

７月７日閣議決定）に基づき、国家公

務員の改革を踏まえ、人件費改革を平

○ 年金担保貸付事業においては、奇数月に支給される年金には、いわゆる「さかのぼ

り年金」が多く含まれており、利用者から当該年金からの回収中止について要望が多

く寄せられたことから、平成21年7月から奇数月回収中止等の措置を講じた。これ

により、回収業務及び相談業務の事務処理の効率化を図ることができた。 

 

○ 平成22年度における機構内LANシステムの統合運用支援業務については、業務内

容を精査した調達仕様書を作成し、一般競争入札を行った結果、業務委託費の削減を

図ることができた。 

 

○ 福祉保健医療情報サービス事業においては、平成22年度におけるWAM NETシス

テム運用・保守業務内容の見直しを行い、運用支援業務費を削減することとした。 

 

○ 退職手当共済事業においては、共済契約者及び機構の事務負担軽減のために、共済

契約者のうち退職共済電子届出システムを利用していない法人（4,039法人）に対

して利用案内を送付した結果、869法人が新規で電子届出システムを利用すること

となり、この結果、電子届出システムの利用率が平成21年度の75%から平成22年

度は79%に向上し、業務の効率化を図ることができた。 

 

 

（４）一般管理費、人件費及び業務経費（退

職手当金、承継年金住宅融資等債権管

理回収業務に係る金融機関及び債権回

収会社への業務委託費及び抵当権移転

登記経費並びに承継教育資金貸付けあ

っせん業務に係る経費を除く。）につ

いては、効率的な利用に努め、中期目

標期間の 終事業年度において、平成

１９年度予算と比べて１５.５%程度

の額を節減する。 

人件費については、「簡素で効率的

な政府を実現するための行政改革の推

進に関する法律」（平成１８年法律第

４７号）に基づき、平成１８年度以降

の５年間で、平成１７年度を基準（た

だし、平成１８年度に承継された年金

住宅融資等債権管理回収業務及び教育

資金貸付けあっせん業務に係る２勘定

については、平成１８年4月1日に在職

する人員及びこれを前提として支払わ

れるべき人件費を基準）として５％以

上を削減する。 

さらに、経済財政運営と構造改革に

関する基本方針２００６（平成１８年

７月７日閣議決定）に基づき、国家公

務員の改革を踏まえ、人件費改革を平

 

（４）一般管理費、人件費及び業務経費（退

職手当金、承継年金住宅融資等債権管

理回収業務に係る金融機関及び債権回

収会社への業務委託費並びに抵当権移

転登記経費並びに承継教育資金貸付け

あっせん業務に係る経費を除く。）に

ついては、経費節減に関する中期目標

の達成を念頭に置きつつ、効率的な利

用に努める。 

 

「簡素で効率的な政府を実現するた

めの行政改革の推進に関する法律」（平

成１８年法律第４７号）及び経済財政

運営と構造改革に関する基本方針２０

０６（平成１８年７月７日閣議決定）

を確実に実行するため、常勤職員数を

抑制し、人件費削減に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一般管理費等の節減】#17 

○ 平成21年度においては、平成19年度予算と比べて6.2％縮減した予算を策定し、

節減に取り組んだ。 

 

 

【人件費の削減】#18 

○ 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18

年法律第47号）等に基づく削減目標を確実に達成するため、業務の効率化等により

常勤職員数を抑制し、平成17年度を基準（平成18年度に承継した年金住宅融資等債

権管理回収業務及び教育資金貸付けあっせん業務に係る2勘定については平成18年

度実績額を基準）として中期計画における人件費削減目標（5％）を上回る人件費削

減（11.4%）を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 
平成19年度 

（予算） 

平成20年度 

（実績） 

平成21年度 

（予算） （実績） 

金  額 6,319百万円 5,768百万円 5,927百万円 5,534百万円

節 減 率 － ▲8.7％ ▲6.2％ ▲12.4％



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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成２３年度まで継続すること。 

併せて、機構の給与水準について、

以下のような観点からの検証を行い、

その検証結果や取組状況については公

表するものとすること。 

 

 

 

① 職員の在職地域や学歴構成等の要

因を考慮してもなお国家公務員の給

与水準を上回っていないか。 

② 職員に占める管理職割合が高いな

ど、給与水準が高い原因について、

是正の余地はないか。 

③ 国からの財政支出の大きさ、累積

欠損の存在、類似の業務を行ってい

る民間事業者の給与水準等に照ら

し、現状の給与水準が適切かどうか

十分な説明ができるか。 

④ その他、給与水準についての説明

が十分に国民の理解の得られるもの

となっているか。 

成２３年度まで継続する。 

併せて、機構の給与水準について、

以下のような観点からの検証を行い、

これを維持する合理的な理由がない場

合には必要な措置を講ずることによ

り、給与水準の適正化に速やかに取り

組むとともに、その検証結果や取組状

況については公表するものとする。 

① 職員の在職地域や学歴構成等の要

因を考慮してもなお国家公務員の給

与水準を上回っていないか。 

② 職員に占める管理職割合が高いな

ど、給与水準が高い原因について、

是正の余地はないか。 

③ 国からの財政支出の大きさ、累積

欠損の存在、類似の業務を行ってい

る民間事業者の給与水準等に照ら

し、現状の給与水準が適切かどうか

十分な説明ができるか。 

④ その他、給与水準についての説明

が十分に国民の理解の得られるもの

となっているか。 

 

 

併せて、機構の給与水準について、

適正化に向けた取組を計画的に進める

とともに、取組状況を公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【給与水準の検証結果】#19 

○ 機構の給与水準の適切性に係る検証を行うとともに、その結果と今後講ずる措置を

機構ホームページ上で公表した。 

 

○ 機構の諸手当は、国に準じた支給内容となっている。 

 

○ 法定外福利費について、永年勤続表彰の実施基準を見直し、平成21年12月より、

勤続年数満25年時点の表彰を廃止した。 

≪添付資料：9≫
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評 価 の 視 点 等 自己評定 Ａ 評価項目 ４ 評  定 Ａ 

  

随意契約の適正化については、「随意契約見直し計画」に基づく取組みを着実に実施し、同

計画を策定した平成18年度において、全契約に占める随意契約割合（件数）が71％あったも

のを、平成21年度において6％まで減少し、同計画の目標を達成することができた。 

一般管理費等の節減については、本部ビル賃借料の引き下げ、再リースの活用等により、平

成21年度予算（平成19年度予算と比べて6.2％縮減）の縮減幅を上回る12.4％の額を節減す

ることができた。 

また、業務の効率化、経費節減、エコ対策等の観点から、会議資料のペーパーレス化、パン

フレット等の発行部数の見直し、本部事務所の賃借料の引下げ、複写機等の再リースの実施な

どに取組みコストの節減を図ったところである。 

人件費の削減については、組織のスリム化等により、平成17年度との比較で11.4％削減す

るとともに、機構の給与水準の適切性に係る検証を行い、その結果と今後講ずる措置を機構ホ

ームページ上で公表した。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

一般管理費等の節減については、平成21年度予算の縮減幅（平成19

年度予算比6.2％）を上回る12.4％（平成19年度予算比）を節減して

いる。また、業務の効率化、経費節減、エコ対策等の観点から、会議資

料のペーパーレス化、パンフレット等の発行部数の見直し、複写機等の

再リースの実施などの取組みを徹底して実施することによりコストを

節減している。 

人件費の削減については、平成17年度との比較で11.4％削減してい

る。 

随意契約の適正化については、平成19年度に策定した「随意契約見

直し計画」に基づく取組みを着実に実施しており、平成18年度におい

て全契約に占める随意契約割合（件数）が71.1％あったものを、平成

21年度において6.4％まで減少し、平成21年度末において同計画の目

標を達成している。 

以上のように、一般管理費等について予算の縮減幅を上回る節減を実

施するとともに、随意契約の適正化を着実に実施し「随意契約見直し計

画」を達成するなど、中期計画を上回る実績をあげていると評価する。

 

 

（各委員の評定理由） 

○ 一般管理費等の節減については、平成21年度予算の縮減幅（平成

19年度予算比6.2％）を上回る12.4％を節減している。 

○ 多面的な経費節減の努力が行われており、成果があがっている。 

○ 人件費の削減については、平成17年度との比較で11.4％削減して

いる。 

○ 「随意契約見直し計画」に基づく取組みを着実に実施し、平成18

年度には全契約に占める随意契約割合（件数）が71｡1％あったもの

を、平成21年度において6｡4％まで減少し、同計画の目標を達成して

いる。 

○ 契約監視委員会（当機構監事及び外部委員による）を設置し、平成

22年1月に同委員会の点検を受けている。 

 

 

（その他意見） 

○ 給与水準が国に比べて高額な理由が十分でない。 

 

［数値目標］ 

① 一般管理費等については、中期目標期間の

終事業年度において、平成１９年度予算と

比べて１５.５%程度の額を節減する。 

 

 

② 人件費については、平成１７年度を基準

（ただし、平成１８年度に承継された年金住

宅融資等債権管理回収業務及び教育資金貸

付けあっせん業務に係る２勘定については、

平成１８年4月1日に在職する人員及びこれ

を前提として支払われるべき人件費を基準）

として５％以上を削減する。 

 

③ 平成２４年度（平成２５年度公表）におけ

る年齢・地域・学歴差を勘案した対国家公務

員指数を概ね１００ポイントとするよう努

める。 

 

 

 

① 一般管理費等については、本部ビル賃借料の引き下げ、再リースの活用等により、平成

21年度予算（平成19年度予算と比べて6.2％縮減）の縮減幅を上回る12.4％の額を節減す

ることができた。 

※ 業務実績Ｐ17【一般管理費等の節減】＃17参照 

 

② 業務の実態を踏まえつつ、組織体制及び人員配置の見直しを行ってきた結果、平成17年

度との比較で11.4％削減した。 

※ 業務実績Ｐ17【人件費の削減】＃18参照 

 

 

 

 

 

③ 対国家公務員指数は、本俸引下げ等の給与体系の見直しや組織のスリム化を進めてきた

結果、逓減傾向にあり、平成21年度における年齢・地域・学歴差を勘案した国家公務員指

数は103.5ポイント（対前年度▲1.0ポイント）となった。 

 

 

［評価の視点］ 

○ 業務の外部委託（アウトソーシング）を適

切に活用するなど、経費を節減しているか。 

 

 

 

○ 随意契約の適正化について、中期計画に示

したとおり適切に行われているか。（政・独

委評価の視点事項と同様） 

 

 

[実績：○] 

・ データ入力、提出書類の点検等の業務の一部について、外部委託（アウトソーシング）を

有効に活用し、事務の効率化を図った。 

※ 業務実績Ｐ14【業務の外部委託の活用】＃14参照 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ35「契約」参照 
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■ 契約方式等、契約に係る規程類について、

整備内容や運用の適切性等、必要な評価が行

われているか。（政・独委評価の視点） 

 

■ 契約事務手続に係る執行体制や審査体制

について、整備・執行等の適切性等、必要な

評価が行われているか。（政・独委評価の視

点） 

■ 個々の契約について、競争性・透明性の確

保の観点から、必要な検証・評価が行われて

いるか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 契約監視委員会での見直し・点検は適切に

行われたか（その後のフォローアップを含

む。）。 

 

○ 業務方法をどのように改善し、事務の効率

化を図っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ35「契約」参照 

 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ35「契約」参照 

 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ35「契約」参照 

 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ35「契約」参照 

 

 

[実績：○] 

・ 相互確認による監査の高度化及び被監査部門の負担軽減を目的に、監査室所管の個人情報

保護監査と企画指導部所管のQMS内部監査を同日実施した。 

 

・ 福祉医療貸付事業においては、平成21年度から事業報告書電子報告システムを本格的に

実施したことに伴い、事業報告対象顧客（11,874顧客）のうち、8,703顧客に対して利用

IDを交付した（発行率約73％）。 

また、平成22年度に向けて、利用IDの未登録者（約3,000件、新規貸付先含む）に対し

て、平成22年2月に登録手続き案内を送付し、電子報告システムの利用促進を図った。 

 

・ 福祉医療経営指導事業の集団経営指導（セミナー）においては、セミナー受講票のハガキ

化（約3,500通を封書からハガキに変更）などを行い、業務の簡素化・省力化を行った。 

 

・ 福祉医療貸付事業においては、貸付金の回収にあたって、事務の効率化と顧客サービスの

向上を図るため、平成21年4月から口座振替制度を導入した。 

 

・ 福祉医療貸付事業においては、個別のリスク管理債権の内容を集約管理するために作成す

る「債務者調書」の記載内容等の検討を行うとともに、「債務者調書の作成マニュアル」を

作成した。 

 

・ 年金担保貸付事業においては、奇数月に支給される年金には、いわゆる「さかのぼり年金」

が多く含まれており、利用者から当該年金からの回収中止について要望が多く寄せられたこ

とから、平成21年7月から奇数月回収中止等の措置を講じた。これにより、回収業務及び

相談業務の事務処理の効率化を図ることができた。 

 

・ 平成22年度における機構内LANシステムの統合運用支援業務については、業務内容を精

査した調達仕様書を作成し、一般競争入札を行った結果、業務委託費の削減を図ることがで

きた。 
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○ 一般管理費等の経費の節減については、中

期目標を達成しているか。 

   

 

○ 事業費における冗費を点検し、その削減を

図っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 人件費の削減については、中期目標を達成

しているか。 

 

○ 平成２４年度（平成２５年度公表）におけ

る年齢・地域・学歴差を勘案した対国家公務

員指数を概ね１００ポイントとするよう努

めているか。 

 

○ 機構の給与水準について、中期目標に示さ

れたとおり、適切に取組んでいるか。 

 

■ 国家公務員と比べて給与水準の高い法人

について、以下のような観点から厳格なチェ

ックが行われているか。（政・独委評価の視

点） 

● 給与水準の高い理由及び講ずる措置（法

人の設定する目標水準を含む）についての

法人の説明が、国民に対して納得の得られ

・ 福祉保健医療情報サービス事業においては、平成22年度におけるWAM NETシステム運

用・保守業務内容の見直しを行い、運用支援業務費を削減することとした。 

 

・ 退職手当共済事業においては、共済契約者及び機構の事務負担軽減のために、共済契約者

のうち退職共済電子届出システムを利用していない法人（4,039法人）に対して利用案内

を送付した結果、869法人が新規で電子届出システムを利用することとなり、この結果、

電子届出システムの利用率が平成21年度の75%から平成22年度は79%に向上し、業務の

効率化を図ることができた。 

※ 業務実績Ｐ16【業務方法の改善等による事務効率化】＃16参照 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標①】のとおり節減することができた。 

 

 

[実績：○] 

・ 業務の効率化、経費節減、エコ対策等の観点から、次の取組みを実施したことにより、コ

スト削減を図ることができた。 

⇒ 経営企画会議等における会議資料のペーパーレス化（約500万円節減） 

 ⇒ コピー、プリントアウトの際の両面印刷及び集約印刷の徹底 

⇒ 執務室及び社内通路の部分消灯の徹底 

⇒ 出張におけるパック商品の利用 

⇒ パンフレット等の発行部数の見直し、一括調達の実施 

⇒ 本部事務所の賃借料の引下げ（約2,900万円節減） 

⇒ 複写機等の再リースの実施（約1,422万円節減） 

⇒ 職員に対する備品の継続使用及び消耗品の再利用の周知徹底 

⇒ タクシーの利用の更なる厳格化 

※ 業務実績Ｐ16【業務方法の改善等による事務効率化】＃16参照 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ12「組織体制・人件費管理」参照 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ12「組織体制・人件費管理」参照 

 

 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ12「組織体制・人件費管理」参照 

 

[実績：○]  

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ12「組織体制・人件費管理」参照 
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るものとなっているか。 

● 法人の給与水準自体が社会的な理解の得

られる水準となっているか。 

 

■  国の財政支出割合の大きい法人及び累積

欠損金のある法人について、国の財政支出規

模や累積欠損の状況を踏まえた給与水準の

適切性に関する法人の検証状況をチェック

しているか。（政・独委評価の視点） 

 

■ 取組開始からの経過年数に応じ取組が順

調であるかどうかについて、法人の取組の適

切性について検証が行われているか。また、

今後、削減目標の達成に向け法人の取組を促

すものとなっているか。（政・独委評価の視

点） 

 

■ 法人の福利厚生費について、法人の事務・

事業の公共性、業務運営の効率性及び国民の

信頼確保の観点から、必要な見直しが行われ

ているか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 国と異なる、又は法人独自の諸手当は、適

切であるか。 

 

○ 法定外福利費の支出は、適切であるか。 

 

 

 

 

 

[実績：○]  

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ12「組織体制・人件費管理」参照 

 

 

 

 

[実績：○]  

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ12「組織体制・人件費管理」参照 

 

 

 

 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ12「組織体制・人件費管理」参照 

 

 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ12「組織体制・人件費管理」参照 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ12「組織体制・人件費管理」参照 

 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
 

- 23 - 
 

 

第４  業務の質の向上に関する事項 

 

通則法第２９条第２項第３号の国民に対

して提供するサービスその他の業務の質の

向上に関する事項は、次のとおりとする。 

 

 

第３  業務の質の向上に関する目標を達成

するためにとるべき措置 

通則法第３０条第２項第２号の国民に対

して提供するサービスその他の業務の質の

向上に関する事項は、次のとおりとする。 

 

 

第３  業務の質の向上に関する目標を達成

するためにとるべき措置 

 

 

 

 

 

第３  業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

 

 

 

 

１ 福祉医療貸付事業（福祉貸付事業） 

福祉貸付事業については、国の福祉政

策に即して民間の社会福祉施設等の整備

に対し長期・固定・低利の資金を提供す

ること等により、福祉、介護サービスを

安定的かつ効率的に提供する基盤整備に

資するため、以下の点に特に留意してそ

の適正な実施に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 福祉医療貸付事業（福祉貸付事業） 

福祉貸付事業については、国の福祉政

策に即して民間の社会福祉施設等の整備

に対し長期・固定・低利の資金を提供す

ること等により、福祉、介護サービスを

安定的かつ効率的に提供する基盤整備に

資するため、以下の点に特に留意してそ

の適正な実施に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 福祉医療貸付事業（福祉貸付事業） 

福祉貸付事業については、国の福祉政

策に即して民間の社会福祉施設等の整備

に対し長期・固定・低利の資金を提供す

ること等により、福祉、介護サービスを

安定的かつ効率的に提供する基盤整備に

資するため、以下の点に特に留意してそ

の適正な実施に努める。 

（参考） 

区 分 平成２１事業年度 

 

貸付契約額 

資金交付額 

千円

162,700,000

153,500,000
 

 

１ 福祉医療貸付事業（福祉貸付事業） 

福祉貸付事業については、国の福祉政策に即して民間の社会福祉施設等の整備に対し

長期・固定・低利の資金を提供すること等により、福祉、介護サービスを安定的かつ効

率的に提供する基盤整備に資するため、以下の点に特に留意してその適正な実施に努め

た。 

なお、当該事業に係る貸付契約額及び資金交付額の実績は次のとおりである。 

 

 

（実績） 

区  分 平成 21 事業年度 

 

貸 付 契 約 額 

資 金 交 付 額 

千円

98,627,500 

99,099,300 
 

 

（１）国の福祉政策における政策目標を着

実に推進するため、毎年度、国と協議

のうえ、当該年度における融資の基本

方針を定めた融資方針に基づき、政策

優先度に即して効果的かつ効率的な政

策融資を実施すること。 

 

 

 

（１）政策優先度に即して効果的かつ効率

的な政策融資を行うため、毎年度、国

と協議のうえ、当該年度における融資

の基本方針を定めた融資方針に基づ

き、福祉貸付事業を実施する。 

 

 

 

 

（１）政策優先度に即して効果的かつ効率

的な政策融資を行うため、利用者等へ

の融資方針の周知等に努め、当該融資

方針に基づいた事業を実施する。 

 

 

 

 

【福祉貸付事業の実績】#20 

○ 平成21年度の福祉貸付事業における貸付審査の実績は、以下のとおりである。 

《貸付審査の実績》                    （単位：件、百万円）

施 設 の 種 類 
貸 付 審 査 の 実 績 

件 数 割 合 金 額 割 合 

老 人 福 祉 関 係 施 設 262 37.5% 84,075 74.8%

 うち特別養護老人ホーム 182 26.0% 71,865 63.9%

児 童 福 祉 関 係 施 設 302 43.2% 20,287 18.0%

 うち保育所 277 39.6% 18,095 16.1%

障 害 者 福 祉 関 係 施 設 125 17.9% 7,589 6.8%

そ の 他 10 1.4% 495 0.4%

計 699 100.0% 112,446 100.0%

※ 複数の施設を一体的に整備する場合、その件数は主たる施設をもって１件と計上している。

※ 制度改正及び物価高騰等に伴う経営資金39件分を含んでいる。 

 

【福祉貸付事業における融資方針の策定】#21 

○ 政策優先度に即して効果的かつ効率的な政策融資を行うため、国と協議のうえ、平

成21年度の融資方針を平成21年3月に策定し、機構のホームページにて公表すると

ともに、各都道府県市の実務担当者を対象とした説明会を開催し、市町村や社会福祉
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法人等への周知等を依頼した。 

≪添付資料：10≫

○ 平成21年度補正予算において「社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金」、「介護

基盤緊急整備等臨時特例基金」が造成されたことに伴い、これらの対象となる整備事

業の融資について優遇措置を講じることとし、その旨を都道府県等に周知を図った。

（平成21年９月７日付で通知を発出） 

 

○ 国において介護基盤緊急整備の政策が掲げられたことを踏まえ、営利法人等が設置

する認知症高齢者グループホーム等について、一定の要件を満たす場合は融資対象と

して取扱うこととし、取扱窓口となる受託金融機関等へ周知を図った。（平成21年

10月1日付で通知を発出） 

 

○ 平成22年度の融資方針については、厚生労働省関係部署と調整の上、平成21年度

内に策定し、都道府県等の担当者向け説明会を行った。 

［主な説明事項］ 

ａ 平成22年度予算の概要 

・ユニット型特別養護老人ホームにおいて25年償還の導入 

・社会福祉法人においてオンコスト方式による保証人免除の導入 

・その他融資対象の拡大等 

ｂ 資金交付時期の早期化 

ｃ 収支差額と事業計画の均衡について 

ｄ 改築等の補助対象外事業への積極的な融資について 

ｅ 融資相談の積極的な活用について 

 

 

（２）政策融資の果たすべき役割を踏まえ、

国の要請等に基づき、災害復旧、制度

改正、金融環境の変化に伴う経営悪化

への対応に臨機応変に対応すること。 

 

 

 

 

（２）政策融資の果たすべき役割を踏まえ、

国の要請等に基づき、災害復旧、制度

改正、金融環境の変化に伴う経営悪化

への対応に臨機応変に対応する。 

特に、療養病床の再編を推進するた

め、医療貸付事業と連携し、転換の受

け皿となる施設の優先的整備を進め

る。 

 

 

 

（２）国の要請等に基づき、療養病床の再

編、「新待機児童ゼロ作戦」に伴う保

育所等の整備、障害者の就労支援、消

防用設備の整備等に係る事業への融資

を、優遇措置等を講じて実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福祉貸付事業に係る政策適合性】#22 

○ 保育所等の整備、障害者の就労支援、消防用設備の整備、療養病床の再編等に係る

事業への融資について、国の要請等に基づき次のような優遇措置等を講じて実施し

た。 

ａ 保育所及び放課後学童クラブの整備に対する融資率の引上げ 

ｂ 障害者の就労支援事業の推進に係る貸付けの相手方に特定非営利活動法人を追

加及び融資率の引上げ（平成20年度から継続） 

c 特定非営利活動法人が設置・経営する障害者グループホーム及び障害者ケアホー

ムにおいて消防用設備を設置するすべての事業を貸付対象とする（「消防法令の改

正を受けて設置する事業」という要件を緩和） 

ｄ 療養病床のケアハウス等への転換事業に対する融資率の引上げ及び貸付金利の

引下げ（平成20年度から継続） 

 

○ 平成21年度補正予算において、国の「経済危機対策」が策定されたことに伴い、

次のような優遇措置を講じて実施した。 

ａ 介護基盤の緊急整備に対する融資率の引上げ及び貸付利率の引下げ 

ｂ 社会福祉施設等の耐震化に対する融資率の引上げ及び貸付利率の引下げ 

ｃ スプリンクラー整備に対する融資率の引上げ及び貸付利率の引下げ 

ｄ 従来の物価高騰に伴う経営資金を、経済情勢の急激な悪化に伴う経営資金とし、

保証人要件を緩和 
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ｅ 障害者の就労移行、就労継続等の関係事業については融資の相手方を拡大 

≪添付資料：11≫

○ 地域密着型サービスに対する融資 

介護保険制度改革に伴い平成18年度から創設された「地域密着型サービス」に対

する平成21年度の貸付審査の実績は、以下のとおりである。 

《貸付審査の実績》 

施 設 種 類 貸 付 審 査 件 数 

特別養護老人ホーム（29名以下） 50件

ケアハウス（29名以下） 2件

小規模多機能型居宅介護事業所 13件

認知症グループホーム 31件

認知症デイサービスセンター 1件

計 97件

 

○ 補助金等が交付された施設に対する融資 

国及び地方公共団体の福祉政策と密接に連携し、福祉・介護サービスを安定的かつ

効率的に提供するための基盤整備を着実に支援するため、国及び地方公共団体等の補

助金・交付金等の対象事業として採択された事業に対し、重点的に融資を行った。 

また、補助金等が交付されなかった事業であっても、地方公共団体が緊急性や政策

上の必要性を認めたものについては融資を行った。 

なお、平成21年度における貸付審査の実績（660件：経営資金を除く）の85.3

％（563件）が補助金等が交付された施設に対する融資となっている。 

 

《貸付審査の実績》 

施 設 の 種 類 
貸付審査の実績 

（経営資金を除く） 

うち補助金等 

が交付された施設整備 

老 人 福 祉 関 係 施 設 248件 211件

児 童 福 祉 関 係 施 設 300件 268件

障 害 者 福 祉 関 係 施 設 105件 78件

そ  の  他 7件 6件

計 660件 563件

 

○ 平成21年度において、利用者等からの要望等を踏まえ、当機構において保証人の

あり方について検討を行い、国と協議の上、平成22年度から借入申込者が希望した

場合、貸付利率に一定の上乗せ（オンコスト）を行うことで、個人保証を要しない融

資制度を新たに創設し利用者サービスの向上を図った。（オンコスト利率0.05％） 

 

○ また、介護保険施設に対する施設整備費補助金の減少や介護報酬の大幅な増加が期

待できないことから、施設経営者から長期かつ安定的に資金調達できる仕組みの構築

を求める利用者等からの要望を踏まえ、平成22年度からユニット型特別養護老人ホ

ームの償還期間等の延長を行うこととした。 
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また、セーフティネットとしての政

策融資の果たすべき役割を踏まえ、急

激な経営環境の変化による社会福祉施

設等の一時的な資金不足に対し、経営

資金を迅速に融資することにより社会

福祉施設等の安定的な経営を支援す

る。 

 

 

【急激な経営環境変化への対応】#23 

○ 国において緊急経済対策が実施されるのに合わせて、平成20年度から実施してい

る「物価高騰に係る経営資金」について、 

・ 貸付金の使途を、物価高騰に伴い一時的に必要となった資金（燃料費または給

食材料費）から、経済情勢の悪化に伴う経営環境の変化により必要となった資金

に拡大 

・ 融資の相手方に障害者自立支援法に規定する就労継続支援事業等を行うNPO

法人を追加 

・ 連帯保証人の要件を２名から１名に緩和 

を行い、新たに「経済情勢の悪化よる経営環境の変化に伴う経営資金」として平成

21年６月５日から適用を開始し、社会福祉施設等の一時的な資金不足に対応した。

（平成21年度実績：22件、864,900千円） 

≪添付資料：11≫

○ 障害者自立支援法の施行に伴う経営資金（つなぎ資金）について対応した。（実績：

平成21年度16件､98百万円､累計250件､2,887百万円） 

 

 

（３）政策融資の果たすべき役割を踏まえ、

事業者の施設整備等に関する相談等を

適切に実施することにより、利用者サ

ービスの向上を図ること。 

 

 

 

 

 

（３）利用者サービスの向上を図るため、

福祉施設の整備の融資相談等を充実す

る。 

 

 

 

 

 

 

（３）平成２０年度に引き続き、事業者に

対する融資内容の積極的周知や個別融

資相談の積極的実施、わかり易い諸手

引き等の作成・提供などを行い、利用

者サービスの向上を図る。 

また、国の政策目標に即した施設整

備への支援などを行うための情報収

集・提供を行う。 

 

 

【利用者サービスの向上】#24 

○ 補助金等の内示先法人に対し、当機構の融資制度の案内を送付するとともに、当機

構、地方公共団体及び福祉関係団体が開催するセミナー等において、個別融資相談を

実施するなど、利用者サービスの向上を図った。 

 

○ 法人経営の安定、福祉サービスの質の向上に資する観点から、事業計画の早期段階

から融資相談に応じ、利用者ニーズの把握や建物の機能性等について助言を行うな

ど、利用者サービスの向上を図った。 

 

○ また、融資審査上の様々な視点からの確認事項について、借入申込者、自治体など

施設整備に携わる関係機関等で幅広く認識を共有して整備計画を推進できるよう「融

資のポイント（ガイドライン）」を作成して都道府県等の担当者へ説明したほか、機

構ホームページに公開し、利用者サービスの向上を図った。 

≪添付資料：12≫

 

（４）民業補完の推進の観点から、福祉貸

付における協調融資制度を充実し、制

度の適切な運用に努めること。 

 

 

（４）協調融資制度の対象を福祉貸付の全

対象施設等に拡大するなど制度を充実

させるとともに周知を図り、制度の適

切な運用を行う。 

 

 

（４）平成２０年度に引き続き、協調融資

制度についての周知等を行う。 

 

 

【協調融資制度の充実】#25 

○ 協調融資制度の周知を図るため、行政担当者説明会における制度説明や新たに作成

した協調融資制度に関するパンフレットを地方公共団体や補助金等の内示を受けた

法人等へ配布するなど制度周知を図った。 

 

○ 協調融資制度に係る覚書締結金融機関の拡大を図るため、代理貸付の受託金融機関

等への覚書締結の案内などを行い、平成20年度末の244機関から、平成21年度末

現在で255機関まで拡大し、制度利用者が速やかに民間資金を活用できるよう整備

を進めた。 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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（５）審査業務及び資金交付業務について

利用者サービスの向上を図ること。 

 

 

 

 

 

 

（５）審査業務については特殊異例な案件

を除き、借入申込み受理から貸付内定

通知までの平均処理期間を７５日以内

とする。 

また、資金交付業務については、請

求内容の不備が著しいもの等を除き、

請求後１５営業日以内に行う。 

 

 

（５）中期計画に定められた審査業務及び

資金交付業務に係る処理期間の順守に

努め、利用者サービスの向上を図る。

 

 

 

 

 

 

【審査・資金交付業務の事務処理期間短縮】#26 

○ 審査業務に係る処理期間について、平成21年度においては、特殊異例な案件を除

いた平均処理期間が38日となっており、中期計画に定められた処理期間（75日以内）

を順守することができた。 

 

○ 保育所整備に係る審査に当たっては、平成21年9月審査分から書面による審査を

導入し、審査業務の効率化を図り、保育所の緊急整備を促進した。 

 

○ 資金交付業務に係る処理期間についても、平成21年度においては、特殊異例な案

件を除き、資金交付した1,148件全てについて、請求後15営業日以内に資金交付を

行うことができた。 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 Ａ 評価項目 ５ 評  定 Ａ 

  

政策融資の果たすべき役割を踏まえ、政府において策定された「経済危機対策」（平成21

年4月10日）の一環として、介護基盤の緊急整備に係る補助事業の対象となった特別養護老

人ホーム等に対し、融資率の引上げ及び貸付利率の引下げなどを講じた優遇融資を実施した

（161件、57,386百万円）。また、金融危機の影響による経済情勢の急激な悪化等により一

時的に資金不足が生じている社会福祉事業施設に対し、貸付利率の引下げ及び保証人の要件緩

和などを講じた経営資金により緊急融資を実施した（実績：22件、865百万円）。 

さらに、潜在的な保育ニーズの充足も視野に入れた保育所待機児童の解消を図る観点から、

保育所及び放課後学童クラブの整備に対する融資率の引上げを講じた優遇融資を実施し

（279件、18,109百万円）、福祉、介護サービスを安定的かつ効果的に提供する基盤整備に

寄与した。 

また、法人経営の安定、福祉サービスの質の向上に資する観点から、事業計画の早期段階か

ら融資相談に応じ、利用者ニーズの把握や建物の機能性等について助言を行うとともに、融資

審査上の様々な視点からの確認事項について、借入申込者、自治体など施設整備に携わる関係

機関等で幅広く認識を共有して整備計画を推進できるよう「融資のポイント（ガイドライン）」

を作成するなど、利用者サービスの向上を図った。さらに、審査業務及び資金交付業務の迅速

化については、いずれも中期計画の目標値を上回る実績を上げることができた。 

一方、協調融資制度については、積極的な周知活動や覚書締結金融機関の拡大を実施するこ

とにより、制度利用者が速やかに民間資金を活用できるよう整備を進めた。 

以上のとおり、平成21年度においては、介護基盤の緊急整備に係る補助事業、経済情勢の

急激な悪化等により一時的に資金不足が生じている社会福事業施設に対する経営資金、さら

に、保育所及び放課後学童クラブの整備に対して、融資条件の優遇措置を講じ機動的な融資を

実施するなど、政策融資の果たすべき役割に関する年度計画を上回る実績を上げ、地域におけ

る社会福祉事業施設の安定的な経営を支援することができた。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

当該事業については、国の政策と密接に連携し、国及び地方公共団体

等の補助金・交付金等が交付された施設整備に対し、優先的に貸付けを

行っている。 

政府において策定された「経済危機対策」（平成21年４月10日）の

一環として、介護基盤の緊急整備に係る補助事業、経済情勢の急激な悪

化等により一時的に資金不足が生じている社会福祉事業施設に対する

経営資金について、優遇融資を実施している。さらに、保育所及び放課

後学童クラブの整備に対して、融資条件の優遇措置を講じ機動的な融資

を実施している。 

協調融資制度については、積極的な周知活動や覚書締結金融機関の拡

大を実施することにより、制度利用者が速やかに民間資金を活用できる

よう整備を進めている。 

審査業務及び資金交付業務の迅速化については、いずれも中期計画の

目標値を上回る実績を上げ、利用者サービスの向上を図っている。 

以上のように、国の福祉政策の目標に沿った融資が効率的かつ効果的

に行われており、中期計画を上回る実績をあげていると評価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

○ 政策融資として、介護基盤の緊急整備、保育所等の整備、障害者の

就労支援、耐震化整備等に効果的かつ効率的に融資を実施している。

○ 利用者のニーズに即し、融資率の引上げ及び貸付利率の引下げなど

を講じた優遇融資を実施するなど努力が評価できる。 

○ 平成22年度から借入申込者が希望した場合、貸付利率に一定の上乗

せ（オンコスト）を行うことで、個人保証を要しない融資制度を新た

に創設し利用者サービスの向上を図っている。 

○ 社会福祉事業の特徴を踏まえ、きめ細かく対応していることから、

融資件数も大幅に増加している。 

 

 

（その他意見） 

○ 審査処理期間が短縮することができたとあるが、利用者から見て適

正な水準であるのか。 

 

 

［数値目標］ 

① 審査業務については特殊異例な案件を除

き、借入申込み受理から貸付内定通知までの

平均処理期間を７５日以内とする。 

 

② 資金交付業務については、請求内容の不備

が著しいもの等を除き、請求後１５営業日以

内に行う。 

 

 

 

① 審査業務については、特殊異例な案件を除き、借入申込み受理から貸付内定通知までの平

均処理期間が38日となり、中期計画を達成した。 

※ 業務実績Ｐ27【審査・資金交付業務の事務処理期間短縮】＃26参照 

 

② 資金交付業務については、1,148件全てについて、請求後15営業日以内に資金交付を行

い、中期計画を達成した。 

※ 業務実績Ｐ27【審査・資金交付業務の事務処理期間短縮】＃26参照 

 

 

［評価の視点］ 

○ 毎年度、国と協議のうえ、当該年度におけ

る融資の基本方針を定めた融資方針に基づ

き、政策優先度に即した効果的かつ効率的な

政策融資を実施しているか。 

 

 

 

 

[実績：○] 

・ 国及び地方公共団体の福祉政策と密接に連携し、平成21年度の機構融資（660件：経営

資金を除く。）の85.3%（563件）が補助金等が交付された施設に対する融資となり、政

策優先度に即した効果的かつ効率的な政策融資を実施することができた。 

※ 業務実績Ｐ23【福祉貸付事業の実績】＃20、【福祉貸付事業における融資方針の策

定】＃21参照 
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○ 政策融資の果たすべき役割を踏まえ、国の

要請等を受けて、政策融資として災害復旧、

制度改正、金融環境の変化に伴う経営悪化等

への緊急措置に臨機応変に対応しているか。 

特に、療養病床の再編を推進するため、医

療貸付事業と連携し、転換の受け皿となる施

設の優先的整備を進めているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 利用者サービスの向上を図るため、融資相

談等を充実しているか。 

 

 

 

○ 協調融資制度の対象を拡大するなど制度

の充実を図っているか。 

 

 

 

 

 

○ 協調融資制度の周知を図り、制度の適切な

運用を行っているか。 

 

 

 

[実績：○] 

・ 政策融資の果たすべき役割を踏まえ、次のとおり政策に沿った融資条件の優遇措置を講じ

た。 

① 保育所及び放課後学童クラブの整備対する融資率の引上げ 

② 障害者の就労支援事業の推進に係る貸付けの相手方に特定非営利活動法人を追加及

び融資率の引上げ（平成20年度から継続） 

③ 特定非営利活動法人が設置・経営する障害者グループホーム及び障害者ケアホームに

おいて消防用設備を設置するすべての事業を貸付対象とする（「消防法令の改正を受け

て設置する事業」という要件を緩和） 

④ 療養病床のケアハウス等への転換事業に対する融資率の引上げ及び貸付金利の引下

げ（平成20年度から継続） 

また、平成21年度補正予算において、国の「経済危機対策」が策定されたことに伴い、

次のような優遇措置を講じた。 

① 介護基盤の緊急整備に対する融資率の引上げ及び貸付利率の引下げ 

② 社会福祉施設等の耐震化に対する融資率の引上げ及び貸付利率の引下げ 

③ スプリンクラー整備に対する融資率の引上げ及び貸付利率の引下げ 

④ 従来の物価高騰に伴う経営資金を、経済情勢の急激な悪化に伴う経営資金とし、保証

人要件を緩和、また、障害者の就労移行、就労継続等の関係事業については融資の相手

方を拡大 

※ 業務実績Ｐ24【福祉貸付事業に係る政策適合性】＃22参照 

 

・ 政府が打ち出した「経済危機対策」の一環として、経済情勢の急激な悪化により一時的に

資金不足が生じている社会福祉施設に対し、経営資金の融資条件に優遇措置（ 優遇金利の

適用など）を講じ、緊急融資を実施した。（実績：22件、865百万円） 

 

・ 障害者自立支援法の施行に伴う経営資金（つなぎ資金）について対応した。（実績：平成

21年度16件､98百万円､累計250件､2,887百万円） 

※ 業務実績Ｐ25【急激な経営環境変化への対応】#23参照 

 

[実績：○] 

・ 都道府県等の主催する事業者向けの説明会等に職員を派遣して個別相談会を開催するなど

により融資相談を実施した。 

※ 業務実績Ｐ26【利用者サービスの向上】＃24参照 

 

[実績：○] 

・ 平成19年度以前の協調融資制度の対象範囲は、特別養護老人ホーム等の介護保険関係施

設等に限定されていたが、平成20年度から福祉貸付全体に拡大し、制度の充実を図った。

また、平成21年度においては、新たに11の金融機関と覚書を締結し、制度利用者が速や

かに民間資金を活用できるよう整備を進めた。（覚書締結金融機関数は255機関） 

※ 業務実績Ｐ26【協調融資制度の充実】＃25参照 

 

[実績：○] 

・ 協調融資制度の周知については、行政担当者説明会での説明や補助内示先法人へのパンフ

レット配布等により実施した。 

また、平成２０年度から新たに対象となった児童・障害者福祉施設等において、平成21

年度に26件の協調融資制度の利用があり、これは制度周知の効果が現れたものと考えてい
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○ 審査業務の平均処理期間については、特殊

異例な案件を除き、中期計画を達成している

か。 

 

○ 資金交付業務の平均処理期間については、

請求内容の不備が著しいもの等を除き、中期

計画を達成しているか。 

 

○ 国民のニーズとずれている事務・事業や、

費用に対する効果が小さく継続する必要性

の乏しい事務・事業がないか等の検証を行

い、その結果に基づき、見直しを図っている

か。 

 

る。 

※ 業務実績Ｐ26【協調融資制度の充実】＃25参照 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標①】のとおり中期計画を達成した。 

 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標②】のとおり中期計画を達成した。 

 

 

[実績：○] 

・ 国の福祉政策における政策目標を着実に推進するため、政策融資の果たすべき役割を踏ま

えつつ、政策効果の高い事業等を優先的に融資するとともに、政策目標内の様々な事業者ニ

ーズに対応した融資を行っている。 

また、セーフティネットとしての政策融資の果たすべき役割を踏まえ、急激な経営環境の

変化による社会福祉施設等の一時的な資金不足に対し、経営資金を迅速に融資することによ

り社会福祉施設等の安定的な経営を支援している。 

さらに、法人経営の安定、福祉サービスの質の向上に資する観点から、事業計画の早期段

階から融資相談に応じ、利用者ニーズの把握や建物の機能性等について助言を行うとともに、

「融資のポイント（ガイドライン）」を策定・公開し、安定した法人経営と円滑な施設運営

が可能となるよう融資審査面からの支援を行い、利用者サービスの向上を図っている。 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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２ 福祉医療貸付事業（医療貸付事業） 

医療貸付事業については、国の医療政

策に即して民間の医療施設等の整備に対

し長期・固定・低利の資金を提供するこ

と等により、医療サービスを安定的かつ

効率的に提供する基盤整備に資するた

め、以下の点に特に留意してその適正な

実施に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 福祉医療貸付事業（医療貸付事業） 

医療貸付事業については、国の医療政

策に即して民間の医療施設等の整備に対

し長期・固定・低利の資金を提供するこ

と等により、医療サービスを安定的かつ

効率的に提供する基盤整備に資するた

め、以下の点に特に留意してその適正な

実施に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 福祉医療貸付事業（医療貸付事業） 

医療貸付事業については、国の医療政

策に即して民間の医療施設等の整備に対

し長期・固定・低利の資金を提供するこ

と等により、医療サービスを安定的かつ

効率的に提供する基盤整備に資するた

め、以下の点に特に留意してその適正な

実施に努める。 

（参考） 

区 分 平成２１事業年度

 

貸付契約額 

資金交付額 

千円

161,000,000

148,300,000
 

 

２ 福祉医療貸付事業（医療貸付事業） 

医療貸付事業については、国の医療政策に即して民間の医療施設等の整備に対し長

期・固定・低利の資金を提供すること等により、医療サービスを安定的かつ効率的に提

供する基盤整備に資するため、以下の点に特に留意してその適正な実施に努めた。 

なお、当該事業に係る貸付契約額及び資金交付額の実績は次のとおりである。 

 

 

 

（実績） 

区  分 平成 21 事業年度 

 

貸 付 契 約 額 

資 金 交 付 額 

千円

86,009,800 

108,465,700 
 

 

（１）国の医療政策における政策目標を着

実に推進するため、国と協議のうえ、

中期目標期間中における融資の基本方

針を定めたガイドラインに基づき、政

策優先度に即して効果的かつ効率的な

政策融資を実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）政策優先度に即して効果的かつ効率

的な政策融資を行うため、国と協議の

うえ、中期目標期間中における融資の

基本方針を定めたガイドラインに基づ

き、医療貸付事業を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）医療貸付事業については、医療制度

改革に対応し医療施設の質的向上と効

率化を推進することにより、医療の政

策目標の推進に積極的に貢献する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【医療貸付事業の実績】#27 

○ 平成21年度の医療貸付事業における貸付審査の実績は、以下のとおりである。 

《貸付審査の実績》                    （単位：件、百万円）

施 設 の 種 類 
貸 付 審 査 の 実 績 

件 数 割 合 金 額 割 合 

病 院 266 31.9% 96,353 78.1%

診 療 所 501 59.9% 9,895 8.0%

介護老人保健施設 65 7.8% 17,107 13.9%

そ の 他 4 0.5% 92 0.0%

計 836 100.0% 123,447 100.0%

※ 複数の施設を一体的に整備する場合、その件数は主たる施設をもって１件と計上している。

※ 経営安定化資金671件、44,689百万円分を含んでいる。 

 

【医療貸付事業に係る政策適合性】#28 

 医療の機能分化の推進  

○ 平成15年８月に厚生労働省が策定した「医療提供体制の改革ビジョン」に掲げら

れた施策の推進に貢献するため、医療の機能分化の観点から貸付審査を行い、これに

資する施設整備に対する機構融資については、融資限度額に特例を適用し、整備の支

援を行った。 

[特定病院]・地域医療支援病院 ・臨床研修指定病院 ・100床以上の特殊診療機能

（専らがん、小児疾患、周産期疾患などの機能）を有する病院等 

 

○ 平成21年度における特定病院の貸付審査は、以下のとおりである。 

病院の審査件数（施設整備資金） 特定病院の審査件数 割 合 

43件 38件 88.4％ 
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 臨床研修指定病院に対する融資  

○ 国の医療政策に即し、臨床研修指定病院の整備を推進するため、これに資する施設

整備に対する機構融資については、通常より高い融資率（90%）を適用し、整備の

支援を行った。 

 

○ 平成21年度における臨床研修指定病院の貸付審査の実績は、以下のとおりである。

病院の審査件数（施設整備資金） 臨床研修指定病院の審査件数 割 合 

43件 16件 37.2％ 

 

 中小規模病院に対する融資  

○ 200床未満の中小規模病院は、大規模病院に比べ必ずしも経営資源が良好とは言

えず、資金調達に困難を伴う傾向があるため、これらの病院の施設整備に対する機構

融資については、通常より高い融資率（90％）を適用し、医療の進歩に合わせた施

設の更新、病床不足地域における施設の整備が円滑に行われるようその支援を行っ

た。 

 

○ 平成21年度における200床未満の病院に対する貸付審査の実績は、以下のとおり

である。 

病院の審査件数（施設整備資金） 200床未満の病院の審査件数 割 合 

43件 27件 62.8％ 

 

 病院の病床不足地域及び診療所不足地域に対する融資  

○ 国民に良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保するため、病院の病床不

足地域及び診療所不足地域における施設整備に対し優遇金利を適用し、都道府県医療

計画に即した施設の整備を推進した。 

 

○ 平成21年度における病院病床・診療所不足地域及び充足地域に対する貸付審査の

実績は、以下のとおりである。 

病院病床・診療所不足地域 
病院病床・診療所 

充足地域 計 

新築資金 甲種増改築資金 乙種増改築資金 

件 数 病床数 件 数 病床数 件 数 病床数 件 数 病床数 

73件 228床 21件 3,054床 37件 5,709床 131件 8,991床

 

地域医療再生計画に基づき実施する整備事業の優遇融資  

○ 都道府県が行う地域医療再生計画に基づく体制整備に必要な施設整備を行う病院

等への融資について、融資率や貸付利率等の優遇措置を講じた。 

 

耐震化整備事業の優遇融資  

○ 耐震基準を満たすために補強改修工事や建替整備を行う病院への融資について、融

資率や貸付利率等の優遇措置を講じた。（実績18件、26,091百万円） 
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ただし、当該ガイドラインの施行に

当たっては、制度の円滑な移行のため

十分な周知期間を設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、当該ガイドラインの施行に

当たっては、制度の円滑な移行のため

十分な周知期間を設け適切に対応す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、病院への融資については、平

成２１年度からガイドラインに基づ

き、政策優先度に即して効果的かつ効

率的な政策融資を実施する。 

 

 

介護基盤の緊急整備事業の優遇融資  

○ 介護基盤の緊急整備にかかる補助事業の対象となった介護老人保健施設への融資

について、融資率や貸付利率の優遇措置を講じた。（実績5件、1,591百万円） 

≪添付資料：13≫

個人保証人の免除（平成22年度から実施） 

○ 平成21年度において、利用者等からの要望等を踏まえ、当機構において保証人の

あり方について検討を行い、国と協議の上、平成22年度から借入申込者が希望した

場合、貸付利率に一定の上乗せ（オンコスト）を行うことで、個人保証を要しない融

資制度を新たに創設し利用者サービスの向上を図った。（オンコスト利率0.2％） 

【医療貸付事業におけるガイドラインの施行】#29 

○ 平成21年４月から、「医療貸付に係る病院融資の基本方針（ガイドライン）」を

適用し、新たな都道府県の医療計画に基づき、４疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、

糖尿病）５事業（救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療及び小児医療）等に

係る医療連携体制に位置付けられる政策優先度の高い地域医療等を実施する病院、又

は、民間の金融機関では融資が難しい中小病院に融資対象を限定するなど、融資の重

点化及び民業補完のより一層の徹底を図ることとした。 

≪添付資料：14≫

【融資対象の重点化】#30 

○ 500床以上の病院に対する融資については、4疾病5事業等に係る医療連携体制に

位置付けられる政策優先度の高い地域医療等を実施する病院の整備に限定した。 

 

 

（２）政策融資の果たすべき役割を踏まえ、

国の要請等に基づき、災害復旧、制度

改正、金融環境の変化に伴う経営悪化

への対応に臨機応変に対応すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）政策融資の果たすべき役割を踏まえ、

国の要請等に基づき、災害復旧、制度

改正、金融環境の変化に伴う経営悪化

への対応に臨機応変に対応する。 

特に、療養病床の再編を推進するた

め、福祉貸付事業と連携し、転換の受

け皿となる施設の優先的整備を進め

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）セーフティネットとしての政策融資

の果たすべき役割を踏まえ、急激な経

営環境の変化による医療施設等の一時

的な資金不足に対し、運転資金を迅速

に融資することにより医療施設等の安

定的な経営を支援する。 

また、療養病床の再編を推進するた

め、療養病床転換に係る貸付条件の優

遇などの支援策を引き続き実施する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【激甚災害への対応】#31 

○ 豪雨及び暴風雨により、災害救助法の適用を受けた地域において被害を受けた医療

関係施設に対し、災害復旧を支援するため、貸付限度額、融資率及び償還期間の優遇

を行うとともに、激甚災害に指定された地域において被害を受けた医療関係施設に対

しては貸付利率を軽減する特別措置を講じた。 

 

【経済危機対策への対応】#32 

○ 政府において策定された「経済危機対策」（平成21年４月10日）に伴い、以下の

優遇措置を講じた。 

 金融環境変化に伴う経営安定化資金の優遇融資  

○ 金融危機の影響による経済情勢の急激な悪化等による医療経営環境の状況を踏ま

え、昨年度に引き続き、「経営環境変化に伴う経営安定化資金」の融資を実施した。

 

○ 病院の資金繰りの悪化への対応として、病院に限り、貸付限度額と償還期間の優遇

措置を講じた。 
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○ 平成21年度における経営安定化資金の貸付審査の実績は、以下のとおりである。

《貸付審査の実績》                    （単位：件、百万円）

施 設 の 種 類 
貸 付 審 査 の 実 績 

件 数 割 合 金 額 割 合 

病 院
（77） 

190  

（15.2%）

37.6% 

（27,890）

35,481  

（69.0%）

87.7%  

診 療 所 283  56.0% 2,936  7.3%  

介護老人保健施設 32  6.3% 2,025  5.0%  

計 505  100.0% 40,442  100.0%  

※ 病院の上段括弧書きは１億円超の再掲である。 

≪添付資料：13≫

 

 出産育児一時金等の制度見直しに伴う経営安定化資金の優遇融資  

○ 出産育児一時金等の直接支払制度の実施（平成21年10月）により、一時的な資金

不足となる産科医療機関等に対する経営安定化資金の融資について、貸付金利の引下

げ及び無担保融資可能額の引上げ等の優遇措置を講じた。（実績166件、4,247百

万円） 

≪添付資料：15≫

【療養病床の再編に向けた支援】#33 

○ 療養病床を介護老人保健施設に転換する場合、通常よりも高い融資率（90％）を

適用する等、貸付条件を優遇した融資を実施し、転換を支援した。（実績：13件、

923床の療養病床を転換） 

 

 

（３）政策融資の果たすべき役割を踏まえ、

事業者の施設整備等に関する相談等を

適切に実施することにより、利用者サ

ービスの向上を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）利用者サービスの向上を図るため、

医療施設の整備の融資相談等を充実す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）全国数か所で実施する融資相談会の

開催に加え、事業計画検討中の者に対

し融資相談に出向くなど、融資相談の

充実を図るとともに、代理貸付が円滑

に行われるよう受託金融機関に対して

実務者研修を実施し、貸付手順の周知

や問題点の認識の共有化を図るなど、

引き続き利用者サービスの向上に努め

る。 

さらに、経営環境の悪化に伴い、こ

れまでの融資制度を中心とした利用者

に対するサービスに加え、施設の整備

面や運営面に係る課題の解消策等の提

案及び経営の参考になる情報の発信を

行う。 

 

 

【利用者サービスの向上】#34 

○ パンフレット（融資のごあんない）の作成において、借入申込者が、より具体的に

事業計画を検討できるよう、事業計画の策定、着手から完成までの流れと機構の融資

手続きを組み合わせた一連のフロー図を掲載し、利用者の視点に立った工夫を行っ

た。 

 

○  借入申込前の利用者サービスの向上を図るため、平成21年度に医療施設・介護老

人保健施設等の整備を予定している者を対象とした融資相談会を全国7ブロックで

計14回開催した。（融資相談件数：161件） 

 

○  さらに、機構主催の経営セミナーの会場に融資相談窓口を設置して融資相談（実績

65件）を行ったほか、個別に訪問相談（実績17件）を行った。 

 

○ また、融資相談者からの「設計・建築」、「経営」等の相談に対して、専門的な相

談を行った。（実績9回） 

 

○ 受託金融機関への業務の指導を強化する実務研修会を実施した。（実績2回、参加

119金融機関） 
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（４）審査業務及び資金交付業務について

利用者サービスの向上を図るととも

に、病院の機能や経営状況についての

第三者評価結果を融資審査に活用する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）審査業務については特殊異例な案件

を除き、借入申込み受理から貸付内定

通知までの平均処理期間を４５日以内

とするとともに、病院の機能や経営状

況についての第三者評価結果を融資審

査に活用する。 

 

 

 

また、資金交付業務については、請

求内容の不備が著しいもの等を除き、

請求後１５営業日以内に行う。 

 

 

 

（４）継続的な審査方針の見直し、事務の

合理化等により、審査期間に関する中

期計画を達成するため、審査業務の迅

速化に努めるとともに、アンケート等

による利用者の声の収集・分析を基に、

利用者の利便性の向上に努める。 

 

 

 

また、融資審査においては、病院の

機能や経営状況についての第三者評価

結果を、引き続き活用する。 

さらに、資金交付時期に関する中期

計画を達成するため、引き続き資金交

付業務の迅速化に努める。 

 

 

【審査・資金交付業務の事務処理期間短縮】#35 

○ 審査業務に係る処理期間について、平成21年度においては、特殊異例な案件を除

いた平均処理期間が33日となっており、中期計画に定められた処理期間（45日以内）

を順守することができた。 

 

○ また、資金交付業務に係る処理期間についても、平成21年度においては、特殊異

例な案件を除き、資金交付した1,019件について、請求後15営業日以内に資金交付

を行うことができた。 

 

【第三者評価結果の融資審査への活用】#36 

○ 第三者評価結果の融資審査への活用については、平成21年度においても引き続き

実施した。 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 Ｓ 評価項目 ６ 評  定 Ｓ 

  

政策融資の果たすべき役割を踏まえ、政府において策定された「経済危機対策」の一環とし

て、金融危機の影響による経済情勢の急激な悪化等により一時的に資金不足が生じている医療

機関に対し、 優遇金利の適用などを講じた経営安定化資金により緊急融資を実施した（実

績：505件、40,442百万円）。また、耐震基準を満たすために補強改修工事や建替整備を行

う医療機関への融資について、融資率の引上げ及び貸付利率の引下げなど講じた優遇融資を実

施した（実績18件、26,091百万円）。 

さらに、出産育児一時金等の直接支払制度の実施（平成21年10月）により、一時的な資金

不足となる産科医療機関等に対し、貸付金利の引下げ及び無担保融資可能額の引上げなどを講

じた経営安定化資金により融資を実施した（実績166件、4,247百万円）。 

また、審査業務及び資金交付業務の迅速化に関しては、いずれも中期計画の目標値を上回る

実績を上げ、利用者サービスの向上を図ることができた。 

なお、平成21年4月から「医療貸付に係る病院融資の基本方針（ガイドライン）」を適用

し、都道府県の医療計画に基づき、4疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）5事業（救

急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療及び小児医療）等に係る医療連携体制に位置付け

られる政策優先度の高い地域医療等への融資の重点化等を図った。 

以上のとおり、平成21年度においては、経済情勢の急激な悪化等により一時的に資金不足

が生じている医療機関に対する経営安定化資金、医療施設の耐震化整備、さらに、出産育児一

時金等の直接支払制度の実施に伴い一時的な資金不足となる産科医療機関等に対する経営安

定化資金について、融資条件の優遇措置を講じ機動的な融資を実施するなど、政策融資の果た

すべき役割に関する年度計画を大幅に上回る実績を上げ、地域における医療機関等の安定的な

経営を支援することができた。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

当該事業については、国の医療政策と密接に連携し、医療計画に基づ

く医療機関の整備、機能分化及び連携、介護保険事業計画に基づく介護

老人保健施設等の整備等に対し、長期・固定・低利の資金を融資するこ

とにより、医療サービスを安定的かつ効果的に提供する基盤整備に貢献

している。 

政府において策定された「経済危機対策」の一環として、経済情勢の

急激な悪化等により一時的に資金不足が生じている医療機関に対する

経営安定化資金、医療施設の耐震化整備について、優遇融資を実施して

いる。さらに、出産育児一時金等の直接支払制度の実施に伴い一時的な

資金不足となる産科医療機関等に対する経営安定化資金について、融資

条件の優遇措置を講じ機動的な融資を実施している。 

審査業務及び資金交付業務の迅速化については、いずれも中期計画の

目標値を上回る実績を上げ、利用者サービスの向上を図っている。 

以上のように、国の医療政策の目標に沿った融資が効率的かつ効果的

に行われており、特に、経済情勢の急激な悪化や制度改正等の影響によ

り、一時的に資金不足が生じている医療機関等に対する経営安定化資金

の融資によって、地域における医療機関等の安定的な経営を支援してい

ることが顕著に認められ、中期計画を大幅に上回る実績をあげていると

高く評価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

○ 政策融資としての役割を踏まえ、経済情勢の悪化に伴う経営安定化

資金、医療施設の耐震化整備、出産育児一時金の実施に伴う経営安定

化資金について、迅速かつ的確に対応するなど、法人としての機能、

役割の発揮が優れている。 

○ 経営安定化資金の需要が増大したことは、利用者のニーズに即して

柔軟に対応した結果であり、機構の政策融資としての役割と合致して

いる。 

 

 

（業務への提言） 

○ 個人保証を要しない融資制度については、出資持ち分のない法人に

限定するべきではないか。 

 

［数値目標］ 

① 審査業務については特殊異例な案件を除

き、借入申込み受理から貸付内定通知までの

平均処理期間を４５日以内とする。 

 

② 資金交付業務については、請求内容の不備

が著しいもの等を除き、請求後１５営業日以

内に行う。 

 

 

 

① 審査業務については、特殊異例な案件を除き、借入申込み受理から貸付内定通知までの平

均処理期間が33日となり、中期計画を達成した。 

※ 業務実績Ｐ34【審査・資金交付業務の事務処理期間短縮】＃35参照） 

 

② 資金交付業務については、特殊異例な案件を除き、1,019件全てについて、15営業日以

内に資金交付を行い、中期計画を達成した。 

※ 業務実績Ｐ34【審査・資金交付業務の事務処理期間短縮】＃35参照） 

 

 

［評価の視点］ 

○ 中期目標期間中における融資の基本方針

を定めたガイドラインに基づき、政策優先度

に即した効果的かつ効率的な政策融資を実

施しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

[実績：○] 

・ 平成21年４月から、「医療貸付に係る病院融資の基本方針（ガイドライン）」を適用し、

新たな都道府県の医療計画に基づき、４疾病（がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病）５事

業（救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療及び小児医療）等に係る医療連携体制に

位置付けられる政策優先度の高い地域医療等を実施する病院、又は、民間の金融機関では融

資が難しい中小病院に融資対象を限定するなど、融資の重点化及び民業補完のより一層の徹

底を図ることとした。 

※ 業務実績Ｐ33【医療貸付事業におけるガイドラインの周知】＃29参照） 
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○ 政策融資の果たすべき役割を踏まえ、国の

要請等を受けて、政策融資として災害復旧、

制度改正、金融環境の変化に伴う経営悪化等

への緊急措置に臨機応変に対応しているか。 

特に、療養病床の再編を推進するため、福

祉貸付事業と連携し、転換の受け皿となる施

設の優先的整備を進めているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 利用者サービスの向上を図るため、融資相

談等を充実しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 審査業務の平均処理期間については、特殊

異例な案件を除き、中期計画を達成している

か。 

 

○ 資金交付業務の平均処理期間については、

請求内容の不備が著しいもの等を除き、中期

計画を達成しているか。 

 

○ 病院の機能や経営状況についての第三者

評価結果を融資審査に活用しているか。 

 

 

 

 

[実績：○] 

・ 政策融資の果たすべき役割を踏まえ、次のとおり政策に沿った融資条件の優遇措置を講じ

た。 

① 政府において策定された「経済危機対策」の一環として、金融危機の影響による経済

情勢の急激な悪化等により一時的に資金不足が生じている医療機関に対し、融資条件の

優遇措置（ 優遇金利の適用など）を講じた経営安定化資金制度により、緊急融資を実

施した。（実績：505件、40,442百万円） 

※ 業務実績Ｐ33【経済危機対策への対応】＃32参照 

② 耐震基準を満たすために補強改修工事や建替整備を行う病院への融資について、融資

率や貸付利率等の優遇措置を講じた。（実績18件、26,091百万円） 

※ 業務実績Ｐ31【医療貸付事業に係る政策適合性】＃28参照 

 

③ 出産育児一時金等の直接支払制度の実施（平成21年10月）により、一時的な資金不

足となる産科医療機関等に対する経営安定化資金の融資について、貸付金利の引下げ及

び無担保融資可能額の引上げ等の優遇措置を講じた。（実績166件、4,247百万円） 

※ 業務実績Ｐ33【経済危機対策への対応】＃32参照 

 

[実績：○] 

・ 融資相談会については、平成21年度に14回開催し、161件の相談があり、相談者の利

便性の向上と相談業務の集中的実施による機構業務の効率化に大きく貢献した。 

 

・ 機構主催の経営セミナーの会場に融資相談の窓口を設置して65件の融資相談を実施した

ほか、個別に相談を希望する者に対する訪問融資相談、県や医療関係団体が主催する説明会

等でも融資相談を実施することにより、利用者サービスの向上に努めた。 

 

・ 代理貸付業務を委託している金融機関に対する「業務研修会」を２回開催し、貸付条件改

正の周知をするとともに業務指導を行った。 

 

・ 利用者に対する経営アドバイスを積極的に行うべく、融資相談者からの「設計・建築」、

「経営」等の相談に対して、専門的な提案を行った。 

※ 業務実績Ｐ34【利用者サービスの向上】＃34参照 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標①】のとおり中期計画を達成した。 

 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標②】のとおり中期計画を達成した。 

 

 

[実績：○] 

・ 第三者評価結果の融資審査への活用については、平成21年度においても引き続き実施し

た。 

※ 業務実績Ｐ35【第三者評価結果の融資審査への活用】＃36参照 
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○ 国民のニーズとずれている事務・事業や、

費用に対する効果が小さく継続する必要性

の乏しい事務・事業がないか等の検証を行

い、その結果に基づき、見直しを図っている

か。 

 

[実績：○] 

・ 近年の医療施設等を取り巻く厳しい環境の中で、次のとおり貸付利率、融資率、担保要件

等の各種の優遇措置を講じた融資を、迅速かつ的確に実施することにより、地域における医

療施設等の安定的な経営を支援した。 

 

⇒ 経営環境変化に伴う経営安定化資金について、病院の融資額を拡充するとともに償還期

間を延長した。（平成23年3月末まで） 

 

⇒ 保証人の要件の緩和及び社会医療法人の公益性、経営健全性等を踏まえた保証人免除制

度を導入した。 

 

⇒ 病院の耐震化を推進するため、国の医療施設耐震化臨時特例交付金の補完及び国の制度

に準ずる施設整備への優遇制度を創設した。（平成23年3月末まで） 

 

⇒ 都道府県が策定する地域医療再生計画に基づく補助対象となった整備事業についての

融資の優遇を行うこととした。 

 

⇒ 出産育児一時金等の制度見直しに伴う経営安定化資金の制度の創設及び見直しを行っ

た。（平成23年3月末まで） 

 

⇒ 借入申込書等の必要書類の再検討 

 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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３ 福祉医療貸付事業（債権管理） 

（１）福祉医療貸付事業等の効率化 

① 政策金融改革の趣旨を踏まえ、融

資の重点化及び融資率の引き下げを

行い平成２４年度予算における福祉

医療貸付事業の新規融資額を平成１

７年度における同事業の新規融資額

の実績と比べて２０%程度縮減し、

併せて同事業における融資残高の縮

減に努めること。 

② 福祉医療貸付事業の金利につい

て、政策の変更、緊急措置等やむを

得ない事情により国が認めたものを

除き、現中期目標期間中の新規契約

分について利差益が確保されるよう

努めること。 

③ 政策融資としての役割を効果的に

果たし、併せて民業補完を推進する

との観点から、政策融資としての機

能を毎年点検し、事業内容を不断に

見直す等事業の効率化を進めるこ

と。 

 

 

３ 福祉医療貸付事業（債権管理） 

（１）福祉医療貸付事業等の効率化 

① 融資対象の重点化及び融資率の引

下げを行い、福祉医療貸付事業の新

規融資額の縮減に関する中期目標を

達成する。 

 

 

 

 

② 福祉医療貸付事業の金利につい

て、政策の変更、緊急措置等やむを

得ない事情により国が認めたものを

除き、新規契約分の利差益に関する

中期目標を達成する。 

 

③ 政策融資としての機能を毎年点検

し、政策優先度に応じて、貸付対象

等を見直す等事業の効率化を進め

る。 

 

 

 

３ 福祉医療貸付事業（債権管理） 

（１）福祉医療貸付事業等の効率化 

① 福祉医療貸付事業の新規融資額に

ついては、融資対象の重点化及び融

資率の引下げを行うとともに、国の

福祉及び医療政策の動向等を踏まえ

縮減する。 

 

 

 

② 福祉医療貸付事業の金利につい

て、政策の変更、緊急措置等やむを

得ない事情により国が認めたものを

除き、新規契約分の利差額の状況を

適切に把握する。 

 

③ 政策融資としての機能を点検し、

政策優先度に応じて、貸付対象等の

見直しを行う。 

 

 

 

 

３ 福祉医療貸付事業（債権管理） 

【新規融資額の縮減】#37 

○ 平成21年度の福祉医療貸付事業の新規融資額については、平成17年度（契約実

績：4,026億円）と比べて19.6％縮減した予算（契約：3,237億円）を策定したと

ころであるが、新規融資額は1,846億円となった。 

なお、平成21年度における新規融資額については、度重なる介護報酬・診療報酬

の引下げや施設整備に対する補助制度の変更及び金融不安や景気後退の影響を受け

て、新規の設備投資等が手控えられたことにより、予算に対して大幅に減少している。

 

 

【利差益の確保】#38 

○ 平成21年度における福祉医療貸付事業における新規契約分の利差額の状況につい

ては、国の政策目的の達成のために特に定めるものを除外し、政策の変更、緊急措置

等やむを得ない事情による影響を控除した新規契約分において、貸付金利と資金調達

の金利差0.044％、利差額36百万円を確保することができた。 

≪添付資料：16≫

【貸付対象等の見直し】#39 

○ 政策融資としての機能を点検し、政策優先度に応じて、以下のとおり貸付対象等の

見直しを行った。 

［福祉貸付事業］ 

ａ 保育所及び放課後学童クラブの整備対する融資率の引上げ 

ｂ 自立援助ホーム（児童自立生活援助事業）の整備に対する融資率の引上げ 

ｃ 障害者の就労支援事業の推進に係る貸付けの相手方に特定非営利活動法人を追

加及び融資率の引上げ（平成20年度から継続） 

ｄ 特定非営利活動法人が設置・経営する障害者グループホーム及び障害者ケアホー

ムにおいて消防用設備を設置するすべての事業を貸付対象とする（「消防法令の改

正を受けて設置する事業」という要件を緩和） 

ｅ 療養病床のケアハウス等への転換事業に対する融資率の引上げ及び貸付金利の

引下げ（平成20年度から継続） 

ｆ アスベスト対策事業に対する融資率の引上げ及び貸付金利の引下げ（19年度よ

り継続） 

ｇ 障害者自立支援法の施行に伴うつなぎ資金の特例貸付（18年度より継続） 

ｈ 基盤整備促進法に基づく有料老人ホーム、高齢者総合福祉センター及び在宅介護

サービスセンターに係る融資率を引下げ 

ｉ 「物価高騰に係る経営資金」の貸付対象の拡充等を行い、新たに「経済情勢の悪

化よる経営環境の変化に伴う経営資金」として実施 

[医療貸付事業] 

ａ アスベスト対策事業に対する融資率の引上げ及び貸付金利の引下げ 

ｂ 病院に係る経営環境変化に伴う経営安定化資金に対する融資限度額及び融資期

間の拡充 

ｃ 地域医療再生計画に基づく整備事業に対する貸付限度額の見直し、融資率の引上

げ及び貸付金利の引下げ 

ｄ 耐震化整備事業に対する貸付限度額の見直し、融資率の引上げ及び貸付金利の引

下げ 
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ｅ 介護基盤の緊急整備に対する融資率の引上げ及び貸付金利の引下げ 

ｆ 社会保険病院等の譲渡に対する融資率の引上げ及び貸付金利の引下げ 

ｇ 出産育児一時金等の制度見直しに係る経営安定化資金に対する貸付金利の引下

げ及び無担保融資可能額の引上げ 

 

（２）リスク管理債権の適正な管理 

福祉医療貸付事業の貸付債権につい

て、貸付先の業況の把握、福祉医療経

営指導事業等との連携の強化による債

権悪化の未然防止に取組むとともに、

債権区分別に適切な管理を行い、中期

目標期間中における貸付残高に対する

リスク管理債権の額の比率を第１期中

期目標期間中の比率の平均を上回らな

いように努めること。 

 

 

 

 

（２）リスク管理債権の適正な管理 

① 福祉医療貸付事業の貸付に係る債

権について、継続的に貸付先の経営

情報の収集と分析を行い、経営状況

の的確な把握に努め、福祉医療経営

指導事業等との連携の強化による債

権悪化の未然防止に取組むととも

に、債権区分別に適切な管理を行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、リスク管理債権を抑制する

観点から発生要因別分析等を行い貸

付関係部にフィードバックする。 

 

 

 

 

 

 

 

② 中期目標期間中における貸付残高

に対するリスク管理債権の額の比率

を第１期中期目標期間中の比率の平

均を上回らないように努める。 

 

 

 

 

（２）リスク管理債権の適正な管理 

① 貸付先の経営情報を継続的に収集

し分析を行い、経営状況の的確な把

握に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営指導事業等との連携の強化に

よる債権悪化の未然防止策の取組を

行う。 

 

 

また、リスク管理債権を抑制する

観点から発生要因別分析等を行い貸

付関係部にフィードバックする。 

 

 

 

 

 

 

 

② 貸出条件緩和債権については、福

祉医療政策、事業の公共性及びサー

ビス需要を鑑み、貸付先の実態把握

及び再生の見通しを考慮の上、適正

な審査を行う。 

また、「療養病床転換支援資金」

等融資制度を適用した貸付先につい

ては、貸付関係部と連携を図り、必

要に応じフォローを行う。 

 

 

 

【貸付先の経営状況の分析等】#40 

○ リスク管理債権の抑制を図るため、赤字かつ債務超過の貸付先については、個別に

事業報告書により経営状態を分析した。（実施件数12件） 

 

○ また、大口貸付先（貸付残高上位50位）について、財務・収支の経年比較を行っ

た。 

 

○ 財務状況が厳しい貸付先20件及び融資対象の建物の完成後1年程度経過した貸付

先13件について、貸付関係部と経営支援室が連携を図り、実地調査を行い現状の状

況把握とともに必要なフォローを実施した。（33件） 

 

○ 平成21年度に発生した新規リスク管理債権先について、延滞の主要要因を基に発

生要因を分析した。（35施設） 

【債権悪化の未然防止】#41 

○ 平成20年度のリスク管理債権増加要因分析の結果を踏まえ、貸付関係部と経営支

援室からなる「貸付・管理・経営支援連絡会」において、リスク管理債権の未然防止

策として、貸付先に対するフォローの強化等をとりまとめ実行した。 

 

○ 特殊債権処理状況報告会及び貸出条件緩和検討会において、新規発生したリスク管

理債権の増加要因の分析や個別案件にかかる事例の情報提供を経営支援室及び貸付

関係部に行った。 

 

○ リスク管理債権の個別案件に係る情報を貸付関係部へ、毎月、定期的に報告する仕

組みを構築した。 

 

○ 従来の年賦償還又は3か月賦償還から月賦償還へ誘導することにより、貸付先の危

険度の早期察知、早期の段階での貸付先とのヒアリング等を実施した。 

 

【債権区分別の適切な管理】#42 

○ 貸出条件緩和債権処理に当たっては、役員の出席する貸出条件緩和検討会等におい

て、貸付先から提出された改善計画書を基に、事業の公共性、経営状態等を十分に勘

案の上、適正な審査を行った。 

（貸出条件緩和検討会開催回数6回：貸出条件緩和実施件数52貸付先60資金） 

 

○ 平成21年12月に施行された「中小企業金融円滑化法」に係る措置については、迅

速な対応を図れるよう、新たに専用電話やメールによる返済相談窓口を設置するなど

体制の整備を行った。（実績：相談件数58件） 

 

○ 療養病床転換に伴う機構既往貸付金の償還期間の延長を承認した案件について、転
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③ 毀損の著しい債権の管理の徹底を

図ると共に、必要に応じて債権保全

措置を的確に実施する。 

 

換後の状況を把握するため実地調査等を行った。 

 

○ 貸出条件緩和を実施した案件については、金融検査マニュアルに沿って改善計画の

実施状況を確認し、改善計画どおりに実施されていおるものは、監査法人の検証を経

た上で、リスク管理債権から除外した。 

 

○ 案件の内容に応じて必要な法的措置を実行の上、債権の回収を図った。（15貸付

先） 

① 訴訟提起案件（5貸付先）について、和解により、債務者及び連帯保証人等から

計8,114万円を回収した。 

② 債務者及び連帯保証人に対する訴訟提起5件（緊急融資1件）実施した。 

③ 競売案件（3貸付先）について、1億5,247万円を回収した。 

④ 民事再生法案件（2貸付先5資金）について、全額元金保全の別除権協定締結に

より再生計画に協力し、併せて機構融資分の保全を図った。 

 

【リスク管理債権比率】#43 

○ 平成21年度末現在のリスク管理債権比率は、2.49％となった。 

【全体】 

区  分 平成20年度末 平成21年度末 

リ ス ク 管 理 債 権 比 率 2.97％ 2.49％

 

破 綻 先 債 権 0.24％ 0.21％

6 か 月 以 上 延 滞 債 権 1.10％ 0.82％

3 か 月 以 上 延 滞 債 権 0.14％ 0.09％

貸 出 条 件 緩 和 債 権 1.49％ 1.37％

リ ス ク 管 理 債 権 96,173百万円 78,176百万円

総 貸 付 残 高 3,242,262百万円 3,145,216百万円

（参考）貸出条件緩和債権を除いたリスク管理債権比率(20年度末1.48%､21年度末1.12%) 

【福祉貸付】 

区  分 平成20年度末 平成21年度末 

リ ス ク 管 理 債 権 比 率 1.15％ 0.94％

 

 

 

 

破 綻 先 債 権 0.06％ 0.00％

6 か 月 以 上 延 滞 債 権 0.36％ 0.39％

3 か 月 以 上 延 滞 債 権 0.01％ 0.04％

貸 出 条 件 緩 和 債 権 0.72％ 0.51％

リ ス ク 管 理 債 権 15,896百万円 12,752百万円

総 貸 付 残 高 1,382,388百万円 1,358,781百万円

【医療貸付】 

区  分 平成20年度末 平成21年度末 

リ ス ク 管 理 債 権 比 率 4.32％ 3.66％

 

 

 

 

破 綻 先 債 権 0.36％ 0.37％

6 か 月 以 上 延 滞 債 権 1.66％ 1.15％

3 か 月 以 上 延 滞 債 権 0.23％ 0.12％

貸 出 条 件 緩 和 債 権 2.07％ 2.02％

リ ス ク 管 理 債 権 80,276百万円 65,423百万円

総 貸 付 残 高 1,859,873百万円 1,786,435百万円
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評 価 の 視 点 等 自己評定 Ｂ 評価項目 ７ 評  定 Ｂ 

  

平成21年度末のリスク管理債権は2.49％となった。 

累次のマイナス報酬改定等により、医療、介護施設を取り巻く経営環境は、引き続き厳しい

状況にあり、経営体力が低下している。 

また、民間金融機関の貸出態度は、平成21年3月を底に改善への動きがみられるものの、

水面下から脱出しておらず、資金繰りは予断を許さない厳しい状況にある。 

さらに、医師、看護師、介護職員の有効求人倍率の改善はみられるものの、引き続き看護師

等のスタッフの確保が困難な状況にある。 

 

（主な施設の利益率の推移） 

区 分 H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 H20年 

一般病院 2.7％ 2.5％ 1.2％ 0.8％ 0.5％ 0.6％

特養 

（従来型） 
11.4％ 11.1％ 8.6％ 7.2％ 7.1％ 6.4％

※ 一般病院は医業利益率の推移、特養（従来型）は経常収支差額比率の推移 

 

この様な中、当機構は、新規に発生したリスク管理債権については、延滞の発生要因を分析

し貸付関係部へ情報をフィードバックした。 

また、リスク管理債権化する前の段階で、経営状況を把握し、財務状況が厳しい貸付先及び

施設開設後の立ち上り不安定な時期（開設後１年程度経過）の貸付先に対し、実地調査による

状況把握や必要に応じたアドバイスを行う等、リスク管理債権化への未然防止を行った。 

さらに、資金繰り資金に支障を来たした貸付先に対し、適切に対応するため、貸出条件緩和

の積極的な実施を進め、特に平成21年12月に施行された「中小企業金融円滑化法」に係る措

置については、迅速な対応を図れるよう、新たに専用電話やメールによる返済相談窓口を設置

するなど体制の整備を行った。 

こうした柔軟な対応により経営の立て直しや福祉施設、医療施設の再生を後押しすることに

よって、地域の福祉施設や医療施設の維持・存続に貢献している。 

 

（リスク管理債権比率の推移） 

H15年 H16年 H17年 H18年 H19年 Ｈ20年 Ｈ21年 

1.50％ 

（0.07％） 

1.53％ 

（0.87％） 

1.23％

（0.63％）

1.50％

（0.55％）

2.02％

（0.77％）

2.97％

（1.49％）

2.49％

（1.12％）

※（ ）内は、うち条件緩和債権比率 

 

前年度末のリスク管理債権比率２.97％に対し、平成21年度末は2.49％と▲0.48％の減と

なった主な要因は、次のとおりである。 

１ 年賦償還から月賦償還への誘導の効果もあり、貸付先の危険度の早期察知、早期の段階

での貸付先とのヒアリング等の実施により、新規の発生案件及び3か月未満債権の増加に

歯止めが掛かったこと。 

２ 貸出条件緩和を実施した案件については、金融検査マニュアルに沿って改善計画の実施

状況を確認し、改善計画どおりに実施されているものは、監査法人の検証を経た上で、リ

スク管理債権から除外したこと。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

平成21年度末におけるリスク管理債権比率は2.49％となり、前年度

より比率で0.48％、金額で180億円それぞれ減少している。この主な

要因としては、元金の償還方法について従来の年賦償還から月賦償還へ

の誘導により、貸付先の経営状況の早期把握が可能になったこと。また、

財務状況が厳しい貸付先等に対し、実地調査による状況把握やアドバイ

スによりリスク管理債権化の未然防止を行ったこと。金融検査マニュア

ルに沿って改善計画の実施状況を確認し、改善計画どおりに実施されて

いるものは、監査法人の検証を経た上で、リスク管理債権から除外した

ことがあげられる。 

なお、医療、介護施設を取り巻く経営環境については、引き続き、厳

しい状況であり、法人の経営体力が低下する中、医師、看護師・介護職

員の不足の影響を受けるとともに、金融危機の影響による経済情勢の急

激な悪化等に伴う民間金融機関の貸出態度の悪化もあり、資金繰りに支

障を来す施設が見受けられる。福祉医療機構においては、このような状

況の中で、政策融資として求められている役割（使命）を果たすため、

引き続き、貸出条件緩和や福祉医療機構の総合力を発揮した経営指導等

による積極的な支援及び民間金融機関との連携強化を行うことにより、

地域の福祉施設や医療施設の維持・存続を図ることを期待する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

○ リスク管理債権比率については、貸付先に対するきめ細かい経営指

導や金融検査マニュアルに沿った自己査定の実施等により、改善して

きている。機構の政策融資としての役割から見ると、目標は達成して

いる。 

○ 医療、介護施設を取り巻く経営環境が引き続き厳しい状況であるこ

とは理解できるが、リスク管理債権比率の目標が未達成である。 

 

 

（その他意見） 

○ 機構のリスク管理債権比率は、地方銀行より低い水準となっており、

これ以上の数値を無理に達成することは、資金繰り資金に支障をきた

した貸付先に対し、貸出条件緩和を行うなどの取組みができなくなる

といった問題があり、機構の存在意義がなくなってしまう。 

○ リスク管理債権比率の数値目標が高すぎる。 
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［数値目標］ 

① 平成２４年度予算における福祉医療貸付

事業の新規融資額を平成１７年度における

同事業の新規融資額の実績と比べて２０%

程度縮減する。 

 

 

 

 

② 現中期目標期間中の新規契約分について

利差益が確保されるよう努める。 

 

③ 中期目標期間中における貸付残高に対す

るリスク管理債権の額の比率を第１期中期

目標期間中の比率の平均（１．５６％）を上

回らないように努める。 

 

 

 

① 平成21年度の福祉医療貸付事業の新規融資額については、平成17年度と比べて19.6％

縮減した予算（貸付契約3,237億円）を策定したところであるが、新規融資額は1,846億

円となった。 

なお、平成21年度における新規融資額については、度重なる介護報酬・診療報酬の引下

げや施設整備に対する補助制度の変更及び金融不安や景気後退の影響を受けて、新規の設備

投資等が手控えられたことにより、予算に対して大幅に減少している。 

※ 業務実績Ｐ39【新規融資額の縮減】＃37参照 

 

② 利益差については、貸付金利と調達金利の金利差0.044％、利差額36百万円を確保した。

※ 業務実績Ｐ39【利差益の確保】＃38参照 

 

③ 平成21年度末リスク管理債権は2.49％（平成20年度末対比0.48％減）となった。第１

期中期期間中の比率の平均１.56％との差は、0.93％である。 

（主な要因） 

ア 累次のマイナス報酬改定等により、医療、介護施設を取り巻く経営環境は、引き続き厳

しい状況にあり、経営体力が低下していること。 

イ 民間金融機関の貸出態度は、平成21年3月を底に改善への動きがみられるものの、資

金繰りが厳しい状況が続いていること。 

ウ 医師、看護師、介護職員の有効求人倍率の改善はみられるものの、引き続き看護師等の

スタッフの確保が困難な状況にあること。 

※ 業務実績Ｐ41【リスク管理債権比率】＃43参照 

 

 

［評価の視点］ 

○ 福祉医療貸付事業の新規融資額の縮減に

関する中期目標を達成しているか。 

 

○ 新規貸付契約平均利率と新規調達平均利

率との比較において、利差益の確保に関する

中期目標を達成しているか。 

なお、貸付金利の設定において、政策の変

更、緊急措置等やむを得ない事情により国が

認めたものを控除する。 

 

○ 政策融資としての機能を毎年点検し、政策

優先度に応じて、貸付対象等を見直す等事業

の効率化を進めているか。 

 

○ 継続的に貸付先の経営情報を収集し、リス

ク管理債権等の傾向分析を行っているか。 

 

 

 

 

 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標①】のとおり中期計画を達成した。 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標②】のとおり中期計画を達成した。 

 

 

 

 

 

[実績：○] 

・ 政策優先度の高い事業に対し優遇措置を講じ、効率的な政策融資を実施した。 

※ 業務実績Ｐ39【貸付対象等の見直し】＃39参照 

 

[実績：○] 

・ リスク管理債権の抑制を図るため、赤字かつ債務超過の貸付先については、個別に事業報

告書により経営状態を分析した。（実施件数12件） 

・ また、大口貸付先（貸付残高上位50位）について、財務・収支の経年比較を行った。 

※ 業務実績Ｐ40【貸付先の経営状況の分析等】#40 
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○ 福祉医療経営指導事業等との連携の強化

により、債権悪化の未然防止に取組んでいる

か。 

 

 

 

○ 債権区分別に適切な管理を行っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 発生要因別分析等を行い貸付関係部にフ

ィードバックし、リスク管理債権の抑制を図

っているか。 

 

 

 

○ 中期目標期間中における貸付残高に対す

るリスク管理債権の額の比率を第１期中期

目標期間中の比率の平均（１．５６％）を上

回らないように努めているか。 

なお、介護報酬及び診療報酬の大幅改定等

に伴う福祉施設及び医療施設の経営環境の

著しい悪化、療養病床の転換支援策による機

構貸付金の償還期間の延長、貸付先からの繰

上償還等により機構の貸付残高の著しい変

動が生じた場合等は、その事情を考慮する。 

 

■ 貸付金、未収金等の債権について、回収計

画が策定されているか。回収計画が策定され

ていない場合、その理由の妥当性についての

検証が行われているか。（政・独委評価の視

点） 

 

■ 回収計画の実施状況についての評価が行

われているか。評価に際し、ⅰ）貸倒懸念債

権・破産更生債権等の金額やその貸付金等残

高に占める割合が増加している場合、ⅱ）計

画と実績に差がある場合の要因分析を行っ

ているか。（政・独委評価の視点） 

 

[実績：○] 

・ 財務状況が厳しい貸付先20件及び融資対象の建物の完成後1年程度経過した貸付先13件

について、貸付関係部と経営支援室が連携を図り、実地調査を行い、現状の状況把握ととも

に必要なフォローを実施した。 

※ 業務実績Ｐ40【貸付先の経営状況の分析等】＃40参照 

 

[実績：○] 

・ 案件の内容に応じて必要な法的措置を実行の上、債権の回収を図った。 

① 訴訟提起案件（5貸付先）について、和解により、債務者及び連帯保証人等から計8,114

万円を回収した。 

② 債務者及び連帯保証人に対する訴訟提起5件（緊急融資1件）実施した。 

③ 競売案件（3貸付先）について、1億5,247万円を回収した。 

④ 民事再生法案件（2貸付先5資金）について、全額元金保全の別除権協定締結により再

生計画に協力し、併せて機構融資分の保全を図った。 

※ 業務実績Ｐ40【債権区分別の適切な管理】＃42参照 

 

[実績：○] 

・ 福祉医療貸付事業におけるリスク管理債権については、リスク管理債権の動向を毎月役員

等幹部に報告するとともに、発生要因を分析し、分析結果を貸付関係部にフィードバックす

るなど、リスク管理債権の抑制に努めた。 

※ 業務実績Ｐ40【債権悪化の未然防止】＃41参照 

 

 [実績：×] 

・ 上記【数値目標③】のとおりとなり、中期計画の目標を達成できなかった。 

※ 業務実績Ｐ41【リスク管理債権比率】＃43参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ3「保有資産の管理・運用等」参照 

 

 

 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ3「保有資産の管理・運用等」参照 
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■ 回収状況等を踏まえ回収計画の見直しの

必要性等の検討が行われているか。（政・独

委評価の視点） 

 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ3「保有資産の管理・運用等」参照 
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４ 福祉医療経営指導事業 

福祉医療経営指導事業（集団経営指導

（セミナー）及び個別経営診断）につい

ては、民間の社会福祉施設、医療施設の

経営者に対し、公的な立場から経営に関

わる正確な情報や有益な知識を提供し、

あるいは経営状況を的確に診断すること

により、福祉、介護、医療サービスを安

定的かつ効率的に提供できる施設の経営

を支援するため、以下の点に特に留意し

てその適正な実施に努めること。 

 

４ 福祉医療経営指導事業 

福祉医療経営指導事業（集団経営指導

（セミナー）及び個別経営診断）につい

ては、民間の社会福祉施設、医療施設の

経営者に対し、公的な立場から経営に関

わる正確な情報や有益な知識を提供し、

あるいは経営状況を的確に診断すること

により、福祉、介護、医療サービスを安

定的かつ効率的に提供できる施設の経営

を支援するため、以下の点に特に留意し

てその適正な実施に努める。 

 

４ 福祉医療経営指導事業 

福祉医療経営指導事業（集団経営指導

（セミナー）及び個別経営診断）につい

ては、民間の社会福祉施設、医療施設の

経営者に対し、公的な立場から経営に関

わる正確な情報や有益な知識を提供し、

あるいは経営状況を的確に診断すること

により、福祉、介護、医療サービスを安

定的かつ効率的に提供できる施設の経営

を支援するため、以下の点に特に留意し

てその適正な実施に努める。 

 

 

４ 福祉医療経営指導事業 

福祉医療経営指導事業（集団経営指導（セミナー）及び個別経営診断）については、

民間の社会福祉施設、医療施設の経営者に対し、公的な立場から経営に関わる正確な情

報や有益な知識を提供し、あるいは経営状況を的確に診断することにより、福祉、介護、

医療サービスを安定的かつ効率的に提供できる施設の経営を支援するため、以下の点に

特に留意してその適正な実施に努めた。 

 

 

 

 

 

（１）集団経営指導（セミナー）について

は、施設の健全経営のために必要な情

報を広く施設経営者等に提供するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）セミナー実施日の平均１０週間前ま

でに開催内容の告知を行う等、受講希

望者の受講機会確保とＰＲに努め、中

期目標期間における延べ受講者数を１

２，６００人以上とする。 

 

 

（１）セミナー実施日の平均１０週間前ま

でに開催内容の告知を行う等、受講希

望者の受講機会確保とＰＲに努め、平

成２１年度における延べ受講者数を

２，５２０人以上とする。 

 

 

【集団経営指導（セミナー）の開催実績】#44 

○ 平成21年度においては、セミナーを17回開催し、積極的なPR活動の実施や顧客

の要望に沿ったカリキュラムの改編等を実施した結果、セミナーの延べ受講者数等の

数値目標については、次のとおり計画を上回る実績となり、施設の健全経営に必要な

情報を広く施設経営者に提供した。 

項 目 21年度計画 21年度実績 

開催内容の告知 平均10週間（70日）前 平均70.0日前 

延べ受講者数 2,520人以上 3,421人 

満足度指標 平均65ポイント以上 平均74.7ポイント 

 

〔カリキュラムの改編〕 

○ 平成20年度の受講者アンケートの結果、社会福祉施設・医療施設を経営する現場

の実践者による、経営戦略、経営課題及び経営改善事例等、実践的な事例を提供する

講義の要望が多かったことから、顧客ニーズに即したカリキュラムに変更した。 

また、特別養護老人ホーム経営セミナーにおいては、介護職員処遇改善交付金制度

の創設を踏まえ、特集「経営の持続可能性を高めるための未来への人財投資」を設け

るなどの取組を行った。 

 

○ セミナーの業務運営に当たっては、講義の冒頭にテーマ設定の趣旨を説明した上で

講義を進める等、受講者への理解を深めるための工夫を図った。 

≪添付資料：17､18≫

 

（２）開設施設の経営改善手法について良

質で実践的な事例を提供するなどカリ

キュラムを工夫し、中期目標期間中の

受講者に対するアンケート調査におけ

る満足度指標を平均６５ポイント以上

とする。 

 

 

（２）開設施設の経営改善手法について良

質で実践的な事例を提供するなどカリ

キュラムを工夫し、平成２１年度の受

講者に対するアンケート調査における

満足度指標を平均６５ポイント以上と

する。 

 

 

（２）施設経営者等が施設の経営状況を的

確に把握し、健全な施設経営を行うこ

とができるように、診断メニューの多

様化を図り、個別経営診断の普及に努

めること。特に、実地調査を伴う個別

経営診断の強化を図り、経営が悪化あ

るいは悪化が懸念される施設に対する

経営支援に努めること。 

 

 

（３）顧客ニーズに対応して、経営指標の

策定・診断手法の確立等の年次計画に

基づき、法人全体を対象とした経営診

断の創設、経営診断対象施設の追加等

を段階的に実施する。 

 

（３）年次計画に基づき、平成２０年度か

ら簡易経営診断を開始した老人デイサ

ービスセンターについて、今後経営分

析診断等に展開していくため、昨年度

の診断先に対してのフォローアップ調

査を行い、分析診断における経営診断

の着眼点の検討や経営指標の妥当性の

検証などを行う。 

 

 

【個別経営診断メニューの多様化】#45 

○ 老人デイサービスセンターについては、平成20年度の事業報告に基づき、更なる

データ収集を行い、経営指標案を作成し、顧客からの意見聴取を行った。その結果、

特別養護老人ホームとの併設が一般的な老人デイサービスについては、特別養護老人

ホームに係る診断と一体的に実施することが妥当であるとの方向性を得た。 
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（４）個別経営診断については、中期目標

期間中に延べ１，４００件以上の診断

を実施する。また、経営が悪化あるい

は悪化が懸念される施設に対し問題点

の解決に重点を置いた診断・支援を図

る経営改善支援事業に重点化し、漸次、

当該経営診断件数の増加に努める。 

 

 

（４）個別経営診断については、平成２１

年度に延べ２８０件以上の診断を実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営改善支援の手法を開発するた

め、実地調査を伴う経営診断の実施を

通じて、具体的な経営管理の実情を把

握する。 

 

 

【個別経営診断の実績】#46 

○ 平成21年度の実績は以下のとおりである。 

診 断 種 別 全 体 うち福祉 うち医療 

実地・経営分析診断 27件 9件 18件

簡易経営診断 1,246件 1,170件 76件

合  計 1,273件 1,179件 94件

※ 上記の経営分析診断には東京都からの受託（2件）、簡易経営診断には東京都等からの受

託（935件）を含む。 

≪添付資料：19≫

○ 平成21年度に経営診断を受けた事業者に対するアンケート調査において、アンケ

ートを回収した診断先のうち71.1％から満足※しているとの回答を得ている。 

※満足37.8％、やや満足33.3％ 

≪添付資料：20≫

【経営改善支援事業への重点化】#47 

○ 過去 5 年における実地調査先等（13 法人）に対するフォローアップを行い、顧客

ニーズ等について調査し、経営診断項目のウエイト付け等について見直しを行った。

 

 

（３）社会福祉や医療の制度変更、経営環

境の変化等による経営者のニーズを的

確に把握し、施設経営を支援するため

の情報の収集・分析・提供の充実強化

に努めること。 

 

 

 

（５）利用者の利便の向上を図るため、経

営分析診断については、申込書の受理

から報告書の提示までの平均処理期間

を５０日以内とする。 

 

 

（５）利用者の利便の向上を図るため、経

営分析診断については、申込書の受理

から報告書の提示までの平均処理期間

を５０日以内とする。 

 

 

【個別経営診断の事務処理期間短縮】#48 

○ 経営分析診断の平均処理期間は35.8日となった。 

 

 

（６）施設経営者等が経営状況を客観的に

把握できるように、年次計画に基づき、

経営指標の対象施設の拡大を段階的に

図る。 

 

 

 

 

 

（６）年次計画に基づき、平成２０年度か

ら情報収集等を開始した以下の対象に

関し、収集したデータの分析と実地調

査などを行い、経営指標の検証・見直

しを進める。 

○ 保育所 

○ 認知症高齢者グループホーム 

また、以下の対象について経営指標

の策定を目指した情報の収集を進め

る。 

○ 障害者自立支援法に係る事業 

 

 

【経営指標の対象施設の拡大】#49 

○ 経営指標対象施設の拡大を図るため、事業報告書に併せて提出を求める施設状況票

の施設類型及び様式の見直しを実施した。 

 

○ 保育所については、分析項目の整理を行い、経営指標を試作した。また、同経営指

標の検証を行うため、「保育所経営セミナー」受講者を対象にモニター募集を行うと

ともに、同モニターに対するアンケート調査の準備を行った。 

 

○ 認知症高齢者グループホームについては、決算データに基づき指標策定のための基

礎データの整理を行った。 

 

○ 障害者自立支援法に係る事業については、新法移行に伴い事業の類型化がいまだ途

上にあることが確認されたことから、今後の法改正等の動向を踏まえた上で、改めて

検討を行うこととした。 

≪添付資料：21≫

 

（７）安定的かつ効率的な法人運営に寄与

するため、財務面や収支面等の経営指

標の組み合わせによる、法人全体の格

 

（７）平成２０年度に調査・研究を行った

法人全体の定量的な指標候補につい

て、決算データ等によって、指標の妥

 

【法人全体の格付の検討】#50 

○ 医療施設について、前年度に引き続き、決算データを用いて法人の財務状況の分析

を試みるとともに、抽出した３３法人に対して実地調査を行い、今後の検討に向けた



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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付についての研究及び導入を図る。 

 

当性を検討する。併せて、定性的な情

報の視点について検討する。    

 

情報の収集を行った。 

 

 

（８）施設の経営実態及び経営改善事例や

経営統合・分離手法等について年次計

画に基づき調査研究を行い、施設経営

を支援するための情報を施設経営者等

に的確に提供する。 

 

 

（８）平成２０年度に実施したものを含む

機構の調査・研究の成果について、セ

ミナー等において広く情報提供を開始

する。 

 

 

【施設経営者等に対する情報提供】#51 

○ 「高齢者施設の建設費及び借入金に関する一考察」の施設開設セミナーでのデータ

提示、経営分析指標を軸にした各種経営セミナーでの詳細解説など、機構独自の「経

営情報」を広く提供した。 

また、ＷＡＭ ＮＥＴを活用し「WAMNETコラム」を立上げ、行政資料の掲載の

みではなく、機構としての解説などの掲載を始めた（平成21年度3回掲載）。 

 

 

（４）集団経営指導及び個別経営診断の各

業務において、運営費交付金の縮減の

観点から自己収入の拡大に努めるこ

と。 

 

 

 

（９）集団経営指導及び個別経営診断の各

業務において、運営費交付金の縮減の

観点から適切なサービス・料金体系の

設定と受講者等の増加を図ることによ

り、中期目標期間中において実費相当

額を上回る自己収入を確保する。 

 

 

（９）集団経営指導及び個別経営診断の各

業務において、運営費交付金の縮減の

観点から適切なサービス・料金体系の

設定と受講者等の増加を図ることによ

り、実費相当経費を上回る自己収入を

確保する。 

 

 

【各業務における収支相償】#52 

○ 以下のとおり、業務実施に係る実費相当額を上回る収入を確保した。 

区  分 収  入 費  用 差  引 

集団経営指導 32,306千円 30,038千円 2,268千円

個別経営診断 12,746千円 4,063千円 8,682千円

※費用は、会場借料、謝金、旅費、印刷製本費、運搬費等の事業の直接経費である。 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 Ａ 評価項目 ８ 評  定 Ａ 

  

集団経営指導（セミナー）については、平成20年度に実施した受講者アンケート調査結果

に基づき、社会福祉施設や医療施設の経営者による経営戦略、経営課題及び経営改善事例等の

実践的な事例をカリキュラムに多く取り入れた結果、延べ受講者数は3,421人（前年度2,952

人）と中期計画の目標値（2,520人）を上回る実績をあげ、民間の社会福祉及び医療施設の

経営者に対し、健全で安定した経営に向けての有益な情報を提供することができた。 

個別経営診断については、効果的なＰＲ活動等の実施及び東京都からの受託業務を受けた結

果、診断件数は1,273件（前年度1,142件）となり、年度計画の目標値（280件）を上回る

実績をあげ、施設の健全経営を支援した。 

また、経営改善支援の手法を開発するため、過去の実地調査先及び経営分析診断先等（13

法人）に対するフォローアップを行い、顧客ニーズ等について調査し、この調査結果に基づき

実地調査を伴う経営診断の内容の見直しについて検討するなど、経営改善支援の手法の調査・

研究を行った。さらに、集団経営指導及び個別経営診断の各業務における収支相償については、

実費相当額を上回る自己収入を確保することができた。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

集団経営指導（セミナー）については、延べ受講者数は3,421人とな

り、中期計画の目標値2,520人を上回る実績をあげ、民間の社会福祉施

設及び医療施設の経営者に対し、健全で安定した経営に向けての有益な

情報を提供している。 

個別経営診断については、診断件数は1,273件となり、年度計画の目

標値280件を上回る実績をあげ、施設の健全経営を支援している。 

集団経営指導及び個別経営診断の各業務における収支相償について

は、実費相当額を上回る自己収入を確保している。 

以上のように、民間の社会福祉施設及び医療施設の経営者に対し有益

な情報の提供や経営状況の的確な診断を実施しており、中期計画を上回

る実績をあげていると評価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

○ 集団経営指導及び個別経営診断において、すべての数値目標を上回

る実績をあげている。 

○ 集団経営指導及び個別経営診断の各業務における収支相償について

は、実費相当額を上回る自己収入を確保している。 

○ 経営診断を受けた事業者に対するアンケート調査結果での満足度は

高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［数値目標］ 

① 集団経営指導については、次の数値目標を

達成する。 

項 目 21年度計画 中期計画 

開催告知 
平均 

10週間前 

平均 

10週間前 

延べ 

受講者数 

2,520人 

以上 

12,600人 

以上 

満足度指数

※ 

平均65ポイ

ント以上 

平均65ポイ

ント以上 

※ セミナ－受講者に対して、意見・感想等を

聴取するアンケート調査を実施した結果の集

計により算出 

 

 

 

 

② 個別経営指導については、次の数値目標を

達成する。 

項 目 21年度計画 中期計画 

延べ 

診断件数 
280件以上 

1,400件 

以上 

平均 

処理期間 
50日以内 50日以内 

 

 

③ 個別経営診断を利用した施設経営者に対

してアンケート調査を実施し、７０％以上の

 

 

① 平成21年度においては、セミナーを１７回開催し、積極的なＰＲ活動や顧客の要望に沿

ってサービス現場での実践情報についての講義割合を増加させる等のカリキュラムの改編

を実施することにより、セミナーの延べ受講者数等の平成21年度計画の数値目標を上回り、

施設の健全経営に必要な情報を広く施設経営者に提供することができた。 

項 目 21年度計画 21年度実績 

開催告知 平均10週間（70日）前 平均70.0日前 

延べ受講者数 2,520人以上 3,421人 

満足度指標 平均65ポイント以上 74.7ポイント 

［ＰＲ活動］ 

関係誌への情報掲載の強化、機構の融資説明会でのＰＲ 

［カリキュラムの改編］ 

実務者向け要素の強化（施設開設・経営実務セミナー）、ディスカッション（特養セミ

ナー）、現場実践者による講義割合増加（精神科セミナーほか）等 

※ 業務実績Ｐ46【集団経営指導（セミナー）の開催実績】＃44参照 

 

② 積極的なＰＲ活動や申込書記載内容の工夫などを行い、延べ診断件数及び平均処理期間の

21年度計画の数値目標を上回った。 

項 目 21年度計画 21年度実績 

延べ診断件数 280件以上 1,273件 

平均処理期間 50日以内 35.8日 

※ 業務実績Ｐ47【個別経営診断の実績】＃46参照 

 

③ 平成21年度期中に当該数値目標が設定されたため、平成21年度に経営診断を受けた事業

者に対するアンケート調査においては、質問項目上「全体的な満足度」をもって把握に努め
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施設経営者から、診断結果が施設経営の改善

等の計画を策定する上で役立ったとの回答

を確保する。 

 

④ 集団経営指導及び個別経営診断の各業務

において、中期目標期間中、実費相当額を上

回る自己収入を確保する。 

 

 

 

 

 

たが、「満足」及び「やや満足」との回答が71.1％であったことから、経営に役立ってい

ると考える。 

※ 業務実績Ｐ47【個別経営診断の実績】＃46参照 

 

④ 集団経営指導及び個別経営診断の各業務において、適切なサービス・料金体系の設定と受

講者等の増加を図り、次のとおり実費相当額を上回る自己収入を確保した。 

  （単位：千円）

区  分 収  入 費  用 差  引 

集団経営指導 32,306 30,038 2,268

個別経営診断 12,746 4,063 8,682

※ 業務実績Ｐ48【各業務における収支相償】＃52参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［評価の視点］ 

○ セミナーの開催告知について、中期計画に

定められた期間内に行うなど、受講希望者の

機会確保とＰＲに努めたか。 

 

○ セミナーの受講者数について、中期計画を

達成しているか。 

 

○ カリキュラムの工夫により、受講者へのア

ンケート調査における満足度指標が中期計

画を達成しているか。 

 

○ 法人全体を対象とした経営診断の創設、経

営診断対象施設の追加等の診断メニューの

多様化を段階的に実施し、個別経営診断の普

及に努めているか。 

 

 

○ 個別経営診断について、延べ診断件数が中

期計画を達成しているか。 

 

○ 個別経営診断を利用した施設経営者に対

してアンケート調査を実施し、７０％以上の

施設経営者から、診断結果が施設経営の改善

等の計画を策定する上で役立ったとの回答

が得られているか。 

 

○ 経営改善支援事業に重点化を図り、問題点

の解決に重点を置いた診断・支援を適切に実

施し、健全な施設経営の支援に努めている

か。 

 

○ 申込書受理日から報告書提示までの所要

 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標①】のとおり中期計画を達成した。 

 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標①】のとおり中期計画を達成した。 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標①】のとおり中期計画を達成した。 

 

 

[実績：○] 

・ 老人デイサービスについて引き続きデータ収集を行い、経営指標案を作成し、顧客からの

意見聴取を行った結果、特養との併設が一般的なデイサービスについては、今後は特養に係

る診断と一体的に診断することが妥当との方向性を得た。 

※ 業務実績Ｐ44【個別経営診断メニューの多様化】＃45参照 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標②】のとおり中期計画を達成した。 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標③】のとおり達成した。 

 

 

 

 

[実績：○] 

・ 過去 5 年における実地調査先等（13 法人）に対するフォローアップを行い、顧客ニーズ

等について調査し、経営診断の項目のウエイト付け等について見直しを行った。 

※ 業務実績Ｐ47【経営改善支援手法開発の取り組み】＃47参照 

 

[実績：○] 
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期間が中期計画を達成しているか。 

 

○ 経営指標の対象施設の拡大を段階的に図

っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 財務面や収支面等の経営指標の組み合わ

せによる、法人全体の格付についての研究及

び導入を図っているか。 

 

 

 

○ 施設経営を支援するための情報を施設経

営者等に的確に提供しているか。 

 

 

 

 

 

 

○ 集団経営指導及び個別経営診断の各業務

において、適切なサービス・料金体系の設定

と受講者等の増加を図り、中期目標期間中に

実費相当額を上回る自己収入を確保してい

るか。 

 

○ 国民のニーズとずれている事務・事業や、

費用に対する効果が小さく継続する必要性

の乏しい事務・事業がないか等の検証を行

い、その結果に基づき、見直しを図っている

か。 

 

・ 上記【数値目標②】のとおり中期計画を達成した。 

 

[実績：○] 

・ 調査票の施設追加及び様式見直しにより、経営指標対象施設の拡大のための準備を進めた。

 

・ 保育所については、分析項目の整理を行い、経営指標を試作した。また、同経営指標の検

証を行うため、「保育所経営セミナー」受講者を対象にモニター募集を行うとともに、同モ

ニターに対するアンケート調査の準備を行った。 

 

・ 認知症高齢者グループホームについては、決算データに基づき指標策定のための基礎デー

タの整理を行った。 

 

・ 障害者自立支援法に係る事業については、新法移行に伴い事業の類型化がいまだ途上にあ

ることが確認されたことから、今後の法改正等の動向を踏まえた上で、改めて検討を行うこ

ととした。 

※ 業務実績Ｐ47【経営指標の対象施設の拡大】＃49参照 

 

[実績：○] 

・ 医療施設について、前年度に引き続き、決算データを用いて法人の財務状況の分析を試み

るとともに、抽出した 33 法人に対して実地調査を行い、今後の検討に向けた情報の収集を

行った。 

※ 業務実績Ｐ47【法人全体の格付の調査・研究】＃50参照 

 

[実績：○] 

・ 「高齢者施設の建設費及び借入金に関する一考察」の施設開設セミナーでのデータ提示、

経営分析指標を軸にした各種経営セミナーでの詳細解説など、機構独自の「経営情報」を広

く提供した。 

また、ＷＡＭ ＮＥＴを活用し「WAMNETコラム」を立上げ、行政資料の掲載のみでは

なく、機構としての解説などの掲載を始めた（平成21年度3回掲載）。 

※ 業務実績Ｐ48【施設経営者等に対する情報提供】＃51参照 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標④】のとおり実費相当額を上回る自己収入を確保した。 

 

 

 

 

[実績：○ ] 

・ 福祉医療経営指導事業（集団経営指導（セミナー）及び個別経営診断）については、民間

の社会福祉施設、医療施設の経営者に対し、公的な立場から経営に関わる正確な情報や有益

な知識を提供し、あるいは経営状況を的確に診断することにより、福祉、介護、医療サービ

スを安定的かつ効率的に提供できる施設の経営を支援している。 

なお、当該事業においては、利用者アンケート等を実施しており、同調査結果に基づき、

サービスの見直しを行い、利用者サービスの向上を図っている。 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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５ 長寿・子育て・障害者基金事業（透明

で公正な助成の実施） 

長寿・子育て・障害者基金事業につい

ては、国から出資を受けた長寿・子育て・

障害者基金の運用益（独立行政法人福祉

医療機構法の一部を改正する法律（平成

１６年法律第１３９号）による改正後の

独立行政法人福祉医療機構法（平成１４

年法律第１６６号）附則第１１条第１項

に基づく場合にあっては、基金の一部を

取り崩すことにより得られた利益とす

る。）を用いて、独創的・先駆的な活動

など民間の創意工夫を活かしたボランテ

ィア団体等における自発的な福祉活動に

対し、次に掲げる方針の下で、効果的に

資金助成を行うことにより、多様な福祉

ニーズに対応できる社会環境の醸成に努

めること。 

 

 

 

５ 長寿・子育て・障害者基金事業（透明

で公正な助成の実施） 

長寿・子育て・障害者基金事業につい

ては、国から出資を受けた長寿・子育て・

障害者基金の運用益（独立行政法人福祉

医療機構法の一部を改正する法律（平成

１６年法律第１３９号）による改正後の

独立行政法人福祉医療機構法（平成１４

年法律第１６６号）附則第１１条第１項

に基づく場合にあっては、基金の一部を

取り崩すことにより得られた利益とす

る。）を用いて、独創的・先駆的な活動

など民間の創意工夫を活かしたボランテ

ィア団体等における自発的な福祉活動に

対し、次に掲げる方針の下で、効果的に

資金助成を行うことにより、多様な福祉

ニーズに対応できる社会環境の醸成に努

める。 

 

 

 

５ 長寿・子育て・障害者基金事業（透明

で公正な助成の実施） 

長寿・子育て・障害者基金事業につい

ては、公平性・透明性を確保し、幅広く

国民のニーズに応える観点から、 外部有

識者からなる基金事業審査・評価委員会

（以下「審査・評価委員会」という。）

において、審査方法や採択基準の見直し、

機構の主体性のさらなる発揮など、今後

の基金事業の方向性、課題について、具

体的な改善策を議論してきたことを踏ま

え、平成２１年度から、助成区分や助成

テーマ、ＮＰＯ等のニーズに対する柔軟

な助成の対応、ＮＰＯ等を育成する観点

での対象経費など、地域の民間福祉活動

を支援していくため、基金事業のあり方

を抜本的に見直す。また、特に今日的な

ニーズや課題に対応した事業に対し積極

的な支援に取り組んでいくこととする。

 

 

５ 長寿・子育て・障害者基金事業（透明で公正な助成の実施） 

 

長寿・子育て・障害者基金事業については、公平性・透明性を確保し、幅広く国民の

ニーズに応える観点から、 外部有識者からなる基金事業審査・評価委員会（以下「審査・

評価委員会」という。）において、審査方法や採択基準の見直し、機構の主体性のさら

なる発揮など、今後の基金事業の方向性、課題について、具体的な改善策を議論してき

たことを踏まえ、平成22事業年度分助成事業の募集において、助成区分や助成テーマ、

ＮＰＯ等を育成する観点での対象経費など、地域の民間福祉活動を支援していくため、

基金事業のあり方を抜本的に見直した。 

また、平成21年度中には、ＮＰＯ等のニーズに対して柔軟に対応するため、「特別助

成」を実施するほか、今日的なニーズや課題に対応した事業に対する積極的な支援に取

り組んだ。 

なお、長寿・子育て・障害者基金については、平成21年11月の行政刷新会議におけ

る事業仕分けにおいて、基金を全額国庫に返納し、必要な事業は、毎年度予算措置とさ

れたことを踏まえ、平成22年度から新たに社会福祉振興助成費補助金が創設されること

となった。これにより、平成22事業年度分助成事業については、新たな助成制度におけ

る助成対象事業、重点助成分野及び選定方針等を策定した上で、審査・採択を行うこと

としたが、平成21年9月から10月にかけて既に平成22事業年度分の助成金交付要望を

受け付けていた団体に対しては、その後の助成事業の審査・採択に不利益が生じないよ

う、国と協議の上、新たな助成制度である社会福祉振興助成費補助金の助成要望があっ

たものとみなして取り扱うこととした。 

 

（１）長寿・子育て・障害者基金の助成事

業（以下「基金助成事業」という。）

の募集に当たっては、毎年度、助成方

針を定め公表すること。その際、制度

改革等により変化する政策課題や多様

化する国民ニーズに即して、毎年度、

各基金ごとに、同事業の目的にふさわ

しい重点助成分野を国と協議のうえ設

定し、助成方針に明記すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）長寿・子育て・障害者基金の助成事

業（以下「基金助成事業」という。）

の募集に当たっては、毎年度、外部有

識者からなる基金事業審査・評価委員

会（以下「審査・評価委員会」という。）

において、前年度に実施した事後評価

結果等を踏まえ、助成方針を定め、募

集要領等に明記する。 

 

その際、毎年度、各基金ごとに設定

した重点助成分野についても、併せて

募集要領等に明記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）長寿・子育て・障害者基金の助成事

業（以下「基金助成事業」という。）

の募集に当たっては、助成区分や助成

テーマ、ＮＰＯ等のニーズに対する柔

軟な助成の対応、ＮＰＯ等を育成する

観点での対象経費など、地域の民間福

祉活動を支援していくため、基金事業

のあり方を抜本的に見直し、平成２２

事業年度の募集要領等に明記する。 

① 重点助成分野については、ＮＰＯ

等が実施する地域での今日的なニー

ズや課題に対応した事業に対し、機

構が積極的に支援するテーマを設定

し、重点助成分野に位置づけるとと

もに、募集要領等に明記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【募集要領等の策定】#53 

○ 平成22事業年度分助成事業の募集について、以下の改正を行い、募集要領に明記

した。 

ａ 助成区分の名称変更 

旧名称 新名称 対 象 事 業 

一般分助成 政策関連助成 全国的な効果を期待して実施する事業 

特別分助成 先駆的活動助成 地域における独創的・先駆的事業 

地方分助成 地域活動助成 地域の実情に即したきめ細かな事業 

ｂ 重点助成分野の見直し 

   重点助成分野については、諸々の政策課題や多様化する国民ニーズに即して助成

すべきテーマを整理するとともに、厚生労働省と協議の上、審査・評価委員会にお

いて、優先的に助成すべき8つの重点助成分野を設定した。 

ｃ 助成対象経費の見直し 

助成事業の円滑な実施、NPO活動の継続性などを支援する観点から、NPO等に

対する助成対象経費のうち、謝金の助成対象範囲を見直した。 

ｄ 地域活動助成にかかるモデル事業の一部を見直した。 

・父親の子育て活動支援促進事業（見直し） 

・団塊世代等による孤立した高齢者への支援事業（継続） 

ｅ 複数年助成の条件改善 

先駆的活動助成における対象要件を見直し、「法人設立後、2年以上の活動実績」

の要件を廃止した。 

≪添付資料：23､24≫
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また、幅広く助成配分する観点から、

重点助成分野の見直しを行う等、事業

内容の特性に配慮しつつ、助成事業の

固定化回避に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、基金で幅広く助成配分する観

点から、必要性や効果を十分考慮し、

事業内容の特性に配慮しつつ、助成事

業の固定化回避に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 幅広く助成配分する観点から、必

要性や効果を十分考慮し、事業内容

の特性に配慮しつつ、助成事業の固

定化回避について、引き続き取り組

む。 

 

 

【特別助成の実施】#54 

○ 平成21事業年度分助成事業については、従前の公募期間（前年の9月～10月）と

は別に、助成金の要望時期により柔軟に応えられるよう、「特別助成」を募集し、採

択した。 

［公募期間］6月1日～6月30日 

［要望・採択状況］ 

区 分 

要 望 採 択 採択率 

事業数 

（件） 

金 額 

（百万円） 

事業数 

（件） 

金 額 

（百万円）

事業数

（%）

金 額 

（%） 

長寿社会福祉基金 60 227 5 22 8.3 9.9

高齢者・障害者 

福祉基金 
92 343 12 63 13.0 18.5

子育て支援基金 90 292 13 40 14.4 13.9

障害者スポーツ 

支援基金 
18 81 4 30 22.2 37.4

合 計 260 943 34 157 13.1 16.6

 

【重点助成分野の周知・採択】#55 

○ 平成22事業年度分助成事業の募集に当たり、募集要領に8つの「重点助成分野」

を設定、明記し、機構ホームページへの掲載、ダイレクトメールの送付による周知を

図るとともに、都道府県・指定都市社会福祉協議会を対象とした事務説明会を開催す

るなど、幅広く周知した。（62社会福祉協議会が出席） 

また、平成22年度から新たに社会福祉振興助成費補助金が創設されることとなっ

たことから、従前の重点助成分野の見直しを図り、4つの重点助成分野を設定した。

 

【助成事業の固定化回避】#56 

○ 平成19年12月24日に閣議決定された独立行政法人整理合理化計画の中で「講ず

べき措置」とされた「助成事業の選定に当たっての固定化回避」については、募集要

領の段階から、固定化回避の取組みに関して明記するとともに、審査要領に固定化回

避に係る具体的な審査方法を定め、幅広い助成配分に努めた。  
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（２）基金助成事業の選定については、毎

年度、選定方針を定め、外部有識者か

らなる委員会において公正に選定を行

うなど、客観性及び透明性の確保を図

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）基金助成事業の選定に当たっては、

毎年度、審査・評価委員会において、

選定方針を策定するとともに、当該選

定方針に基づいて審査し、採択を行う。

この際、以下の方針を助成方針に明

記し、当方針に基づき審査・採択を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、地域の実情に即したきめ細か

な事業の推薦に均一性を確保するた

め、毎年、事務説明会を開くほか、必

要に応じて事務指導を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 地域における独創的・先駆的事業

及び地域の実情に即したきめ細かな

事業については、事業継続の能力及

び意向を重視した審査、選定を行い、

事後評価において、中期目標期間内

に、特別な場合を除き、平均して８

５%以上の事業が助成終了後も継続

されること。 

 

（２）平成２２事業年度の基金助成事業の

選定に当たっては、審査・評価委員会

において、平成２０事業年度分の事業

評価の成果等を踏まえ、選定方針を策

定するとともに、当該選定方針に基づ

いて審査し、採択を行うものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 都道府県社会福祉協議会等から推

薦を要する事業については、その推

薦の均一性を確保するため、都道府

県社会福祉協議会等を対象とした事

務説明会を開くほか、必要に応じて

事務指導を行うものとする。 

 

 

 

 

 

② 地域における独創的・先駆的事業

及び地域の実情に即したきめ細かな

事業については、事業継続能力及び

意向を重視した審査、選定を行い事

後評価において、中期目標期間内に、

特別な場合を除き、平均して８５％

以上の事業が助成事業終了後も継続

されるよう事業を選定するものとす

 

【助成事業の審査・採択】#57 

○ 平成22事業年度分助成事業の審査に当たっては、平成22年度から新たに社会福祉

振興助成費補助金が創設されることを念頭に適正に実施した。 

その中で、選定方針の策定に当たっては、事後評価の中間取りまとめの内容を反映

し、必要な改善を行うとともに、審査要領に固定化回避に係る具体的な審査方法を定

めた上で審査を行い、平成22年3月の審査・評価委員会において、907事業の採択

案の承認を受けた。  

区 分 

要 望 採 択 採択率 

事業数 

（件） 

金 額 

（百万円） 

事業数 

（件） 

金 額 

（百万円）

事業数 

（%） 

金 額 

（%） 

先進的・独創的

活動支援事業
719 4,818 223 1,365 31.0 28.3

地域活動支援事業 1,072 1,774 599 962 55.9 54.2

障害者スポーツ

支援事業 
147 579 85 341 57.8 58.9

合 計 1,938 7,171 907 2,668 46.8 37.2

（注）先進的・独創的活動支援事業…社会福祉の振興に資する創意工夫ある事業又は全国若しくは広域的

な普及等を念頭に施策等を補完若しくは充実させる事業 

地域活動支援事業…社会福祉諸制度の対象外のニーズその他地域の様々な福祉ニーズに対応した

地域に密着した事業 

障害者スポーツ支援事業…障害者スポーツを通じ障害者の社会参加を促進する事業 

≪添付資料：25≫

【事務説明会等の実施】#58 

○ 地域活動助成の取扱いについて、窓口となる都道府県・指定都市社会福祉協議会を

対象とした事務説明会を開催（平成21年８月20日）するとともに、都道府県・指定

都市社会福祉協議会（6都県市）が主催する助成事業募集の説明会に機構職員を派遣

し、基金助成事業の説明や個別相談に応えるなどの対応及び連携を図った。 

  

○ 前年度に実施した事後評価において特に評価の高かった事業等を紹介する事業報

告会の開催に合わせて、民間福祉団体の個別相談に応じるとともに、助成事業の適正

な執行に資するため、事業報告会を開催した4県の社会福祉協議会において、当該地

域の助成先団体を対象に事務指導を実施した。 

 

【助成事業の継続状況の調査】#59 

○ 平成19事業年度分助成事業に関して助成事業完了後も引き続き事業を継続してい

るかについて、平成21年7月にフォローアップ調査を実施した。その結果、以下の

とおり、助成事業完了後も多くの事業が継続して実施されており、助成が事業の立上

げや新しい展開等を支援していることが確認できた。なお、当調査結果については、

平成21年12月の審査・評価委員会評価部会（以下「評価部会」という。）へ報告の

上、機構ホームページにより公表した。 
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・ 全国的な効果を期待して実施する

事業については、より一層厳格な審

査を行うとともに、地域における独

創的・先駆的事業及び地域の実情に

即したきめ細かな事業について、優

先的な採択を行うことにより、特別

な場合を除き、全助成件数の８０%

以上が独創的・先駆的事業等である

こと。 

 

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 地域における独創的・先駆的事業

及び地域の実情に即したきめ細かな

事業について、優先的な採択を行う

ことにより、特別な場合を除き、全

助成件数の８０％以上が独創的・先

駆的事業等であるものとする。 

 

 

 

助成事業の種類 
助成事業 

（ａ） 

継続事業 

（ｂ） 

継続率 

（ｂ/ａ）
［参考］ 

前年度実績

旧特別分助成 

（地域における独創的・先駆的

事業を対象） 

94事業 92事業 97.9% 91.1%

旧地方分助成 

（地域の実情に即したきめ細か

な事業を対象） 

731事業 693事業 94.8% 92.9%

合  計 825事業 785事業 95.2% 92.7%

 

【独創的・先駆的事業等への助成】#60 

○ 平成22事業年度分採択事業を旧助成区分で再集計すると、独創的・先駆的事業等

の占める割合は、全助成件数のうち83.5％である。 

全助成 

事業数 

（ａ） 

旧特別分＋旧地方分（ｂ） 占有率 

旧特別分 旧地方分 計 （ｂ／ａ）
［参考］ 

前年度実績 

907 116 641 757 83.5 82.0
 

 

（３）助成事業交付申請等に当たっての事

務負担の軽減を図るため、各種提出書

類の電子化などを行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）助成先団体等の事務負担の軽減を図

るため、各種提出書類の電子化などを

行う。 

 

 

 

 

 

（３）助成先団体等の事務負担の軽減を図

るため、各種提出書類の様式の見直し

を行うとともに、平成２０年度に構築

した電子申請システム（助成金交付要

望書、助成金交付申請書、概算払請求

書、事業完了報告書等）において、評

価事業にかかる機能（フォローアップ

調査等）の運用を開始する。 

   

 

【各種提出書類の電子化等】#61 

○ 平成20年度から運用を開始した電子申請システムにおいて、助成先団体等の更な

る事務負担の軽減を図るため、利用者の利便性が向上するよう操作説明の見直しを行

うとともに、平成19事業年度分助成事業のフォローアップ調査にかかる電子申請を

平成21年7月より試行的に運用を開始した。 

なお、平成22事業年度分助成金要望書（先駆的活動助成）の提出に係る電子申請

システム利用率は、72％となっている。 

また、各種提出書類の見直しによる事務負担の軽減については、資金交付申請に係

る手続きの見直しを図るとともに、平成22事業年度分助成金要望書について所要の

見直しを行った。 

 

 

（４）助成交付申請の受理から交付決定ま

での平均処理期間を３０日以内とす

る。 

 

 

（４）平成２０事業年度分の助成金交付申

請書の受理から交付決定までの平均処

理期間を３０日以内とする。 

 

 

【助成金交付までの事務処理期間短縮】#62 

○ 平成21事業年度分助成事業の交付決定の平均処理期間については、15.3日とな

り、目標の平均処理期間である30日より短い期間で処理することができた。 

 

 

（４）基金の運用については、安全かつ確

実な方法による運用を基本としながら

も可能な限り運用効率を高めるよう努

めること。 

 

（５）安全で安定的な運用収益を確実に上

げるための運用方法を検討し、計画的

に導入する。 

 

 

（５）平成２０年度において見直しした運

用計画に従い、計画的に実行する。 

 

 

【基金の効率的な運用の検討】#63 

○ 平成20年度において見直した運用計画に従って、運用を実行した。 
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（６）経済情勢や市場状況に関する情報を

不断に把握し、安全確実で、かつ、効

率的な運用を行い、長期金利の指標で

ある国債の平均金利を上回る運用収益

を上げる。 

 

 

（６）経済情勢や市場状況に関する情報を

不断に把握し、安全確実で、かつ、効

率的な運用を行い、長期金利の指標で

ある国債の平均金利を上回る運用収益

を上げる。 

 

 

 

【基金の運用実績】#64 

○ 財投機関債を中心とした運用を行い、再運用した276億円について、長期金利指

標である国債の平均利回り1.46％を0.23％上回る1.69%の実績を上げた。 

《平均運用利回り》 

平成21年度実績 国債で運用した場合 差 引 き 

1.69% 1.46% 0.23% 

 

○ 日常的な情報収集に加えて、職員の専門能力の向上を図るため、外部セミナーへの

参加、また、エコノミストを招聘しての勉強会を開催した。（実績：外部セミナー：

33回、延べ41人参加、内部勉強会：4回、延べ157人参加） 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 Ａ 評価項目 ９ 評  定 Ａ 

  

助成事業の募集及び選定（採択）については、外部有識者からなる基金事業審査・評価委員

会において事後評価結果等を反映した募集要領・選定方針等を策定した上で実施し、公平性及

び透明性を確保することができた。 

平成21事業年度分助成事業については、ＮＰＯ等の多様な助成ニーズに柔軟に応えられる

よう、従前の公募期間とは別に「特別助成」を募集、採択した。（34事業、157百万円） 

また、平成19事業年度分助成事業における継続率については、中期計画の目標値85％を上

回る95.2%を確認することができた。 

さらに、独創的・先駆的事業等への助成事業についても、中期計画の目標値80％を上回る

83.5％を選定することができた。一方、助成業務の事務手続きに関しては、助成先団体等の

事務負担の軽減を図るため、フォローアップ調査（事後評価）について電子化するとともに、

助成金の交付決定については、平均処理期間が15.3日となり、中期計画の目標値30日以内で

処理することができた。 

平成22事業年度分助成事業の募集については、政策課題や多様化する国民ニーズに即して

助成すべきテーマを整理するとともに、助成事業の固定化回避の観点から、優先的に助成すべ

き８つの重点助成分野を設定した。 

また、平成21年11月の行政刷新会議における事業仕分けにおいて、基金を全額国庫に返納

し、必要な事業は、毎年度予算措置とされたことを踏まえ、平成22年度から新たに社会福祉

振興助成費補助金が創設されることとなったが、既に助成金交付要望を受け付けていたため、

助成要望団体に不利益が生じないよう、国と協議の上、社会福祉振興助成費補助金の助成要望

があったものとみなして取り扱うとともに、新たな助成制度に基づく選定方針等を策定した上

で、審査・採択を行った。 

 

（委員会としての評定理由） 

当該事業における助成事業の募集及び選定（採択）については、外部

有識者からなる審査・評価委員会において事後評価結果等を反映した募

集要領・選定方針等を策定した上で幅広く募集を実施するとともに、公

平性及び透明性を確保している。 

助成終了後も事業を継続している割合は、平成19年度分助成事業で

95.2％となり、中期計画の目標値85％を上回るとともに、独創的・先

駆的事業等への助成割合についても83.5％となり、中期計画における

目標値80％を上回っている。 

助成金交付申請書の受理から交付決定までの平均処理期間は15.3日

となり、中期計画の目標値30日以内で処理している。 

平成21年11月の行政刷新会議における事業仕分の結果に基づき、平

成22年度から新たに社会福祉振興助成事業を創設することとなったと

ころであるが、平成22事業年度分助成事業については、平成21年度中

に既に助成金交付要望を受け付けていたため、助成要望団体に不利益が

生じないよう、国と協議の上、社会福祉振興助成費補助金の助成要望が

あったものとみなして取扱うこととし、新たな制度への円滑な移行が行

われている。 

以上のように、透明で公正な助成の実施と新たな制度への円滑な移行

が行われており、中期計画を上回る実績をあげていると評価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

○ すべての評価項目において評価水準を上回る実績をあげている。 

○ 助成事業への応募数も多く、幅広い助成を実施している。 

 

 

 

 

［数値目標］ 

① 地域における独創的・先駆的事業及び地域

の実情に即したきめ細かな事業については、

事後評価において、中期目標期間内に、特別

な場合を除き、平均して８５%以上の事業が

助成終了後も継続されること。 

 

② 地域における独創的・先駆的事業及び地域

の実情に即したきめ細かな事業について、優

先的な採択を行うことにより、特別な場合を

除き、全助成件数の８０%以上が独創的・先

駆的事業等であること。 

 

③ 助成交付申請の受理から交付決定までの

平均処理期間を３０日以内とする。 

 

 

 

④ 長期金利の指標である国債の平均金利を

上回る運用収益を上げる。 

 

 

 

① 平成19事業年度分助成事業のフォローアップ調査を実施した結果、95.2%の継続率とな

り、平成21年度計画の目標値である85%を超えていることが確認できた。 

※ 業務実績Ｐ54【助成事業の継続状況の調査】＃59参照 

 

 

 

② 平成22事業年度分採択事業のうち、独創的・先駆的事業等については、優先的な採択を

行うことにより、全助成件数の83.5%となり、平成21年度計画の目標値である80%を超

えていることが確認できた。 

※ 業務実績Ｐ55【独創的・先駆的事業等への助成】＃60参照 

 

 

③ 平成21事業年度分助成事業の交付申請処理に当たって、助成事業の事務手引き（団体用）

の更なる改善等によって事務の効率化を実施した結果、交付申請から交付決定までの平均処

理期間は15.3日となり、中期計画の目標値である30日以内で処理することができた。 

※ 業務実績Ｐ55【助成金交付までの事務処理期間短縮】＃62参照 

 

④ 財投機関債を中心とした再運用により、長期金利指標である国債の平均利回りを0.23％

上回る運用収益を上げた。 

※ 業務実績Ｐ56【基金の運用実績】＃64参照 
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［評価の視点］ 

○ 毎年度、外部有識者からなる審査・評価委

員会において、前年度に実施した事後評価結

果等を踏まえ、助成方針を定め、募集要領等

に明記しているか。 

 

 

 

 

 

 

○ 毎年度、政策課題や多様化する国民ニーズ

に即した重点助成分野が設定されているか。 

○ 基金で幅広く助成配分する観点から、重点

助成分野の見直しを行う等、助成事業の固定

化回避に努めているか。 

 

 

 

 

 

 

○ 毎年度、審査・評価委員会において、選定

方針を策定するとともに、当該選定方針に基

づいて審査し、採択を行っているか。 

 

 

 

 

 

○ 地域の実情に即したきめ細かな事業の推

薦に均一性を確保するため、毎年、事務説明

会を開くほか、必要に応じて事務指導を行っ

ているか。 

 

 

 

○ 地域における独創的・先駆的事業及び地域

の実情に即したきめ細かな事業については、

助成終了後も事業を継続している助成団体

割合が、特別な場合を除き中期計画の数値を

達成しているか。（助成事業実施の翌々年度

に測定） 

 

○ 総助成件数に占める特定非営利活動法人

 

 

[実績：○] 

・ 平成22事業年度分助成事業の募集に際して、審査・評価委員会において、平成20年度に

実施した事後評価の結果による提言を反映させた募集要領を策定し、募集することができ

た。 

また、平成21年度に実施した自己評価及びヒアリング評価結果等を平成22事業年度分助

成事業の選定に反映させるため、「平成22年度助成事業の選定にあたっての留意事項」と

してとりまとめ、選定方針に反映させることができた。 

※ 業務実績Ｐ52【募集要領等の策定】＃53、P60【事後評価の結果の反映】＃66参

照 

 

[実績：○] 

・ 平成22事業年度分助成事業の募集に際し、諸々の政策課題や多様化する国民ニーズに即

して助成テーマを整理するとともに、優先的に採択すべき8つの重点助成分野を設定した。

また、平成22年度から新たに社会福祉振興助成費補助金が創設されることとなったこと

から、従前の重点助成分野の見直しを図り、4つの重点助成分野を設定した。 

・ 助成事業の固定化回避については、募集要領の段階から、固定化回避の取組みに関して明

記するとともに、審査要領に固定化回避に係る具体的な審査方法を定め、幅広い助成配分に

努めた。 

※ 業務実績Ｐ52【募集要領等の策定】＃53、Ｐ53【重点助成分野の周知・採択】＃

55、【助成事業の固定化回避】#56参照 

 

[実績：○] 

・ 助成事業の審査に当たっては、評価部会において平成20事業年度分助成事業に関する自

己評価及びヒアリング評価の結果等を反映した留意事項を策定し、その内容を踏まえ、

審査・評価委員会審査部会（以下「審査部会」という。）において選定方針を策定し、固定

化回避に係る具体的な審査方法を整理した上で、審査・採択を行うことができた。 

※ 業務実績Ｐ53【重点助成分野の周知・採択】＃55、Ｐ54【助成事業の審査・採択】

＃57、Ｐ60【事後評価の結果の反映】#66参照 

 

[実績：○] 

・ 地域活動助成の推薦に均一性を確保するため、助成事務の窓口となる都道府県・指定都市

社会福祉協議会を対象とした事務説明会を開催する一方、6都県市において、機構職員を派

遣して、助成事業の説明や個別相談に応じるほか、事業報告会を開催した4県の社会福祉協

議会において、当該地域の助成先団体を対象に必要な事務指導を実施した。 

※ 業務実績Ｐ54【事務説明会等の実施】＃58参照 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標①】のとおり中期計画を達成した。 

 

 

 

 

 

[実績：○] 
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等が実施する独創的・先駆的事業及び地域の

実情に即したきめ細かな事業への助成件数

の割合が、特別な場合を除き中期計画の数値

を達成しているか。 

 

○ 助成先団体等の事務負担の軽減を図るた

め、各種提出書類の電子化などを行っている

か。 

 

 

 

 

○ 助成金交付申請書受理日から交付決定日

までの平均処理期間について、中期計画を達

成しているか。 

 

○ 安全で安定的な運用収益を確実に上げる

ための運用方法を検討し、計画的に導入して

いるか。 

 

 

 

○ 長期金利の指標である国債の平均金利を

上回る運用収益を上げているか。 

 

○ 国民のニーズとずれている事務・事業や、

費用に対する効果が小さく継続する必要性

の乏しい事務・事業がないか等の検証を行

い、その結果に基づき、見直しを図っている

か。 

 

・ 上記【数値目標②】のとおり中期計画を達成した。 

 

 

 

 

[実績：○] 

・ 各種提出書類については、平成21年7月よりフォローアップ調査（事後評価）について

電子化し、助成先団体等の更なる事務負担の軽減を図った。 

なお、平成22事業年度分助成金要望書（先駆的活動助成）の提出に係る電子申請システ

ム利用率は、72％となっている。 

※ 業務実績Ｐ55【各種提出書類の電子化等】＃61参照 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標③】のとおり中期計画を達成した。 

 

 

[実績：○] 

・ 運用方法の見直しについては、第2期中期計画上の運用収入を上回ること、及び現行の運

用計画上のラダー運用計画完成年度を早めることをポイントに見直しを行い、運用効率を高

めた。 

※ 業務実績Ｐ55【基金の効率的な運用の検討】＃63参照 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標④】のとおり国債の平均金利を上回る運用収益を上げた。 

 

[実績：○] 

・ 平成22年度から新たに社会福祉振興助成費補助金が創設されることに伴い、以下の事項

について、国民のニーズを念頭に事業の見直しを図るとともに、費用対効果の観点から事

務・事業の見直しを検討し、平成22年度より実施することとした。 

⇒ 新しい助成制度について、助成テーマ（重点助成分野）や助成区分、助成限度額等、

国民（助成先団体等）のニーズを勘案し、国と協議の上、制度の見直しを図った。 

⇒ 審査・評価委員会の体制について、事務コストを節減することを念頭に、審査及び評

価の質を確保しつつ、委員定数の削減を図ることとした。 

⇒ 助成事業の応募・審査について、各都道府県・指定都市社会福祉協議会を通じて募集

や審査・推薦を受けていた事業を、全て機構で直接受け付けることにより、事務コスト

（推薦協力費）の節減を図ることとした。 

⇒ 経費削減の観点から、平成 21 年度より広報事業のうちラジオ番組、広報誌を廃止し

た。 

 

 

 

 

 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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６ 長寿・子育て・障害者基金事業（事後

評価と助成事業の成果の普及） 

（１）助成した事業の事後評価制度につい

ては、毎年度、評価すべき重点事項を

定めた評価方針を定め、効率的かつ効

果的な運営を行い、事後評価の結果を

助成制度の改善に適正に反映するこ

と。 

 

 

 

 

 

６ 長寿・子育て・障害者基金事業（事後

評価と助成事業の成果の普及） 

（１）事後評価制度の効率的かつ効果的な

運用を図るため、毎年度、評価すべき

重点事項を定めた事後評価方針を定

め、当方針に基づき事後評価を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

６ 長寿・子育て・障害者基金事業（事後

評価と助成事業の成果の普及） 

長寿・子育て・障害者基金における事

後評価については、平成２０年度に外部

有識者からなる審査・評価委員会におい

て、より一層の公平性・透明性を確保し、

限られた資源の適正配分や有効活用を行

うための方策や、NPO等の民間福祉活動

への効果的な支援を目指した事業展開の

ための基礎となる評価の実施について検

討を重ねてきた。 

これらの検討を踏まえて、平成２１年

度においては、評価方法などの見直しに

加え、機構が主体性を持って地域の民間

福祉活動を積極的に支援していくため、

評価事業を通じて、得られた成果の普及

や団体間のネットワークづくりなどの各

種の支援に取り組むとともに、こうした

事業展開を行うための専門性の向上に努

めることとする。 

 

（１）事後評価制度の効率的かつ効果的な

運用を図るため、平成２１事業年度に

おいて、評価すべき重点事項を定めた

事後評価方針を定め、当方針に基づき、

事後評価を実施する。 

① 事後評価のうち、助成団体へのヒ

アリングを通して行う評価について

は、平成２１事業年度において１０

０事業以上実施するものとする。 

② 助成先団体の助成年度以降の事業

展開にも有効的な助言を行うため、

ヒアリング評価の実施方法の見直し

を行う。 

 

 

６ 長寿・子育て・障害者基金事業（事後評価と助成事業の成果の普及） 

 

【助成事業の事後評価の実施】#65 

○ 平成21年5月に開催した第1回評価部会において、評価すべき重点事項を整理した

評価方針及び評価の具体的な実施方法や対象事業等を整理した事後評価実施要領を

定めた。 

ヒアリング評価については、評価方針等に基づき、外部有識者からなる評価部会の

委員等により116事業について実施した。 

 

○ 助成先団体の助成年度以降の事業の改善や発展に生かすことを目的として、評価部

会委員によるヒアリング評価を実施した全助成先に対するヒアリング評価結果のフ

ィードバックを実施した。また、地方分助成については、各都道府県・指定都市の社

会福祉協議会による推薦を経たのちに機構に応募されるため、その評価結果について

は、各社会福祉協議会に対してもフィードバックした。 

 

○ 機構職員のみで実施するヒアリング評価の件数を増やし（平成20年度（16件）⇒ 

平成21年度（31件））、助成先団体の状況を実地で見聞きし、より団体のニーズを

よりきめ細かく把握することで、機構が更に主体的に相談・助言を行う機会を増やし

た。 

ヒアリング評価の結果については、評価部会で報告し、平成22年度以降もこのよ

うな助言等の支援を一層積極的に実施していくこととした。 

 

○ 平成21事業年度分助成事業を通じて、新たに他団体・関係機関等との連携等の効

果があった事業が全助成事業のうち92.0％あったとの回答を得た。 

 

 

（２）活動団体の応募機会の確保に努める

とともに、活動団体が利用し易い基金

助成制度とするため、事後評価の結果

を踏まえて、制度の継続的な改善を行

うこと。 

 

 

（２）事後評価の結果は、速やかに公表す

るとともに、活動団体が利用し易い基

金助成制度とするため、募集要領、選

定方針等に反映するなど、基金助成制

度の継続的な改善に活用する。 

 

 

（２）事後評価の結果は、速やかに公表す

るとともに、活動団体が利用し易い基

金助成制度とするため、平成２２事業

年度の募集要領、選定方針等に反映す

るなど、基金助成制度の継続的な改善

に活用する。 

 

 

【事後評価の結果の反映】#66 

○ 前年度に実施した事後評価の結果については、平成22事業年度分助成事業の募集

要領に反映した。 

 

○ 自己評価及びヒアリング評価の結果等を早急に助成事業の選定に反映させるため、

評価部会において「平成22年度助成事業の選定に当たっての留意事項」をとりまと

め、審査部会において策定する選定方針等に反映させた。なお、書面評価等を含めた

平成20事業年度分助成事業の事後評価結果については、平成22年3月の審査・評価
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委員会において 終報告（平成20年度助成事業に関する事後評価報告書）を行い、

この中での提言は、新しい助成制度の仕組みにおいても、より積極的に活用すること

としている。 

≪添付資料：26≫

 

（３）基金助成事業の助成対象は特定非営

利活動法人等組織基盤が脆弱な団体が

多いことを踏まえ、事業活動に関する

相談の充実に努めること。 

 

 

 

（３）職員の専門性を高めることにより、

助成団体の事業実施に対し的確な助言

ができるように努める。 

 

 

 

（３）職員の専門性を高めることにより、

助成団体の事業実施に対し的確な助言

ができるように努める。 

① 今日的な福祉課題を把握し、機構

が主体性を持って民間福祉活動を積

極的に支援していくため、現地調査、

意見交換、研修等を計画的に実施す

る。 

② NPO等の地域の民間福祉活動に

対しては、事業計画段階から、助成

年度中、事業完了後においても的確

な相談、助言が可能な専門スタッフ

の育成やその体制づくりを図る。 

③ 専門家や福祉現場とのネットワー

クづくりによって、福祉現場の活性

化や専門スタッフの育成に結びつく

ような事業展開についての方策をた

てる。 

 

 

【職員の専門性の向上】#67 

○ 平成20年度に立ち上げた民間福祉活動の支援強化のためのプロジェクトチームに

おいて、今日的な福祉課題を把握するための勉強会を3回開催するとともに、地域の

福祉課題の実情に関する知見を深めること等を目的として、研修会へ参加するほか、

現地調査や意見交換（計43回）を実施し、各取り組みテーマ毎に現状の課題や今後

の支援策等の報告書を取りまとめた。 

［民間活動支援強化プロジェクトチームによる取り組みテーマ］ 

・団塊の世代等による地域のコミュニティの再生に関する事業 

・医療的ケアが必要な障害児・者の家族の支援に関する事業 

・発達障害・就労支援に関する事業 

・児童虐待･DV･いじめ等により保護･支援が必要な子ども･家庭の支援強化事業 

 

○ 職員の専門性向上の取組みの一環として、日本社会事業大学の協力を得て、社会福

祉の体系的な知識の習得を目的とした勉強会を4回開催した。 

 

○ 平成21年6月には、先駆的な取組みを行っている社会福祉法人を2回にわたって訪

問し、福祉現場における先駆的な取組みや今日的な福祉課題の把握に努めるととも

に、意見交換会を実施して職員の専門性向上やネットワークの構築を図った。 

また、9月には特定非営利活動法人を訪問し、法人運営の課題や助成制度に関する

意見交換等を実施した。 

 

○ NPO等が行う地域の民間福祉活動に対して事業計画段階から事業完了後まで、

様々な段階においても的確な相談・助言ができる体制づくりのために、ヒアリング評

価等において、評価担当課のみならず、基金助成事業に携わる職員が全員参加するこ

とで、職員の資質向上に努めた。 

 

○ 平成21年11月には、プロジェクトチームの活動の一環として「団塊世代等による

地域コミュニティの再生」に関する民間活動団体の事例報告・意見交流会を開催し、

民間活動団体間のネットワークづくりや地域福祉活動の担い手の育成等に貢献した。

 

 

（４）助成事業の事後評価後においても、

活動団体の継続的な状況の把握に努め

る。 

 

 

 

 

 

 

（４）助成事業の事後評価後においても、

平成２１事業年度において、１年経過

後に行うフォローアップ調査に加え、

さらに数年後にもフォローアップ調査

を計画・実施し、活動団体の継続的な

状況の把握に努めるとともに、その成

果を平成２２事業年度の募集要領及び

選定方針等に活かす。 

 

 

【事後評価後の継続的フォローアップの実施】#68 

○ 前年度に実施した助成事業完了後1年経過後及び3年経過後の事業のフォローアッ

プ調査の結果については、平成22事業年度分助成事業の募集要領に反映した。 

平成21年度においても、7月に実施した「助成事業完了後1年を経過した事業のフ

ォローアップ調査」の結果を選定方針に反映させ、更には、平成22年１月に実施し

た「助成事業完了後3年を経過した事業のフォローアップ調査」と合わせて、その結

果を平成22年3月の審査・評価委員会において報告した。 
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（４）事後評価等の結果を踏まえ、事業効

果の高い事業等の周知とその効果的な

普及を推進すること。 

 

 

 

 

 

（５）事後評価結果等を踏まえ、事業効果

の高い優れた助成事業等を公表し、広

く周知を行うほか、他の助成団体等と

の情報の共有化等を行う。 

 

 

 

 

（５）事後評価結果等を踏まえ、平成２１

事業年度において、事業効果の高い優

れた助成事業等をホームページや広報

誌などで公表し、広く周知を行うほか、

他の助成団体等との情報の共有化や意

見交換を行うなどにより、民間福祉団

体のニーズを把握する。 

また、様々なメディアを横断的に活

用し、地域に密着した支援すべきＮＰ

Ｏなどの民間福祉活動を広く普及啓発

する。 

 

 

【事後評価結果の公表等】#69 

○ 事後評価結果の公表等については、平成22年3月の評価部会における承認後、速

やかに機構ホームページで公表した。（平成22年3月26日） 

また、事業効果の高い優れた助成事業については、様々なメディア（基金事業季刊

誌、ホームページ、機構月刊誌等）を横断的に活用して普及啓発を行うとともに、

WAM NETの障害者就労支援コーナーにおいても閲覧できるようにした。 

平成21年8月～9月にかけて開催した事業報告会（4県）においても、事業効果の

高い優れた助成事業等の事例報告及びパネルディスカッションを実施して、地域の民

間福祉団体への周知を図った。（計235名参加） 

 

○ 平成22事業年度分の助成事業の募集に合わせて、日本財団、滋賀県社会福祉協議

会が主催する助成事業説明会に参加（平成21年9月）し、助成金の申請を予定して

いる団体に対して、それぞれの助成制度の違い、助成対象となる事業などの説明を行

うとともに、各団体のニーズに合わせた個別相談会を実施した。 

 

○ 東京都社会福祉協議会が主催する民間助成事業情報交換会（平成21年7月、平成

22年1月）に参加し、当機構の助成事業の仕組みや課題等について報告するととも

に、他の民間助成団体が抱える課題や改善への取組み状況についても情報交換を行う

ことで団体間の連携を図った。 

 

○ 平成21年10月～平成22年１月にかけて実施された日本財団他20数団体による

「助成事務の充実化・効率化をテーマとした研究会（全5回）」において、助成事業

の募集から事後評価までの各手続きごとの事務効率化に向けた取組みについて検討

するワークショップに参加するなど、民間の助成団体の助成事務の課題や効率化に関

して、意見交換や情報共有を行った。 

 

 

（６）事業効果の高い優れた事業について

は、効果的な普及を行う。このため、

助成事業説明会や報告会並びに相談会

を中期目標期間内に１５回以上開催す

る。 

 

 

 

（６）事業効果の高い優れた助成事業の周

知及び効果的な普及を行うため、平成

２１事業年度において、事業報告会（助

成事業説明会及び相談会と合わせて実

施）を計３回以上開催する。 

 

 

【助成事業報告会等の開催】#70 

○ 事業効果の高い優れた助成事業の成果を普及し、基金助成事業に対する理解を促進

するため、事後評価において特に評価の高かった事業等について、平成21年8月～9

月にかけて全国4か所で事業報告会を開催するとともに、助成事業説明会及び個別相

談会を実施した。また、事業報告会の内容については、2回にわたり全国紙（2紙）

に掲載することで周知を図った。 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 Ａ 評価項目１０ 評  定 Ａ 

  

事後評価については、評価部会において策定された評価方針に基づき、重層的な評価を効率

的かつ効果的に実施した。特にヒアリング評価については、外部有識者からなる評価部会の委

員等により116事業へのヒアリング評価を実施することができた。 

また、ヒアリング評価結果については、助成先団体の助成年度以降の事業の改善や発展に活

かすことを目的として、評価部会委員によるヒアリング評価を実施した全助成先に対して、評

価結果のフィードバックを実施した。なお、地方分助成については、各都道府県・指定都市社

会福祉協議会に対してもフィードバックを実施した。 

事後評価の結果については、ホームページに速やかに公表するとともに、募集要領や選定方

針等に反映し、助成制度のＰＤＣＡサイクルによる改善を行った。 

職員の専門性の向上に関しては、民間福祉活動の支援強化のためのプロジェクトチームによ

る現地調査、意見交換等の実施やヒアリング評価において助成事業に携わる職員が全員参加す

るなど、職員の専門性の向上だけでなく、ＮＰＯ等の地域の民間福祉活動に対する相談・助言

ができる体制づくりに努めた。 

さらに、特に評価の高かった事業等については、事業報告会を４回実施したほか、様々なメ

ディアを横断的に活用して普及啓発を図った。 

また、平成21事業年度分助成事業を通じて、新たに他団体・関係機関等との連携等の効果

があった事業が全助成事業のうち92.0％あったとの回答を得ることができ、助成による波及

効果を確認することができた。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

事後評価については、審査・評価委員会評価部会において策定された

評価方針に基づき、重層的な評価を効率的かつ効果的に実施している。

特にヒアリング評価については、外部有識者からなる評価部会の委員等

により116事業へのヒアリング評価を実施し、ヒアリング評価結果に

ついては、評価部会委員によるヒアリング評価を実施した全助成先に対

して評価結果をフィードバックしてる。さらに、地方分助成については、

各都道府県・指定都市社会福祉協議会に対してもフィードバックを行う

など、評価結果を助成先団体の助成年度以降の事業の改善や発展に活か

している。 

事後評価の結果については、ホームページに速やかに公表するととも

に、募集要領や選定方針等に反映し、助成制度の継続的な業務改善（Ｐ

ＤＣＡサイクル）を実施している。 

特に評価の高かった事業等については、全国４か所で行った事業報告

会や福祉医療機構のホームページ等を通じて、助成事業等の全国的な普

及を実施している。 

平成21事業年度分助成事業を通じて、新たに他団体・関係機関等と

の連携等の効果があった事業が全助成事業のうち92.0％あったとの回

答を得ることができており、助成による波及効果を確認することができ

ている。 

以上のように、事後評価結果を効果的に反映させる助成制度のＰＤＣ

Ａサイクルが機能しているとともに、中期計画を上回る実績をあげてい

ると評価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

○ 事後評価結果のフィードバック、評価結果の公表など、情報の共有

化やより優れた事業の応募を促すことで、事業の発展的な継続がなさ

れている。 

○ 事後評価の結果を募集要領や選定方針等に反映し、助成制度のＰＤ

ＣＡサイクルによる改善を行っている。 

○ 事業効果の高い優れた助成事業の周知とその効果的な普及を図るな

ど、質の高い事業報告会が実施されている。 

○ 助成を受けたことにより、新たに他団体・関係機関等との連携等の

効果があったと回答する団体が多く、成果が上がっている。 

 

 

 

 

［数値目標］ 

① 助成事業説明会や報告会並びに相談会を

中期目標期間内に１５回以上開催する。 

 

 

 

② 助成先団体のうち、８０％以上の団体か

ら、助成事業を通じて新たに他団体・関係機

関等との連携等の効果があったとの回答を

確保する。 

 

 

 

① 事後評価において特に評価の高かった事業等について、事業報告会を全国で4回開催する

とともに、報告会の内容について2回にわたり全国紙に掲載することで効果的な普及を図っ

た。 

※ 業務実績Ｐ62【助成事業報告会等の開催】＃70参照 

 

② 平成２１事業年度分助成事業を通じて、新たに他団体・関係機関等との連携等の効果のあ

った事業が、全助成事業のうち92.0％あったとの回答を得ることができた。 

※ 業務実績Ｐ60【助成事業の事後評価の実施】＃65参照 

 

 

［評価の視点］ 

○ 毎年度、評価すべき重点事項を定めた事後

評価方針を定め、当方針に基づき事後評価を

実施しているか。 

 

 

 

○ 事後評価の結果を速やかに公表するとと

もに、その結果が、募集要領、選定方針等の

基金助成制度の継続的な改善に活用されて

いるか。 

 

 

[実績：○] 

・ 評価部会において、評価すべき重点事項を整理した評価方針及び評価の具体的な実施方法

や対象事業等を整理した事後評価実施要領を定め、その中でも特にヒアリング評価について

は、評価方針等に基づき116事業について実施することができた。 

※ 業務実績Ｐ60【助成事業の事後評価の実施】＃65参照 

 

[実績：○] 

・ 平成20事業年度分助成事業の事後評価結果は、平成22年3月の評価部会において承認後、

速やかにホームページで公表した。また、募集要領、選定方針の策定に当たっては、事後評

価を反映させることにより、助成制度のＰＤＣＡサイクルによる改善を行った。 
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○ 専門性の高い職員を育成し、助成団体の事

業実施に対し的確な助言ができているか。 

 

 

 

 

 

 

○ 事後評価後における活動団体の状況につ

いても、継続的に把握しているか。 

 

 

 

 

○ 事後評価結果等を踏まえ、事業効果の高い

優れた助成事業等を公表し、広く周知を行っ

ているか。 

 

 

 

 

 

○ 他の助成団体等との情報の共有化等を行

っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 事業効果の高い優れた事業について、効果

的な普及を行うため、助成事業説明会や報告

会並びに相談会について、中期計画に示され

たとおり実施しているか。 

 

○ 助成先団体のうち、８０％以上の団体か

ら、助成事業を通じて新たに他団体・関係機

関等との連携等の効果があったとの回答が

※ 業務実績Ｐ62【事後評価結果の公表等】＃69、Ｐ60【事後評価の成果の反映】＃

66参照 

 

[実績：○] 

・ 民間福祉活動の支援強化のためのプロジェクトチームによる現地調査や勉強会及び意見交

換等を実施し、情報の共有化を図るほか、民間活動団体の事例報告・意見交流会を開催し、

民間活動団体間のネットワークづくりや地域福祉活動の担い手の育成等に貢献した。 

また、ヒアリング評価において助成事業に携わる職員が全員参加するなど、職員の専門性

の向上だけでなく、助成先団体の事業実施に対して相談・助言ができる体制づくりに努めた。

※ 業務実績Ｐ61【職員の専門性の向上】＃67参照 

 

[実績：○] 

・ 事後評価後における助成先団体の状況については、助成事業完了後1年経過後の事業のフ

ォローアップ調査に加え、3年経過後の事業についてもフォローアップ調査を行い、継続的

に状況を把握することができた。 

※ 業務実績Ｐ61【事後評価後の継続的フォローアップの実施】＃68参照 

 

[実績：○] 

・ 平成20事業年度分助成事業の事後評価については、平成22年3月の評価部会における承

認後、事後評価報告書をホームページに公表した。また、事業効果の高い特に優れた事業に

ついては、事後評価報告書に明記するとともに、ホームページで紹介した。 

また、全国4か所で事業報告会を開催し、事業効果の高い特に優れた助成事業等について、

広く周知を図った。 

※ 業務実績Ｐ62【事後評価結果の公表等】＃69参照 

 

[実績：○] 

・ 他の助成団体等との情報共有化等について、助成事業の募集に係る連携の強化を図るとと

もに、助成先団体の利便性の向上に資するため、他の助成団体と共同で助成事業説明会を開

催した。 

また、他の助成団体（20数団体）による「助成事務の充実化・効率化をテーマとした研

究会」において、助成事業の募集から事後評価までの各手続きごとの助成事務効率化に向け

た取組みについて検討するワークショップに参加するなど、民間助成団体の助成事務の課題

や効率化に関して、意見交換や情報共有を行ったほか、社会福祉協議会が主催する民間助成

事業情報交換会（2回）に参加し、当機構の助成事業の仕組みや課題等について報告すると

ともに、他の民間助成団体が抱える課題や改善への取組み状況について情報交換を行い、団

体間の連携を図った。 

※ 業務実績Ｐ62【事後評価結果の公表等】＃69参照 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標①】のとおり中期計画を達成した。 

 

 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標②】のとおり年度計画を達成した。 
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得られているか。 

 

 

○ 国民のニーズとずれている事務・事業や、

費用に対する効果が小さく継続する必要性

の乏しい事務・事業がないか等の検証を行

い、その結果に基づき、見直しを図っている

か。 

 

 

 

 

[実績：○] 

・ 長寿・子育て・障害者基金事業の廃止及び国庫補助金による新たな助成事業の創設に際し

て、以下の事項について、国民のニーズを念頭に事業の見直しを図るとともに、費用対効果

の観点から事務・事業の見直しを検討し、平成22年度より実施することとした。 

⇒ 事後評価におけるヒアリング評価について、事務コスト（旅費、諸謝金）の節減を図

りつつ、その実施体制や実施地域の集約化等を図ることとした。 

⇒ 助成事業の評価業務について、地域の多様なニーズに応えられるよう、優良助成事業

の事例集や助成事業に役立つヒント集等を作成するなどの情報提供や助成事業の事

前・期中・事後相談の充実を図ることとした。 

⇒ 経費削減の観点から、平成 21 年度より広報事業のうちラジオ番組、広報誌を廃止し

た。 

 

 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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７ 退職手当共済事業 

退職手当共済事業は、社会福祉施設等

を経営する社会福祉法人等の相互扶助の

精神に基づき、社会福祉施設等に従事す

る職員について退職手当共済制度を確立

し、もって社会福祉事業の振興に寄与す

るため、以下の点に留意してその適正な

実施に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 退職手当共済事業 

退職手当共済事業は、社会福祉施設等

を経営する社会福祉法人等の相互扶助の

精神に基づき、社会福祉施設等に従事す

る職員について退職手当共済制度を確立

し、もって社会福祉事業の振興に寄与す

るため、以下の点に留意してその適正な

実施に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 退職手当共済事業 

退職手当共済事業は、社会福祉施設等

を経営する社会福祉法人等の相互扶助の

精神に基づき、社会福祉施設等に従事す

る職員について退職手当共済制度を確立

し、もって社会福祉事業の振興に寄与す

るため、以下の点に留意してその適正な

実施に努める。 

なお、当該事業における被共済職員数、

退職手当支給者数、退職手当金支給額及

び単位掛金額を次のとおり見込む。 

（参考） 

区 分 平成 21 事業年度

被共済職員数 

(4／1 現在) 
666,285 人

退職手当金 

支給者数 
75,120 人

退職手当金 

支給額 
89,910,261 千円

単位掛金額 44,700 円

 

 

７ 退職手当共済事業 

退職手当共済事業は、社会福祉施設等を経営する社会福祉法人等の相互扶助の精神に

基づき、社会福祉施設等に従事する職員について退職手当共済制度を確立し、もって社

会福祉事業の振興に寄与するため、以下の点に留意してその適正な実施に努めた。 

なお、当該事業における被共済職員数、退職手当支給者数、退職手当金支給額及び単

位掛金額の実績は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

（実績） 

区   分 平成21事業年度 

4 月 1 日 現 在 の 被 共 済 職 員 数 685,012人

退 職 手 当 金 支 給 者 数 63,704人

退 職 手 当 金 支 給 額 80,595,179千円

単 位 掛 金 額 44,700円
 

 

（１）退職手当金の給付事務の効率化によ

り、請求書の受付から給付までの平均

処理期間の短縮を図ること。 

 

 

 

（１）退職手当金支給に係る事務処理の効

率化を図ることにより、請求書の受付

から給付までの平均処理期間を７５日

以内とする。 

 

 

（１）請求書の受付から給付までの平均処

理期間について、事務処理の効率化を

図りながら、７５日以内とする。 

 

 

 

【退職手当金給付事務の事務処理期間短縮】#71 

○ 退職手当金の給付事務については、従来、月２回の給付としていたものを平成21

年10月から月4回の給付とするとともに、事務処理のピーク時において柔軟な人員

配置を行う等、退職金の早期支給に努めた結果、請求書の受付から給付までの平均処

理期間は、37.6日となり、対前年度比でさらに7.2日の短縮となった。 

 

○ 社会福祉施設等の職員が退職してから退職手当金の給付を受けるまでの期間の短

縮を図るために、業務委託先（都道府県社会福祉協議会等）に対して、機構受付前の

状況について実態を把握するための調査を実施した。 

 

（２）利用者への説明会や提出書類の簡素

化等により、利用者の手続き面での利

便性の向上及び負担の軽減に努めるこ

と。 

 

 

 

（２）業務委託先が実施する共済契約者の

事務担当者に対する実務研修会に機構

職員を派遣し、制度内容の周知と適正

な手続きに関する指導を行うととも

に、必要に応じて共済契約者を直接訪

問して個別指導を行う。 

 

 

（２）共済契約者の事務担当者を対象に業

務委託先が実施する全ての実務研修会

に機構職員を派遣し、制度内容の周知、

掛金届や請求書等の作成上の留意点等

について指導するとともに、必要に応

じて共済契約者を直接訪問し、事務取

扱について指導を行う。 

 

 

 

【利用者への制度内容の周知等】#72 

○ 業務委託先に対して、平成21年度の実務研修会開催希望調査を実施した。 

また、制度内容の周知を図るため、研修会資料の必要な見直しを行った。 

 

○ 40都道府県で開催される全ての実務研修会に職員を派遣し、制度内容の周知、掛

金届や請求書等の作成上の留意点等について指導を行った。 

また、特定介護保険施設等を経営する共済契約者を中心に14か所訪問し、退職手

当共済制度についての事務取扱に関する指導を行うとともに、今後の業務運営に反映

させるための調査を実施した。 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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また、加入促進を図るため、関係団

体の協力を得てパンフレット等を配布

するとともに、効果的な制度の周知方

法を検討するため、新規契約者に対す

るアンケート調査を実施する。 

 

【加入促進のための取り組み】#73 

○ 機構が実施した次のセミナーにおいて、「社会福祉施設職員等退職手当共済事業の

ごあんない」のコーナーを設け、リーフレットの配布や当該制度の説明を行うなど、

効果的に制度周知を実施した。  

施設開設・経営実務セミナー 6月04日（東京） 06月11日（大阪） 

障害者施設経営セミナー 9月11日（東京） 

特別養護老人ホーム経営セミナー 10月9日（東京） 10月23日（大阪） 

保育所経営セミナー 2月17日（東京） 

 

○ 退職手当共済制度の新規契約者250法人に対しアンケート調査を実施し、効果的

な制度の周知方法を検討した。 

 

（３）提出書類の電子届出化及び簡素化等

を進めることにより、利用者の手続き

面での負担を軽減する。 

 

 

 

 

（３）利用者の手続き面での負担を軽減す

るため、次の措置を講じる。 

① 電子届出システムについて、利用

者アンケート調査を実施し、その結

果をシステム改善や操作性向上に反

映させ、利用促進を図る。 

② 加入届について、電子届出システ

ムで作成できる機能の運用を開始す

る。 

③ 電子化されていない届出書類の電

子化について、電子化の効果を踏ま

えて取扱方針を作成する。 

 

④ 届出書類に添付する証明書等の省

略ができないか見直しを行う。 

 

 

【提出書類の電子届出化等】#74 

○ 電子届出システムを活用した利用者アンケートの集計・分析の結果を踏まえ、現行

の電子届出システム画面に注意事項やダウンロード機能を追加するなどの改善を図

った。 

 

 

○ 現行の電子届出システムに加入届の機能を追加し、平成21年８月から運用を開始

した。 

 

○ 電子化されていない届出書類について、費用対効果の面から検討を行い、システム

運用委託先と調整した結果、共済契約者氏名等変更届及び共済契約対象施設等一部廃

止等届の機能を追加し、平成22年4月から運用することとした。 

 

○ 添付書類について見直しを行い、ＷＡＭ NETの介護・障害者福祉・高齢者福祉・

児童福祉情報で確認できる場合は、添付書類を省略できることとした。 

 

○ 電子届出システムを利用している共済契約者に対して、アンケート調査を実施した

結果、88％の共済契約者から事務負担が軽減されたとの回答を得た。 

≪添付資料：27､28≫

 

（３）業務委託先への業務指導を徹底する

ことにより、窓口相談、届出受理の機

能強化を図ること。 

 

 

 

 

（４）業務委託先の窓口相談・届出受理の

機能強化を図るため、業務委託先の事

務担当者に対する事務打合せ会を実施

するほか、必要に応じて業務委託先を

個別に訪問して業務指導の徹底を行

う。 

 

 

（４）業務委託先の事務担当者に対する事

務打合せ会を実施し、事務処理の円

滑・適正な実施を周知する。 

また、必要に応じて業務委託先を個

別に訪問して業務指導の徹底を行う。

 

 

【業務指導等の強化】#75 

○ 業務委託先（都道府県社会福祉協議会等）における個人情報保護の実情及び請求

書・退職届の処理日数等の状況を把握するため、アンケート調査を実施し、集計・分

析を行い、課題の抽出を図った。 

 

○ 平成22年２月に業務委託先の事務担当者に対する事務打合せ会を開催し、上記ア

ンケート結果も踏まえ、共済業務における事務処理の円滑・適正な実施について注意

喚起を図るなど業務指導の徹底を図るとともに、業務委託先におけるガバナンスの強

化及び業務委託先における退職金給付にかかる事務処理期間の短縮に関して協力を

要請した。 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 S 評価項目１１ 評  定 S 

  

平成21年度においては、退職手当金支給に係る平均処理期間の更なる短縮を図るため、退

職手当金の給付回数を従来の月2回から月4回に倍増するとともに、事務処理のピーク時にお

ける柔軟な人員配置などの改善を図り、さらに、国や都道府県に対する都道府県補助金の早期

入金を働きかけ、実務研修会での積極的な指導などに取り組んだ結果、平均処理期間が37.6

日となり、前年度の平均処理期間と比較しても7.2日の短縮を実現し、結果として中期計画の

目標値75日を大幅（37.4日短縮）に上回る実績をあげることができた。 

また、平成19年度から運用を開始した電子届出システムについては、利用者アンケート調

査を実施し、システムの追加及び改善を行い更なる操作性の向上に努めた結果、新たに869

法人がシステムの利用登録を行うこととなり、平成21年度のシステム利用率75％から平成

22年度は79％と増加し、利用者の事務負担軽減に関して大きく寄与した。 

なお、平成21年度の掛金納付対象職員届の処理においては、延べ743,575人の在籍状況を

確認しているが、電子届出システム利用者におけるエラー発生率は、紙媒体提出者に比べて

10分の1以下に抑制することができた。この結果、機構における事務の効率化も図ることが

できた。さらに、電子届出システムを利用している共済契約者に対するアンケート調査を実施

した結果、88％の共済契約者から事務負担が軽減されたとの回答を得ることができた。 

以上のとおり、平成21年度においては、退職手当金支給に係る平均処理期間の短縮や電子

届出システムの利用率の増加を図るなど、年度計画を大幅に上回る実績を上げ、利用者サービ

スの向上に貢献するとともに機構における事務の効率化も実現することができた。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

退職手当金支給にかかる平均処理期間については、前年度比7.2日短

縮の37.6日となり、中期計画の目標値75日を大幅（37.4日短縮）に

上回る実績をあげている。 

平成19年度から運用を開始した電子届出システムについては、利用

者アンケートの調査結果に基づき、システムの追加及び改善を行い更な

る操作性の向上に努めた結果、利用率が前年度比４％増加の79％とな

った。 

また、電子届出システムを利用している共済契約者に対するアンケー

ト調査を実施した結果、88％の共済契約者から事務負担が軽減された

との回答を得ることができており、システムの改善等の取組が利用者の

事務負担軽減に寄与していることが認められる。 

以上のとおり、退職手当金支給に係る平均処理期間の短縮や電子届出

システムの改善による事務負担軽減の促進を図るなど、利用者サービス

の向上に貢献するとともに福祉医療機構における事務の効率化も実現

することができており、中期計画を大幅に上回る実績をあげていること

が認められ、高く評価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

○ 退職手当金支給にかかる平均処理期間については、計画を大きく上

回る短縮を図っている。 

○ 電子届出システムを利用している共済契約者に対するアンケート調

査結果において、88％の共済契約者から事務負担が軽減されたとの回

答を得ており、評価できる。 

 

 

 

 

 

 

［数値目標］ 

① 請求書の受付から給付までの平均処理期

間を７５日以内とする。 

（参考：19年度 61.7日 20年度 44.8日） 

 

 

 

 

 

 

② 電子届出システムについて、システム改善

や操作性向上を図り、利用者アンケート調査

で、７０％以上の共済契約者から、退職手当

共済制度に係る事務処理が簡素化されたと

の回答を確保する。 

 

 

 

① 請求書の受付から給付までの平均処理期間については、以下の取組みを行った結果、37.6

日となり、前年度の平均処理期間と比較しても7.2日の短縮を実現し、中期計画の目標値75

日よりも37.4日の短縮することができた。 

① 資金交付回数の増（月2回⇒月4回） 

② 支給財源の確保（資金不足による支給遅延の解消） 

③ 実務研修会での積極的指導（適正な事務処理の徹底） 

④ 事務処理のピーク時における柔軟な人員配置 

※ 業務実績Ｐ66【退職手当金給付事務の事務処理期間短縮】＃71参照 

 

② 平成21年度においては、電子届出システムに加入届の機能の追加、利用者アンケートを

踏まえたシステムの改善を図るとともに、電子届出システムを利用していない共済契約者に

対しては、電子届出システム利用案内を送るなど積極的な利用促進を図り、平成22年度か

らは869法人が新規で電子届出システムを利用することとなった。 

平成22年4月に実施した電子届出システム利用者へのアンケート調査において、88％の

共済契約者から事務負担が軽減されたとの回答を得られたことから、平成21年度に取り組

んだ電子届出システムの改善が共済契約者の事務負担の軽減に寄与したことが確認できた。

※ 業務実績Ｐ67【提出書類の電子届出化等】＃74参照 

 

 

［評価の視点］ 

○ 請求書受付日から退職手当金の振込日ま

での所要期間について中期計画を達成して

 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標①】のとおり中期計画を大幅に短縮して達成した。 
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いるか。 

なお、退職手当金の支給原資のうち、国及

び地方公共団体の補助金等の予算制約が生

じた場合は、当該事情を考慮する。 

 

 

○ 共済契約者の事務担当者に対する実務研

修会等において、制度内容の周知と適正な手

続きに関する指導に努めているか。 

 

 

 

○ 必要に応じて共済契約者を直接訪問して

個別指導を行っているか。 

 

 

 

 

○ 提出書類の電子届出化及び簡素化等を進

めることにより、利用者の手続き面での負担

を軽減しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 電子届出システムについて、システム改善

や操作性向上を図り、利用者アンケート調査

で、７０％以上の共済契約者から、退職手当

共済制度に係る事務処理が簡素化されたと

の回答が得られているか。 

 

○ 業務委託先の事務担当者に対する事務打

合せ会を実施するほか、必要に応じて業務委

託先を個別に訪問して業務指導の徹底を行

っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[実績：○]  

・ 40都道府県において延べ55回開催された実務研修会に職員を派遣し、掛金届や請求書等

の作成上の留意点等について指導し、手続きの適正化に努めるとともに、制度内容の周知を

図った。 

※ 業務実績Ｐ66【利用者への制度内容の周知等】＃72参照 

 

[実績：○]  

・ 特定介護保険施設等を経営する共済契約者を中心に直接訪問し、事務取扱いの指導等を行

うなど、事務手続きの適正化を図るとともに、施設の実情等を調査するなど顧客サービスの

向上に努めた。 

※ 業務実績Ｐ66【利用者への制度内容の周知等】＃72参照 

 

[実績：○]  

・ 利用者の事務負担軽減のため、電子届出システムの利用促進及び利便性の向上を図るとと

もに、次のとおり同システムに係る利用案内及び操作説明会等を実施した。 

① 電子届出システムの利用案内のリーフレットを作成し、システム未利用の共済契約

者（4,039法人）へ送付した。 

② 40都道府県で開催された共済契約者の事務担当者に対する実務研修会でシステム

の操作デモを実施した。 

③ 7都道県で開催したＷＡＭＮＥＴ操作説明会にあわせて電子届出システム操作説明

会を開催し、実際にパソコンを用いた操作説明会を行った。 

これらにより、新たに869法人がシステムの利用登録を行い、平成22年度のシステム利

用率は79％となり平成21年度の75％から増加し、利用者の事務負担軽減が図られるとと

もに、機構における事務の効率化も図ることができた。 

※ 業務実績Ｐ67【提出書類の電子届出化等】＃74参照 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標②】のとおり年度計画を達成した。 

 

 

 

 

[実績：○] 

・ 平成22年２月に業務委託先を対象とした事務打合せ会を実施し、事務処理の円滑・適正

な実施に向けて意見交換を行った。 

また、意見交換に加え、事務打合せ会の前に業務委託先に対して実施した①個人情報の取

扱、②退職手当金請求書・被共済職員退職届の取扱に関するアンケート調査結果から抽出さ

れた課題を踏まえ、業務委託先におけるガバナンスの強化及び業務委託先における退職金給

付にかかる事務処理期間の短縮に関して協力を要請した。 

※ 業務実績Ｐ67【業務指導等の強化】#75参照 
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○ 国民のニーズとずれている事務・事業や、

費用に対する効果が小さく継続する必要性

の乏しい事務・事業がないか等の検証を行

い、その結果に基づき、見直しを図っている

か。 

 

 

[実績：○] 

・ 利用者の事務負担の軽減に大きく寄与している電子届出システムについて、毎年度、電子

届出システムを活用した利用者アンケートの集計・分析の結果を踏まえ、現行の電子届出シ

ステムの機能追加などの改善等を行い、利用促進及び利便性の向上策を実施している。 

これにより、利用者の事務負担の軽減を図るとともに、機構における事務の効率化も実現

している。 

 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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８ 心身障害者扶養保険事業 

心身障害者扶養保険事業（以下「扶養

保険事業」という。）については、地方

公共団体が実施する心身障害者扶養共済

制度（以下「扶養共済制度」という。）

によって地方公共団体が加入者に対して

負う共済責任を保険する事業に関する業

務を安定的に行うことにより、心身障害

者の保護者の不安を解消し、保護者死亡

後の心身障害者の生活安定に寄与するこ

とを目的とし、以下の点に特に留意して

その適正な実施に努めること。 

なお、扶養共済制度に関し、国におい

ては、その安定的な運営を図り、将来に

わたり障害者に対する年金給付を確実に

行うため、１９年度末の積立不足に対応

し、機構が定期的に行う扶養共済制度の

長期的な財政状況の検証を踏まえ、毎年

度予算編成を経て必要な財政支援措置を

各地方公共団体とともに講ずることと

し、機構は、上記の国・地方公共団体に

よる財政措置を踏まえ、資金の安全かつ

効率的な運用に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

８ 心身障害者扶養保険事業 

心身障害者扶養保険事業（以下「扶養

保険事業」という。）については、地方

公共団体が実施する心身障害者扶養共済

制度（以下「扶養共済制度」という。）

によって地方公共団体が加入者に対して

負う共済責任を保険する事業に関する業

務を安定的に行うことにより、心身障害

者の保護者の不安を解消し、保護者死亡

後の心身障害者の生活安定に寄与するこ

とを目的とし、以下の点に特に留意して

その適正な実施に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 心身障害者扶養保険事業 

心身障害者扶養保険事業（以下「扶養

保険事業」という。）については、地方

公共団体が実施する心身障害者扶養共済

制度によって地方公共団体が加入者に対

して負う共済責任を保険する事業に関す

る業務を安定的に行うことにより、心身

障害者の保護者の不安を解消し、保護者

死亡後の心身障害者の生活安定に寄与す

ることを目的とし、以下の点に特に留意

してその適正な実施に努める。 

なお、当該事業における新規加入者数

その他を次のとおり見込む。 

（参考） 

区  分 平成 21 事業年度

新規加入者数 1,034 人

新規年金受給者

数 
2,362 人

保険対象加入者

数 
81,856 人

年金給付保険金

支払対象障害者

数 

48,147 人

死亡・障害保険

金額 
8,337,900 千円

年金給付保険金

額 
12,063,132 千円

 

 

８ 心身障害者扶養保険事業 

心身障害者扶養保険事業（以下「扶養保険事業」という。）については、地方公共団

体が実施する心身障害者扶養共済制度によって地方公共団体が加入者に対して負う共済

責任を保険する事業に関する業務を安定的に行うことにより、心身障害者の保護者の不

安を解消し、保護者死亡後の心身障害者の生活安定に寄与することを目的とし、以下の

点に特に留意してその適正な実施に努めた。 

なお、当該事業における新規加入者数その他の実績は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

（実績） 

区   分 平成21事業年度 

新 規 加 入 者 数 396人

新 規 年 金 受 給 者 数 2,161人

保 険 対 象 加 入 者 数 85,225人

年金給付保険金支払対象障害者数 48,006人

死 亡 ・ 障 害 保 険 金 額 7,647,800千円

年 金 給 付 保 険 金 額 11,731,000千円
 

 

（１）財政状況の検証 

扶養保険事業の安定的な運営を図

り、将来にわたり障害者に対する年金

給付を確実に行うため、毎年度、扶養

保険事業の財政状況を検証するととも

に、加入者等に対し公表すること。 

なお、国においては少なくとも５年

ごとに保険料水準等の見直しを行なう

こととしていることから、基礎数値等

見直しに必要な情報を提供するととも

に、将来的に当該事業の安定的な運営

に支障が見込まれる場合には、厚生労

働大臣に対しその旨申出をすること。 

 

（１）財政状況の検証 

扶養保険事業の安定的な運営を図

り、将来にわたり障害者に対する年金

給付を確実に行うため、毎年度、扶養

保険事業の財政状況を検証するととも

に、加入者等に対し公表する。 

なお、検証の結果は、厚生労働省に

報告するとともに、将来的に当該事業

の安定的な運営に支障が見込まれる場

合には、厚生労働大臣に対しその旨申

出をする。 

 

 

 

（１）財政状況の検証 

平成２０年度の決算を踏まえ、財務

状況検討会で財務状況の検証を行い、

検証結果を報告書に取りまとめ、厚生

労働省へ報告するとともに、①地方公

共団体に対しては、事務担当者会議に

おいて報告、②加入者等に対しては、

ホームページで公表、③障害者関係団

体（親の会等）に対しては、情報提供

を行う。 

また、検証の結果、将来的に当該事

業の安定的な運営に支障が見込まれる

場合には、厚生労働大臣に対しその旨

申出を行う。 

 

【財務状況の検証と公表】#76 

○ 平成21年９月14日に財務状況検討会を開催し、同検討会の報告書を取りまとめ、

以下のとおり関係者への報告及び情報の公表等を行った。  

平成21年9月25日 厚生労働省へ報告 

平成21年9月29日 都道府県・指定都市へ報告書を送付 

平成21年10月1日 機構のホームページで公表 

平成21年10月21日 

平成21年10月28日 

障害者関係団体（全日本手をつなぐ育成会、全国重症心

身障害児（者）を守る会）に説明 

≪添付資料：29≫
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（２）扶養保険資金の運用 

① 基本的考え方 

扶養保険資金の運用については、

制度に起因する資金の特性を十分に

踏まえ、長期的な観点から安全かつ

効率的に行うことにより、将来にわ

たって扶養保険事業の運営の安定に

資することを目的として行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 運用の目標 

厚生労働大臣が別途指示する運用

利回りを確保するため、長期的に維

持すべき資産構成割合（以下「基本

ポートフォリオ」という。）を定め、

これに基づき管理を行うこと。 

各年度において、各資産ごとに

各々のベンチマーク収益率を確保す

るよう努めるとともに、中期目標期

間において、各々のベンチマーク収

益率を確保すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）扶養保険資金の運用 

① 基本的考え方 

扶養保険資金の運用については、

制度に起因する資金の特性を十分に

踏まえ、厚生労働大臣の認可を受け

た金銭信託契約の内容に基づき、長

期的な観点から安全かつ効率的に行

うことにより、将来にわたって扶養

保険事業の運営の安定に資すること

を目的として行う。 

このため、分散投資を基本として、

長期的に維持すべき資産構成割合

（以下「基本ポートフォリオ」とい

う。）を、心身障害者扶養保険資産

運用委員会（資産運用に精通した外

部専門家により構成される組織をい

う。以下「資産運用委員会」という。）

の議を経た上で策定し、扶養保険資

金の運用を行う。 

② 運用の目標 

厚生労働大臣が別途指示する運用

利回りを長期的に確保するため、基

本ポートフォリオを定め、これを適

切に管理する。 

 

また、運用受託機関の選定、管理

及び評価を適切に実施すること等に

より、各年度における各資産ごとの

ベンチマーク収益率を確保するよう

努めるとともに、中期目標期間にお

いても各資産ごとのベンチマーク収

益率を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）扶養保険資金の運用 

① 基本的考え方 

扶養保険資金の運用については、

制度に起因する資金の特性を十分に

踏まえ、厚生労働大臣の認可を受け

た金銭信託契約の内容に基づき、長

期的な観点から安全かつ効率的に行

うことにより、将来にわたって扶養

保険事業の運営の安定に資すること

を目的として行う。 

このため、心身障害者扶養保険資

産運用委員会（資産運用に精通した

外部専門家により構成される組織を

いう。以下「資産運用委員会」とい

う。）の議を経た上で策定した分散

投資を基本として、長期的に維持す

べき資産構成割合（以下「基本ポー

トフォリオ」という。）に基づき、

扶養保険資金の運用を行う。 

② 運用の目標 

ア 基本ポートフォリオに基づきリ

バランスを行い、これを適切に管

理する。 

 

 

イ 運用受託機関の選定、管理及び

評価を適切に実施すること等によ

り、各資産ごとのベンチマーク収

益率を確保するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【運用の基本的考え方】#77 

○ 心身障害者扶養保険資産運用委員会（以下「資産運用委員会」という。）の議を経

た上で、平成20年4月1日に策定した分散投資を基本とする長期的に維持すべき資産

構成割合（以下「基本ポートフォリオ」という。）に基づき、運用を行った。 

≪添付資料：30≫

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【運用の目標】#78 

○ 毎月の資産構成割合と基本ポートフォリオとの乖離状況を把握し、資産構成割合が

あらかじめ設定した乖離許容幅内に収まるよう管理した。 

 

 

 

【運用受託機関の選定、管理及び評価】#79 

○ 運用受託機関の管理は、運用コンサルティング会社を活用するとともに、選定時の

投資方針等の維持、法令遵守の確保のため、各運用受託機関ごとに提示した運用方法

等に係るガイドラインの遵守が確保されているかを四半期毎の定期ミーティングに

おいて報告を受けるなどの方法により行った。 

 

【各資産ごとの対ベンチマーク収益率との差】#80 

○ 平成21年度のベンチマーク収益率との差は、外国株式の影響を受けて▲1.65%と

なったところであるが、運用利回りについては、厚生労働大臣が別途指示する運用利

回り2.8％を上回る5.70％の運用実績を確保することができ、前年度（▲5.89%）

より大幅に改善した。 

［平成21年4月～平成22年3月（年率）］ 

区   分 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ収益率 運用実績 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ差 

有
価
証
券

国内 
債券 2.04％ 1.92％ ▲0.12％

株式 28.47％ 28.47％ 0.00％

外国 
債券 0.18％ 0.03％ ▲0.15％

株式 46.75％ 45.13％ ▲1.63％

短 期 資 産    0.08％ 0.18％ 0.11％

合 計 7.35％ 5.70％ ▲1.65％

≪添付資料：31≫
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ベンチマークについては、市場を

反映した構成であること、投資可能

な有価証券により構成されているこ

と、その指標の詳細が開示されてい

ること等の条件を満たす適切な市場

指標を用いること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 運用におけるリスク管理 

扶養保険資金については、分散投

資による運用を行うとともに、運用

に伴う各種リスクの管理を行うこ

と。 

 

④ 年金給付のための流動性の確保 

扶養保険事業の財政見通し及び収

支状況を踏まえ、年金給付等に必要

な流動性（現金等）を確保すること。 

 

⑤ 運用に関する基本方針の策定 

 

扶養保険資金の運用について、基

本方針を策定すること。 

 

 

 

 

 

⑥ 基本ポートフォリオの策定 

 

基本ポートフォリオは、扶養保険

事業の数理上の前提と整合的なもの

となるように策定することとし、そ

の際、以下の点に留意すること。 

・ 厚生労働大臣が別途指示する運

用利回りを確保するような資産構

成とすること。 

ベンチマークについては、市場を

反映した構成であること、投資可能

な有価証券により構成されているこ

と、その指標の詳細が開示されてい

ること等の条件を満たす適切な市場

指標を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 運用におけるリスク管理 

リターン・リスク等の特性が異な

る複数の資産に分散投資することを

リスク管理の基本とし、運用に伴う

各種リスクの管理を適切に行う。 

 

④ 年金給付のための流動性の確保 

年金給付等に必要な流動性（現金

等）を確保するとともに、効率的な

現金管理を行う。 

 

⑤ 運用に関する基本方針の策定及び

定期的見直し 

扶養保険資金の運用に関する基本

方針を資産運用委員会の議を経た上

で策定し、公表するとともに、少な

くとも毎年１回検討を加え、必要が

あると認めるときは速やかに見直し

を行う。 

 

⑥ 基本ポートフォリオの基本的考え

方 

資産運用委員会の議を経た上で策

定される基本ポートフォリオは、扶

養保険事業の数理上の前提と整合的

なものとなるように策定することと

する。 

その際、厚生労働大臣が別途指示

する運用利回りを確保するような資

ウ ベンチマークについては、中期

計画の条件を満たす適切な市場指

標を用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 運用におけるリスク管理 

リターン・リスク等の特性が異な

る複数の資産に分散投資することを

リスク管理の基本とし、運用に伴う

各種リスクの管理を行う。 

 

④ 年金給付のための流動性の確保 

年金給付等に必要な流動性（現金

等）を確保するとともに、効率的な

現金管理を行う。 

 

⑤ 運用に関する基本方針の定期的見

直し 

扶養保険資金の運用に関する基本

方針の見直しについて資産運用委員

会で検討し、必要があると認められ

るときは、速やかに見直しを行い、

公表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価ベンチマークの設定】#81 

○ 適切な市場指標として、市場を反映した構成、投資可能な有価証券による構成、及

びその指標の詳細が開示されていることに加え、データが連続して利用可能なこと、

データの正確性・利便性等の要件を勘案して、次のとおり昨年度設定した評価ベンチ

マークを引き続き用いた。 

国内債券 NOMURA－BPI（総合） 

国内株式 TOPIX（配当込み） 

外国債券 
シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円貨換算、ヘ

ッジなし） 

外国株式 
モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル

（MSCI）・KOKUSAI（円貨換算、配当込み、GROSS） 

短期資産 有担保コールレート（翌日物） 

 

【運用におけるリスク管理】#82 

○ 資産全体については、リターン・リスク等の特性が異なる国内債券、国内株式、外

国債券及び外国株式に分散投資を行うことにより、リスクの低減に努めた。 

また、各資産ごとに、各資産のベンチマークの相対リスクの推移等を運用コンサル

ティング会社を活用して、把握・分析し、リスク管理を行った。 

 

【年金給付のための流動性の確保】#83 

○ 年金給付の支出のため、流動性（現金）のある口座（決済用普通預金）においては、

必要 小限度で資金を管理した。 

 

 

【運用に関する基本方針の策定及び定期的見直し】#84 

○ 資産運用委員会の議を経た上で昨年度策定した運用に関する基本方針については、

引き続きホームページで公表した。 

 

○ なお、運用に関する基本方針の見直しについては、平成21年9月の資産運用委員

会で検討を行った結果、その必要はないとの結論を得た。 

≪添付資料：32≫
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・ 扶養保険事業の短期資金需要等

を踏まえて策定すること。 

・ 扶養保険事業の財政の安定化の

観点から、変動リスクを一定範囲

に抑える資産構成とすること。そ

の際、株式のリターン・リスクに

ついては、そのリスク特性に配慮

しつつ、慎重に推計を行い、ポー

トフォリオ全体のリスクを 小限

に抑制すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 基本ポートフォリオの見直し 

基本ポートフォリオの策定時に想

定した運用環境が現実から乖離して

いないかなどについての検証を行

い、必要に応じて随時見直すこと。 

 

 

 

 

 

産構成とし、扶養保険事業の財政の

安定化の観点から変動リスクを一定

範囲に抑える。 

併せて、株式のリターン・リスク

については、そのリスク特性に配慮

しつつ、慎重に推計を行い、基本ポ

ートフォリオ全体のリスクを 小限

に抑制する。 

 

 

 

⑦ 基本ポートフォリオの策定 

基本ポートフォリオを構成する資

産区分については、国内債券、国内

株式、外国債券、外国株式及び短期

資産とする。 

扶養保険事業の短期資金需要等に

配慮して、基本ポートフォリオを次

のとおり定める。また、各資産に固

有の収益率の変動の大きさ、基本ポ

ートフォリオにおける組入比率の大

きさ、取引コスト等を総合的に勘案

し、乖離許容幅を次のとおり設定す

る。 

区 分 
基本 

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ 

乖離 

許容幅 

国内債券 71.6% ±8% 

国内株式 7.8% ±5% 

外国債券 7.8% ±5% 

外国株式 7.8% ±5% 

短期資産 5.0% ±4% 

（ 目 標 収 益 率 3.20% 、 標 準 偏 差

5.05%） 

 

⑧ 基本ポートフォリオの見直し 

基本ポートフォリオの策定時に想

定した運用環境が現実から乖離して

いないかなどについて、毎年１回、

資産運用委員会で検証を行うととも

に、必要に応じて随時見直す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 基本ポートフォリオの見直し 

基本ポートフォリオの策定時に想

定した運用環境が現実から乖離して

いないかなどについて、平成２１年

度中に１回、資産運用委員会で検証

を行うとともに、必要に応じて随時

見直す。 

 

（参考）平成２０年度に策定された基

本ポートフォリオ及び設定された

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本ポートフォリオの見直し】#85 

○ 基本ポートフォリオの検証に当たっては、各資産の期待リターン、リスク及び相関

係数を対象に直近データを加えることにより、策定時のものと乖離が生じていないか

について、平成21年9月の資産運用委員会で検証を行い、基本ポートフォリオにつ

いては、見直しには及ばないとの結論を得た。 
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⑧ リスク管理の徹底 

 

基本ポートフォリオ管理を適切に

行うとともに、資産全体、各資産、

各運用受託機関及び各資産管理機関

のリスク管理を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 基本ポートフォリオの管理及びそ

の他のリスク管理 

基本ポートフォリオを適切に管理

するため、資産全体の資産構成割合

と基本ポートフォリオとの乖離状況

を少なくとも月１回把握するととも

に、必要な措置を講じる。 

扶養保険資金について、運用受託

機関への委託等により運用を行うと

ともに、運用受託機関及び資産管理

機関からの報告等に基づき、資産全

体、各資産、各運用受託機関及び各

資産管理機関について、以下の方法

によりリスク管理を行う。 

・ 資産全体 

資産全体のリスクを確認し、リ

スク負担の程度について分析及び

評価を行うとともに、必要な措置

を講じる。 

 

 

・ 各資産 

市場リスク、流動性リスク、信

用リスク等を管理する。また、金

融・資本市場のグローバル化、緊

密化の進展を踏まえ、ソブリン・

リスク（外国政府の債務に投資す

るリスク）についても注視する。 

 

・ 各運用受託機関 

 

運用受託機関に対し運用ガイド

ライン及びベンチマークを示し、

各社の運用状況及びリスク負担の

状況を把握し、適切に管理する。 

乖離許容幅 

区 分 
基本 

ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ

乖離 

許容幅

国内債券 71.6% ±8% 

国内株式 7.8% ±5% 

外国債券 7.8% ±5% 

外国株式 7.8% ±5% 

短期資産 5.0% ±4% 

 

⑦ 基本ポートフォリオの管理及びそ

の他のリスク管理 

基本ポートフォリオを適切に管理

するため、資産全体の資産構成割合

と基本ポートフォリオとの乖離状況

を少なくとも月１回把握するととも

に、必要な措置を講じる。 

扶養保険資金について、運用受託

機関への委託等により運用を行うと

ともに、運用受託機関及び資産管理

機関からの報告等に基づき、資産全

体、各資産、各運用受託機関及び各

資産管理機関について、以下の方法

によりリスク管理を行う。 

・ 資産全体 

資産全体のリスクを確認し、リ

スク負担の程度について分析及び

評価を行うとともに、問題がある

場合には適切な措置を講じる。 

 

 

・ 各資産 

各資産における管理すべき市場

リスク、流動性リスク、信用リス

ク等を把握し適切に管理する。ま

た、ソブリン・リスクについても

注視する。 

 

 

・ 各運用受託機関及び各資産管理

機関 

運用受託機関及び資産管理機関

に対し運用及び資産管理に関する

ガイドラインを示し、機関の運用

状況及びリスク負担の状況を把握

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【乖離状況の把握等】#86 

○ 毎月、資産全体の資産構成割合と基本ポートフォリオとの乖離状況を把握し、あら

かじめ設定した乖離許容幅内に収まるよう管理した（リバランスは行っていない）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資産全体のリスク管理】#87 

○ リスク管理においては、運用コンサルティング会社を活用し、資産全体に係るリス

ク及びトラッキングエラーの値の推移の変化要因を分析し把握することで、問題発生

の有無や対応措置の必要があるかについて判断している。 

毎月、資産全体のリスク状況を把握し、大きな変化が生じていないか確認した結果、

特に問題ないことを確認した。 

 

【各資産のリスク管理】#88 

○ リスク管理においては、運用コンサルティング会社を活用し、各資産におけるリス

ク及びトラッキングエラーの値の変化要因を分析し把握することで、問題発生の有無

や対応措置の必要があるかについて判断している。 

毎月、各資産のリスク状況を把握し、大きな変化が生じていないか確認した結果、

特に問題ないことを確認した。 

 

 

【各運用受託機関及び各資産管理機関】#89 

○ 運用受託機関及び資産管理機関に対し示した運用及び資産管理に関するガイドラ

インにより、月次報告及び定期ミーティング等の機会に機関の運用状況及びリスク負

担の状況を把握し、問題のないことを確認した。 
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⑨ 運用手法 

長期保有を前提としたインデック

ス運用等のパッシブ運用を中心とす

ること。 

⑩ 企業経営等に与える影響への考慮 

企業経営等に与える影響を考慮

し、株式運用において個別銘柄の選

択は行わないこと。また、長期的な

株主等の利益の 大化を目指す観点

から、株主議決権の行使などの適切

な対応を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑪ 扶養保険事業に関する生命保険契

約における運用実績等の検証 

扶養保険事業の財政状況の検証に

資するため、毎年度、市場環境や投

資行動の観点から運用実績を確認す

る等の検証を行うこと。 

 

 

また、運用受託機関の信用リス

クを管理するほか、運用体制の変

更等に注意する。 

・ 各資産管理機関 

資産管理機関に対し資産管理ガ

イドラインを示し、各機関の資産

管理状況を把握し、適切に管理す

る。 

また、資産管理機関の信用リス

クを管理するほか、資産管理体制

の変更等に注意する。 

 

⑩ 運用手法 

各資産ともパッシブ運用を中心と

する。 

 

⑪ 企業経営等に与える影響への考慮 

企業経営等に与える影響を考慮

し、株式運用において個別銘柄の選

択は行わない。 

企業経営に直接影響を与えるとの

懸念を生じさせないよう株主議決権

の行使は直接行わず、運用を委託し

た民間運用機関の判断に委ねる。た

だし、運用受託機関への委託に際し、

コーポレートガバナンスの重要性を

認識し、議決権行使の目的が長期的

な株主利益の 大化を目指すもので

あることを示すとともに、運用受託

機関における議決権行使の方針や行

使状況等について報告を求める。 

⑫ 扶養保険事業に関する生命保険契

約における運用実績等の検証 

扶養保険事業の財政状況の検証に

資するため、毎年度、市場環境や投

資行動の観点から、外部有識者等か

らなる心身障害者扶養保険事業財務

状況検討会において運用実績を確認

する等の検証を行う。 

 

し、適切に管理する。 

また、運用受託機関及び資産管

理機関の信用リスクを管理するほ

か、運用体制及び資産管理体制の

変更等に注意する。 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 運用手法 

各資産ともパッシブ運用を中心と

する。 

 

⑨ 企業経営等に与える影響への考慮

企業経営等に与える影響を考慮

し、株式運用において個別銘柄の選

択は行わない。 

企業経営に直接影響を与えるとの

懸念を生じさせないよう株主議決権

の行使は直接行わず、運用を委託し

た民間運用機関の判断に委ねる。た

だし、運用受託機関への委託に際し、

コーポレートガバナンスの重要性を

認識し、議決権行使の目的が長期的

な株主利益の 大化を目指すもので

あることを示すとともに、運用受託

機関における議決権行使の方針や行

使状況等について報告を求める。 

⑩ 扶養保険事業に関する生命保険契

約における運用実績等の検証 

平成２０年度の生命保険会社の決

算報告等により各社の運用実績等を

把握し、その内容を内部検証すると

ともに、外部有識者等からなる心身

障害者扶養保険事業財務状況検討会

において確認等の検証を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【運用手法】#90 

○ 各資産ともパッシブ運用を実施した。  

 

 

【企業経営等に与える影響への考慮】#91 

○ 企業経営等に与える影響を考慮し、株式運用については、運用受託機関に対して個

別銘柄の指図は行わなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【扶養保険事業に関する生命保険契約における運用実績等の検証】#92 

○ 生命保険会社の決算に係る経営指標等を整理し、運用実績等の分析方法や着眼点等

について、コンサルタントと意見交換を行った。また、意見調整事項を踏まえ、提出

された決算書を基に平成20年度決算を分析し検証するとともに、財務状況検討会で

の資料として提出し、同検討会において確認等の検証を行った。 

 

  

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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（３）事務処理の適切な実施 

心身障害者及びその保護者に対する

サービスの向上を図るため、扶養共済

制度を運営する地方公共団体と相互の

事務処理が適切になされるように連携

を図ること。 

 

 

（３）事務処理の適切な実施 

心身障害者及びその保護者に対する

サービスの向上を図るため、扶養共済

制度を運営する地方公共団体と相互の

事務処理が適切になされるよう連携を

図るため、事務担当者会議を開催する。

 

 

（３）事務処理の適切な実施 

事務担当者会議を２か所で開催し、

適切に事務処理を行うための留意事項

の徹底等きめ細かに対応する。 

 

 

 

【事務担当者会議の開催】#93 

○ 地方公共団体事務担当者会議に向けて、地方公共団体の意見、要望等を反映させる

ためのアンケート調査を行った。アンケート調査の意見、要望等を踏まえ、事務担当

者会議を開催し、適切に事務処理を行うための留意事項の徹底を図るなど、地方公共

団体との連携に努めた。 

 

○ 平成21年度計画においては、2か所で開催する予定であったが、上期に行ったア

ンケート調査の結果、1か所（１回）での開催を希望する意見が多く見受けられたこ

とから、経費節減及び効率性の観点から１か所で開催した。 

開 催 日 開催場所 参 加 者 

平成21年12月4日 東京都 67人（63都道府県市） 

 

○ 利用者サービスの向上を図る観点から、扶養保険事業の特殊性を踏まえ、事務処理

等の実態の把握、改善のため、事業の実施主体である地方公共団体等を訪問し、意見

交換、情報交換等を行った。（愛媛県：平成22年2月19日、岡山県・岡山市：平成

22年2月26日） 

 

○ また、平成22年4月の保険法（平成20年6月6日法律第56号）施行に合わせて重

要事項説明書等の見直しを行い、様式の改定を行った。 

 

○ 平成22年３月に加入者、年金管理者及び年金受給者への制度周知のため、事業の

実施主体である地方公共団体からの意見、要望等を踏まえたパンフレットを作成し、

地方公共団体に送付し加入者等へ配布するよう依頼した。 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 Ｂ 評価項目１２ 評  定 Ｂ 

  

扶養保険事業の安定的な運営を図り、将来にわたり障害者に対する年金給付を確実に行うた

め、平成20年度の決算を踏まえ、外部有識者からなる財務状況検討会で財務状況の検証を行

い、検証結果を取りまとめ、厚生労働省へ報告するとともに、障害者関係団体、加入者等に公

表した。 

扶養保険資金の運用については、長期的な観点から安全かつ効率的に行うため、外部有識者

からなる心身障害者扶養保険資産運用委員会の議を経た上で策定した基本ポートフォリオに

基づき、運用を実施することができた。運用利回りについては、厚生労働大臣が別途指示する

運用利回り2.8%を上回る5.70％の運用実績を確保することができ、前年度（▲5.89%）よ

り大幅に改善したことに伴い、平成21年度末における繰越欠損金も前年度より圧縮すること

ができた。 

また、保険法の施行（平成22年4月）を踏まえ、保険法の趣旨である顧客保護の視点に立

ち、重要事項説明書等の見直しを行い、様式の改定を行うことにより、利用者サービスの向上

を図ることができた。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

当該事業の安定的な運営を図り、将来にわたり障害者に対する年金給

付を確実に行うため、平成20年度の決算を踏まえ、外部有識者からな

る財務状況検討会で財務状況の検証を行い、検証結果を取りまとめ、厚

生労働省へ報告するとともに、障害者関係団体、加入者等に公表してい

る。 

心身障害者扶養保険資金の運用については、長期的な観点から安全か

つ効率的に行うため、外部有識者からなる心身障害者扶養保険資産運用

委員会の議を経た上で策定した基本ポートフォリオに基づき運用して

いる。 

運用実績については、厚生労働大臣が別途指示する運用利回り

2.80%を上回る5.70％となり、前年度（▲5.89%）より大幅に改善

している。その結果、平成21年度末における繰越欠損金については、

前年度（112億円）より16億円縮減し96億円となっている。 

また、繰越欠損金の解消については、外的要因による影響が大きいが、

当委員会としては、福祉医療機構においても、引き続き、外部専門家か

らなる心身障害者扶養保険資産運用委員会の助言を受けつつ、市場環境

を注視しながら運用を実施することで着実に解消を図っていくことを

求める。 

 

 

（各委員の評定理由） 

○ ベンチマーク収益率との比較では、若干、実績は下回っているもの

の、運用等については適正に行われている。 

○ 平成21年度末における繰越欠損金については、前年度（112億円）

より16億円圧縮したものの96億円が計上されている。 

○ 繰越欠損金が計上されているものの、現在、出来うる 大限の対処

を図っている。 

 

 

（その他意見） 

○ 心身障害者扶養保険資金の運用については、外的要因によるリスク

が大きい。 

 

 

 

［数値目標］ 

① 各年度における各資産ごとのベンチマー

ク収益率を確保するよう努めるとともに、中

期目標期間においても各資産ごとのベンチ

マーク収益率を確保する。 

 

② 扶養保険資金の運用に関する基本方針を

資産運用委員会の議を経た上で策定し、公表

するとともに、少なくとも毎年１回検討を加

え、必要があると認めるときは速やかに見直

しを行う。 

 

 

③ 基本ポートフォリオの策定時に想定した

運用環境が現実から乖離していないかなど

について、毎年１回、資産運用委員会で検証

を行うとともに、必要に応じて随時見直す。 

 

④ 基本ポートフォリオを適切に管理するた

め、資産全体の資産構成割合と基本ポートフ

ォリオとの乖離状況を少なくとも月１回把

握するとともに、必要な措置を講じる。 

 

 

 

① 平成21年度のベンチマーク収益率との差は、外国株式の影響を受けて▲1.65%となった

ところであるが、運用利回りについては、厚生労働大臣が別途指示する運用利回り2.8％を

上回る5.70％の運用実績を確保することができ、前年度（▲5.89%）より大幅に改善した。

※ 業務実績Ｐ72【各資産ごとの対ベンチマーク収益率との差】＃80参照 

 

② 資産運用委員会の議を経た上で昨年度策定した運用に関する基本方針については、引き続

きホームページで公表した。 

 

② なお、運用に関する基本方針については、平成21年9月の資産運用委員会で検討を行っ

た（基本方針の見直しは行っていない）。 

※ 業務実績Ｐ73【運用に関する基本方針の策定及び定期的見直し】＃84参照 

 

③ 基本ポートフォリオの策定時に想定した運用環境が現実から乖離していないかなどにつ

いて、平成21年9月の資産運用委員会で検証を行った。 

※ 業務実績Ｐ74【基本ポートフォリオの見直し】＃85参照 

 

 

④ 毎月、資産全体の資産構成割合と基本ポートフォリオとの乖離状況を把握し、あらかじめ

設定した乖離許容幅内に収まるよう管理した。 

※ 業務実績Ｐ75【乖離状況の把握等】＃86参照 
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［評価の視点］ 

○ 毎年度、扶養保険事業の財政状況を検証す

るとともに、加入者等に対し公表している

か。 

 

 

 

 

○ 長期的に維持すべき資産構成割合（以下

「基本ポートフォリオ」という。）を、心身

障害者扶養保険資産運用委員会の議を経た

上で策定し、扶養保険資金の運用を行ってい

るか。 

 

○ 基本ポートフォリオは、厚生労働大臣が別

途指示する運用利回りを長期的に確保する

よう定めているか。 

 

 

○ 基本ポートフォリオを適切に管理してい

るか。 

 

 

 

○ 運用受託機関の選定、管理及び評価を適切

に実施しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 各年度において、各資産ごとのベンチマー

ク収益率を確保するよう努めているか。 

○ 中期目標期間において、各資産ごとのベン

チマーク収益率を確保しているか。 

 

○ ベンチマークについては、市場を反映した

構成であること等の条件を満たす適切な市

場指標を用いているか。 

 

 

 

 

 

[実績：○] 

・ 平成21年9月に外部有識者からなる心身障害者扶養保険事業財務状況検討会を開催し、

平成20年度決算に基づく扶養保険事業の財務状況の検証及び将来予測に関する報告書をと

りまとめ、厚生労働省、都道府県・指定都市に報告するとともに、障害者関係団体への説明、

機構のホームページでの公開を実施した。 

※ 業務実績Ｐ71【財務状況の検証と公表】＃76参照 

 

[実績：○] 

・ 資産運用委員会の議を経た上で策定した基本ポートフォリオに基づき、扶養保険資金の運

用を行った。 

※ 業務実績Ｐ72【運用の基本的考え方】＃77参照 

 

 

[実績：○] 

・ 基本ポートフォリオを、厚生労働大臣が別途指示する運用利回りである2.8％を長期的に

確保するよう資産運用委員会の議を経た上で平成20年4月1日に定めた。 

※ 業務実績Ｐ72【運用の基本的考え方】＃77参照 

 

[実績：○] 

・ 毎月、資産全体の資産構成割合と基本ポートフォリオとの乖離状況を把握し、基本ポート

フォリオを適切に管理した。 

※ 業務実績Ｐ72【運用の目標】＃78参照 

 

[実績：○] 

・ 運用受託機関の選定に当たっては、投資方針、運用プロセス、組織・人材、コンプライア

ンス及び事務処理体制について精査し、運用実績、運用委託手数料を含む総合評価の結果を

踏まえ選定し、平成20年4月1日に運用受託機関2社と金銭信託契約を締結した。 

また、運用受託機関の管理は、運用コンサルティング会社を活用するとともに、選定時の

投資方針等の維持、法令順守の確保のため、各運用受託機関ごとに運用方針等にかかるガイ

ドラインを提示し、その順守が確保されているかを四半期毎の定期ミーティングにおいて報

告を受けるなどの方法により行った。 

※ 業務実績Ｐ72【運用受託機関の選定、管理及び評価】＃79参照 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標①】のとおり中期計画を達成した。 

 

 

 

[実績：○] 

・ ベンチマークについては、適切な市場指標として、市場を反映した構成、投資可能な有価

証券による構成、及びその指標の詳細が開示されていることに加え、データが連続して利用

可能なこと、データの正確性・利便性等の要件を勘案して昨年度設定した評価ベンチマーク

を引き続き用いた。 

 

 



 

- 80 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 扶養保険資金の管理及び運用に伴う各種

リスクの管理を適切に行っているか。 

 

 

 

 

 

○ 年金給付等に必要な流動性（現金等）を確

保するとともに、効率的な現金管理を行って

いるか。 

 

 

○ 扶養保険資金の運用に関する基本方針を

資産運用委員会の議を経た上で策定し、公表

しているか。 

○ 運用に関する基本方針について、少なくと

も毎年１回検討を加え、必要があると認める

ときは速やかに見直しを行っているか。 

 

○ 基本ポートフォリオは、中期目標で示され

た留意点を踏まえ、扶養保険事業の数理上の

前提と整合的なものとなるように適切に策

定しているか。 

 

○ 基本ポートフォリオの策定時に想定した

運用環境が現実から乖離していないかなど

について、毎年１回、資産運用委員会で検証

を行うとともに、必要に応じて随時見直して

いるか。 

 

○ 資産全体の資産構成割合と基本ポートフ

ォリオとの乖離状況を少なくとも毎月１回

把握し、必要な措置を講じているか。 

 

国内債券 NOMURA-BPI（総合） 

国内株式 TOPIX（配当込み） 

外国債券 
シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円貨換算、ヘッジな

し） 

外国株式 
モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル（MSCI）・

KOKUSAI（円貨換算、配当込み、GROSS） 

短期資産 有担保コールレート（翌日物） 

※ 業務実績Ｐ73【評価ベンチマークの設定】＃81参照 

 

[実績：○] 

・ 資産全体については、リターン・リスク等の特性が異なる国内債券、国内株式、外国債券

及び外国株式に分散投資を行うことにより、リスクの低減に努めた。 

また、各資産ごとに各資産のベンチマークの相対リスクの推移等を運用コンサルティング

会社を活用し、把握・分析を行い、リスク管理を行った。 

※ 業務実績Ｐ73【運用におけるリスク管理】＃82参照 

 

[実績：○] 

・ 年金給付のための流動性を確保するとともに、効率的な現金管理を行うために、年度期首

の短期資産を平成21年度所要見込額と同額とした。 

※ 業務実績Ｐ71【年金給付のための流動性の確保】＃83参照 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標②】のとおり中期計画を達成した。 

 

 

 

 

 

[実績：○] 

・ 基本ポートフォリオ策定に当たっては、中期目標で示された留意点を踏まえ、扶養保険事

業の数理上の前提との整合性に留意して、運用コンサルティング会社を活用し、資産運用委

員会の議を経た上で平成20年4月1日に策定した。 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標③】のとおり中期計画を達成した。 

 

 

 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標④】のとおり中期計画を達成した。 
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○ 資産全体のリスクを確認し、リスク負担の

程度について分析及び評価を行うとともに、

問題がある場合には必要な措置を講じてい

るか。 

 

 

 

 

○ 各資産ごとに市場リスク、流動性リスク、

信用リスク等を管理しているか。 

 

 

 

 

 

 

○ ソブリン・リスク（外国政府の債務に投資

するリスク）についても注視しているか。 

 

 

○ 運用受託機関に対し運用ガイドライン及

びベンチマークを示し、各社の運用状況及び

リスク負担の状況を把握し、適切に管理して

いるか。 

○ 運用受託機関の信用リスクを管理してい

るか。 

○ 資産管理機関に対し、資産管理ガイドライ

ンを示し、各機関の資産管理状況を把握し、

適切に管理しているか。 

○ 資産管理機関の信用リスクを管理するほ

か、資産管理体制の変更等に注意している

か。 

 

○ 各資産ともパッシブ運用を中心としてい

るか。 

 

 

○ 企業経営等に与える影響を考慮し、株式運

用において個別銘柄の選択は行っていない

か。 

 

 

○ 株主議決権の行使は直接行わず、運用を委

託した民間運用機関の判断に委ね、運用受託

機関に対し、コーポレートガバナンスの重要

 

[実績：○] 

・ 資産全体のリスク管理においては、運用コンサルティング会社を活用し、資産全体にかか

るリスク及びトラッキングエラーの値の推移の変化要因を分析し把握することで、問題発生

の有無や対応措置の必要があるかについて判断した。 

毎月、資産全体のリスク状況を把握し、大きな変化が生じていないか確認した結果、特に

問題ないことを確認した。 

※ 業務実績Ｐ75【資産全体のリスク管理】＃87参照 

 

[実績：○] 

・ 各資産ごとのリスク管理においては、運用コンサルティング会社を活用し、各資産ごとの

市場リスク、流動性リスク、信用リスク等を分析把握することで、問題発生の有無や対応措

置の必要があるかについて判断している。 

毎月、各資産のリスク状況を把握し、大きな変化が生じていないか確認した結果、特に問

題ないことを確認した。 

※ 業務実績Ｐ75【各資産のリスク管理】＃88参照 

 

[実績：○] 

・ ソブリン・リスクについても運用コンサルティング会社を活用し注視した。 

※ 業務実績Ｐ75【各資産のリスク管理】＃88参照 

 

[実績：○] 

・ 運用受託機関及び資産管理機関に対し、運用及び資産管理に関するガイドライン（ベンチ

マーク含む）を示し、月次報告及び定期ミーティング等の機会に機関の運用状況、リスク負

担の状況及び信用リスクを把握し、問題のないことを確認した。 

※ 業務実績Ｐ75【各運用受託機関及び各資産管理機関】＃89参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

[実績：○] 

・ 各資産ともパッシブ運用を実施した。 

※ 業務実績Ｐ76【運用手法】＃90参照 

 

[実績：○] 

・ 企業経営等に与える影響を考慮し、株式運用については、運用受託機関に対して個別銘柄

の指図は行わなかった。 

※ 業務実績Ｐ76【企業経営等に与える影響への考慮】＃91参照 

 

[実績：○] 

・ 株主議決権の行使は直接行わず、運用を委託した民間運用機関の判断に委ねた。運用受託

機関に対し、コーポレートガバナンスの重要性を認識し、議決権行使の目的が長期的な株主
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性を認識し、議決権行使の目的が長期的な株

主利益の 大化を目指すものであることを

示すとともに、運用受託機関における議決権

行使の方針や行使状況等について報告を求

めているか。 

 

■ 資金の運用であって、時価又は為替相場の

変動等の影響を受ける可能性があるものに

ついて、次の事項が明らかにされているか。

（ⅱについては事前に明らかにされている

か。）（政・独委評価の視点） 

ⅰ 資金運用の実績 

ⅱ 資金運用の基本的方針（具体的な投資行

動の意思決定主体、運用に係る主務大臣、

法人、運用委託先間の責任分担の考え方

等）、資産構成、運用実績を評価するため

の基準（以下「運用方針等」という。） 

 

■ 資金の性格、運用方針等の設定主体及び規

定内容を踏まえて、法人の責任について十分

に分析しているか。（政・独委評価の視点） 

 

○ 扶養保険事業の財政状況の検証に資する

ため、毎年度、市場環境や投資行動の観点か

ら、外部有識者等からなる心身障害者扶養保

険事業財務状況検討会において運用実績を

確認する等の検証を行っているか。 

 

 

 

○ 心身障害者及びその保護者に対するサー

ビスの向上を図るため、地方公共団体と相互

の事務処理が適切になされるよう事務担当

者会議を開催しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利益の 大化を目指すものであることを示すとともに、運用受託機関における議決権行使の

方針や行使状況等について報告を求めた。 

※ 業務実績Ｐ76【扶養保険事業に関する生命保険契約における運用実績等の検証】＃

92参照 

 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ3「保有資産の管理・運用等」参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[実績：○]  

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ3「保有資産の管理・運用等」参照 

 

 

[実績：○] 

・ 生命保険会社の決算に係る経営指標等を整理し、運用実績等の分析方法や着眼点等につい

て、コンサルタントと意見交換を行った。また、意見調整事項を踏まえ、徴求した決算書を

基に平成20年度決算を分析し検証するとともに、財務状況検討会での資料として提出し、

同検討会において確認等の検証を行った。 

※ 業務実績Ｐ76【扶養保険事業に関する生命保険契約における運用実績等の検証】

#92参照 

 

[実績：○] 

・ 事務担当者会議に向けて、地方公共団体の意見、要望等を反映させるためアンケート調査

を行った。 

平成21年12月、地方公共団体の意向を受けて、従来2か所で開催していたものを1か所で

効率的に開催し、適切に事務処理を行うための留意事項の徹底を図るなど、地方公共団体と

の連携に努めた。 

 

・ 利用者サービスの向上を図る観点から、扶養保険事業の特殊性を踏まえ、事務処理等の実

態の把握、改善のため、事業の実施主体である地方公共団体等を訪問し、意見交換、情報交

換等を行った。 

 

・ 利用者サービスの向上を図る観点から、保険法施行に合わせて重要事項説明書等の見直し

を行い、様式の改定を行った。 

 

・ 平成22年３月に加入者、年金管理者及び年金受給者への制度周知のため、事業の実施主

体である地方公共団体からの意見、要望等を踏まえたパンフレットを作成し、地方公共団体
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○ 国民のニーズとずれている事務・事業や、

費用に対する効果が小さく継続する必要性

の乏しい事務・事業がないか等の検証を行

い、その結果に基づき、見直しを図っている

か。 

 

に送付し加入者等へ配布するよう依頼した。 

※ 業務実績Ｐ77【事務担当者会議の開催】＃93参照 

 

[実績：○] 

・ 扶養保険事業の安定的な運営を図り、将来にわたり障害者に対する年金給付を確実に行う

ため、平成20年度の決算を踏まえ、外部有識者からなる財務状況検討会で財務状況の検証

を行い、検証結果については、報告書に取りまとめ、厚生労働省及び事業の実施主体である

地方公共団体へ報告している。 

また、加入者等に対しては、報告書の内容を機構のホームページで公表し、障害者関係団

体（親の会等）に対しては、直接訪問し、情報提供を行うとともに意見交換を行っている。

 

 

 

 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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９ 福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡ

Ｍ ＮＥＴ事業） 

ＷＡＭ ＮＥＴ事業については、福祉及

び保健医療に関する情報システムの整備

及び管理を行い、行政機関や福祉保健医

療に関係する民間団体に対して全国規模

での共通の基盤を提供することにより情

報交換の推進を支援し、併せて福祉・介

護及び保健医療サービスの利用者に対す

る提供情報の拡充を目的とし、以下の点

に特に留意してその適正な実施に努める

こと。 

 

 

９ 福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡ

Ｍ ＮＥＴ事業） 

ＷＡＭ ＮＥＴ事業については、福祉及

び保健医療に関する情報システムの整備

及び管理を行い、行政機関や福祉保健医

療に関係する民間団体に対して全国規模

での共通の基盤を提供することにより情

報交換の推進を支援し、併せて福祉・介

護及び保健医療サービスの利用者に対す

る提供情報の拡充を目的とし、以下の点

に特に留意してその適正な実施に努め

る。 

 

 

９ 福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡ

Ｍ ＮＥＴ事業） 

ＷＡＭ ＮＥＴ事業については、福祉及

び保健医療に関する情報システムの整

備及び管理を行い、行政機関や福祉保健

医療に関係する民間団体に対して全国

規模での共通の基盤を提供することに

より情報交換の推進を支援し、併せて福

祉・介護及び保健医療サービスの利用者

に対する提供情報の拡充を目的とし、以

下の点に特に留意してその適正な実施

に努める。 

 

９ 福祉保健医療情報サービス事業（ＷＡＭ ＮＥＴ事業） 

 

ＷＡＭ ＮＥＴ事業については、福祉及び保健医療に関する情報システムの整備及び管

理を行い、行政機関や福祉保健医療に関係する民間団体に対して全国規模での共通の基

盤を提供することにより情報交換の推進を支援し、併せて福祉・介護及び保健医療サー

ビスの利用者に対する提供情報の拡充を目的とし、以下の点に特に留意してその適正な

実施に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）福祉保健医療情報に対する国民のニ

ーズの高度化とこれら情報の提供機関

の多様化等に対応して、ＷＡＭ ＮＥＴ

の特長を 大限に活かすことができる

事業への重点化を図るとともに、提供

する情報の質の向上等に努めること。 

 

 

（１）ＷＡＭ ＮＥＴの特長を 大限に活か

すことができる介護関係情報、障害者

福祉関係情報、医療関係情報等の提供

事業に重点化を図るとともに、提供す

る情報の質の向上に努める。 

 

 

（１）ＷＡＭ ＮＥＴの特長を 大限に活か

すことができる介護関係情報、障害者

福祉関係情報、医療関係情報等の提供

事業について、介護報酬改定等の制度

見直し及び社会情勢変化等へ迅速に対

応するために介護事業者情報等の内容

の充実を図るなど質の向上に努める。

 

 

【提供情報の質の向上】#94 

○ 福祉・介護及び保健医療サービスの利用者に対する提供情報の質の向上について

は、次のとおり実施した。 

・ 平成21年４月の介護報酬改定に伴い、介護事業者情報において各都道府県の担

当者と連絡調整を行い、適切にシステム改修を実施して内容（加算情報等）の充実

を図った。 

・ 高齢者専用賃貸住宅情報へのリンク等介護住宅情報等の拡充を行った。 

・ WAM NETの保有するデータ等を利用した国の調査研究事業の成果を外部機関

の協力を得てWAM NET上に掲載し、介護、障害福祉等に関する情報の充実を図

った。 

・ 基金事業部と連携を図り、障害者就労支援事業の優良な取組みを実施している助

成先を訪問取材して動画付きの記事を作成し、WAM NET内のはたらきパークの

コーナーで紹介（情報提供）した。 

・ 経営支援室と連携を図り、医療経営情報のコーナーを立ち上げ、セミナー情報や

会計に関する情報などをコラム形式で掲載した。 

・ 福祉医療関係者の業務の参考となるよう、WAM NETに掲載された介護事業者

数の動向情報、また、WAM NETの事業者情報を利用し外部機関が実施した調査

研究の成果物を研究成果として公開した。 

・ 国民の健康状態を表す指標として、「健康余命（健康で身体的な能力を発揮でき

ると期待される寿命）」を都道府県別に算出するためのシステムの開発を行った。

（算出結果は平成22年4月5日公開） 

 

○ 利用者の利便性の向上を図るための機能の整備等について、次のとおり実施した。

・ WAM NETトップページに目次情報及び簡易検索機能を設置した。 

・ 福祉医療政策の動向を踏まえ、診療報酬改定に関する情報を集約して、分かりや

すく提供した。 

・ 新規掲載した行政資料については、メールマガジン機能を利用し、掲載日の翌日

に利用登録機関へ配信するサービスを開始した。 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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（２）利用者ニーズに合わせて、コンテン

ツ及び機能の見直しを行い、中期目標

期間中における年間アクセス件数を

１，４００万件以上、利用機関登録数

を７．５万件以上とするとともに、ア

ンケート調査における情報利用者の満

足度を９０%以上とする。 

 

 

（２）利用者ニーズに合わせて、コンテン

ツ及び機能の見直しを行い、年間アク

セス件数の増加に努めるとともに、利

用機関登録数を７．２万件以上、アン

ケート調査における情報利用者の満足

度の９０%以上を確保する。 

 

 

 

【利用者数及び利用者満足度の向上】#95 

○ 年間アクセス件数（※１）及びヒット件数（※２）、利用機関登録数並びに利用者

の満足度指数については、次のとおりである。 

年間アクセス件数（ヒット件数） 利用機関登録数 満足度指数 

1,412万件（2億1,610万件） 80,583件 90.3%

※１ アクセス件数：WAM NETトップページのアクセス数 

※２ ヒット件数：掲載情報の直接閲覧数 

 

○ 機構各業務及び都道府県を通じたパンフレットの配布やＷＡＭ ＮＥＴ操作説明会

の開催等の利用促進策を実施した。 

 

○ また、事業報告書等の電子報告システムが本格稼働したことにより7,216法人が

利用機関登録されたことから、利用機関登録数は年度計画を大幅に超えた。 

 

○ 利用機関数の更なる確保に向けた検討をするとともに、診療報酬改定などに関する

情報をピックアップし、情報を集約するなどして提供するなどアクセス数の確保を図

った。 

≪添付資料：33､34≫

 

（２）福祉保健医療施策及び機構業務の効

率的実施を推進するためにＷＡＭ Ｎ

ＥＴ基盤を活用すること。 

 

 

 

 

 

（３）国の福祉保健医療施策及び機構業務

の効率的実施を推進するためにＷＡＭ

ＮＥＴ基盤を活用する。 

 

 

 

 

 

（３）国の福祉保健医療施策を支援するた

め、ＷＡＭ ＮＥＴ基盤を活用した看護

師等養成所報告管理システム等を適切

に運用するとともに、機構業務の効率

的実施を推進するため、ＷＡＭ ＮＥＴ

基盤を活用した電子申請の推進を図

る。 

 

【ＷＡＭ ＮＥＴ基盤の活用】#96 

○ 退職手当共済事業並びに福祉医療貸付事業の電子届出の利用に対し、迅速なユーザ

IDの発行やシステム利用における問合せの対応を行い、電子申請の円滑な実施を推進

した。 

 

○ 国の看護師等養成所報告管理システムにおける改修について、平成21年度の報告

業務に支障が出ないよう積極的に協力・支援を行った。 

 

 

（３）ＷＡＭ ＮＥＴ事業について、運営費

交付金の縮減の観点から広告収入等の

自己収入の拡大に努めるほか、業務・

システム 適化計画に基づき業務委託

の見直しを行うことにより事務の効率

化を図ること。 

 

 

また、専用サイトについては利用料

を徴収するなど、新たな自己収入の増

加策について検討し、業務・システム

適化計画の実施に合わせて平成２１

年度末までに結論を得、更なる自己収

入の拡大に努めること。 

 

 

（４）ＷＡＭ ＮＥＴ事業について、運営費

交付金の縮減の観点から広告収入等の

自己収入の拡大に努め、中期目標期間

の 終事業年度において１，５００万

円以上の自己収入を確保するほか、業

務・システム 適化計画に基づき業務

委託の見直しを行うことにより事務の

効率化を図る。 

また、専用サイトについては利用料

を徴収するなど、新たな自己収入の増

加策について検討し、業務・システム

適化計画の実施に合わせて平成２１

年度末までに結論を得、更なる自己収

入の拡大を図る。 

 

 

（４）現在実施しているバナー広告等によ

り自己収入を確保する。 

また、専用サイトについては利用料

を徴収するなど、新たな自己収入の増

加策について検討し、業務・システム

適化計画の実施に合わせて平成２１

年度末までに結論を得、更なる自己収

入の拡大を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【広告収入等の自己収入の拡大】#97 

 

○ ワムネットプラスにおいて民間企業とのタイアップによる新たな収入策について

検討し、企業の特集コーナーを立ち上げ、新たな広告収入を確保した。（バナー広告

収入：1,260千円） 

 

○ WAM NETに係る自己収入の増加策について検討を行ってきたが、以下の理由か

ら、利用料の徴収は適切でないとの結論を得た。なお、今後における自己収入の確保

区   分 件 数 金 額 

福祉保健医療情報 

サービス事業収入 

バナー広告収入 18件 6,531千円

介護ソフト等広告収入 52件 3,181千円

福祉ビジネス広告収入 12件 1,008千円

計 82件 10,720千円

受託収入（看護師等養成所報告管理システム収入） 1件 9,000千円

合   計 83件 19,720千円
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 策としては、本来の事業の目的に反しない範囲内において広告収入などを中心に可能

な限りの収入の確保に努める。 

・ ＷＡＭ ＮＥＴにおいて提供している行政情報や福祉、介護、医療サービス等に

関わる事業者の情報は、地域で安心して暮らすことができる社会を構築していく上

で、誰しもが必要とする公共性の高い情報であり、国民が等しくこれを利用できる

必要があるが、これらの情報の利用について費用負担を求める場合には、経済的な

余裕の有無によってその利用ができなくなる者が生じる恐れがあり、ＷＡＭ ＮＥ

Ｔ事業の趣旨が損なわれることになりかねないこと。 

・ また、専用サイトの利用者に限って利用料を徴収することについても検討を行っ

たが、専用サイトは、会員登録された機関の情報発信・情報交換の場として活用い

ただいているものであり、登録者が情報を書き込むことによって成り立つ情報サイ

トであるため、利用料を徴収することにより利用機関登録者が減少することとなれ

ば、同サイトを設置する意義が失われることが懸念されること。 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 Ａ 評価項目１３ 評  定 Ａ 

 利用機関登録数については、事業報告書等の電子報告システムが本格稼働したことにより約

7,200法人が利用機関登録を行うなど、平成21年度計画の目標72,000件を上回る80,583

件を確保した。 

アクセス件数については、年度計画目標1,400万件を上回る1,412万件で、ヒット件数（掲

載情報への直接閲覧数）については、前年度（20,831万件）を上回る21,610万件に増加し

ていることから、利用者ニーズに十分対応している。 

また、介護関係、医療関係、障害関係の情報を都道府県や国と連携を図り 新の情報を迅速

に提供し、更には福祉医療政策の動向を踏まえ、診療報酬改定に関する情報をピックアップし、

情報を集約して、分かりやすく提供するなど利用者の利便性の向上を図ることにより満足度

90.3％を確保した。 

 

（委員会としての評定理由） 

当該事業においては、介護関係、医療関係、障害関係の情報を都道府

県や国と連携を図り 新の情報を迅速に提供するとともに、福祉医療政

策の動向を踏まえ、診療報酬改定に関する情報をピックアップし、情報

を集約して、分かりやすく提供するなど、利用者の利便性の向上を図っ

ている。 

利用機関登録数については80,583件となり、平成21年度計画の目

標値72,000件を上回っている。 

アクセス件数については1,412万件となり、年度計画の目標値

1,400万件を上回る実績をあげており、ヒット件数（掲載情報への直接

閲覧数）についても、前年度（20,831万件）を上回る21,610万件に

増加していることから、利用者ニーズに十分対応している。 

利用者の満足度については90.3％となり、平成18年度以降高水準を

確保している。 

以上のように、提供する情報の質の向上を図ることにより、利用者の

利便性の向上を実現しており、中期計画を上回る実績をあげていると評

価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

○ 情報提供の質・量とも向上しており、利用者の利便性が高まってい

る。 

○ 介護事業者情報など、国民に有益な情報を提供している。このほか、

障害者就労支援情報コーナーを設置し、写真や動画を活用し楽しい記

事で紹介しているなど、障害者就労支援事業を行っている事業者の参

考になるだけでなく、広く一般に障害者の就労に対する知識普及や理

解促進に役立っている。 

○ 利用機関登録数、アクセス件数及び利用者満足度ともに数値目標を

上回る実績をあげている。 

○ 新たな広告収入等を含め自己収入の確保に努めている。 

 

 

（業務への提言） 

○ 当該事業を運営するに当たっては、重複事業等の改善及び経費の更

なる縮減を図る必要がある。 

 

 

［数値目標］ 

① 年間アクセス件数及び利用機関登録数及

び利用者満足度については、次の数値目標を

達成すること。 

項 目 21年度計画 中期計画 

年間アクセ

ス件数 

1,400万件 

以上 

1,400万件 

以上 

利用機関 

登録数 

7.2万件 

以上 

7.5万件 

以上 

利用者の 

満足度※ 

90％ 

以上 

90％ 

以上 

※ WAM NETの情報利用者に対して、意見・感

想等を聴取するアンケート調査を実施し「満

足」との回答数を集計 

② 中期目標期間の 終事業年度において 

１，５００万円以上の自己収入を確保する。 

 

 

① アクセス件数については、年度計画目標1,400万件を上回る1,412万件であり、ヒット

件数（掲載情報への直接閲覧数）については、前年度（20,831万件）を上回る21,610万

件に増加していることから、利用者ニーズに十分対応している。 

また、利用機関登録数については、年度計画目標7.2万件を上回るを実績を確保した。 

さらに、利用者満足度については、情報を集約して、分かりやすく提供するなど利用者の

利便性の向上を図ることにより、満足度が90.3％となり、平成18年度以降の高水準を確保

した。 

※ 業務実績Ｐ85【利用者数及び利用者満足度の向上】＃95参照 

 

 

 

 

 

② ワムネットプラスにおいて民間企業とのタイアップによる新たな収入策について検討し、

企業の特集コーナーを立上げ、新たな広告収入等を含め自己収入として約1,100万円を確

保した。 

※ 業務実績Ｐ85【広告収入等の自己収入の拡大】＃97参照 

［評価の視点］ 

○ 福祉保健医療情報に対する国民のニーズ

に対応し、介護関係情報、障害者福祉関係情

報、医療関係情報等の提供事業に重点化を図

るとともに、質の向上に努めているか。 

 

 

○ 年間アクセス件数、利用機関登録数及び利

用者満足度について、中期計画を達成してい

るか。 

 

○ 国の福祉保健医療施策及び機構業務の効

率的実施を推進するためにＷＡＭ ＮＥＴ基

盤を活用しているか。 

 

 

 

[実績：○] 

・ 都道府県及び国と連携し、 新情報を迅速に提供するとともに、福祉医療政策の動向を踏

まえ、介護事業者情報の内容の充実、診療報酬改定に関する情報等を分かりやすく提供、ま

た、メールマガジン機能を利用した新着情報の配信など、利用者の利便性の向上を実現した。

※ 業務実績Ｐ84「提供情報の質の向上」＃94参照 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標①】のとおり年度計画を達成した。 

 

 

[実績：○] 

・ ＷＡＭ ＮＥＴ基盤を活用した看護師等養成所報告管理システム等を適切に運用するとと

もに、機構業務の効率的実施を推進するため、ＷＡＭ ＮＥＴ基盤を活用した電子届出の利

用拡充を図った。 

※ 業務実績Ｐ85「ＷＡＭ ＮＥＴ基盤の活用」＃96参照 
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○ 自己収入の確保について、広告収入等の自

己収入の拡大に努め、中期計画を達成してい

るか。 

 

 

○ 業務・システム 適化計画に基づき業務委

託の見直しを行うことにより事務の効率化

を図っているか。 

 

 

 

 

 

 

○ 専用サイトについては利用料を徴収する

など、新たな自己収入の増加策について検討

し、業務・システム 適化計画の実施に合わ

せて平成２１年度末までに結論を得、更なる

自己収入の拡大を図っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 国民のニーズとずれている事務・事業や、

費用に対する効果が小さく継続する必要性

の乏しい事務・事業がないか等の検証を行

い、その結果に基づき、見直しを図っている

か。 

 

[実績：△] 

・ 平成21年度において、約1,100万円の自己収入を確保したが、中期目標期間の 終事業

年度における目標額1,500万円の７割程度であるため△とした。 

※ 業務実績Ｐ85「広告収入等の自己収入の拡大」＃97参照 

 

[実績：△] 

・ WAM NET次期システムの構築については、「ハードウェア・ソフトウェア、ネットワ

ーク、運用施設・設備」納入事業者の調達を平成21年10月に、「運用・保守」事業者の調

達を平成22年3月に予定し、設計・開発を進めてきたが、独立行政法人の事業の見直し等

の動きを踏まえ、「ハードウェア・ソフトウェア、ネットワーク、運用施設・設備」納入事

業者及び「運用・保守」事業者の調達について一時中断とした。 

・ 平成22年度におけるWAM NETシステム運用・保守業務内容の見直しを行い、運用支援

業務費を削減することとした。 

 

[実績：○] 

○ WAM NETに係る自己収入の増加策について検討を行ってきたが、以下の理由から、利

用料の徴収は適切でないとの結論を得た。なお、今後における自己収入の確保策としては、

本来の事業の目的に反しない範囲内において広告収入などを中心に可能な限りの収入の確

保に努める。 

・ ＷＡＭ ＮＥＴにおいて提供している行政情報や福祉、介護、医療サービス等に関わる

事業者の情報は、地域で安心して暮らすことができる社会を構築していく上で、誰しもが

必要とする公共性の高い情報であり、国民が等しくこれを利用できる必要があるが、これ

らの情報の利用について費用負担を求める場合には、経済的な余裕の有無によってその利

用ができなくなる者が生じる恐れがあり、ＷＡＭ ＮＥＴ事業の趣旨が損なわれることに

なりかねないこと。 

・ また、専用サイトの利用者に限って利用料を徴収することについても検討を行ったが、

専用サイトは、会員登録された機関の情報発信・情報交換の場として活用いただいている

ものであり、登録者が情報を書き込むことによって成り立つ情報サイトであるため、利用

料を徴収することにより利用機関登録者が減少することとなれば、同サイトを設置する意

義が失われることが懸念されること。 

・ ワムネットプラスにおいて民間企業とのタイアップによる新たな収入策について検討し、

企業の特集コーナーを立上げ、新たな広告収入を確保した。 

※ 業務実績Ｐ85「広告収入等の自己収入の拡大」＃97参照 

 

[実績：○] 

・ ＷＡＭ ＮＥＴにおける提供する情報の質の向上を図るため、介護事業者情報、病院・診

療所情報、障害福祉サービス事業者情報等については、都道府県及び国と連携し、 新情報

を迅速に提供している。特に、平成21年4月の介護報酬改定に伴い、介護事業者情報にお

いて各都道府県と連絡調整を行い、適切にシステム改修を実施した。また、基金事業部と連

携を図り、障害者就労支援事業の優良な取組みを動画付きで配信するとともに、経営支援室

と連携を図り、社会福祉法人会計に関する情報などをコラム形式で掲載するなど、提供する

情報の充実を図っている。さらに、メールマガジン機能を利用した新規掲載した行政資料の

配信、ＷＡＭ ＮＥＴトップページの改善など利用者の利便性の向上を図っている。 

 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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１０ 年金担保貸付事業及び労災年金担

保貸付事業 

年金担保貸付事業については、厚生年

金保険制度、船員保険制度及び国民年金

制度に基づき支給される年金並びに労災

年金担保貸付事業については、労働者災

害補償保険制度に基づき支給される年金

の受給者に対し、その受給権を担保にす

る特例措置として低利で小口の資金を貸

し付けることにより、高齢者等の生活の

安定を支援すること及び労災年金受給者

の生活を援護することを目的として、以

下の点に留意してその適正な事業実施に

努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 年金担保貸付事業及び労災年金担

保貸付事業 

年金担保貸付事業については、厚生年

金保険制度、船員保険制度及び国民年金

制度に基づき支給される年金並びに労災

年金担保貸付事業については、労働者災

害補償保険制度に基づき支給される年金

の受給者に対し、その受給権を担保にす

る特例措置として低利で小口の資金を貸

し付けることにより、高齢者等の生活の

安定を支援すること及び労災年金受給者

の生活を援護することを目的として、以

下の点に留意してその適正な事業実施に

努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 年金担保貸付事業及び労災年金担

保貸付事業 

年金担保貸付事業については、厚生年

金保険制度、船員保険制度及び国民年金

制度に基づき支給される年金の受給者に

対し、労災年金担保貸付事業については、

労働者災害補償保険制度に基づき支給さ

れる年金の受給者に対し、その受給権を

担保にする特例措置として低利で小口の

資金を貸し付けることにより、高齢者等

の生活の安定を支援することや労災年金

受給者の生活を援護することを目的とし

て、以下の点に留意してその適正な事業

実施に努める。 

また、業務運営に当たっては、利用者

の利便性に配慮し、年金受給者にとって

無理のない返済となるよう配慮した運用

に努めるとともに、年金担保貸付事業と

労災年金担保貸付事業を併せて実施する

というメリットを活かして効率的な業務

運営に努める。 

なお、当該事業における貸付契約額、

資金交付額及び原資を次のとおり見込

む。 

（参考） 

○年金担保貸付事業 

区  分 平成 21 事業年度

 

貸付契約額 

資金交付額 

千円

189,600,000 

189,600,000 

原
資 

貸付 

回収金等 

(うち財投機

関債) 

189,600,000

(34,000,000)

 

○労災年金担保貸付事業 

区  分 平成 21 事業年度 

貸付契約額 

資金交付額 

千円

4,800,000 

4,800,000 

原
資 

貸付回収

金等 
4,800,000 

 

 

１０ 年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業 

 

年金担保貸付事業については、厚生年金保険制度、船員保険制度及び国民年金制度に

基づき支給される年金の受給者に対し、労災年金担保貸付事業については、労働者災害

補償保険制度に基づき支給される年金の受給者に対し、その受給権を担保にする特例措

置として低利で小口の資金を貸し付けることにより、高齢者等の生活の安定を支援する

ことや労災年金受給者の生活を援護することを目的として、以下の点に留意してその適

正な事業実施に努めた。 

また、業務運営に当たっては、利用者の利便性に配慮し、年金受給者にとって無理の

ない返済となるよう配慮した運用に努めるとともに、年金担保貸付事業と労災年金担保

貸付事業を併せて実施するというメリットを活かして効率的な業務運営に努めた。 

なお、当該事業における貸付契約額、資金交付額及び原資の実績は次のとおりである。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実績） 

○年金担保貸付事業 

区  分 平成 21 事業年度 

 

貸付契約額 

資金交付額 

千円

186,753,230 

186,753,230 

原
資 

貸付回収金等 

(うち財投機関債) 

186,753,230 

(33,998,000) 

 

○労災年金担保貸付事業 

区  分 平成 21 事業年度 

 

貸付契約額 

資金交付額 

千円

4,986,720 

4,986,720 

原
資 

貸付回収金等 4,986,720 
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（１）年金担保貸付事業及び労災年金担保

貸付事業においては、「独立行政法人

整理合理化計画」（平成１９年１２月

２４日閣議決定）に基づく運営費交付

金の廃止、及び年金担保貸付事業にお

ける貸付原資の自己調達化を踏まえ、

業務運営コストを分析し、その適正化

を図るとともに、貸付金利の水準に適

切に反映することにより、安定的で効

率的な業務運営に努めること。 

 

 

（１）年金担保貸付事業及び労災年金担保

貸付事業においては、「独立行政法人

整理合理化計画」（平成１９年１２月

２４日閣議決定）に基づく運営費交付

金の廃止、及び年金担保貸付事業にお

ける貸付原資の自己調達化を踏まえ、

業務運営コストを分析し、その適正化

を図るとともに、貸付金利の水準に適

切に反映することにより、安定的で効

率的な業務運営に努める。 

 

 

（１）年金担保貸付事業及び労災年金担保

貸付事業を安定的かつ効率的に運営す

るため、業務運営コストを分析し、そ

の適正化を図り、貸付金利に反映させ

る。 

 

 

 

【利率設定方式の見直し】#98 

○ 平成21年度においては、業務運営コストを適切に貸付金利に反映するため、収支

状況等の分析・検証を２か月毎、計５回実施した。 

 

○ 平成21年６月には、平成20年度決算、財投機関債の発行状況、年金担保貸付事業

及び労災年金担保貸付事業の取扱い変更の実施時期の見直しなどを踏まえた金利検

証を行い、貸付金利の引き下げを決定し適正化を図ったほか、平成21年10月には、

上半期の貸付実績等に基づく検証により貸付金利の据置きを決定し、平成22年１月

には、年金担保融資の取扱い変更による収支状況の影響を平成23年度まで検証した

結果、貸付金利の引き下げを決定するなど、計3回見直しを実施した。 

その結果、年金担保貸付事業において381百万円、労災年金担保貸付事業におい

て7百万円の当期未処分利益を確保した。 

 

 

（２）業務運営に当たっては、利用者の利

便性に配慮するとともに、借入申込時

に年金受給者にとって無理のない返済

となるように配慮した審査等を行うこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、貸付後の返済方法などの返済

条件の緩和の必要性について検討し、

適切な措置を講じること。 

 

 

（２）業務運営に当たっては、利用者の利

便性に配慮するとともに、借入申込時

に年金受給者にとって無理のない返済

となるように配慮した審査等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、貸付後の返済方法などの返済

条件の緩和の必要性について検討し、

適切な措置を講じる。 

 

 

（２）業務運営に当たっては、利用者の利

便性に配慮するとともに、借入申込時

に年金受給者にとって無理のない返済

となるように配慮した審査等を行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、貸付後の返済方法などの返済

条件の緩和措置を講じる。 

 

 

【無理のない返済に配慮した審査等】#99 

○ 奇数月に支給される年金には、いわゆる「さかのぼり年金」が多く含まれており、

利用者から当該年金からの回収中止について要望が多く寄せられたことから、平成

21年7月より奇数月支給年金からの回収を中止した。 

  

○ 平成22年度から支給される年金給付に係る遅延特別加算金について厚生労働省と

調整し、年金担保貸付利用者の当該加算金を奇数月に支給し、年金担保貸付の返済に

充当しないこととした。 

 

○ 利用者にとって必要な資金の融資及び無理のない返済となるよう、関係機関との協

議を重ね、平成22年2月から制度上の取扱い変更を実施した。 

〔変更内容〕①資金の必要性等の確認強化   ②満額返済の廃止 

③返済回数の増加        ④貸付条件変更制度の導入 

≪添付資料：35≫

【返済条件の緩和措置等】#100 

○ 返済期間中やむを得ない事情により、生活困窮に陥った利用者について、既往借入

者を含めて返済方法の変更を認める取扱いを平成22年2月から導入した。 

≪添付資料：35≫

 

（３）年金担保貸付制度及び労災年金担保

貸付制度の周知を図るとともに、受託

金融機関の窓口等における利用者への

適切な対応に努めること。 

 

 

（３）ホームページ、リーフレット等によ

り、年金担保貸付制度及び労災年金担

保貸付制度の周知を図る。 

 

 

 

（３）年金担保貸付制度及び労災年金担保

貸付制度の周知を図るとともに、生活

に無理のない借入れなどの注意を促す

ため、ホームページやリーフレット等

による広報を行う。 

 

【貸付制度の周知】#101 

○ 貸付制度の周知及び無理のない借入れなどの注意を促すため、リーフレットを上期

分・下期分あわせて計145万部作成し、受託金融機関、社会保険事務所等に加え、

新たに法テラス、日本クレジットカウンセリング協会、総務省相談課にも配布した。

また、あわせて機構のホームページによる広報を行った。（平成21年10月） 

 

○ 平成22年2月の制度上の取扱い変更の周知を図るため、平成21年12月にプレス

発表を行うとともに、機構ホームページによる広報を行った。 

また、ポスター、チラシ及びリーフレットを作成し、受託金融機関、全国の社会福

祉協議会、消費生活センター等に配布した。 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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○ 厚生労働省より示された生活保護の適正化に関する方針に基づいて、昨年度に引き

続き、生活保護受給中の者への年金担保貸付の利用制限の周知を図った。 

≪添付資料：36≫

○ 低所得者、多重債務者等への相談等を行う福祉関係、司法関係、消費者関係の団体

に対して、制度を必要としている者への年金担保貸付制度の情報提供について協力依

頼を行った。 

 

 

（４）受託金融機関の窓口等における利用

者への適切な対応に努めるために、受

託金融機関事務打合せ会議の開催場

所、回数等を見直し、更なる周知徹底

に努める。 

 

 

（４）受託金融機関の窓口等における利用

者への適切な対応に努めるために、受

託金融機関事務打合せ会議の開催場

所、回数等を見直し、更なる周知徹底

に努める。 

 

 

【受託金融機関に対する事務取扱の周知徹底】#102 

○ 受託金融機関の窓口等における利用者への適切な対応を図るために受託金融機関

事務打合せ会議を開催した。平成21年度は、制度上の取扱い変更の内容を周知する

ため、10月から11月までの間に昨年度より回数を1回増やし全国7か所計9回開催

した。 

また、制度上の取扱い変更に係る問い合わせに対応するために、Ｑ＆Ａを作成し配

布した。 

参加金融機関数：312機関（75.7％）（参考：受託金融機関41２機関） 

 

○ 受託金融機関事務打合せ会議については、承継年金住宅融資業務と合同で開催する

ことにより、事務の効率化を図った。 

 

 

（４）年金受給者にとって無理のない返済

となるように配慮した審査等の実施に

伴う事務処理の増加を考慮しつつ、事

務処理方法の見直し等により、借入申

込みから貸付実行までの期間を平成１

９年度と比較して短縮するよう取組を

行うこと。 

 

（５）年金受給者にとって無理のない返済

となるように配慮した審査等の実施に

伴う事務処理の増加を考慮しつつ、事

務処理方法の見直し等により、借入申

込みから貸付実行までの期間を平成１

９年度と比較して短縮するよう取組を

行う。 

 

 

（５）年金受給者にとって無理のない返済

となるように配慮した審査方法等を行

うとともに、借入申込から貸付実行ま

での事務処理方法の問題点の洗い出し

を行う。 

 

 

【事務処理方法の問題点の洗い出し】#103 

○ 取扱い変更に伴う事務処理の増加を考慮しつつ、借入申込から貸付までの事務処理

方法の問題点について検討し、金融機関とのＦＡＸ送信の回数を減らすなど事務処理

方法の見直しを行った。 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 Ａ 評価項目１４ 評  定 Ａ 

  

年金担保貸付制度を取り巻く環境は著しく変化しており、ごく一部の利用者においては、年

金受給者が融資後の生活を考慮せずに年金担保融資を受け、この返済のため受給する年金の範

囲内での生活費等を賄うことが困難となる者の存在など、本制度の本意としない事例が見受け

られることが課題であった。 

この課題に対応するため、平成17年度に定額返済方式の導入、平成18年度に生活保護受給

中の利用制限を実施したところであるが、平成21年度においては、更なる対応の強化を図る

べく厚生労働省等関係機関と協議検討を重ねてきた。その結果、平成22年2月から、「資金

の必要額等の確認強化」、「満額返済の廃止」、「返済回数の増加」及び「貸付条件変更制度

の導入」などの制度変更を行い、利用される方にとって必要な資金が融通され無理のない返済

となるような取扱いを開始したところである。 

また、貸付制度の周知を図るとともに、生活に無理のない借入れなどの注意を促すため、機

構のホームページやリーフレット等による広報を実施した。 

さらに、独立行政法人整理合理化計画に基づく運営費交付金の廃止、及び年金担保貸付事業

における貸付原資の自己調達化を踏まえ、業務運営コストを適切に貸付金利に反映することに

より当期未処分利益を確保し、安定的で効率的な業務運営を図ることができた。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

当該事業については、平成22年２月から「資金の必要額等の確認強

化」、「満額返済の廃止」、「返済回数の増加」及び「貸付条件変更制

度の導入」などの制度変更を行い、利用される方にとって必要な資金が

融通され無理のない返済となるよう配慮した取扱いを開始している。 

貸付制度の周知を図るとともに、生活に無理のない借入れなどの注意

を促すため、福祉医療機構のホームページやリーフレット等による広報

を実施している。 

独立行政法人整理合理化計画に基づく運営費交付金の廃止、及び年金

担保貸付事業における貸付原資の自己調達化を踏まえ、業務運営コスト

を適切に貸付金利に反映することにより当期未処分利益を確保し、安定

的で効率的な業務運営を図っている。 

以上のように、年金受給者の生活の安定を支援しており、中期計画を

上回る実績をあげていると評価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

○ 平成22年2月から、年金担保融資を利用される方にとって必要な資

金が融資され、無理のない返済となるよう制度変更を行っている。 

○ 年金担保貸付に対する批判もあるとのことであるが、法人としては

資金調達に努力し、健全な活用を行っている。 

 

 

（その他意見） 

○ ごく一部の本制度の本意としない利用者を排除するために、代替の

制度を用意することは難しいのではないか。 

○ 委員会で評価する観点よりも大きい見方だが、いわゆる資産の流動

化の一つである制度と考えられ有効に活用したい。 

 

 

［評価の視点］ 

○ 運営費交付金の廃止、及び年金担保貸付事

業における貸付原資の自己調達化を踏まえ、

業務運営コストを分析し、その適正化を図っ

ているか。 

 

 

○ 貸付金利に業務運営コストを適切に反映

する利率の設定方式となっているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 利用者の利便性に配慮するとともに、借入

申込時に年金受給者にとって必要な資金が

融資され、無理のない返済となるように配慮

した審査等を行っているか。 

 

 

 

 

 

 

[実績：○] 

・ 独立行政法人整理合理化計画に基づく運営費交付金の廃止、及び年金担保貸付事業におけ

る貸付原資の自己調達化を踏まえ、業務運営コストを適切に貸付金利に反映し、当期未処分

利益を確保した。 

※ 業務実績Ｐ90【利率設定方式の見直し】＃98参照 

 

・ 平成21年６月には、平成20年度決算、財投機関債の発行状況、年金担保貸付事業及び労

災年金担保貸付事業の取扱い変更の実施時期の見直しなどを踏まえた金利検証を行い、貸付

金利の引き下げを決定し適正化を図ったほか、平成21年10月には、上半期の貸付実績等に

基づく検証により貸付金利の据置きを決定し、平成22年１月には、年金担保融資の取扱い

変更による収支状況の影響を平成23年度まで検証した結果、貸付金利の引き下げを決定す

るなど、計3回見直しを実施した。 

 

・ 平成21年度においては、業務運営コストを適切に貸付金利に反映するため、収支状況等

の分析・検証を２か月毎、計５回実施した。 

※ 業務実績Ｐ90【利率設定方式の見直し】＃98参照 

 

[実績：○] 

・ 奇数月に支給される年金には、いわゆる「さかのぼり年金」が多く含まれており、利用者

から当該年金からの回収中止について要望が多く寄せられたことから、平成21年7月より

奇数月支給年金からの回収を中止した。 

 

・ 平成22年度から支給される年金給付に係る遅延特別加算金について厚生労働省と調整し、

年金担保貸付利用者の当該加算金を奇数月に支給し、年金担保貸付の返済に充当しないこと

とした。 
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○ 貸付後の返済方法などの返済条件の緩和

の必要性について検討し、適切な措置を講じ

ているか。 

 

 

○ 利用者に対し、ホームページ、リーフレッ

ト等による制度周知を図っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 受託金融機関事務打合せ会議の開催場所、

回数等を見直し、更なる周知徹底に努めてい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 借入申込みから貸付実行までの期間を平

成１９年度と比較して短縮するよう取組を

 

・ 利用者にとって必要な資金の融資及び無理のない返済となるよう、関係機関との協議を重

ね、平成22年2月から下記の制度上の取扱い変更を実施した。 

〔変更内容〕 

①資金の必要性等の確認強化 

②満額返済の廃止 

③返済回数の増加 

④貸付条件変更制度の導入 

※ 業務実績Ｐ90【無理のない返済に配慮した審査等】＃99参照 

 

[実績：○] 

・ 返済期間中やむを得ない事情により、生活困窮に陥った利用者について、既往借入者を含

めて返済方法の変更を認める貸付条件変更制度を平成22年2月から導入した。 

※ 業務実績Ｐ90【返済条件の緩和措置等】＃100参照 

 

[実績：○] 

・ 貸付制度の周知及び無理のない借入れなどの注意を促すため、リーフレットを上期分・下

期分あわせて計145万部作成し、受託金融機関、社会保険事務所等に加え、新たに法テラ

ス、日本クレジットカウンセリング協会、総務省相談課にも配布した。 

また、あわせて機構のホームページによる広報を行った。（平成21年10月） 

 

・ 平成22年2月の制度上の取扱い変更の周知を図るため、平成21年12月にプレス発表を

行うとともに、機構ホームページによる広報を行った。 

また、ポスター、チラシ及びリーフレットを作成し、受託金融機関、全国の社会福祉協議

会、消費生活センター等に配布した。 

 

・ 低所得者、多重債務者等への相談等を行う福祉関係、司法関係、消費者関係の団体に対し

て、制度を必要としている者への年金担保貸付制度の情報提供について協力依頼を行った。

 

・ 厚生労働省より示された生活保護の適正化に関する方針に基づいて、昨年度に引き続き、

生活保護受給中の者への年金担保貸付の利用制限の周知を図った。 

※ 業務実績Ｐ90【貸付制度の周知】＃101参照 

 

[実績：○] 

・ 受託金融機関の窓口等における利用者への適切な対応を図るために受託金融機関事務打合

せ会議を開催した。平成21年度は、制度上の取扱い変更の内容を周知するため、10月から

11月までの間に昨年度より回数を1回増やし全国7か所計9回開催した。 

また、制度上の取扱い変更に係る問い合わせに対応するために、Ｑ＆Ａを作成し配布した。

参加金融機関数：312機関（75.7％）（参考：受託金融機関41２機関） 

 

・ 受託金融機関事務打ち合せ会議については、承継年金住宅融資等債権管理回収業務と合同

で開催することにより、事務の効率化を図った。 

※ 業務実績Ｐ91【受託金融機関に対する事務取扱の周知徹底】＃102参照 

 

[実績：○] 

・ 取扱い変更に伴う事務処理の増加を考慮しつつ、借入申込から貸付までの事務処理方法の
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行っているか。 

なお、年金受給者にとって無理のない返済

となるように配慮した審査等の実施に伴う

事務処理の増加は考慮する。 

 

■ 貸付金、未収金等の債権について、回収計

画が策定されているか。回収計画が策定され

ていない場合、その理由の妥当性についての

検証が行われているか。（政・独委評価の視

点） 

 

■ 回収計画の実施状況についての評価が行

われているか。評価に際し、ⅰ）貸倒懸念債

権・破産更生債権等の金額やその貸付金等残

高に占める割合が増加している場合、ⅱ）計

画と実績に差がある場合の要因分析を行っ

ているか。（政・独委評価の視点） 

 

■ 回収状況等を踏まえ回収計画の見直しの

必要性等の検討が行われているか。（政・独

委評価の視点） 

 

○ 国民のニーズとずれている事務・事業や、

費用に対する効果が小さく継続する必要性

の乏しい事務・事業がないか等の検証を行

い、その結果に基づき、見直しを図っている

か。 

 

 

問題点について検討し、金融機関とのＦＡＸ送信の回数を減らすなど事務処理方法の見直し

を行った。 

※ 業務実績Ｐ91【事務処理方法の問題点の洗い出し】＃103参照 

 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ3「保有資産の管理・運用等」参照 

 

 

 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ3「保有資産の管理・運用等」参照 

 

 

 

 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ3「保有資産の管理・運用等」参照 

 

 

[実績：○] 

・ 利用者にとって必要な資金の融資及び無理のない返済となるよう、関係機関との協議を重

ね、平成22年2月から制度上の取扱い変更を実施した。 

〔変更内容〕 

①資金の必要性等の確認強化  ②満額返済の廃止 

③返済回数の増加       ④貸付条件変更制度の導入 

 

・ さらに、返済期間中やむを得ない事情により、生活困窮に陥った利用者について、既往借

入者を含めて返済方法の変更を認める取扱いを平成22年2月から導入した。 

 

 

 

 

 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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１１ 承継年金住宅融資等債権管理回収

業務及び承継教育資金貸付けあっせん

業務 

（１）承継年金住宅融資等債権管理回収業

務 

承継年金住宅融資等債権管理回収業

務については、回収金が国への納付に

より年金給付の財源となることを踏ま

え、以下の点に留意してその適正な業

務実施に努めること。 

① 年金住宅融資等債権について、貸

付先の財務状況等の把握及び分析、

担保物件及び保証機関又は保証人の

保証履行能力の評価等を適時に行う

ことにより、適切な債権管理に努め

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 承継年金住宅融資等債権管理回収

業務及び承継教育資金貸付けあっせん

業務 

（１）承継年金住宅融資等債権管理回収業

務 

承継年金住宅融資等債権管理回収業

務については、回収金が国への納付に

より年金給付の財源となることを踏ま

え、以下の点に留意してその適正な業

務実施に努める。 

① 必要に応じて関係行政機関及び受

託金融機関と緊密に連携しつつ、年

1回、貸付先の財務状況等の把握及

び分析を行うとともに、適時、担保

物件及び保証機関又は保証人の保証

履行能力の評価等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 年金住宅融資等債権について、年

1回、回収の難易度に応じた債権分

類の実施又は見直しを行う。 

 

 

③ 転貸債権に係るローン保証会社に

ついて、年1回、保証履行能力の把

握及び分析を行う。 

 

 

１１ 承継年金住宅融資等債権管理回収

業務 

 

 

 

承継年金住宅融資等債権管理回収業

務については、回収金が国への納付に

より年金給付の財源となることを踏ま

え、以下の点に留意してその適正な業

務実施に努める。 

① 転貸法人等貸付先の財務分析を年

１回行うとともに、受託金融機関及

び監督官庁との連携を図り、適切な

債権管理及び着実な債権回収を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、受託金融機関事務打合せ会

議の開催場所、回数等を見直し、受

託金融機関に対する指導を適切に行

う。 

 

 

 

 

 

 

② 年金住宅融資等債権の貸付先につ

いて、債権分類を実施し、貸付先の

財務状況等を勘案した自己査定を行

う。 

 

③ 転貸債権に係るローン保証会社に

ついて、保証履行能力の把握及び分

析を行う。 

 

 

１１ 承継年金住宅融資等債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務 

 

 

（１）承継年金住宅融資等債権管理回収業務 

 

承継年金住宅融資等債権管理回収業務については、回収金が国への納付により年金

給付の財源となることを踏まえ、以下の点に留意して業務を実施した。 

 

 

 

【貸付先の財務分析】#104 

○ 転貸法人について、平成20年度決算書を徴求し、財務状況等の分析を行うととも

に、必要に応じて個別の法人からヒアリングを行った。 

 

○ 住宅生活協同組合等については、受託金融機関からその現状についての報告及び決

算書の提出を求め、財務状況等の分析を行った。 

また、解散等が考えられる生協については、受託金融機関と債権譲渡等を検討した。

 

【保証機関等の評価等】#105 

○ 連帯保証人の状況について受託金融機関から報告を求め、必要に応じて、受託金融

機関に保証人の変更、追加等の債権保全措置を指示した。  

 

○ 全額債務保証を行っている金融機関について、財務諸表等を入手し、財務状況の分

析及び評価を行い、保証履行能力等の評価を行った。 

 

【受託金融機関への指導強化】#106 

○ 受託金融機関に対し、債権の管理・回収の留意点について周知を図るために、受託

金融機関事務打合せ会議を開催した。平成21年度は、年金担保貸付に係る制度上の

取扱い変更の内容を周知するため、10月から11月までの間に昨年度より回数を１回

増やし全国７か所計９回開催した。 

参加金融機関数：246機関（52.2％）（参考：受託金融機関471機関） 

 

○ 受託金融機関事務打合せ会議については、年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付

事業と合同で開催することにより、事務の効率化を図った。 

 

【財務状況等を勘案した自己査定の実施】#107 

○ 貸付金の自己査定基準に基づき、貸付先の財務状況等を勘案した債権分類を行い、

貸倒引当金を適正に計上した。 

 

 

【保証履行能力の把握及び分析】#108 

○ 転貸債権に係るローン保証会社の財務諸表及び格付け（Moody’s、S＆P）により、

各社の保証履行能力の把握及び分析を行い、保証履行能力を確認した。 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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② 年金住宅融資等債権について、適

時的確に回収を行うことにより、延

滞債権の発生の抑制に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 延滞債権について、貸付先に対す

る督促、保証機関又は保証人に対す

る保証履行請求及び担保物件の処分

等を適切に行うことにより、早期の

債権回収に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 年金住宅融資等債権について、必

要に応じて関係行政機関との協議を

行いつつ、担保や保証の状況等に応

じて適時的確に債権回収を行うこと

により、延滞債権の発生の抑制に努

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 延滞債権について、貸付先に対す

る督促、保証機関又は保証人に対す

る保証履行請求及び担保物件の処分

等を適切に行うことにより、早期の

債権回収に努める。 

 

 

⑥ 転貸法人に対して必要な助言等を

行うことにより、転貸法人による適

切な債権回収を推進する。 

 

 

 

 

 

④ 年金住宅融資等債権について、必

要に応じて関係行政機関との協議を

行いつつ、担保や保証の状況等に応

じて適時的確に債権回収を行うこと

により、延滞債権の発生抑制に努め

る。 

また、経済情勢の変化に伴うロー

ン返済困窮者及び災害の被災者等に

関しては、返済条件の変更措置によ

り、被保険者の生活の安定を支援し

つつ、将来にわたる円滑な元利金の

返済を確保する。なお、災害等の被

災者に係る返済条件変更措置につい

ては、ホームページにより迅速に周

知を図る。 

 

 

 

 

⑤ 長期延滞債権については、保証履

行請求及び担保物件の処分等により

早期の回収に努める。 

 

 

 

 

⑥ 転貸法人に対して必要な助言等を

行うことにより、転貸法人による適

切な債権回収を推進する。また、必

要に応じて転貸法人に債権管理回収

に係る指導専門員を派遣するととも

に、年１回以上指導専門員の打合せ

を行い、転貸法人の債権管理に関す

る指導を適切に行う。 

 

【適時的確な債権回収】#109 

○ 解散を予定している2貸付先に対して、関係行政機関及び受託金融機関との協議の

上、機構債権の受託金融機関への債権譲渡により、債権回収を行った。（実績139

百万円） 

 

 

【返済条件の変更措置の実施等】#110 

○ ローン返済困窮者に対する返済条件の変更措置として1,206件、民事再生法の適

用による返済条件の変更として60件、合計1,266件の措置を講じた。中小企業金融

円滑化法の施行等を踏まえ、ローン返済困窮者に対する返済条件の変更措置につい

て、ホームページにおいて周知するとともに、転貸貸付先等を通じてエンドユーザー

に対し制度周知等を行った。平成21年度は、経済情勢の悪化等に伴い、前年度に比

して201.8％の増となった。また、大雨による災害等の被災者に係る返済条件の変

更措置について、ホームページによる周知を行った。  

 

○ 中小企業金融円滑化法の施行等を踏まえ、ローン返済困窮者に係る返済条件の変

更措置の拡充（元金償還猶予期間中の利息の軽減）について、平成22年度からの実

施に向けて検討するとともに、自ら居住要件の運用の見直しを行った。 

 

【延滞債権への対応】#111 

○ 長期延滞債権について、受託金融機関に対し保証人の調査、支払督促等の指示を行

うとともに、必要に応じ、保証機関又は保証人に対する保証履行請求及び担保物件の

処分を適切に行った。 

また、短期延滞債権については、転貸法人等に対し、その迅速かつ着実な督促等の

徹底を行った。 

 

【転貸法人への指導強化】#112 

○ 転貸法人に対し必要な助言等を行うとともに、財務状況に課題のある転貸法人に個

別ヒアリングを行った。 

また、指導専門員及び転貸法人から定期報告（年2回）及び指導専門員の打合せ会

議（平成22年2月実施）を行い、指導専門員による転貸法人の債権管理に関する指

導を行った。 

 

 

（２）承継教育資金貸付けあっせん業務 

「独立行政法人整理合理化計画」を

踏まえ、平成２０年度から承継教育資

金貸付けあっせん業務を休止するこ

と。 

 

 

（２）承継教育資金貸付けあっせん業務 

承継教育資金貸付けあっせん業務に

ついては、平成２０年度から業務を休

止する。 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 Ａ 評価項目１５ 評  定 Ａ 

  

貸付先の財務状況等の把握及び分析、担保物件及び保証機関又は保証人の保証履行能力の評

価等を定期的に行うことにより、適切な債権管理を図った。 

また、延滞債権については、受託金融機関に対し貸付先に対する督促、保証人の調査等を指

示するとともに、保証機関又は保証人に対する保証履行請求及び担保物件処分等を適切に行

い、債権の早期回収に努めた。 

その結果、平成21年度の国庫納付金約4,261億円は、平成22年7月9日に国庫納付済みで

ある。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

承継年金住宅融資等債権管理回収業務については、貸付先の財務状況

等の把握及び分析、担保物件及び保証機関又は保証人の保証履行能力の

評価等を定期的に行うことにより、適切な債権管理を図っている。 

延滞債権については、受託金融機関に対し貸付先に対する督促、保証

人の調査等を指示するとともに、保証機関又は保証人に対する保証履行

請求及び担保物件処分等を適切に行い、債権の早期回収に努めている。

解散を予定している２貸付先に対して、関係行政機関及び受託金融機

関と協議の上、債権回収を行うとともに、ローン返済困窮者に対する返

済条件の変更措置として1,206件、民事再生法の適用による返済条件と

して60件の措置を講じるなど、適時的確な債権回収を行っている。 

以上のように、被保険者の生活の安定を支援しつつ将来にわたる円滑

な元利金の返済を確保し、着実な債権回収への積極的努力が認められ、

中期計画を上回る実績をあげていると評価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

○ 計画に基づき適切に業務を実施している。 

○ 着実な償還が進んでいる。 

 

 

［数値目標］ 

○ 年1回、貸付先の財務状況等の把握及び分

析を行うとともに、適時、担保物件及び保証

機関又は保証人の保証履行能力の評価等を

行う。 

 

○ 年金住宅融資等債権について、年1回、回

収の難易度に応じた債権分類の実施又は見

直しを行う。 

 

○ 転貸債権に係るローン保証会社について、

年1回、保証履行能力の把握及び分析を行

う。 

 

 

 

○ 年１回実施し、中期目標を達成できた。 

※ 業務実績Ｐ95【貸付先の財務分析】＃104参照 

 

 

 

○ 年１回実施し、中期目標を達成できた。 

※ 業務実績Ｐ95【財務状況を勘案した自己査定の実施】＃107参照 

 

 

○ 年１回実施し、中期目標を達成できた。 

※ 業務実績Ｐ95【保証履行能力の把握及び分析】＃108参照 

 

 

［評価の視点］ 

○ 関係行政機関及び受託金融機関と連携し

つつ、年１回、貸付先の財務状況等の把握及

び分析を行うとともに、適時、担保物件及び

保証機関又は保証人の保証履行能力の評価

等を行っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[実績：○] 

・ 貸付先の財務状況等の把握及び分析について、転貸法人については、転貸法人から決算書

の提出を求め、各種分析指標との比較により、財務分析を行った。住宅生活協同組合等につ

いては、受託金融機関から生協の現状についての報告及び決算書の提出を求め、財務状況等

の分析を行った。 

また、転貸法人について、必要に応じて個別の法人からヒアリングを行うとともに、解散

等が考えられる生協については、受託金融機関と債権譲渡等を検討した。 

※ 業務実績Ｐ95【貸付先の財務分析】＃104参照 

 

・ 全額債務保証を行っている325受託金融機関について、財務状況の分析及び評価を行い、

保証履行能力の評価等を行った。 

また、保証人の状況について受託金融機関から報告を求め、必要に応じて、受託金融機関

に保証人の変更、追加等の債権保全措置を指示した。 

※ 業務実績Ｐ95【保証機関等の評価等】＃105参照 

 

・ 受託金融機関事務打合せ会議については、債権の管理・回収の留意点等について効率的な

周知を図るため、開催場所等を見直し、平成21年10月～11月に全国7か所で9回開催し、

受託金融機関に対する指導を行った。 
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○ 年金住宅融資等債権について、年１回、回

収の難易度に応じた債権分類の実施又は見

直しを行っているか。 

 

 

○ 転貸債権に係るローン保証会社について、

年１回、保証履行能力の把握及び分析を行っ

ているか。 

 

 

 

○ 年金住宅融資等債権について、担保や保証

の状況等に応じて適時的確に債権回収を行

い、延滞債権の発生の抑制に努めたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 延滞債権について、貸付先に対する督促、

保証機関又は保証人に対する保証履行請求

及び担保物件の処分等を適切に行うことに

より、早期の債権回収に努めているか。 

 

 

○ 転貸法人に対する指導・助言等を実施し、

転貸法人による適切な債権回収を推進して

いるか。 

 

 

 

 

 

■ 貸付金、未収金等の債権について、回収計

画が策定されているか。回収計画が策定され

ていない場合、その理由の妥当性についての

検証が行われているか。（政・独委評価の視

 

・ 受託金融機関事務打ち合せ会議については、引き続き年金担保貸付事業及び労災年金担保

貸付事業と合同で開催することにより、事務の効率化を図った。 

※ 業務実績Ｐ95【受託金融機関への指導強化】＃106参照 

 

[実績：○] 

・ 年金住宅等債権について、貸付金の自己査定基準に基づき、貸付先の財務状況等を勘案し

た債権分類を行い、貸倒引当金を適正に計上した。 

※ 業務実績Ｐ95【財務状況等を勘案した自己査定の実施】＃107参照 

 

[実績：○] 

・ 転貸債権に係る保証債務を行っているローン保証会社（２４社）について、関係転貸法人

を通じた情報や決算書等の収集により、その保証履行能力の把握・分析を行い、保証履行能

力を確認した。 

※ 業務実績Ｐ95【保証履行能力の把握及び分析】＃108参照 

 

[実績：○] 

・ 解散を予定している2貸付先に対して、関係行政機関及び受託金融機関との協議の上、機

構債権の受託金融機関への債権譲渡により、債権回収を行った。 

※ 業務実績Ｐ96【適時的確な債権回収】＃109参照 

 

・ 経済情勢の変化に伴うローン返済困窮者について、1,206件の返済特例措置及び60件の

民事再生法の適用による返済条件の変更措置を講じ、被保険者の生活の安定を支援しつつ、

将来にわたる円滑な元利金の返済を確保した。 

また、災害等の被保険者に係る返済条件変更措置について、機構ホームページにより周知

を図った。 

※ 業務実績Ｐ96【返済条件の変更措置の実施等】＃110参照 

 

[実績：○] 

・ 長期延滞債権について、受託金融機関に対し保証人の調査、支払督促等の指示を行うとと

もに、保証機関又は保証人に対する保証履行請求を行い担保物件の処分を適切に行い、早期

の債権回収に努めた。 

※ 業務実績Ｐ96【延滞債権への対応】＃111参照 

 

[実績：○] 

・ 転貸法人による適切な債権回収を推進するため、転貸法人に対して引き続き必要な助言を

行うとともに、財務状況に課題のある転貸法人に個別ヒアリングを行った。 

また、指導専門員及び転貸法人から定期報告（年2回）及び専門員の活動状況や転貸法人

を取り巻く情勢等の情報交換を行う専門員会議（平成22年2月実施）を開催するなど、転

貸法人の債権管理に関する指導を適切に行った。 

※ 業務実績Ｐ96【転貸法人への指導強化】＃112参照 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ3「保有資産の管理・運用等」参照 
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点） 

 

■ 回収計画の実施状況についての評価が行

われているか。評価に際し、ⅰ）貸倒懸念債

権・破産更生債権等の金額やその貸付金等残

高に占める割合が増加している場合、ⅱ）計

画と実績に差がある場合の要因分析を行っ

ているか。（政・独委評価の視点） 

 

■ 回収状況等を踏まえ回収計画の見直しの

必要性等の検討が行われているか。（政・独

委評価の視点） 

 

○ 国民のニーズとずれている事務・事業や、

費用に対する効果が小さく継続する必要性

の乏しい事務・事業がないか等の検証を行

い、その結果に基づき、見直しを図っている

か。 

 

 

 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ3「保有資産の管理・運用等」参照 

 

 

 

 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ3「保有資産の管理・運用等」参照 

 

 

[実績：○] 

・ 利用者サービスの向上を図るため、中小企業金融円滑化法の施行等を踏まえた対応として、

貸付条件の変更を積極的に推進するとともに、元金償還猶予期間中の金利の引下げ等の見直

しを図り、住宅ローン返済困難者の生活安定に寄与している。 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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第５  財務内容の改善に関する事項 

通則法第２９条第２項第４号の財務内容

の改善に関する目標は、次のとおりとする。 

 

 

 

第４ 予算、収支計画及び資金計画 

１ 予算 

別表１のとおり 

２ 収支計画 

別表２のとおり 

３ 資金計画 

別表３のとおり 

 

 

第４ 予算、収支計画及び資金計画 

１ 予算 

別表１のとおり 

２ 収支計画 

別表２のとおり 

３ 資金計画 

別表３のとおり 

 

 

【予算、収支計画及び資金計画】#113 

○ 予算執行については、業務の進行状況及び予算執行状況を把握し、適宜見直しを行

った。 

なお、予算、収支計画及び資金計画の実績は平成20事業年度決算報告書のとおり

である。 

≪添付資料：38≫

【繰越欠損金の発生状況等】#114 

○ 平成21事業年度における勘定別の収支については、収支相償ないし当期利益を計

上した。 

 

○ 保険勘定については、平成20年4月の制度改正により、繰越欠損金が解消される

見通しとなったところであるが、サブプライムローン問題や一昨年9月のリーマン・

ショックに端を発する金融危機及びその実体経済への波及による急激な景気減速か

ら内外株式市場が大幅に下落した影響により、平成20年度末において目標収益率を

確保することができなかったため、繰越欠損金が発生している状況である。 

 

○ なお、平成21年度においては、運用環境の好転により運用益を確保できたため当

期利益約16億円を計上したが、前期までの繰越欠損金112億円に充当した結果、平

成21年度末においては繰越欠損金は９６億円となり、解消には至っていない。 

 

 

１ 運営費交付金以外の収入の確保 

運営費交付金を充当して行う事業につ

いては、それぞれの事業目的を損なわな

い範囲で、利用者負担その他の自己収入

を確保することに努めること。 

 

   

【運営費交付金以外の収入の確保】#115 

○ 福祉医療経営指導事業においては対予算比134.1％、福祉保健医療情報サービス

事業においては、対予算比98.3％となった。 

 

区  分 実績額 予算額 対予算比

福祉医療経営指導事業収入 45,053千円 33,587千円 134.1%

福祉保健医療情報サービス事業収入 19,720千円 20,062千円 98.3%

合  計 64,773千円 53,649千円 120.7%
 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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２ 自己資金調達による貸付原資の確保 

福祉医療貸付事業及び年金担保貸付事

業において、財投機関債の発行等による

資金調達を適切に行うこと。 

 

   

【財投機関債の発行等による資金調達】#116 

○ 財投機関債の発行については、IR（投資家向けの広報活動）を積極的に実施（実績

41件）するとともに、市場環境に沿った適切な発行条件を設定することにより、円

滑な資金調達を行った。 

区 分 金 額 年 限 発 行 日 

福祉医療貸付事業 

（一般勘定） 
100億円 10年 平成21年6月17日 

年金担保貸付事業 

（年金担保貸付勘定） 

240億円 3年 平成21年6月17日 

100億円 3年 平成21年12月17日

合 計 440億円 ― ― 

≪添付資料：39≫

  

第５ 短期借入金の限度額 

１ 限度額 

９１，６００百万円 

 

２ 想定される理由 

（１）運営費交付金の受入れの遅延等によ

る資金不足に対応するため。 

（２）一般勘定において、貸付原資の調達

の遅延等による貸付金の資金不足に対

応するため。 

（３）年金担保貸付勘定及び労災年金担保

貸付勘定において、貸付原資に充当す

るため。 

（４）共済勘定において、退職者の増加等

による給付費の資金不足に対応するた

め。 

（５）予定外の退職者の発生に伴う退職手

当の支給等、偶発的な出費に対応する

ため。 

 

第５ 短期借入金の限度額 

１ 限度額 

９１，６００百万円 

 

２ 想定される理由 

（１）運営費交付金の受入れの遅延等によ

る資金不足に対応するため。 

（２）一般勘定において、貸付原資の調達

の遅延等による貸付金の資金不足に対

応するため。 

（３）年金担保貸付勘定及び労災年金担保

貸付勘定において、貸付原資に充当す

るため。 

（４）共済勘定において、退職者の増加等

による給付費の資金不足に対応するた

め。 

（５）予定外の退職者の発生に伴う退職手

当の支給等、偶発的な出費に対応する

ため。 

 

 

【短期借入金の実績】#117 

○ 一般勘定において、資金繰上、一時的に貸付原資が不足したことから、短期借入金

（平成21年６月及び12月の合計２回で4,392百万円）で対応した。なお、当該短期

借入金については、福祉貸付事業及び医療貸付事業の貸付先からの貸付回収金等で翌

月に返済した。 

 

○ 年金担保貸付勘定において、資金繰上、一時的に貸付原資が不足したことから、短

期借入金（合計22回で128,100百万円）で対応した。なお、当該短期借入金のうち

102,150百万円については、年金担保貸付事業の利用者からの貸付回収金等で返済

し、25,950百万円については、平成22年度に繰越した。 

 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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３ 資産の有効活用 

 

機構の保有する資産の活用方法につい

て、自己収入の増加を図る等の観点から、

中期目標期間中に見直しを行うこと。 

 

 

 

第６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供

しようとするときは、その計画 

宝塚宿舎（兵庫県宝塚市、戸建３戸）、

川西宿舎（兵庫県川西市、戸建１戸）、千

里山田宿舎（大阪府吹田市、区分所有建物

２戸）及び戸塚宿舎（横浜市戸塚区、集合

住宅１棟）を売却する。 

 

 

第６ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供

しようとするときは、その計画 

宝塚宿舎（兵庫県宝塚市、戸建３戸）、

川西宿舎（兵庫県川西市、戸建１戸）、

千里山田宿舎（大阪府吹田市、区分所有

建物２戸）及び戸塚宿舎（横浜市戸塚区、

集合住宅１棟）の売却を進める。 

 

【保有資産の見直し】#118 

○ 戸塚宿舎、宝塚等（７件）については、平成20年12月22日に一般競争入札を実

施したが、金融危機の影響を受け入札価格が予定価格を大幅に下回り、不落（不調）

に終わった。このため、不動産市況を注視しつつも、宿舎売却の媒介業者と適時協議

を行い、売却手続き再開のため、平成21年12月１日価格時点で、不動産鑑定評価を

行った。 

 

○ 公庫総合運動場については、国及び共有法人と協議を行い、同運動場の処分に向け

平成21年６月末に施設を閉鎖し、同年12月９日にクラブハウス等の解体撤去工事を

完了したところである。 

また、当機構は、土地の分筆登記完了後、売却手続きを進めることとしているが、

売却に当たって、公庫総合運動場のある地元自治体（三鷹市）と調整を図りつつ、国

及び共有法人と協議を行った。（土地の分筆登記は平成22年3月19日付で完了） 

 

  

第７ 剰余金の使途 

・ 全勘定に共通する事項 

業務改善にかかる支出のための原

資 

職員の資質向上のための研修等の

財源 

・ 長寿・子育て・障害者基金勘定に

係る事項 

剰余金が生じた年度の翌年度以降

の助成の業務の財源 

・ 労災年金担保貸付勘定に係る事項 

将来の資金需要の増加に対処する

ための貸付原資 

 

 

第７ 剰余金の使途 

・ 全勘定に共通する事項 

業務改善にかかる支出のための原

資 

職員の資質向上のための研修等の

財源 

・ 長寿・子育て・障害者基金勘定に

係る事項 

剰余金が生じた年度の翌年度以降

の助成の業務の財源 

・ 労災年金担保貸付勘定に係る事項

将来の資金需要の増加に対処する

ための貸付原資 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 A 評価項目１６ 評  定 A 

  

平成21年度において、一般管理費、人件費及び業務経費の節減について、年度ごとの削減

目標額を上回る削減を実施することができた。 

福祉医療経営指導事業及び福祉保健医療情報サービス事業においては、運営費交付金以外の

収入の確保に取組み、両事業合計で予算額を上回る自己収入を確保することができた。 

また、財投機関債の発行については、ＩＲ（投資家向けの広報活動）を積極的に実施（41

件）するとともに、市場環境に沿った適切な発行条件を設定することにより円滑な資金調達を

行うことができた。 

さらに、保有資産の見直しについては、整理合理化計画の指摘に基づき適切に対応を図ると

ともに、その他の保有する資産についても利用状況等の確認を実施した。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

平成21年度においては、全勘定において当期利益を確保している。

一般管理費、人件費及び業務経費の節減については、平成21年度予

算の縮減幅を上回る額を節減している。 

運営費交付金以外の収入の確保として、福祉医療経営指導事業及び福

祉保健医療情報サービス事業において、両事業合計で予算額を上回る自

己収入を確保している。 

財投機関債の発行については、ＩＲ（投資家向けの広報活動）を積極

的に実施（41件）するとともに、市場環境に沿った適切な発行条件を

設定することにより円滑な資金調達を行っている。 

保有資産の見直しについては、独立行政法人整理合理化計画の指摘に

基づき適切に対応を図るとともに、その他の保有する資産についても利

用状況等の確認を実施している。 

以上のように、全勘定において当期利益を確保するとともに、一般管

理費等の節減、運営費交付金以外の収入の確保、財投機関債の発行によ

る資金調達及び保有資産の見直しが適正に行われており、中期計画を上

回る実績をあげていると評価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

○ 全勘定において当期利益を確保している。 

○ 爆発的利益の見込めるような事業ではないのは周知のことなので、

できる範囲での努力がなされている。 

 

 

 

［数値目標］ 

○ 運営費交付金を充当して行う事業につい

ては、それぞれの事業目的を損なわない範囲

で、利用者負担その他の自己収入を確保する

ことに努める。 

 

 

 

○ 福祉医療経営指導事業及び福祉保健医療情報サービス事業においては、運営費交付金以外

の収入の確保に取組み、両事業合計で次のとおり予算額を上回る自己収入を確保することが

できた。 

 

区  分 実績額 予算額 対予算比

福祉医療経営指導事業収入 45,053千円 33,587千円 134.1%

福祉保健医療情報サービス事業収入 19,720千円 20,062千円 98.3%

合  計 64,773千円 53,649千円 120.7%

 

［福祉医療経営指導事業］ 

福祉医療経営指導事業においては、積極的なＰＲ活動やカリキュラムの改編等を実施す

ることにより、セミナー受講者数及び個別経営診断件数が増加し、予算額を上回る自己収

入（対予算比134.1％）を確保した。 

 

［福祉保健医療情報サービス事業］ 

福祉保健医療情報サービス事業においては、民間企業とのタイアップにより新たな広告

収入先の確保に努める一方で、昨今の経済情勢を鑑み、広告掲載料の引き下げを実施した

ことにより、掲載件数は伸びたものの収入総額は減少したため、予算額を下回った。（対

予算比98.3％） 

※ 業務実績Ｐ100【運営費交付金以外の収入の確保】＃115参照 

 

 

［評価の視点］ 

○ 福祉医療経営指導事業及び福祉保健医療

情報サービス事業については、それぞれの事

業目的を損なわない範囲で自己収入の確保

に努めているか。 

 

○ 福祉医療貸付事業及び年金担保貸付事業

において、財投機関債の発行等による資金調

 

 

[実績：○] 

・ 福祉医療経営指導事業及び福祉保健医療情報サービス事業における自己収入の確保につい

ては、両事業合計で上記【数値目標】のとおり予算額を上回る自己収入を確保できた。 

※ 業務実績Ｐ100【運営費交付金以外の収入の確保】＃115参照 

 

[実績：○] 

・ ＩＲ（投資家向けの広報活動）を積極的に実施（41件）するとともに、市場環境に沿っ
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達を適切に行っているか。 

 

 

■ 当期総利益（又は当期総損失）の発生要因

が明らかにされているか。また、当期総利益

（又は当期総損失）の発生要因の分析を行っ

た上で、当該要因が法人の業務運営に問題等

があることによるものかを検証し、業務運営

に問題等があることが判明した場合には当

該問題等を踏まえた評価が行われているか。

（政・独委評価の視点） 

（具体的取組） 

１億円以上の当期総利益がある場合にお

いて、目的積立金を申請しなかった理由の分

析について留意する。 

 

■ 利益剰余金が計上されている場合、国民生

活及び社会経済の安定等の公共上の見地か

ら実施されることが必要な業務を遂行する

という法人の性格に照らし過大な利益とな

っていないかについて評価が行われている

か。（政・独委評価の視点） 

 

■ 繰越欠損金が計上されている場合、その解

消計画の妥当性について評価されているか。

当該計画が策定されていない場合、未策定の

理由の妥当性について検証が行われている

か（既に過年度において繰越欠損金の解消計

画が策定されている場合の、同計画の見直し

の必要性又は見直し後の計画の妥当性につ

いての評価を含む）。 

さらに、当該計画に従い解消が進んでいる

かどうかについて評価が行われているか。

（政・独委評価の視点） 

 

■ 当該年度に交付された運営費交付金の当

該年度における未執行率が高い場合におい

て、運営費交付金が未執行となっている理由

が明らかにされているか。（政・独委評価の

視点） 

 

■ 運営費交付金債務（運営費交付金の未執

行）と業務運営との関係についての分析を行

った上で、当該業務に係る実績評価が適切に

行われているか。（政・独委評価の視点） 

 

た適切な発行条件を設定することにより円滑な資金調達を実施した。 

※ 業務実績Ｐ101【財投機関債の発行等による資金調達】＃116参照 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ1「財務状況」参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ1「財務状況」参照 

 

 

 

 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ1「財務状況」参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ1「財務状況」参照 

 

 

 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ1「財務状況」参照 
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○ 宝塚宿舎等の売却については、計画どおり

適切に実施しているか。 

 

■ 固定資産等の活用状況等についての評価

が行われているか。活用状況等が不十分な場

合は、その原因の妥当性や有効活用又は処分

等の法人の取組についての評価が行われて

いるか。（政・独委評価の視点） 

 

■ 貸付金、未収金等の債権について、回収計

画が策定されているか。回収計画が策定され

ていない場合、その理由の妥当性についての

検証が行われているか。（政・独委評価の視

点） 

 

■ 回収計画の実施状況についての評価が行

われているか。評価に際し、ⅰ）貸倒懸念債

権・破産更生債権等の金額やその貸付金等残

高に占める割合が増加している場合、ⅱ）計

画と実績に差がある場合の要因分析を行っ

ているか。（政・独委評価の視点） 

 

■ 回収状況等を踏まえ回収計画の見直しの

必要性等の検討が行われているか。（政・独

委評価の視点） 

 

■ 法人の特定の業務を独占的に受託してい

る関連法人について、当該法人と関連法人と

の関係が具体的に明らかにされているか。 

当該関連法人との業務委託の妥当性につ

いての評価が行われているか。（政・独委評

価の視点） 

 

■ 関連法人に対する出資、出えん、負担金等

（以下「出資等」という。）について、法人

の政策目的を踏まえた出資等の必要性の評

価が行われているか。（政・独委評価の視点） 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ3「保有資産の管理・運用等」参照 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ3「保有資産の管理・運用等」参照 

 

 

 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ3「保有資産の管理・運用等」参照 

 

 

 

 

[実績：―] 

 

 

 

 

 

 

[実績：―] 

 

 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ56「事務・事業の見直し等」参照 

 

 

 

 

 

[実績：○] 

資料4「平成21年度業務実績評価別添資料」Ｐ56「事務・事業の見直し等」参照 

 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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第６ その他業務運営に関する重要事項 

通則法第２９条第２項第５号のその他業

務運営に関する重要目標は、次のとおりと

する。 

 

 

人事に関する事項 

 

（１）効率的かつ効果的な業務運営を行う

ため、組織編成及び人員配置を実情に

応じて見直すこと。 

 

 

 

（２）人事評価制度の運用により職員の努

力とその成果を適正に評価するととも

に、人材の育成に努め、士気及び専門

性の高い組織運営に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８ その他主務省令で定める業務運営に

関する事項 

独立行政法人福祉医療機構の業務運営並

びに財務及び会計に関する省令（平成１５

年厚生労働省令第１４８号）第４条の業務

運営に関する事項は、次のとおりとする。 

１ 職員の人事に関する計画 

（１）方針 

① 業務処理方法の改善等を図り組織

のスリム化に努めるとともに、各業

務の特性や業務量を踏まえ、組織編

成及び人員配置を実情に即して見直

す。 

 

② 人事評価制度の適正な運用を行

い、評価結果を人事及び給与等に反

映し、士気の高い組織運営に努める。

 

 

③ 質の高いサービスの提供を行うこ

とができるように、各業務の特性に

応じて、専門性の高い職員の育成・

確保に努める。 

 

 

 

 

 

④ 担当業務に必要な知識・技術の習

得、職員の能力開発等を目的として

各種研修を実施する。 

 

 

 

（２）人員に係る指標 

期末の常勤職員数を期初の常勤職員

数の１００％以内とする。 

（参考１） 

期初の常勤職員数  ２９９人 

（参考２） 

中期目標期間中の人件費総額見込

み 

１１，５０９百万円 

ただし、上記の額は、役員報酬並

 

第８ その他主務省令で定める業務運営に

関する事項 

 

 

 

 

１ 職員の人事に関する計画 

（１）方針 

① 事務・事業の合理化・効率化を図

り、業務の実態を踏まえつつ組織の

スリム化を図るとともに、業務の量

及び質に対応した、より適正な組織

編成及び人員配置を行う。 

 

② 人事評価結果を活用した人事や更

なる給与への反映等の取組を進め

る。 

 

 

③ 専門性を磨き、民間活動への支援

の質を高めるため、若手職員の育成

を目的とした福祉医療分野に関する

専門研修を実施するとともに、福祉

医療経営指導事業等における専門性

の高い職員を育成・確保するため、

資格取得支援を行う研修体系を構築

する。 

 

④ 教育・訓練プログラムの運用の改

善を図り、各事業部門毎に必要な知

識・技術の習得、及び職階毎に求め

られる個人の能力開発等を目的とし

たより効果的な研修を実施する。 

 

（２）人員に係る指標 

平成２１年度末の常勤職員数を期初

の１００％以内とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【適正な人員配置】#119 

【組織のスリム化等】に同じ 

 

 

 

 

【人事評価制度の運用】#120 

○ 人事評価制度の適正な運用により、評価結果を昇給、賞与等に反映させた。 

また、無駄を削減し、業務をより効率的に行う取組を職員の評価結果に反映する仕

組みを強化するため、平成22年度に向けて評価方法の見直しを行った。 

≪添付資料：40≫

【研修の充実】#121 

○ 若手職員の育成を図るため、福祉・医療分野における専門家等を招いて14回の研

修を開催（延べ参加人数445人）するとともに、福祉医療経営指導事業等における

専門性の高い職員を育成するため、新たに資格取得支援制度を構築した。 

 

 

 

 

 

○ 教育・訓練プログラムを効果的に管理運用するため、期中におけるプログラムの中

間評価を新たに設けるとともに、人事評価制度のコンピテンシーの向上に直接結びつ

く研修や、部署毎における固有の能力を習得するための研修メニューを実施した。 

また、研修体系の見直しを行い、役職に応じた研修メニューを追加し、平成22年

度より実施することとした。 

≪添付資料：41≫

【人員に係る指標】#122 

○ 業務の実態を踏まえつつ、組織体制及び人員配置の見直しを行った結果、期末の常

勤職員数は260人（再雇用職員3人を含む。）となった。 

 

 

 

 

 

 

 



中 期 目 標 中 期 計 画 ２１ 年 度 計 画 ２１年度業務実績 
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びに職員基本給、職員諸手当及び時

間外勤務手当に相当する範囲の費用

である。 

 

２ 施設及び設備に関する計画 

なし 

 

３ 積立金の処分に関する事項 

前期中期目標の期間の 終事業年度に

おいて、独立行政法人通則法第４４条の

処理を行ってなお積立金があるときは、

その額に相当する金額のうち厚生労働大

臣の承認を受けた金額について、長寿・

子育て・障害者基金の助成事業及び自己

収入財源で取得し、当期へ繰り越した固

定資産の減価償却に充てることとする。 

 

 

 

 

 

２ 施設及び設備に関する計画 

なし 

 

３ 積立金の処分に関する事項 

前期中期目標期間からの繰越積立金

は、長寿・子育て・障害者基金の助成事

業及び前期中期目標期間中に自己収入財

源で取得し、当期へ繰り越した固定資産

の減価償却に充てることとする。 
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評 価 の 視 点 等 自己評定 Ａ 評価項目１７ 評  定 Ａ 

  

人事評価制度の適正な運用については、評価結果を昇給、賞与等に反映させたとともに、無

駄を削減し、業務をより効率的に行う取組を職員の評価に一層反映するための仕組みを新たに

導入することとし、人事評価結果に基づく処遇の推進を図った。 

研修の充実については、福祉・医療分野における第一線の専門家等を招いて14回の研修を

開催し、若手職員の育成・専門性の向上に努めるなど、担当業務に必要な知識・技術の習得、

職員の能力開発等を目的として各種研修を実施した。 

人員に関する指標については、業務の実態を踏まえつつ、組織体制及び人員配置の見直しを

行った結果、平成21年度末の常勤職員数は260人（再雇用職員3人を含む。）、期初の常勤

職員数の87.0%となり、年度計画を達成した。 

 

 

（委員会としての評定理由） 

人事評価制度の適正な運用については、評価結果を昇給、賞与等に反

映させるとともに、無駄を削減し、業務をより効率的に行う取組みを職

員の評価に一層反映するための仕組みを新たに導入することとし、人事

評価結果に基づく処遇の推進を図っている。 

人材の育成については、福祉・医療分野における第一線の専門家等を

招いて14回の研修を開催し、若手職員の育成・専門性の向上に努める

など、担当業務に必要な知識・技術の習得、職員の能力開発等を目的と

して各種研修を実施している。 

人員に関する指標については、業務の実態を踏まえつつ、組織体制及

び人員配置の見直しを行った結果、平成21年度末の常勤職員数は260

人（再雇用職員3人を含む。）、期初の常勤職員数（299人）の87.0

％となり、年度計画（期初の常勤職員数の100％以内）を達成してい

る。 

以上のように、人事評価制度の適正な運用と人材の育成に努めてお

り、中期計画を上回る実績をあげていると評価する。 

 

 

（各委員の評定理由） 

○ 人事評価結果を昇給、賞与等に反映させ、人事評価結果に基づく処

遇の推進を図っており、職員のモチベーションを上げる努力がなされ

ている。 

○ 職員に対する各種研修を充実させている。 

○ 組織体制の見直し等により、職員数のスリム化が進んでいる。 

○ 人員数に関しては、適正化の余地があると考えるが、努力されてい

ることは理解。 

 

 

 

［数値目標］ 

○ 期末の常勤職員数を期初の常勤職員数の

１００％以内とする。 

 

 

 

○ 業務の実態を踏まえつつ、組織体制及び人員配置の見直しを行った結果、平成21年度末

の常勤職員数は、期初の常勤職員数の87.0%となり、年度計画を達成した。 

※ 業務実績Ｐ106【人員に係る指標】＃122参照 

 

 

［評価の視点］ 

○ 職員の人事に関する計画について、中期計

画に掲げる方針に基づき、実施等している

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 職員の努力とその成果が適切に人事上評

価されているか。 

 

 

 

 

○ 期末の常勤職員数が期初の常勤職員数の

１００％以内となっているか。 

 

○ 国家公務員の再就職者のポストの見直し

を図っているか。特に、役員ポストの公募や、

平成２１年度末までに廃止するよう指導さ

れている嘱託ポストの廃止等は適切に行わ

れたか。 

 

 

[実績：○] 

・ 人事評価結果を昇給、賞与等に反映させたたともに、無駄を削減し、業務をより効率的に

行う取組を職員の評価に一層反映するための仕組みを新たに導入することとし、人事評価結

果に基づく処遇の推進を図った。 

※ 業務実績Ｐ106【人事評価制度の運用】＃120参照 

 

・ 福祉・医療分野における第一線の専門家等を招いて14回の研修を開催し、若手職員の育

成・専門性の向上に努めるなど、担当業務に必要な知識・技術の習得、職員の能力開発等を

目的として各種研修を実施した。 

※ 業務実績Ｐ106【研修の充実】＃121参照 

 

[実績：○] 

・ 当機構の人事評価制度は、「業務の遂行の結果としての成果」と「成果を出すプロセスに

おいて発揮された能力」を評価の対象とする制度として構築したものであり、平成21年度

においても、評価結果を昇給、賞与等に適切に反映させた。 

※ 業務実績Ｐ106【人事評価制度の運用】＃120参照 

 

[実績：○] 

・ 上記【数値目標】のとおり年度計画を達成した。 

 

[実績：○] 

・ 平成21年9月29日の閣議決定（独立行政法人等の役員人事に関する当面の方針について）

を踏まえ、理事ポストの公募を行った結果、「適任者なし」とし、平成22年度より国家公

務員再就職者が就任していた理事ポスト（1名）を削減したことにより、国家公務員再就職

者は0となった。 
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○ 独立行政法人職員の再就職者の非人件費

ポストの見直しを図っているか。 

 

また、国家公務員の再就職者（職員）のポストについては、現職者定年後、国家公務員に

よる再就職を解消することとした。 

なお、平成21年度までに廃止するよう指導されている国家公務員再就職者が就いている

嘱託ポストに該当するポストは設置していない。 

 

[実績：○] 

・ 該当ポストなし。 

 

 



 

 

資 料 ４ 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年度業務実績評価別添資料 

 

評価委員会が特に厳正に評価する事項 及び 

政・独委の評価の視点への対応状況説明資料 
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（項目１） 

財 務 状 況 

 

①当期総利益又は総損失 総利益            808 億円

②利益剰余金又は繰越欠損金 利益剰余金          716 億円

③-1 当期一般勘定運営費交付金債務 0.0 億円（執行率 100.3％）

③-2 当期共済勘定運営費交付金債務 0.7 億円（執行率 94.0％）

③-3 当期保険勘定運営費交付金債務 0.4 億円（執行率 74.7％）

④利益の発生要因 

及び 

目的積立金の申請状況 

平成21年度の決算状況は、各勘定において収支相償ないし

当期総利益を計上したところである。なお、各勘定における利

益の主な発生要因等については、次のとおりである。 

[一般勘定及び共済勘定] 

事業費等の適正な執行等により収支相償となった。 

[長寿・子育て・障害者基金勘定] 

運用収入の範囲内で事業を実施したこと、また、退職給付引

当金戻入益が発生したことにより、当期総利益は808百万円

となった。 

なお、平成22年度から当該事業の財源が運用収入から補助

金に変更となったことにより目的積立金を申請していない。 

[保険勘定] 

保険勘定は、約1,600百万円の当期総利益が発生。 

これは運用環境の好転により運用益を確保できたことによ

るものである。 

なお、当期総利益は独立行政法人通則法第44条第1項に基

づき、繰越欠損金11,235百万円の解消に充てるため、目的積

立金として申請していない。 

[年金担保貸付勘定及び労災年金担保貸付勘定] 

年金担保貸付勘定は381百万円、労災年金担保貸付勘定は7

百万円の当期総利益が発生。 

これは、財投機関債による調達金利を引き下げることができ

たこと、また、業務運営コストを適切に貸付金利に反映したこ

とにより調達金利と貸付金利における金利差を確保できたこ

とによるものである。 

なお、当期総利益は次年度以降の貸付金利引き下げの財源と



 

 

して充当する予定であるため目的積立金として申請していな

い。 

[承継債権管理回収勘定] 

貸付金利息収入を確保したことにより、当期総利益は

78,008百万円となった。 

なお、当期総利益は機構法に基づき翌年度国庫納付すること

とされているので、目的積立金として申請していない。 

⑤100 億円以上の利益剰

余金又は繰越欠損金が

生じている場合の対処

状況 

[承継債権管理回収勘定] 

貸付金利息収入を確保したことにより、利益剰余金78,008

百万円を計上しているが、当該利益剰余金は機構法に基づき翌

年度国庫納付することとされている。 

⑥運営費交付金の執行

率が９０％以下となっ

た理由 

運営費交付金を交付されている勘定は、一般勘定、共済勘定

及び保険勘定であり、当該年度の執行率はそれぞれ100.3％、

94.0％、74.7％となっている。 

なお、保険勘定においては、実施する事業の精査を行うなど

経費の節減を実施したことにより、執行率が90％以下となっ

たものである。 

 



 

 

（項目２） 

保有資産の管理・運用等 

 

①保有資産の活用状況

とその点検 

[省内事業仕分けに向けて検討した現有資産の活用状

況、処分可能資産についての検証状況] 

職員宿舎（72戸）については、全廃も視野に入れ、

段階的に縮減を図る。 

[固定資産の減損] 

平成19年12月に閣議決定された整理合理化計画

「各独立行政法人について講ずべき措置」で保有資産

の見直しとして、「共有法人と協議を行い、整理につい

て検討する」こととされた公庫総合運動場について、

平成21年6月末に閉鎖し、減損の認識に至った。 

②不要財産となったも

のの内容とその処分方

針 

[宿舎等] 

（内容） 

独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日

閣議決定）において、宝塚宿舎（兵庫県宝塚市、戸建

３戸）、川西宿舎（兵庫県川西市、戸建１戸）、千里山

田宿舎（大阪府吹田市、区分所有建物２戸）及び戸塚

宿舎（横浜市戸塚区、集合住宅１棟）を売却すること

及び公庫総合運動場の整理について検討することとさ

れた。 

（処分方針） 

○ 戸塚宿舎、宝塚等（７件）については、平成20年

12月22日に一般競争入札を実施したが、金融危機

の影響を受け入札価格が予定価格を大幅に下回り、

不落（不調）に終わった。このため、不動産市況を

注視しつつも、宿舎売却の媒介業者と適時協議を行

い、売却手続き再開のため、平成21年12月１日価

格時点で、不動産鑑定評価を行った。（平成22年度

中に入札手続きを実施） 

○ 公庫総合運動場については、国及び共有法人

と協議を行い、平成21年６月末に施設を閉鎖し、同

年12月９日にクラブハウス等の解体撤去工事を完

了し、平成22年3月19日に土地の分筆登記を完了し

た。（平成22年度中を目途に三鷹市及び関係機関と

調整の上、入札手続きを実施） 

[長寿・子育て・障害者基金] 

（内容） 



 

 

平成２１年１１月の行政刷新会議の事業仕分け結果

を踏まえ、「長寿・子育て・障害者基金」の出資金を平

成２２年度中に国庫返納する。 

また、長寿・子育て・障害者基金勘定における積立

金等についても、国庫返納を予定している。 

（処分方針） 

保有債券の処分方法は検討中である。 



 

 

■心身障害者扶養保険事業 

③資金運用の状況 

１ 資金運用の実績 

平成21年度のベンチマーク収益率との差は、外国株

式の影響を受けて▲1.65%となったところであるが、

運用利回りについては、厚生労働大臣が別途指示する

運用利回り2.8%を上回る5.70%の運用実績を確保す

ることができ、前年度（▲5.89%）より大幅に改善し

たため、繰越欠損金が16億円減少した。（平成20年度

末112億円⇒平成21年度末96億円） 

［平成21年4月～平成22年3月（年率）］ 

区   分 
ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 

収益率 
運用実績 ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ差 

有
価
証
券 

国内
債券 2.04％ 1.92％ ▲0.12％ 

株式 28.47％ 28.47％ 0.00％ 

外国
債券 0.18％ 0.03％ ▲0.15％ 

株式 46.75％ 45.13％ ▲1.63％ 

短 期 資 産    0.08％ 0.18％ 0.11％ 

合 計 7.35％ 5.70％ ▲1.65％ 

 

２ 資金運用の基本的方針 

資金の運用については、制度に起因する資金の特性

を十分に踏まえ、厚生労働大臣の認可を受けた金銭信

託契約の内容に基づき、長期的な観点から安全かつ効

率的に行うことにより、将来にわたって扶養保険事業

の運営の安定に資することを目的として行っている。

このため、分散投資を基本として、長期的に維持すべ

き資産構成割合を、心身障害者扶養保険資産運用委員

会（資産運用に精通した外部専門家により構成される

組織をいう。）の議を経た上で策定し、心身障害者扶養

保険資金の運用を行っている。 

○厚生労働省の役割 

⇒ 福祉医療機構に対し、達成すべき中期目標等

を指示（基本的考え方、運用の目標、運用利回

り、運用手法等） 

⇒ 心身障害者扶養保険制度全般の合理的かつ円

滑な運営の確保 

○福祉医療機構の役割 

⇒ 厚生労働大臣から指示された中期目標等を踏

まえて運用を実行（基本ポートフォリオの策定、

運用受託機関の選定、評価ベンチマークの設定、

運用の基本方針の策定） 



 

 

⇒ 運用実績の検証及び財務状況の検証を実施

し、その結果を厚生労働省に対し報告 

○運用受託機関の役割 

⇒ 運用の基本方針及び運用ガイドライン等に基

づき資産運用（ベンチマーク収益率の確保） 

⇒ 福祉医療機構に対し毎月運用実績を報告 

 

３ 福祉医療機構の責任 

心身障害者扶養保険事業の安定的な運営を図り、将

来にわたり障害者に対する年金給付を確実に行うた

め、毎年度、心身障害者扶養保険事業の財政状況を検

証するとともに、加入者等に対し公表する。 

なお、検証の結果は、厚生労働省に報告するととも

に、将来的に当該事業の安定的な運営に支障が見込ま

れる場合には、厚生労働大臣に対しその旨申出をする。

 

 



 

 

■長寿・子育て・障害者基金事業 

③資金運用の状況 

１ 資金運用の実績 

財投機関債を中心とした運用を行い、再運用した

276億円について、長期金利指標である国債の平均利

回り1.46%を0.23%上回る1.69％の実績を上げた。

《平均運用利回り》 

平成21年度実績 国債の平均利回り 差引き 

1.69% 1.46% 0.23% 

 

２ 資金運用の基本的方針 

安全で安定的な運用収益を確実に上げるため、ラダ

ー型運用（10年債を中心とした運用により収益を確保

することとし、将来に向けて毎年度基金原資の1割が償

還時期を迎え再運用ができるようなポートフォリオを

作成し運用）を計画的に構築しており、平成20年度に

おいてその完成年度を早めるための運用計画の見直し

を行ったところである。 

なお、ラダー型運用は、基本的に債券を満期まで保

有することとなるため、時価又は為替相場の変動等の

影響を受けることはないものである。 

 

 



 

 

■福祉医療貸付事業 

④債権の回収状況と関

連法人への貸付状況 

１ 貸付金の状況 

福祉医療貸付事業に係る貸付金の状況は次のとおり

である。 
区 分 件 数 金 額 

貸 付 実 行 1,492 件 1,846 億円 

回  収 1,020 件 2,817 億円 

 うち債権償却 8 件 6 億円 

貸 付 残 高 22,173 件 3 兆 1,452 億円 

 

２ 貸付金の回収計画 

福祉医療貸付事業においては、当機構は、金銭消費貸

借契約の内容により作成した償還約定表に基づき、償還

日に貸付先から償還元金及び貸付金利息の回収を行う

とともに、入金状況を把握するなど、回収金等の管理を

実施している。 

 

３ 回収計画の実施状況の評価 

福祉医療貸付事業におけるリスク管理債権について

は、施設を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、リスク管

理債権の動向を毎月役員等幹部に報告するとともに、発

生要因を分析し、分析結果を貸付関係部にフィードバッ

クするなど、リスク管理債権の抑制に努めているところ

である。 

なお、近年、リスク管理債権比率が増加しているが、

これは累次のマイナス報酬改定により医療、介護施設を

取り巻く経営環境が年々厳しくなり経営体力が低下す

る中、医師、看護師・介護職員の不足の影響を受けると

ともに、民間金融機関の貸出態度の悪化もあり、資金繰

りに支障を来す貸出先が増加したこと等が主たる要因

と考える。 

平成21年度末におけるリスク管理債権比率について

は2.49%となり、目標（1.56%）は達成できなかった

ものの、前年度より0.48%減少している。 

 

４ 回収計画の見直しの検討 

貸付先からの回収が滞った場合、直ちに状況を確認す

るとともに、回収計画の変更が必要と判断された場合に

は、貸付先から提出された改善計画書を基に、その事業

の公共性、経営状態等を十分に勘案の上、適正な審査を

実施し、貸出条件の緩和による経営の立て直しや再生を

支援しているところである。 



 

 

■年金担保貸付事業・労災年金担保貸付事業 

④債権の回収状況と関

連法人への貸付状況 

１ 貸付金の状況 

年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業に係る

貸付金の状況は次のとおりである。 
区 分 年金担保 労災年金担保 

貸 付 実 行 
1,868 億円

（213,087 件）
50 億円 

（3,731 件） 

回  収 
1,893 億円

（202,421 件）
51 億円 

（3,681 件） 

 うち債権償却
0 億円

（40 件）
0 億円 

（4 件） 

貸 付 残 高 
1,863 億円

（347,873 件）
50 億円 

（6,166 件） 

 

２ 貸付金の回収計画 

年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業におい

ては、機構法に基づき、年金受給者の年金受給権を担保

として小口資金の貸付けを行っており、回収に当たって

は各年金支給月に年金支給機関より当機構が受領する

年金から償還元金及び利息の回収を行っている。 

 

３ 回収計画の実施状況の評価 

回収計画の実施状況については、貸付金利の見直し時

に評価を行っている。 

また、信用保証機関の利用率が99.9％に達しており、

リスク管理債権の発生は保証履行がされない場合に限

定されるため、リスク管理債権比率は年金担保貸付事業

が0.19％、労災年金担保貸付事業が1.07％である。 

なお、両事業における比率に差が生じている主な要因

は、当機構がこれら事業を承継した際のリスク管理債権

比率の違いによるものである。 

 

４ 回収計画の見直しの検討 

受託金融機関に対する指導を徹底することにより、リ

スク管理債権の発生の減少を図っているところである。

 

 



 

 

■承継年金住宅融資等債権管理回収業務 

④債権の回収状況と関

連法人への貸付状況 

１ 貸付金の状況 

承継年金住宅融資等債権管理回収業務は、年金被保険

者に対する年金住宅融資等に係る債権の回収が終了す

るまでの間、当該債権の管理及び回収を行うものであ

る。平成21年度における回収状況等は次のとおりであ

る。 
区 分 件 数 金 額 

回  収 55,451 件 3,483 億円 

 うち債権償却 39 件 1 億円 

貸 付 残 高 424,940 件 2 兆 516 億円 

 

２ 貸付金の回収計画 

承継年金住宅融資等債権管理回収業務においては、当

機構は、金銭消費貸借契約の内容により作成した償還年

次表に基づき、支払期日（基本的に9月と3月の年2回）

に、貸付先から、償還元金及び貸付金利息の回収を行う

とともに、入金状況を把握するなど、回収金等の管理を

実施している。 

 

３ 回収計画の実施状況の評価 

承継年金住宅融資等債権管理回収業務におけるリス

ク管理債権については、毎年度決算時において評価を行

い、財務諸表において公表しているところである。 

承継年金住宅融資等債権管理回収業務については、平

成17年1月末をもって新規融資を停止したことから、

貸付残高が減少することにより、貸付残高に占めるリス

ク管理債権の割合は増加する傾向にあり、平成21年度

においては4.60％になった。なお、承継年金住宅融資

等債権の94.1％は機関保証付き債権となっており、機

関保証付き債権を除いたリスク管理債権の割合は

1.20％である。 

 

４ 回収計画の見直しの検討 

延滞や貸倒れを防止するため、経済情勢の変化に伴う

ローン返済困窮者及び民事再生法の適用者などについ

ては、償還条件変更を実施し、将来にわたる円滑な元利

金の返済を確保する方策を講じている。 

 

 

 



 

 

■貸付事業に係る未収収益（貸付金利息） 

④債権の回収状況と関

連法人への貸付状況 

一般勘定、年金担保貸付勘定、労災年金担保貸付勘

定及び承継債権管理回収勘定において、貸付事業に係

る未収収益を計上しているところである。これは年度

内に発生した貸付金利息であり、翌年度の約定償還日

に貸付先から回収するものである。 

 



 

 

（項目３） 

組織体制・人件費管理 

（委員長通知別添一関係） 
 

①給与水準の状況 

   と 

 総人件費改革の進捗

状況 

１ 給与水準の状況 

◎指数の状況 

対国家公務員  １１９．１ 

地域勘案    １０５．９ 

学歴勘案    １１６．１ 

地域・学歴勘案 １０３．５ 
（注）地域勘案指数：民間賃金が高い地域の職員に支払われる

手当の有無を考慮した指数 

学歴勘案指数：学歴構成による給与水準の違いを考慮し

た指数 

 

◎国に比べて給与水準が高くなっている定量的な理由 

① 在勤地が大都市圏であること 

比較対象となる国家公務員の平均給与は全国平均

であるが、機構の在勤地は大都市圏（東京都特別区及

び大阪市）であり、地域差があること。 

（職員の割合…東京都特別区：88.8％、大阪市：

11.2％） 

② 大学卒以上の比率が高いこと 

国家公務員（行政職（一））の大学卒以上の比率は

50.0％（平成21年国家公務員給与等実態調査）であ

るのに対し、当機構職員の大学卒以上の比率は

86.0％となっており、学歴構成による差があること。 

③ 管理職比率が高いこと 

当機構は、特殊法人改革等の流れの中で、他組織か

らの事業承継が断続的に行われており、従来から実施

してきた福祉医療貸付事業等の６事業に加え、年金担

保貸付事業等を他組織から承継し、現在、８事業１業

務と多種多様な事業を行っており、事業承継の過程に

おいて、各事業毎に担当部署を設け、結果的に、全体

の管理監督者の比率が国家公務員と比較して高い傾

向にあること。 

④ 民間の金融部門における給与実態を勘案しているこ

と 

当機構は、福祉医療分野における政策金融を事業の

中核として行っており、金融に関する専門性を有する

公庫等の給与実態や民間における金融部門の給与実

態等を勘案しながら、必要な人材が確保できる水準と

してきたこと。 

 



 

 

◎給与水準の適切性の検証 

① 国からの財政支出について 

平成21年度支出予算の総額208,304百万円に対

し国からの財政支出額は39,940百万円（支出予算の

総額に占める国からの財政支出の割合：19.2％）で

あり、その内訳は、運営費交付金4,137百万円、退職

手当共済事業に係る給付費補助金25,923百万円、福

祉・医療貸付事業に係る利子補給金9,880百万円とな

っている。 

運営費交付金のうち給与、報酬等支給総額は2,096

百万円（支出総額に占める割合：1.0％）であり、国

からの財政支出を増加させる要因とはなっていない。 

② 累積欠損額 

平成20年度決算において累積欠損額は発生してい

ない。 

③ 法人の業績評価 

当機構は平成20年度業務実績について、評価委員

会の評価において17項目中１項目S（中期計画を大幅

に上回っている）、13項目Ａ（中期目標を上回ってい

る）評価を受けている。 

④ 支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合 

平成21事業年度決算における支出総額196,884

百万円に対し給与、報酬等支給総額2,096百万円であ

り、その割合は1.1％程度である。 

⑤ 管理職の割合 

平成22年度公表における事務・技術職員数214 

人のうち管理職は41人であり、その割合は19.2％と

なっている。 

上記措置により管理職の割合は減少傾向にあり、給

与水準引き下げの一要因となっている。 

⑥ 大卒以上の高学歴者の割合 

同214人のうち大卒以上の職員数は184人であ

り、その割合は86.0％となっている。 

 

◎講ずる措置 

○これまでに講じた措置 

・平成 16 年度において全職員の昇給を停止 

・平成 17 年１月に、国家公務員に先立って、職階と

等級の明確化及び昇給カーブの抑制を目的とした本

俸基準表の引下げを実施（平均△5.3%） 

・平成 16～19 年度にかけて、組織のスリム化の推進

（部長△２、次長△１、課長△５） 

・平成 21 年度に課長ポストを更に１ポスト削減 

 



 

 

○今後講ずる措置 

上記措置を講じてきた結果、年齢・地域・学歴差を

勘案した対国家公務員指数は減少傾向にあるが、給与

水準の適正化を引き続き着実に進めていくため、平成

22年度においては更に以下の取組みを実施している

ところである。 

・機構独自の措置として管理職層等を対象とした本俸

基準表の引き下げ（平均△1.0%）を図るとともに、

理事長の報酬を年 100 万円引き下げ（△5.6%） 

・管理職ポストの削減（課長△2） 

・特別都市手当（国の地域手当に相当）について、国

は平成 18 年度以降 6％引き上げ、平成 22 年度に

18％（東京都特別区）の支給割合となったが、当機

構は引き続き 12％に据え置き、抑制を継続する。 

・平成 21 年度より国に新設された本府省業務調整手

当に相当する手当は設けない。 

 

以上の措置により、平成22年度における年齢・地

域・学歴差を勘案した対国家公務員指数は102.5ポイ

ント程度と見込まれるが、今後とも国家公務員の給与

改定状況等を注視しつつ、必要となる措置を講じてい

くことにより、平成24年度（平成25年度公表）にお

ける年齢・地域・学歴差を勘案した対国家公務員指数

を概ね100ポイントとする。 

 

２ 総人件費の状況 

① 対前年度比における増減の要因について 

［給与、報酬等支給総額及び 広義人件費の対前年度

要因］ 

平成20年度及び21年度の自己都合退職者が見込

みを下回ったことなどから（平成18年度14人、19

年度13人、20年度6人、21年度2人）、給与、報酬

等支給総額は対前年度比1.0％増となった。 

一方、退職者数の減少による退職手当支給額の減

少、法定外福利費の見直し等により、 広義人件費は

対前年度比で2.8％の削減となった。 

② 人件費削減の取組状況 

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革

の推進に関する法律」（平成18年法律第47号）等に

基づく削減目標を確実に達成するため、業務の効率化

等により常勤職員数を抑制し、平成17年度を基準（平

成18年度に承継した年金住宅融資等債権管理回収業

務及び教育資金貸付けあっせん業務に係る２勘定に

ついては平成18年度実績額を基準）として中期計画



 

 

における人件費削減目標（５％）を上回る人件費削減

（11.4%）を実施した。 

②国と異なる、又は法人

独自の諸手当の状況 
機構の諸手当は、国に準じた支給内容となっている。

③福利厚生費の状況 

法定福利費   374,101 千円（＠1,321,912 円） 

法定外福利費   55,811 千円（＠197,212 円） 

（主な法定外福利費の内容） 

○ 住宅関連費用（宿舎の維持管理費等） 

○ 労働安全衛生法に基づく健康診断費用 

○ 永年勤続表彰費用 

（レクリエーションへの支出状況） 

レクリエーション経費は支出していない。 

（法定外福利費の見直し状況） 

永年勤続表彰については、厚生労働省において勤続

年数満20年及び満30年の者に対して永年勤続表彰

を行っていることを踏まえ、平成21年12月より実施

基準を見直し勤続年数満25年時点の表彰を廃止し

た。 

（健康保険料の労使負担割合の見直しの働きかけの状況）

厚生労働大臣からの労使負担割合の見直しに係る

要請を踏まえ、加入する健康保険組合に対して、平成

22年5月19日付で文書による依頼を行った。 

 

 



 

 

（項目３の２） 

○ 国家公務員再就職者の在籍状況 及び 

法人を一度退職した後、嘱託等で再就職した者注１の在籍状況 

  （平成 22 年 3 月末現在） 

      役  員注２ 職  員 

      常勤 非常勤 計 常勤 非常勤 計 

総  数   ６人  １人 ７人  ２６０人  ２３人 ２８３人

  
うち国家公務員

再就職者 
 １人  ０人 １人  ４人  ０人  ４人

  うち法人退職者  １人  ０人  １人 ３人  ０人  ３人

 
うち非人件費ポス

ト 
 ０人  ０人  ０人  ０人  ０人  ０人

  
うち国家公務員

再就職者 
 ０人  ０人  ０人 ０人 ０人  ０人

  うち法人退職者  ０人  ０人  ０人  ０人 ０人  ０人

注１ 「法人を一度退職した後、嘱託等で再就職した者」とは、法人職員が、定年退職等

の後、嘱託職員等として再度採用されたものをいう。（任期職員の再雇用を除く。） 

注２ 役員には、役員待遇相当の者（参与、参事等の肩書きで年間報酬額 1,000 万円以上

の者）を含む。 

注３ 「非人件費ポスト」とは、その年間報酬が簡素で効率的な政府を実現するための行

政改革の推進に関する法律（平成 18 年法律第 47 号）第 53 条第 1項の規定により削減

に取り組まなければならないこととされている人件費以外から支出されているもの

（いわゆる総人件費改革の算定対象とならない人件費） 

 

④国家公務員再就職者

のポストの見直し 

一 国家公務員再就職者である役職員が就いているポス

トの名称 

［役員］理事 

［職員］総務部長、経理部長、福祉貸付部長、 

医療貸付部長 

二 一のポストの見直しの状況 

役員ポストは、平成 22 年 4 月より国家公務員再

就職者は 0 名となった。 

また、職員については現職者定年後、国家公務員

の再就職を解消することとした。（平成 22 年度末に

1 名減、 平成 23 年度末に 2 名減、平成 24 年度

末に 1 名減と段階的に解消） 

 



 

 

三 役員ポストの公募の実施状況 

平成 21 年 9 月 29 日の閣議決定（独立行政法人

等の役員人事に関する当面の方針について）を踏ま

え、国家公務員再就職者が就任していた理事ポスト

の公募を行った結果、適任者がおらず採用にいたら

なかった。なお、当該理事ポストについては、平成

22 年度から削減した。 

四 非人件費ポストの廃止状況 

該当ポストなし 

⑤独立行政法人職員の

再就職者の非人件費ポ

ストの見直し 

該当ポストなし 

 



独立行政法人福祉医療機構の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成21年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況

平成21年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

18,019 11,736 4,648
1,408

227
（特別調整手当）

（通勤手当）
千円 千円 千円 千円

5,582 3,180 1,991
381
30

（特別調整手当）

（通勤手当）
7月18日 ＊

千円 千円 千円 千円

7,757 6,151 789
738
79

（特別調整手当）

（通勤手当）
9月3日 3月31日 ＊

前職
就任・退任の状況

法人の長

その他（内容）

A理事

B理事

役名

　役員の奨励手当について、役員給与規程第7条第6項の規定に基づき業績評価の結果
及び職務実績等を考慮のうえ、成績率に反映させた。
（参考）役員給与規程第7条第6項
　　 理事長は、前項の規定による奨励手当の額について、厚生労働省独立行政法人評価委員会
　が行う業績評価の結果及びその者の職務実績等を考慮し、これを増額し、又は減額することがで
　きる。

人事院勧告による国家公務員指定職の給与改定を踏まえ、以下の改正を
行った。
・俸給月額を約0.3%引き下げた。
・期末特別手当を期末手当（定率分）と奨励手当（成績査定分）に分割・再
編し、年間の支給月数を0.2月分引き下げた。

法人の長に同じ

該当者なし

法人の長に同じ

法人の長に同じ

1



千円 千円 千円 千円

15,513 9,984 4,169
1,198

162
（特別調整手当）

（通勤手当）
3月31日 ※

千円 千円 千円 千円

15,430 9,984 4,169
1,198

79
（特別調整手当）

（通勤手当）
◇

千円 千円 千円 千円

15,642 10,074 4,169
1,209

190
（特別調整手当）

（通勤手当）
4月1日 ※

千円 千円 千円 千円

12,285 8,748 2,408
1,050

79
（特別調整手当）

（通勤手当）
4月1日

千円 千円 千円 千円

2,268 2,268
（　　　　）

9月30日 ＊※

千円 千円 千円 千円

1,128 1,128
（　　　　）

1月1日

注１：「特別調整手当」とは、民間の賃金水準が高い地域に在勤する役員に支給しているものである。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付している。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
      独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄としている。

３　役員の退職手当の支給状況（平成21年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

千円 年 月

千円 年 月

B監事
（非常勤）

法人の長

C理事

D理事

A監事

C監事
（非常勤）

E理事

監事

摘　　要

該当者なし

該当者なし

法人での在職期間

理事 該当者なし
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成21年度における給与制度の主な改正点

本俸及び役職手当等
（昇格）

　必要経験年数等を有し、勤務成績が良好であって１等級上位の職務遂行が担
えると認められる場合に職階毎の定数に応じ昇格。（人事評価結果を参考資料と
して活用）
（初任給、昇格、昇給等の基準第14条第1項）

　 奨励手当は、その者の勤務成績に応じて、理事長がその都度定める割合により
計算した額とし（職員給与規程第23条第7項）、人事評価結果を反映させ差を設け
ている。

本俸
（昇給）

　 昇給は、その者の勤務成績に基づいて行うこととしており、その勤務成績は人
事評価結果に基づき決定することとしている。（初任給、昇格、昇給等の基準第20
条）

　① 人件費管理の基本方針

給与種目

賞与：奨励手当
（査定分）

制度の内容

　 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成１８年法
律第４７号）に基づき、平成１８年度以降の５年間で、平成１７年度を基準（ただし、平成１８
年度に承継された年金住宅融資等債権管理回収業務及び教育資金貸付けあっせん業
務に係る２勘定については、平成１８年４月１日に在職する人員及びこれを前提として支払
われるべき人件費を基準）として５％以上を削減する。
　 さらに、経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６（平成１８年７月７日閣議決
定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成２３年度まで継続する。
　 併せて、機構の給与水準について、適正化に向けた取組状況を公表する。

　　独立行政法人通則法第63条第3項に基づき、国家公務員の給与水準、民間における
金融部門の給与実態等を考慮して決定している。

　人事評価制度に基づき、職員の人事評価を実施し、その評価結果を昇給や賞与（奨励
手当）の成績率に反映させている。

人事院勧告による国家公務員の給与改定を踏まえ、以下の改正を行った。
 ■本俸月額の引き下げ
　・初任給を中心とした若年層（1等級及び2等級の一部）を除き、全ての本俸月額に
　  ついて引き下げ（平均改定率△0.2%）
 
 ■期末・奨励手当（賞与）の引き下げ
　・年間の支給月数を0.35月分引き下げ

 ■自宅に係る住居手当の廃止
  ・自宅に係る住居手当（新築・購入後５年に限り支給、月額2,500円）を廃止
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２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

215 40.0 7,269 5,397 210 1,872
人 歳 千円 千円 千円 千円

214 40.0 7,267 5,395 210 1,872
人 歳 千円 千円 千円 千円

1

人 歳 千円 千円 千円 千円

2
人 歳 千円 千円 千円 千円

2

人 歳 千円 千円 千円 千円

13 57.1 4,142 3,875 51 267
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 37.8 3,565 2,698 166 867
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 65.7 4,399 4,399 0 0

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注２：在外職員、任期付職員については、該当者が無いため省略した。
注３：常勤職員の技能職種（運転手）及び再任用職員については、該当者がそれぞれ１人及び２人であり、
　　　当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、人数以外は記載していない。
注４：非常勤職員の事務・技術（賞与なし）は、雇用契約上賞与を支給されない者である。

うち賞与平均年齢
平成21年度の年間給与額（平均）

事務・技術

区分

常勤職員

うち所定内人員

非常勤職員

事務・技術
（賞与なし）

事務・技術

再任用職員

事務・技術

技能職種
（運転手）

総額
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②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

27 50.2 10,278 10,723 11,427

75 37.2 5,160 5,757 6,208

30 27.2 3,516 3,862 4,144

③

区分 計 ７等級 ６等級 ５等級 ４等級 ３等級 ２等級

標準的
な職位

人 人 人 人 人 人 人

214 8 4 31 53 86 32
（割合） （   3.7%） （   1.9%） （   14.5%） （   24.8%） （   40.2%） （   15.0%）

歳 歳 歳 歳 歳 歳

59 57 58 58 52 31

～ ～ ～ ～ ～ ～

53 51 42 35 30 24
千円 千円 千円 千円 千円 千円

10,226 8,765 9,071 7,194 5,836 3,291

～ ～ ～ ～ ～ ～

8,965 8,256 6,187 4,211 3,206 2,552
千円 千円 千円 千円 千円 千円

14,258 12,121 12,339 9,677 7,661 4,433

～ ～ ～ ～ ～ ～

12,551 11,449 8,379 5,746 4,332 3,443

年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、
⑤まで同じ。〕

部長 次長

職級別在職状況等（平成22年４月１日現在）（事務・技術職員）

係員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

係長･主査

分布状況を示すグループ

　・本部課長

　・本部係長

　・本部係員

平均

年間給与
額(最高～

最低)

人員

代表的職位

課長 課長代理

平均年齢人員

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

0

10

20

30

40

50

人数 平均給与額 第３四分位 国の平均給与額 第１四分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員）千円 人
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④

夏季（６月） 冬季（１２月） 計
％ ％ ％

56.0 56.9 56.5
％ ％ ％

査定支給分（奨励相当）
（平均） 44.0 43.1 43.5

％ ％ ％

         最高～最低 46.4～35.8 45.6～32.6 46.0～34.4
％ ％ ％

63.1 67.2 65.3
％ ％ ％

査定支給分（奨励相当）
（平均） 36.9 32.8 34.7

％ ％ ％

         最高～最低 44.4～30.0 43.7～26.6 44.0～28.2

⑤

119.1

111.9

すべての独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００

一律支給分（期末相当）

対他法人（事務・技術職員）

賞与（平成21年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

一般
職員

　　として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員)

対国家公務員（行政職（一））

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、

管理
職員

一律支給分（期末相当）

区分
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給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 １０５．９

参考 学歴勘案　　　　　　 １１６．１

地域・学歴勘案　　  １０３．５

【累積欠損額について】
累積欠損額－円（平成20年度決算）

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　19.2％
（国からの財政支出額 39,940百万円、支出予算の総額 208,304百万円：
平成21年度予算）
【検証結果】
　国からの財政支出額39,940百万円の内訳は、運営費交付金4,137百万
円、退職手当共済事業に係る給付費補助金25,923百万円、福祉・医療貸
付事業に係る利子補給金9,880百万円となっている。
　運営費交付金のうち給与、報酬等支給総額は2,096百万円（支出総額に
占める割合：1.0％）であり、国からの財政支出を増加させる要因とはなって
いない。

　給与水準の適切性の
　検証

　国に比べて給与水準が
　高くなっている定量的な
　理由

指数の状況

項目 内容

対国家公務員　　１１９．１

①在勤地が大都市圏であること
　比較対象となる国家公務員の平均給与は全国平均であるが、機構の在
勤地は大都市圏（東京都特別区及び大阪市）であり、地域差があること。
（職員の割合…東京都特別区：88.8％、大阪市：11.2％）
②大学卒以上の比率が高いこと
　国家公務員（行政職（一））の大学卒以上の比率は50.0％（平成21年国
家公務員給与等実態調査）であるのに対し、当機構職員の大学卒以上の
比率は86.0％となっており、学歴構成による差があること。
③管理職比率が高いこと
　 当機構は、特殊法人改革等の流れの中で、他組織からの事業承継が断
続的に行われており、従来から実施してきた福祉医療貸付事業等の６事業
に加え、年金担保貸付事業等を他組織から承継し、現在、８事業１業務と
多種多様な事業を行っており、事業承継の過程において、各事業毎に担
当部署を設け、結果的に、全体の管理監督者の比率が国家公務員と比較
して高い傾向にあること。
④民間の金融部門における給与実態を勘案していること
　 当機構は、福祉医療分野における政策金融を事業の中核として行って
おり、金融に関する専門性を有する公庫等の給与実態や民間における金
融部門の給与実態等を勘案しながら、必要な人材が確保できる水準として
きたこと。
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■法人の業績評価

■支出総額に占める給与、報酬等支給総額の割合

■管理職の割合

■大卒以上の高学歴者の割合

　 同214人のうち大卒以上の職員数は184人であり、その割合は86.0％となっている。

講ずる措置

■これまでに講じた措置
・平成16年度において全職員の昇給を停止
・平成17年1月に、国家公務員に先立って、職階と等級の明確化及び昇給
カーブの抑制を目的とした本俸基準表の引下げを実施（平均△5.3%）
・平成16～20年度にかけて、組織のスリム化の推進（部長△2、次長△1、
課長△5）
・平成21年度に課長ポストを更に1ポスト削減

■今後講ずる措置
　上記措置を講じてきた結果、年齢・地域・学歴差を勘案した対国家公務
員指数は減少傾向にあるが、給与水準の適正化を引き続き着実に進めて
いくため、平成22年度においては更に以下の取組みを実施しているところ
である。
・機構独自の措置として管理職層等を対象とした本俸基準表の引き下げ
（平均△1.0%）を図るとともに、理事長の報酬を年100万円引き下げ（△
5.6%）
・管理職ポストの削減（課長△2）
・特別都市手当（国の地域手当に相当）について、国は平成18年度以降
6％引き上げ、平成22年度に18％（東京都特別区）の支給割合となった
が、当機構は引き続き12％に据え置き、抑制を継続する。
・平成21年度より国に新設された本府省業務調整手当に相当する手当は
設けない。

　 以上の措置により、平成22年度における年齢・地域・学歴差を勘案した
対国家公務員指数は102.5ポイント程度（年齢勘案118.6ポイント程度）と見
込まれるが、今後とも国家公務員の給与改定状況等を注視しつつ、必要と
なる措置を講じていくことにより、平成24年度（平成25年度公表）における
年齢・地域・学歴差を勘案した対国家公務員指数を概ね100ポイントとす
る。

　 当機構は平成20年度業務実績について、評価委員会の評価において17項目中1項目Ｓ（中期目標を
大幅に上回っている）、13項目Ａ（中期目標を上回っている）評価を受けている。

　 平成22年度公表における事務・技術職員数214人のうち管理職は41人であり、その割合は19.2％と
なっている。
　 上記措置により管理職の割合は減少傾向にあり、給与水準引き下げの一要因となっている。

　 平成21事業年度決算における支出総額196,884百万円に対し給与、報酬等支給総額2,096百万円で
あり、その割合は1.1％程度である。
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成21年度）

前年度
（平成20年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

①給与、報酬等支給総額及び最広義人件費の対前年度増減要因

基準年度
（平成17
年度）

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

2,412,895 2,221,503 2,142,941 2,076,449 2,096,883

△7.9% △11.2% △13.9% △13.1% 

△7.9% △11.9% △14.6% △11.4% 

注(1)：基準年度における給与、報酬等支給総額欄については、平成18年4月1日に旧年金資金運用基金
注：から年金住宅融資等債権管理回収業務及び教育資金貸付けあっせん業務を承継したことに伴う基準
注：額の増加分を加味した額である。
 　(2)：「人件費削減率（補正値）」とは、「行政改革の重要方針」による人事院勧告を踏まえた官民の給与較
 　　差に基づく給与改定分を除いた削減率である。

Ⅳ 法人が必要と認める事項

   平成20年度及び21年度の自己都合退職者が見込みを下回ったことなどから（平成18年度14
人、19年度13人、20年度6人、21年度2人）、給与、報酬等支給総額は対前年度比1.0％増と
なった。一方、退職者数の減少による退職手当支給額の減少、法定外福利費の見直し等によ
り、最広義人件費は対前年度比で2.8％の削減となった。

②「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律
　 第47号）及び「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）による人件費削減
　 の取組状況

　 人件費を抑制するためには、給与水準の見直しとともに業務の合理化、効率化等による組織の
スリム化が重要であることから、ポスト数の削減をあわせて進めている。

　 「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第
47号）等に基づく削減目標を確実に達成するため、業務の効率化等により常勤職員数を抑制
し、平成17年度を基準（平成18年度に承継した年金住宅融資等債権管理回収業務及び教育
資金貸付けあっせん業務に係る2勘定については平成18年度実績額を基準）として中期計画
における人件費削減目標（5％）を上回る人件費削減（11.4%）を実施した。

給与、報酬等支給総額
（千円）

人件費削減率
（％）

人件費削減率（補正値）
（％）

年　　　度

総人件費改革の取組状況

（ △ 17.9）
退職手当支給額

194,248 △ 42,237

（ △ 2.8）2,954,082

△ 36,092 （ △ 7.7）

（ △ 10.6）

(     1.0 ) 2,096,883
給与、報酬等支給総額

20,434

中期目標期間開始時（平
成20年度）からの増△減区　　分

（ △ 17.9）236,485

（ △ 10.6）

20,434 (     1.0 ) 

△ 27,542

比較増△減

2,076,449

△ 85,437 （ △ 2.8）

△ 42,237

非常勤役職員等給与
260,581 △ 27,542233,039

福利厚生費

△ 85,437

429,912 466,004 △ 36,092 （ △ 7.7）

最広義人件費
3,039,519
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（項目４） 

事業費の冗費の点検 

（委員長通知別添二関係） 
 

事業費項目 点検状況 

１年間実施した場

合の削減効果額 

（単位：千円） 

①広報、パンフレ

ット、イベント等

の点検 

１ 配布先・配布物の見直しを行い、重

複しているものを洗い出し、発行部

数・送付数の削減を図った。 

２ 各部ごとで行っていた調達につい

て、同時期に発注するものについては、

機構全体で一括して調達を行った。 

３ また、多色刷りから 2 色刷りに変更

するなど、仕様の見直しを図った。 

▲15,783 千円

②ＩＴ調達の点

検 

１ 平成 19 年度に策定した業務・シス

テム 適化計画に基づき業務の見直し

並びにシステム構成及び調達方法の見

直しを行うことにより、システムコス

ト削減、システム調達における透明性

の確保及び業務運営の合理化を実施し

ている。 

また、業務・システム 適化計画の

推進等を目的として、経営企画会議の

作業部会として情報システム委員会を

設置し、IT 調達の点検を実施してい

る。 

２ 情報システムの調達に当たっては、

システム管理部門においてその必要

性、重要性を整理・検討の上、CIO 補

佐官による助言（点検）を受け、仕様

を策定し、システムの過大化を防止し

ており、契約金額については、妥当な

ものとなるよう留意している。 

３ 公告期間については、規程上の 10

日間（政府調達の場合 50 日）を遵守

している。また、入札条件については、

契約監視委員会（H22.1.26 開催）に

おいて「業務経験について条件を緩和

すべきである」旨等の指摘を受けたと

・ホストコンピュータ

等の調達 

▲8,459 千円

・ネットワーク等の統

合運用支援業務 

▲1,893 千円



 

 

ころから、その改善を図った。 

４ 役務の新規調達、IT 機器の調達及び

システムの新規設計開発については、

原則として複数社から見積もりをとっ

ている。 

③法人所有車数

の台数削減、車種

の変更 

１ 法人所有車については、これまでも

削減に努めてきたところであるが、平

成 20 年度において、3 台のうち 1 台

を削減した。 

なお、車種については、平成 19 年

度においてハイブリッド車を導入した

ところである。 

２ また、コスト削減の観点から、運転

手 2 名のうち 1 名については、平成

21 年度において職員から臨時職員へ

変更している。 

▲4,020 千円

④庁舎の移転及

び賃借料の引下

げ 

【賃借料の引下げについて】 

〈本部事務所〉 

ビル賃貸人との交渉により、平成

21 年度から坪当たり室料を 2 千円引

下げ、年間 29,460 千円のコスト削減

を行った。 

また、平成 22 年度以降の事務所賃

借料の値上げ要求（坪当たり単価 3 千

円アップ）に対しては、平成 22 年度

からの2年間については交渉により現

状維持とした。 

〈支店事務所〉 

平成 22 年度からの 2 年間の事務所

賃借料については、ビル賃貸人との交

渉により、坪当たり室料を 925 円引

下げ、年間 3,106 千円のコスト削減

を行った。 

▲29,460 千円

⑤電気料金に関

する契約の見直

し 

本部及び支店事務所のあるビルについ

ては、電力会社との契約は、ビル全体に

ついて賃貸人が行っており、当機構の電

気料金については、賃貸人からの使用量

に基づく請求により支払を行っている。

従って、当機構が電力会社と、直接、契

約を行うことはできないが、電気使用量

の削減に向けて、執務室及び社内通路の

▲1,662 千円



 

 

部分消灯の徹底などを行い、コスト削減

を図った。 

⑥複写機等に関

する契約の見直

し 

複写機等については、既に償却期間を

超過したものの再リースを行っており、

年間で 14,223 千円のコスト削減とな

っている。 

▲14,223 千円

⑦備品の継続使

用及び消耗品の

再利用 

内部の連絡会議を通じて、職員へ、備

品の継続使用及び消耗品の再利用につい

て周知徹底を行った。 

従来より消耗品費

の削減に努めた結果、

対平成20年度比で次

のとおりとなった。 

▲3,216 千円

⑧タクシー利用

の点検 

タクシーの利用については、従来より

使用基準を厳格に設け、制限的な利用を

行っている。更に、不正防止の観点から、

使用済みの半券の確認に加えて、平成２

２年１月より利用者に領収書の提出を義

務付けている。 

左の取組みを行っ

たものの、業務が増加

した結果、タクシー利

用の頻度が高まり、結

果的に対平成20年度

比で削減効果はなか

った。 

⑨その他コスト

削減について検

討したもの 

１ 従来より航空機の割引運賃の積極的

利用に努めてきたところだが、22 年

3 月からパック商品の利用についても

周知を行った。 

２ また、従来より事務所電話料金のプ

ラン変更による経費削減に努めた結

果、対平成 20 年度比で 1,374 千円

の削減となった。 

・旅費については、対

平成 20 年度比で、▲

5,250 千円の削減を

行った。 

・電話料金について

は、▲1,374 千円の

削減を行った。 

 

※ 削減効果額とは、各項目について行った見直しを平成 21 年度当初から実

施したと仮定した場合における平成 21 年度の実績額（推計）が、平成 20 年

度の実績額からどれだけ削減したかを示すものである。 

 

 

 



 

 

（項目５） 

契   約 

（委員長通知別添二関係） 
 

①契約監視委員会から

の主な指摘事項 

○ 契約監視委員会においては、次の契約について点検

を受けた。 

区   分 件 数 

平成20年度契約 
競争性のない随意契約 22件 

一者応札・一者応募 27件 

複数年度契約※ 競争性のない随意契約 9件 

平成21年度契約 新規案件 3件 

契約における実質的な競

争確保に関する点検 
落札率90％以上 1件 

合   計 62件 

［点検の観点］ 

区  分 点 検 の 観 点 

随意契約 
・契約事由、契約価格の妥当性及び一般

競争入札への移行の可否 

一者応札・一者応募 

・真に競争性が確保されているか（仕様

書、参加要件、公告期間その他の入札

条件） 

複数年契約 

・契約事由、契約価格の妥当性及び一般

競争入札への移行の可否 

・真に競争性が確保されているか（仕様

書、参加要件、公告期間その他の入札

条件） 

平成21年度末までの調達

予定案件（新規案件） 

・一般競争入札への移行の可否、真に競

争性が確保されているか 

契約における実質的な競

争確保に関する点検（落札

率90％以上） 

・真に競争性が確保されているか 

［点検結果］ 

主な指摘としては、一般競争入札又は公募を行った

ものの、結果として一者応札・一者応募であった27

件のうち、23件については、業務経験についての要

件の見直しが、3件については、公告期間の見直しが

提案された。 

②契約監視委員会以外

の契約審査体制とその

活動状況 

○ 当機構では、契約に係る適正性及び透明性を十分確

保する観点から、少額随意契約以外の契約について

は、契約担当部門が要求部門からの調達要求を審査す

るとともに、「契約審査会」（総務担当及び経理担当役

員並びに管理部門の幹部職員を構成メンバーとし、第

三者による監視強化の観点から、監事をオブザーバー

とする審査機関）を設置し、同委員会において契約方



 

 

式の妥当性や総合評価及び企画競争に係る評価結果

の適正性等について審議を行うことを義務付けてい

る。また、特に専門的な知識を要するシステム関連の

契約については、ＣＩＯ補佐官（外部の第三者に委託）

の出席を求め、助言を得ている。 

○ 上記契約審査会は、総務、経理担当役員等が構成員

であり、更に監事が出席し、入札等に係る仕様書の内

容等についてチェックを行うことによって、審査機関

としての実効性を確保しているところである。 

○ また、平成22年度からは、「調達の適正化について

（依頼）」（H22.4.6付厚生労働省発総0406第5号）

を踏まえ、上記の契約審査会において、少額随契を除

く調達に関して以下の①～③の事項の審議を徹底す

ることとした。 

① 一般競争入札（ 低価格落札方式）によらない調

達については、その理由を審査すること 

② 一般競争入札（ 低価格落札方式）による場合で

も、仕様書等を審査し、特定の者に有利とならない

よう徹底すること 

③ 委託契約金額に占める再委託契約金額の割合が

1/2を超える場合においては審査を行うこと 

 

③「随意契約見直し計

画」の進捗状況 

 「随意契約等見直し計

画」の策定状況 

［「随意契約見直し計画」の進捗状況］ 

随意契約見直し計画（平成19年12月策定）につい

ては、P41「Ⅲ 随意契約見直し計画の進捗状況」の

とおり計画を達成した。 

［「随意契約等見直し計画」の策定状況］ 

契約監視委員会（Ｈ22.1.26開催）を受けて、平成

20年度の契約実績に基づき、新たな「随意契約等見

直し計画」を策定した。 

④一者応札・一者応募と

なった契約の改善方策 

○ 一者応札・一者応募となった案件については、企画

競争等が多かったが、その問題を分析した結果、以下

のとおりの改善を行った。 

・ 「公告に関する事項」については、現在休日を含

めて10日以上としている公告期間を原則として

10営業日以上に延長した。 

・ 「資格要件に関する事項」については、当該調達

の業務内容を検討した上、過度に業務実績等を求め

ることはしないよう留意するなど、一層の競争性を

確保する観点に立って資格要件の設定を行うこと

とした。 



 

 

なお、当該改善方策については、ホームページにお

いて公表している。 

⑤契約に係る規程類と

その運用状況 

○ 「独立行政法人における契約の適正化（依頼）」（平

成20年11月14日総務省行政管理局長事務連絡）に

おいて講ずることとされている措置については、すべ

て実施済みである。 

○ 平成21年度においては、総合評価落札方式の実施

実績はなく、企画競争及び公募についての実施状況は

次のとおりである。 

ア 説明会の実施及び説明会から入札日又は企画書

提出日までの十分な日程の確保 

・ 当機構では、一般競争入札も含め基本的には説明

会を実施することとしているが、平成21年度に企

画競争により契約を締結した５件のうち、３件につ

いては、公募から企画競争に移行した案件であり、

応募者が一定程度内容を理解していたこと等から、

説明会の開催に代えて、仕様書等に関する質問期間

を確保することで対応を図った。 

また、公告日から企画書提出期限までは平均で

18.6日となっており、妥当な日数と考えている。 

・ なお、公募については、一般的に調達に参加する

意思があるか否かを確認する手続きであることか

ら、仕様書を配付するのみで説明会は行っていな

い。 

イ 選定基準及び配点の事前公開並びに選定結果の

公開 

・ 平成21年度に企画競争により契約を締結した５

件のうち、平成20年度に手続きを終えていた2件に

ついては、選定基準及び配点の事前公開は行われな

かったが、平成20年度末に「総合評価、企画競争・

公募による調達マニュアル」を策定したことから、

平成21年度に手続きを実施した残り3件からは、選

定基準及び配点を事前に配付して、その結果につい

ては、企画競争参加者に公開している。 

ウ 選定委員における外部有識者割合の基準の設定 

・ 当機構においては、企画競争については、内部職

員に評価が可能な案件を対象とすることとしてい

るが、この場合でも、契約に係る競争性及び透明性

を確保するため、選定委員の評価結果について「契

約審査会」（総務担当及び経理担当役員並びに管理

部門の幹部職員を構成メンバーとし、第三者による



 

 

監視強化の観点から、監事をオブザーバーとする審

査機関）で適正性等を審議することとしている。 

なお、総合評価落札方式については、割合に係る基

準は設けていないが、外部有識者を含めることを義務

付けている。 

⑥再委託している契約

の内容と再委託割合（再

委託割合が 50%以上のも

の又は随意契約による

ものを再委託している

もの） 

再委託割合50％以上のもの又は随意契約によるもの

を再委託している案件はない。 

⑦公益法人等との契約

の状況 

○ 平成21年度に締結した公益法人等との契約の状況

は次のとおり。 

契約件名 相手方 金額（円）

独立行政法人会計シス

テムの保守契約 

（財）日本システム開

発研究所 
7,625,100

Ｈ22’施設開設・経営

実務セミナー開催に係

る会場借上げ 

（福）全国社会福祉協

議会 
1,727,610

 

⑧「調達の適正化につい

て」（厚生労働大臣依頼）

と異なる契約方式で契

約していたものの改善

方策 

平成21年度においては、一般競争入札（ 低価格落札

方式）以外の調達は21件（企画競争5件、公募16件）

あった。 

これらの契約案件については、「調達の適正化について

（依頼）」（H22.4.6付厚生労働省発総0406第5号）を

踏まえ、当機構の契約審査会において当該調達方式によ

る理由や仕様書等内容について更に徹底した審査を行

い、調達の競争性及び透明性の確保に取り組むこととし

ている。また、今後においては、一般競争への移行の可

能性についても検討することとしている。 



 

 

（項目５の２） 

 

Ⅰ 平成２１年度の実績【全体】

 件数 金額 

競
争
性
の
あ
る
契
約 

一般競争入札 

（最低価格落札方式） 

３７件

(    ５９．７%)

２９．７億円

(    ７８．４%)

 
うち一者入

札 

５件

【    １３．５%】

２７．３億円

【    ９１．９%】

総合評価落札方

式 

－件

(   －%)

－億円

(   －%)

 
うち一者入

札 

－件

【   －%】

－億円

【   －%】

指名競争入札 
－件

(   －%)

－億円

(   －%)

 
うち一者入

札 

－件

【   －%】

－億円

【   －%】

企画競争等 
２１件

(    ３３．９%)

７．９億円

(    ２０．９%)

 
うち一者応

募 

１８件

【    ８５．７%】

６．８億円

【    ８６%】

競争性のない随意契約 
４件

(    ６．４%)

０．２億円

(    ０．７%)

合 計 
６２件

( １００%)

３７．９億円

( １００%)

※ 予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令第 99 条第 2号、第 3号、第 4号又は

第 7号の金額を超えないもの）を除く。 

※ 【  %】には、一般競争入札等のうち一者入札・応募となったものの割合を示す。 

※ 「競争性のある契約」の各欄には、不落・不調随契が含まれる。 

※ 「企画競争等」は、企画競争及び公募を示す。 



 

 

 

 

Ⅱ 平成２１年度の実績【公益法人】 

 件数 金額 

競
争
性
の
あ
る
契
約 

一般競争入札 

（最低価格落札方式） 

１件

(    ５０%)

０．０２億円

(    １８．５%)

 
うち一者入

札 

－件

【  －%】

－億円

【  －%】

総合評価落札方

式 

－件

(   －%)

－億円

(   －%)

 
うち一者入

札 

－件

【  －%】

－億円

【  －%】

指名競争入札 
－件

(   －%)

－億円

(   －%)

 
うち一者入

札 

－件

【  －%】

－億円

【  －%】

企画競争等 
－件

(   －%)

－億円

(   －%)

 
うち一者応

募 

－件

【  －%】

－億円

【  －%】

競争性のない随意契約 
１件

(    ５０%)

０．０８億円

(   ８１．５ %)

合 計 
２件

( １００%)

０．０９億円

( １００%)

※ 「公益法人」は、いわゆる広義の公益法人を指し、独立行政法人、特例民法法人等の

ほか、社会福祉法人や学校法人も含む。 

※ 予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令第 99 条第 2号、第 3号、第 4号又は

第 7号の金額を超えないもの）を除く。 

※ 【  %】には、一般競争入札等のうち一者入札・応募となったものの割合を示す。 

※ 「競争性のある契約」の各欄には、不落・不調随契が含まれる。 

※ 「企画競争等」は、企画競争及び公募を示す。 

 

 

 



 

 

 

 

Ⅲ 随意契約見直し計画の進捗状況 

 随意契約見直し計画による見

直し後の姿 
平成 21 年度実績 

件数 金額 件数 金額 

事務・事業を

とりやめたも

の 

２件 

(３．６%) 

１．５１億円

(５．４%)

３４件

(６１．８%)

１８．７７億円

(６７．４%)

競
争
性
の
あ
る
契
約

競争入

札等 

２件 

(３．６%) 

０．０４億円

(０．１%)

５件

(９．１%)

６．８７億円

(２４．７%)

企画競

争等 

４５件 

(８１．８%) 

２５．７６億円

(９２．６%)

１２件

(２１．８%)

１．９５億円

(７．０%)

競争性のない

随意契約 

６件 

(１０．９%) 

０．５２億円

(１．９%)

４件

(７．３%)

０．２４億円

（０．９%)

合 計 
５５件 

(１００%) 

２７．８３億円

(１００%)

５５件

(１００%)

２７．８３億円

(１００%)

※ 「随意契約見直し計画」策定時の個々の契約が、平成 21 年度においてどのような契約

形態にあるかを記載するもの。 

※ 予定価格が少額である場合（予算決算及び会計令第 99 条第 2号、第 3号、第 4号又は

第 7号の金額を超えないもの）を除く。 

※ 「競争入札等」には、不落・不調随契が含まれる。 

※ 「企画競争等」は、企画競争及び公募を示す。 

 



 

 
随意契約見直し計画 

 
平成 19年 12月 

独立行政法人福祉医療機構 
 
 
 
 
１．随意契約の見直し計画 
（１）平成１８年度において、締結した随意契約について点検・見直

しを行い、以下のとおり、随意契約によることが真にやむを得ない

ものを除き、平成２０年度以降、可能なものから順次一般競争入札

等に移行することとする。 
 
【全体】 

平成１８年度実績 見直し後 
  

件数 金額（億円） 件数 金額（億円） 

（3.6％） （5.4％）事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。） ２ １．５１

（3.6％） （0.1％）
競争入札 

２ ０．０４

（81.8％） （92.6％）

一
般
競
争
入
札
等 

企画競争 
（1.8％）

１

（1.3％）

０．３７ ４５ ２５．７６

（98.2％） （98.7％） （10.9％） （1.9％）
随意契約 

５４ ２７．４６ ６ ０．５２

（100％） （100％） （100％） （100％）
合   計 

 ５５  ２７．８３  ５５  ２７．８３

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 

 

 

 

 

 



【同一所管法人等】 
平成１８年度実績 見直し後 

  
件数 金額（億円） 件数 金額（億円） 

（  ％） （  ％）事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。） ０ ０

（  ％） （  ％）
競争入札 

０ ０

（  ％） （  ％）

一
般
競
争
入
札
等 

企画競争 
（  ％）

０

（  ％）

０ ０ ０

（100％） （100％） （  ％） （  ％）
随意契約 

０ ０ ０ ０

（100％） （100％） （100％） （100％）
合   計 

０ ０ ０ ０

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 

 

【同一所管法人等以外の者】 
平成１８年度実績 見直し後 

  
件数 金額（億円） 件数 金額（億円） 

（3.6％） （5.4％）事務・事業を取り止めたもの 

（１８年度限りのものを含む。） ２ １．５１

（3.6％） （0.1％）
競争入札 

２ ０．０４

（81.8％） （92.6％）

一
般
競
争
入
札
等 

企画競争 
（1.8％）

１

（1.3％）

０．３７ ４５ ２５．７６

（98.2％） （98.7％） （10.9％） （1.9％）
随意契約 

５４ ２７．４６ ６ ０．５２

（100％） （100％） （100％） （100％）
合   計 

 ５５  ２７．８３  ５５  ２７．８３

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある 



（２）随意契約によることができる場合を定める基準については、既

に国に準じたものとしている。 
 
（３）契約の公表の基準については、既に国に準じたものとしている。 
 
２．随意契約見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み及び移行時期 
○  平成１８年度の随意契約中、業システム最適化対象システムに

係る契約及びシステム変更により一般競争入札等へ以降できる契

約のものが大半を占めている。 
これについては、最適化の検討結果を踏まえ、平成２０年度以

降可能なものから、一般競争入札等に移行する。 
・ 随意契約 ５５件、２７．８億円 
・ 最適化対象システム関連等 ３７件、２３．６億円（件数ベース６７．３％、

金額ベース８４．９％） 
 ○ その他の契約については、「随意契約の点検・見直しの状況」に

基づき実施する。 



 
 
 

随意契約等見直し計画 
 

平成２２年４月 
独立行政法人福祉医療機構 

 
 
１．随意契約等の見直し計画 
（１）随意契約の見直し 

平成２０年度において、締結した随意契約等について点検・見直

しを行い、以下のとおり、新たな随意契約等の見直し計画を策定す

る。 
今後、本計画に基づき、真にやむを得ないものを除き、速やかに

一般競争入札等に移行することとした。 
 

平成２０年度実績 見直し後 
  

件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 

（７１．８％） （ ４．６％） （９２．３％） （ ９２．２％）
競争性のある契約 

５６ ２，１１４，１１２ ７２ ４，２４０，６１４

（４７．４％） （３４．３％） （５９．０％） （７７．７％）
競争入札 

３７ １，５７５，５６２ ４６ ３，５７２，４００

（２４．４％） （１１．７％） （３３．３％） （ １４．５％）
 

企画競争、公募等 
１９ ５３８，５５１ ２６ ６６８，２１４

（２８．２％） （５４．０％） （７．７％） （７．８％）
競争性のない随意契約 

２２ ２，４８４，４６９ ６ ３５７，９６７

（１００％） （１００％） （１００％） （１００％）
合   計 

 ７８  ４，５９８，５８１  ７８ ４，５９８，５８１

（注１）見直し後の随意契約は、真にやむを得ないもの。 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。 



 
（２）一者応札・一者応募の見直し 

平成２０年度において、競争性のある契約のうち一者応札・一者

応募となった契約について点検・見直しを行い、以下のとおり、契

約の条件、契約手続き等を見直す必要があるものが見受けられた。 
今後の調達については、競争性のない随意契約の削減に加え、こ

れら結果に留意、改善しつつ、契約手続きを進めることにより、一

層の競争性の確保に努める。 
 
（平成２０年度実績） 

実 績 件数 金額（千円） 

競争性のある契約 ５６ ２，１１４，１１２

 
うち一者応札・一者応募 

（４８．２%）

２７

（５５．０%）

１，１６２，２４２

（注）上段（  %）は競争性のある契約に対する割合を示す。 

 
（一者応札・一者応募案件の見直し状況） 

見直し方法等 件数 金額（千円） 

契約方式を変更せず、条件等の見直しを実施（注1） 
(１００%) 

２７ 

(１００%)

１，１６２，２４２

仕様書の変更 ０ ０

参加条件の変更 ２３ １，０７５，６４１

公告期間の見直し ３ ２０，１３６

 

その他 １ ６６，４６５

契約方式の見直し 
(  ０%) 

０ 

(  ０%)

０

その他の見直し 
(  ０%) 

０ 

(  ０%)

０

点検の結果、指摘事項がなかったもの 
(０%) 

０ 

(%)

０

（注１）内訳については、重複して見直しの可能性があるため一致しない場合があ

る。 

（注２）金額は、それぞれ四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。 
(注３) 上段（  %）は平成２０年度の一者応札・一者応募となった案件に対す

る割合を示す。 



 
 
２．随意契約等見直し計画の達成へ向けた具体的取り組み 
（１）契約監視委員会等による定期的な契約の点検の実施 
   契約監視委員会等により、競争性のない随意契約、一者応札・

一者応募になった案件を中心に点検を実施。 
 
（２）随意契約等の見直し 
契約に係る競争性及び透明性の確保の観点から、次の措置を実施

している。 
ア.企画競争及び公募については、更に一般競争への移行に努める。 
イ.契約に係る規程類の整備 
「独立行政法人における契約の適正化（依頼）」（平成 20 年 11
月 14 日総務省行政管理局長事務連絡）において講ずることとさ
れている措置の状況については、事務連絡の①～⑥の事項ごと
に、次のとおり適切に対応している。 
①  一般競争入札における公告期間・公告方法等について、会
計規程等において明確に定めること。また、公告期間の下限
を国と同様の基準とすること。 
≪措置状況≫ 

平成 20 年度において当機構会計規程等を改正し、公告期
間・公告方法等を国の規定（「予算決算及び会計令」第 74
条）と同様の内容とした。 

②  指名競争入札限度額を国の基準と同額とすること。 
≪措置状況≫ 

平成 18 年度に措置済みである。 

③  包括的契約条項又は公益法人契約条項を設定している場合、
恣意的な運用を排除するため、これらに係る基準をできる限
り明確かつ具体的に定めること。 
≪措置状況≫ 

平成 20 年度において当機構会計規程等を改正し、包括的
契約条項及び「公共事業を目的とする法人」との随意契約
条項を削除した。 

④  予定価格の作成・省略に関する定めについて、会計規程等
において明確に定めること。また、作成を省略する場合、省
略する理由や対象範囲を明確かつ具体的に定め、省略できる
基準を国と同額の規準とすること。 
≪措置状況≫ 

平成 15 年度に措置済みである。 

⑤  総合評価方式や複数年度契約に関する規定について、会計
規程等において明確に定めること。 



≪措置状況≫ 
平成 20 年度において当機構会計規程等を改正し、総合評価

方式及び複数年度契約に関する規定を定めた。（「会計法」第
29 条の 6第 2項（落札方式）、同法第 29 条の 12（長期継続契
約）、「予算決算及び会計令」第 102 条の 2（長期継続契約がで
きるもの）及び他の独立行政法人の複数年度契約に係る例を
参考とした。） 

⑥  総合評価方式、企画競争及び公募を実施する場合、要領・
マニュアル等の整備を行うこと。 
≪措置状況≫ 

平成 20 年度において、「総合評価落札方式による調達マ
ニュアル」及び「企画競争・公募による調達マニュアル」
を策定した。 

ウ.審査体制の整備 
当機構では、契約に係る適正性及び透明性を十分確保する観点
から、少額随意契約以外の契約については、契約担当部門の審査
以外に、「契約審査会」（内部役員及び職員を構成メンバーとする
審査機関）において契約方式の妥当性や総合評価・企画競争に係
る評価結果の適正性等について審議を行うこととした。 
また、契約審査会における第三者による監視強化の観点から、

同審査会に監事の出席を求め、そのチェックを受けることとして
いる。 
更に、外部から登用しているＣＩＯ補佐官に出席を求め、専門

家の意見を聴取して、契約に係る改善を行っている。 
（参考） 

少額額随意契約の基準額は次のとおり。（国と同様の基準である。） 

・工事及び物品の製造⇒予定価格が 250 万円を超えないもの 

・財産の買入⇒予定価格が 160 万円を超えないもの 

・物件の借入⇒予定価格が 80 万円を超えないもの 

・上記以外⇒予定価格が 100 万円を超えないもの 

エ.一者応札・一者応募の見直し 
① 公告期間の確保等 

競争性のない随意契約については、一般競争入札等、競争
性のある契約方式への移行を推進しているところであるが、
結果として１者応札・１者応募となっている事例が散見され
る状況となっている。 
このため、平成 21 年 7 月 24 日付で『「１者応札・１者応募」
に係る改善方策について』を制定し、公告期間の確保（原則
１０営業日以上）、契約の履行を確保する最低限の要件を除く
排他的な競争参加資格要件を設定しない、仕様書の改善など
について取り組んでいるところである。 

② 応札者の範囲拡大のための取組 



当機構では、平成 20 年度において、競争入札の推進にあた
り、入札への参加者を増やし、より公正な競争を行うこと等
を目的に、「競争参加者の資格等の取扱いに関する細則」の改
正を行った。 
具体的には、役務提供契約において、予定価格の対応する

区分以外の等級の事業者も競争に参加することを可能とした。
（例えば、Ａ等級の入札案件については、2 級下位のＣ等級
までの事業者の入札参加を可能とした。） 

 
（注）個別の契約の状況については、各様式に記載 

 



 

 

（項目６） 

内 部 統 制 

 

①統制環境 

 

当機構のミッションは、福祉の増進並びに医療の普及及び向上を

図ることにあり、この社会的使命を効率的、効果的に果たすことが

できるよう中期目標に基づき業務運営を行っている。 

また、平成 20 年 4 月に民間から理事長を迎え、当機構のこれか

らの方向性を明示するための第一歩としたいという想いから、理事

長を中心として、全役職員から意見を出し合い、当機構の経営理念

「民間活動応援宣言」を策定し、平成 20 年 10 月に発信したとこ

ろである。 

これにより、「国の政策効果が 大になるよう、地域の福祉と医療

の向上を目指して、お客さまの目線に立ってお客さま満足を追求す

ることにより、福祉と医療の民間活動を応援する。」という組織の進

むべき方向性を明確にしたところである。 

なお、当機構のミッション（民間活動応援宣言）を有効かつ効率

的に果たすため、統制環境の確保に向け、次の取組を実施した。 

ア 理事長による統制 

○ 理事長から役職員に対して、「お客さま目線と健全性」という

二つのものさしを念頭に置き、役職員が一体となって、福祉と

医療の民間活動を応援するという使命を果たすために、主体的

に業務に邁進するよう周知徹底されている。 

○ 経営理念「民間活動応援宣言」の実現に向けて、平成 21 年 4

月から理事長を本部長とする「民間活動応援本部」を立ち上げ、

組織全体で対応する仕組みを構築し、役職員の士気の向上を図

っている。 

○ 毎月の経営企画会議において、理事長所感（理事長の経営姿

勢や考え方等）を役員・幹部職員に対して述べ、同時に、この

所感をイントラネトを通じて他の職員に対して発信すること

で、組織内での問題意識の共有化を図っている。 

○ 平成 20 年度に現理事長が就任して以降、幹部職員から順次

個人面談等を実施（平成 21 年度には中堅・若手職員を対象に

実施）している。こうした機会を通じて、理事長の人柄・理念

が職員に伝えられるとともに、組織の一体感が醸成されている。

イ 内部組織による統制 

○役員会、経営企画会議、幹部会 

役員及び幹部職員等が出席する役員会、経営企画会議及び幹

部会等において、各事業における現状や課題等の報告、重要事

項に対する審議、業務の進捗状況及び業務プロセスの管理を行

うこと等により、業務の適正執行の確保と問題意識の共有化に



 

 

よる業務間の連携の強化を図っている。 

○監査室による監査 

機構の全部署を対象にした業務及び経理、業務委託先である

受託金融機関、助成事業に係る助成先等について、監査室によ

る監査を実施している。 

なお、平成 21 年 4 月より当機構内における監査の公正性・

中立性・透明性の向上を確保するため、監査課の位置づけを改

め、総務部所属から理事長直属の監査室に再編したところであ

る。 

○QMS 内部監査 

平成 17 年 4 月に認証取得した ISO9001 に基づく品質マネ

ジメントシステム（以下「QMS」という。）の運用を通じて、

全部署を対象に内部監査を実施し、教育・訓練の効果的運用や

顧客満足度調査の活性化等、業務の質の向上や効率化に関する

改善点、事務リスク等を抽出した上で、フォローアップを行う

ことにより継続的改善活動を推進している。 

○監事による監査の実施 

「監査の視点」及び「監査の重点項目」を踏まえ、ヒアリン

グ並びに書面、抜検による実物及び実地監査その他適当と認め

る方法により監査を実施している。 

○個人情報保護及び情報セキュリティー対策の実施 

個人情報の保護を適切に実施する観点から、個人情報管理委

員会を設置し、全役職員に対する情報セキュリティーポリシー

等に係る研修の実施や「個人情報保護マニュアル」を策定する

など、個人情報保護の重要性について注意喚起を行っている。 

また、情報セキュリティー対策を適切に実施する観点から、

情報セキュリティに関する規程等を制定の上、情報セキュリテ

ィー対策基準及び実施手順の見直しを行うとともに、全役職員

に対する研修を実施するなど情報セキュリティーの重要性につ

いて注意喚起を行っている。 

ウ 外部組織による評価等の反映 

○独立行政法人評価委員会による評価 

毎事業年度における業務の実績について、厚生労働省独立行

政法人評価委員会及び総務省政策評価・独立行政法人評価委員

会の評価を受けており、各委員からの意見等を業務に反映して

いる。 

○会計検査院による検査 

毎事業年度において、会計検査院の実地検査によって、国が

交付した補助金などが適正に使われているかについて検査を受

けている。 

○会計監査人による監査 



 

 

毎事業年度において、財務諸表、事業報告書（会計に関する

部分に限る。）及び決算報告書について、会計監査人により監査

を受けている。 

○QMS 外部監査 

毎事業年度において、ISO9001 認証機関による定期審査を受

審し､QMS が効果的に継続して運用されているかについて評価

を受けている。 

②リスクの識

別・評価・対

応 

 

ア リスク・危機管理基本方針の策定 

法人運営に伴い発生する業務上のリスク等を把握し適切な予防

措置を講じるとともに、危機管理を機動的かつ円滑に実施するた

め、リスク・危機管理に関する基本的な事項を定めた「リスク・

危機管理基本方針」を平成 21 年 10 月に策定している。 

イ リスク管理委員会の設置とリスク対応計画の策定 

○ 「リスク・危機管理基本方針」の方針に基づき、平成 21 年

10 月に「リスク管理委員会」を設置するとともに、業務上のリ

スクを抽出・把握した上で予防措置を講ずる「リスク対応計画」

を平成 22 年 3 月に策定している。 

○ 危機が発生した場合は「危機管理対策本部」を設置できるよ

う規程等の整備を行っている。  

○ リスク対応計画については、各事業において想定するリスク

を抽出し、業務に与える影響度や発生可能性等により評価を行

い、優先順位の高いリスクに対して課題、対応方針、対応期限

などを策定している。 

ウ QMS に基づく対応 

QMS に基づき、業務運営において生じる課題・問題点（不適合）

への対応方法、原因の分析、再発・未然防止等を行う是正予防処

置を適切に実施するため、「是正・予防処置結果記録シート」に記

録する運用を実施し、確実な管理を行うことで QMS の有効性の

維持及び継続的な改善を進めている。 

③統制活動 

ア リスク対応計画に基づく対応 

○ 各部署においては、リスク対応計画により定めた対応を適切

に実行している。 

○ 各部署からリスク管理委員会に対して、同計画に基づく対応

実績等を半年に一度報告して評価を受けるとともに、必要に応

じて計画の更新を行う。 

イ QMS に基づく対応 

QMS に基づき、業務に必要な能力を習得するための教育・訓練

の運用や業務手順書等による業務の標準化等を実施している。 



 

 

④情報と伝達 

 

ア 組織内での情報伝達 

イントラネット内の掲示板において、年度計画や各部署におけ

る重点目標を掲載するとともに、経営企画会議における理事長所

感や各種会議資料を掲載することにより、役員及び幹部職員等以

外の職員も理事長の経営姿勢、各事業における課題、重要事項に

対する審議状況、業務の進捗状況及び業務プロセスの管理状況等

を把握することができるよう整備している。 

イ 緊急時における連絡網の整備 

緊急的なリスクを上層部に速やかに報告を行うため、緊急連絡

網を整備し、休日・深夜でも理事長以下上層部に報告が伝わるよ

うに体制を整備している。 

ウ 外部からの情報の収集 

機構のホームページにおいて、各部署にお客さまからのご意見、

苦情等を受付ける専用アドレスを設置し、お客さまのご意見、苦

情等のより一層の情報収集に努めてきたところであるが、平成 22

年 7 月からは、これまでの取組みに加えて、お客さまからのご意

見、苦情等を機構全体の窓口として、新たに「お客さまの声制度」

を設けて、聴取したご意見、苦情等にかかる対応状況等を機構の

ホームページ上で公開することとしている。 

エ QMS に関連する各種情報 

イントラネット内に QMS に関連する各種情報（業務手順書、

QMS 内部監査報告書、是正・予防処置結果記録シート等）を掲載

し、全役職員が何時でも各種情報を確認できる体制を整備してい

る。 



 

 

⑤モニタリン

グ 

ア 監事又は監査室による監査報告等について、役員会で把握・検

証を行い、統制環境の改善を図っている。 

イ 厚生労働省独立行政法人評価委員会及び総務省政策評価・独立

行政法人評価委員会で評価・指摘された統制環境における問題点

等については、役員会及び経営企画会議で把握・検証を行い、統

制環境の改善を図っている。 

ウ 各事業における予算や中期目標等に対する業務の進捗状況及び

業務プロセスの監視を経営企画会議において管理している。 

エ 監査室おいては、前述の各部署における日常的モニタリングと

は別に、独立かつ客観的立場で、各部署の業務処理が法令若しく

は諸規程又は契約等を遵守し、適正かつ効率的になされているか

否かを検証し、不正事故の発生等を防止することを主眼として監

査を実施している。 

オ 監事監査では、ⅰ）理事長の指揮、監督のもと、当法人の役割、

機能が発揮されているか、ⅱ）業務運営及び事務の健全性は保た

れているか、ⅲ）業務の合規性及び正確性は保たれているか、ⅳ）

業務運営及び事務の効率性、透明性は保たれているか、ⅴ）顧客

保護及び顧客サービス向上の取組はなされているか、ⅵ）財務の

健全性が保たれ、会計経理が法令等に従い適正に行われているか、

ⅶ）入札・契約、内部統制、情報開示等は適切に取組まれている

かの７点を監査視点とし、併せて重点項目等も追加し、全部署に

対し監査を実施している。 

カ QMS 内部監査を全部署に対し年１回実施し、手順書等に基づき

業務が標準的に実施されているか、業務上の問題（エラー、制度・

業務運用上の課題）に対し適切な対応がとられているか等につき

確認を行うとともに、監査結果に基づく対応状況に対し、継続的

フォローアップを実施している。 

⑥ＩＣＴへの

対応 

ア 前述のとおり、イントラネット内で情報の共有化を図る一方、

企業秘密等へのアクセスの制限、情報の紛失・漏洩の防止等を図

る必要があり、静脈認証等におけるマシン室への入退室管理シス

テムの運用、バックアップデータの遠隔地保管、電子メールにお

ける添付ファイルのパスワード設定等のセキュリティの向上を図

っている。 

イ ＩＣＴの脆弱性や業務に与える影響等の評価については、情報

化統括責任者（ＣＩＯ）補佐官の助言を得て実施している。 

ウ 情報セキュリティー対策を適切に実施する観点から、情報セキ

ュリティに関する規程等を制定の上、情報セキュリティー対策基

準及び実施手順の見直しを行うとともに、全役職員に対する研修

を実施するなど情報セキュリティーの重要性について注意喚起を

行っている。 



 

 

ＩＣＴ：Information and Communications Technology（情報通信技

術）の略。ＩＴと同様の意味で用いられることが多いが、「コミュニケー

ション」という情報や知識の共有という概念が表現されている点に特徴

がある。 

⑦内部統制の

確立による成

果・課題 

平成 22 年度中の実施を目途に、現在、法令順守態勢整備の一環

として、コンプライアンス委員会の設置や内部通報制度の整備の準

備を進めており、経営理念による機構ミッションの明確化とトップ

マネジメントの強化、内部統制・リスク管理の有効性を確保するた

めの態勢整備と相俟って、機構全体のガバナンス体制の一層の強化

が図られつつある。 

内部統制の確立による成果・課題については次のとおりである。 

ア 全役職員が、経営の方向性及び経営者の考えを明確に把握する

ことができ、役職員自らが物事に対して主体的に取組むようにな

り、働きがいのある職場環境の構築につながっており、統制環境

が良い方向に向かっている。 

イ 当機構のミッション（民間活動応援宣言）を果たすために、各

役職員の職務がどのように貢献しているかを強く意識することが

できるようになり、役職員のインセンティブの向上につながって

いる。 

ウ 役職員が組織のリスクの把握に取組むこととなった結果、自ら

の職務に関する知識だけではなく、他の職務に対する意識が高ま

り、各業務における連携の強化や法人全体の業務運営の向上が図

ることができ、副次的な効果も出ている。 

エ 平成 22 年 7 月から「お客さまの声制度」を設けたところであ

るが、聴取したお客さまからのご意見や苦情等に適切に対応する

ことにより、利用者サービスの向上を図るとともに、当機構の業

務運営の効率化に繋げていく所存である。 

 

 



 

 

（項目７） 

事務・事業の見直し等 

（委員長通知別添三関係） 
 

①業務改善の取組状況 

○ ＱＭＳにおいて各業務手順書に基づき、顧客満足度

調査や顧客からの意見・苦情等の収集を実施した。 

○ 現在、当機構のホームページにおいて、当機構の概

要や事業内容等を公開するとともに、独立行政法人等

情報公開法及び個人情報保護法による独立行政法人福

祉医療機構の情報公開・個人情報保護サイト等を設置

し、積極的な情報公開に努め、法人運営の透明性の向

上を図った。 

○ また、平成 22 年度中に「お客さまの声」制度を設

置し、顧客や国民からの要望・苦情を組織として共有

し、具体的な改善に向けた検討材料として、業務改善

及び顧客サービスの向上の更なる強化を図る。 

○ 平成 19 年度に職員の業務改革等に向けた取組を奨

励し、業務改善活動の活性化を図ることを目的に創設

した改善アイデア提案制度を効果的に運営し、職員の

創意工夫による改善活動の活性化を図った。 

○ 人事評価制度の適正な運用により、評価結果を昇給、

賞与等に反映させている。また、無駄を削減し、業務

をより効率的に行う取組を職員の評価結果に反映する

仕組みを強化するため、平成 22 年度に向けて評価方

法の見直しを行った。 

②事務・事業の見直し 

[共通事項] 

○ 業務運営体制の整備等 

第 1 期中期目標期間において構築したＩＳＯ9001

に基づく品質マネジメントシステムの運用を通じ、業

務上の課題、顧客からのニーズ等に効果的に対応する

ための是正・予防処置活動の充実及び内部監査の実施

による事務リスク等の抽出・管理を実施した。 

○ 経営理念の具体化に向けて 

福祉医療機構の経営理念「民間活動応援宣言」の具

体化に向けて、多岐にわたる事業を実施している福祉

医療機構の特長や専門性を活かしつつ、総合力の強化

を図ることにより、福祉と医療のネットワークによる

地域社会づくりに対し機動的に対応した。 

○ 事務・事業の合理化を図るため、業務の実態を踏ま

えつつ、課長ポストを削減するとともに、監査の公正

性、中立性及び透明性を高めるため、従来の監査課を



 

 

理事長直属の監査室に再編するなど、効率的かつ効果

的な業務運営体制の確立を推進した。 

○ トップマネジメント機能を補佐する経営企画会議等

を効果的に開催し、平成 21 年度補正予算対応の検討

などの重要案件に対し、迅速かつ的確な経営判断を実

施した。 

○ 平成 19 年度に策定した業務・システム 適化計画

に基づき、システムコストの削減、システム調達にお

ける透明性の確保及び業務運営の効率化を推進した。

○ なお、福祉医療貸付事業及び退職手当共済事業に係

る電子システムについては、機能の追加や改善などを

実施し利用者の利便性の向上を図ることにより、同シ

ステムの利用率が向上（福祉医療貸付事業の事業報告

書 55％（前年度 6％）、退職手当共済事業の掛金届等

79％（前年度 75％））し、業務の効率化に寄与した。

○ 契約については、平成 20 年度に一層の競争性及び

透明性を確保する観点から整備した「企画競争・公募

による調達マニュアル」に従った調達を徹底した結果、

平成 21 年度末において、「随意契約見直し計画」（平

成 19 年 12 月策定・公表）における見直し後の目標

を達成した。 

○ 一般管理費等の節減については、本部ビル賃借料の

引き下げ、再リースの活用等により、平成 21 年度予

算（平成 19 年度予算と比べて 6.2％縮減）の縮減幅

を上回る 12.4％の額を節減した。 

○ また、業務の効率化、経費節減、エコ対策等の観点

から、会議資料のペーパーレス化、パンフレット等の

発行部数の見直し、本部事務所の賃借料の引下げ、複

写機等の再リースの実施などに取組みコストの節減を

図った。 

[福祉貸付事業] 

○ 政府において策定された「経済危機対策」（平成 21

年 4 月 10 日）の一環として、介護基盤の緊急整備に

係る補助事業の対象となった特別養護老人ホーム等に

対し、融資率の引上げ及び貸付利率の引下げなどを講

じた優遇融資を実施した（161 件、57,386 百万円）。

○ また、金融危機の影響による経済情勢の急激な悪化

等により一時的に資金不足が生じている社会福祉事業

施設に対し、貸付利率の引下げ及び保証人の要件緩和

などを講じた経営資金により緊急融資を実施した（実

績：22 件、865 百万円）。 



 

 

○ 平成 21 年度において、利用者等からの要望等を踏

まえ、当機構において保証人のあり方について検討を

行い、国と協議のうえ、平成 22 年度から借入申込者

が希望した場合、貸付利率に一定の上乗せ（オンコス

ト）を行うことで、個人保証を要しない融資制度を新

たに創設し利用者サービスの向上を図ることとした。

（オンコスト利率 0.05％） 

○ また、介護保険施設に対する施設整備費補助金の減

少や介護報酬の大幅な増加が期待できないことから、

施設経営者から長期かつ安定的に資金調達できる仕組

みを構築するよう利用者等からの要望を踏まえ、平成

22 年度からユニット型特別養護老人ホームの償還期

間等の延長を実施することとした。 

[医療貸付事業] 

○ 政策融資の果たすべき役割を踏まえ、政府において

策定された「経済危機対策」の一環として、金融危機

の影響による経済情勢の急激な悪化等により一時的に

資金不足が生じている医療機関に対し、 優遇金利の

適用などを講じた経営安定化資金により緊急融資を実

施した（実績：505 件、40,442 百万円）。 

○ また、耐震基準を満たすために補強改修工事や建替

整備を行う医療機関への融資について、融資率の引上

げ及び貸付利率の引下げなど講じた優遇融資を実施し

た（実績 18 件、26,091 百万円）。 

○ さらに、出産育児一時金等の直接支払制度の実施（平

成 21 年 10 月）により、一時的な資金不足となる産

科医療機関等に対し、貸付金利の引下げ及び無担保融

資可能額の引上げなどを講じた経営安定化資金により

融資を実施した（実績 166 件、4,247 百万円）。 

○ 平成 21 年度において、利用者等からの要望等を踏

まえ、当機構において保証人のあり方について検討を

行い、国と協議のうえ、平成 22 年度から借入申込者

が希望した場合、貸付利率に一定の上乗せ（オンコス

ト）を行うことで、個人保証を要しない融資制度を新

たに創設し利用者サービスの向上を図ることとした。

（オンコスト利率 0.2％） 

[長寿・子育て・障害者基金事業] 

○ 平成 21 年 11 月の行政刷新会議における事業仕分

けの結果を踏まえ、事業費の削減を図る観点から、広

報事業の廃止又は見直しを行った。 

 



 

 

[心身障害者扶養保険事業] 

○ 平成 20 年度まで保険契約に係る事務処理を委託し

ていたが、平成 21 年度からは、内部処理（システム

構築）で対応が可能となったため、委託を廃止しコス

トの削減を図った。 

[年金担保貸付事業・労災年金担保貸付事業] 

○ 平成 22 年 2 月から、年金担保融資を利用される方

にとって必要な資金が融資され、無理のない返済とな

るよう、「資金の必要額等の確認強化」、「満額返済の廃

止」、「返済回数の増加」及び「条件変更制度の新設」

などの制度変更を行い、利用される方にとって必要な

資金が融通され無理のない返済となるような取扱いを

開始した。 

 

≪平成 22 年度以降における見直し（予定）≫ 

○組織のスリム化 

平成 22 年度に理事 1 名を削減したところであり、

平成 23 年度には、本部の管理部門を再編し、管理職

ポスト 3 名（部長 2 名、課長 1 名）を削減する予定

である。 

また、大阪支店の管理部門を廃止し、管理職ポスト

1 名（次長）及び課長代理ポスト 1 名の計 2 名を削減

する予定である。 

○余剰資産などの売却 

平成 22 年度中に職員宿舎（26 戸）の入札手続き

を実施する予定である。また、平成 22 年度中を目途

に公庫総合運動場の入札手続きを実施する予定であ

る。 

○国からの財政支出の削減 

福祉保健医療情報サービス事業（WAM NET 事業）

の見直し・大阪支店の管理部門の廃止、人件費の削減

（平成 24 年度までにラスパイレス指数を概ね 100

とする。）、電力使用量の削減、出張旅費の削減等によ

り財政支出の削減を図る。 

○事務・事業の改革 

【福祉貸付事業、医療貸付事業】 

資金交付時の審査期間の更なる短縮や申請書類の更

なる簡素化などの取組を徹底し、利用者サービスの更

なる向上に向けた取組を徹底する。 

【年金担保貸付事業、労災年金担保貸付事業】 

省内事業仕分け及び行政刷新会議仕分け結果を踏ま



 

 

え、国・機構において、制度を廃止する場合の影響等

を把握するための実態調査を５月下旬～６月にかけて

実施し、その調査結果を踏まえ、事業の廃止及び代替

措置の検討を平成２３年度予算の概算要求に向けて進

める。  

 

②－２業務委託等

を行うことの必要

性の検証 

【福祉医療貸付事業】 

○ 当該事業については、全国からの借入申込に対して、

限られた予算の範囲内で、東京本部の他に大阪支店を

設置し、利用者サービスの向上を図っているところで

あるが、社会福祉事業施設や医療機関等の設置者につ

いては、財政基盤が脆弱な法人等が多いことから、借

入申込者の負担軽減を図るため、借入申込のうち、融

資額が少額であるもの、専門的な融資審査を要しない

もの又は都道府県等との密接な連携を要しないもの等

については、効率的な業務運営を実施するため、業務

の一部を民間金融機関等に委託している。 

 

【年金担保貸付事業及び労災年金担保貸付事業】 

○ 当該事業については、全国で毎年 22 万人を超える

年金受給者の利用があり、本人確認や借入意思確認等

の貸付業務の補助的業務が必要となることから、限ら

れた予算の中で、効率的な業務運営を実施するため、

制度開始当初より業務の一部を民間金融機関等に委託

している。 

なお、当該事業については、運営費交付金等の国か

らの財政措置を受けていない。 

 

【承継年金住宅融資等管理回収業務】 

○ 当該業務については、全国で約 42 万 5 千件（平成

21 年度末）の残高件数を有しており、管理回収業務

といった専門的な金融業務が必要となることから、限

られた予算の中で、効率的な業務運営を実施するため、

制度開始当初より業務の一部を民間金融機関等に委託

している。 

なお、当該事業については、運営費交付金等の国か

らの財政措置を受けていない。 

 



 

 

③公益法人等との関係

の透明性確保 

（契約行為については、

項目５「契約」に記載） 

１ 公益法人等との取引内容 

福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律

（平成５年法律第３８号）第７条に基づく指定法人で

ある財団法人テクノエイド協会に対し、「福祉用具の研

究開発及び普及の促進に関する法律」に基づき、同法

律の目的を達成するため財政支援するとした国等の責

務の一環として、当機構の長寿・子育て・障害者基金

事業による交付金を交付している。 

（参考）過去５か年の交付金の額の推移     （単位：千円）

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

284,256 271,087 265,261 260,473 212,915

 

また、老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第

28 条の 2 に基づく指定法人である財団法人長寿社会

開発センターに対し、「老人福祉法」に基づき、同法律

の目的を達成するため財政支援するとした国等の責務

の一環として、当機構の長寿・子育て・障害者基金事

業による交付金を交付している。 

（参考）過去５か年の交付金の額の推移     （単位：千円）

17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 

110,544 121,602 112,136 113,144 77,506

 

２ 取引の妥当性 

長寿・子育て・障害者基金事業の交付に当たっては、

外部有識者からなる基金事業審査・評価委員会におい

て、毎年度、厳正に審査の上、決定しており、妥当な

ものであると考える。 

 

３ 事後評価の実施 

外部有識者からなる基金事業審査・評価委員会の評

価部会を開催し、同委員が事業の達成度・効果等につ

いてヒアリング調査を実施し、調査結果を法人に対し

てフィードバックするなど、交付後における事後評価

を行っている。 

 

なお、平成 22 年度以降については、平成 21 年 11

月の行政刷新会議における事業仕分けにおいて、長

寿・子育て・障害者基金を全額国庫に返納することと

なったことに伴い、当該指定法人に対する交付金も廃

止されることとなった。 

 



 

 

④監事監査 

・内部監査 

の実施状況 

監事監査 

<平成 21 年度の業務に係る経理監査・業務監査> 

「監査の視点」及び「監査の重点項目」を踏まえ、ヒ

アリング並びに書面、抜検による実物及び実地監査その

他適当と認める方法により監査を実施した。 

（１）平成 21 事業年度業務監査 

各部署の業務の実施状況について（全 10 部 1 支店）

（２）平成 21 事業年度会計監査（決算関係） 

①貸借対照表、損益計算書等財務諸表 

②事業報告書及び決算報告書 

③行政サービス実施コスト計算書 

④収入支出予算の執行状況及び資金計画の運用状況

（３）平成 21 事業年度特定事項監査 

①入札・契約の状況 

②給与水準の状況 

③内部統制の状況 

④情報開示の状況 

⑤委託先のガバナンス等の状況 

<さらに、不適正な会計経理が行われていないかの監査> 

不適正な会計経理に係る監査は、機構全体における決

算会計監査（各部に対し、平成 22 年 4 月から 6 月に実

施）の他、経理部に対する業務監査（平成 22 年 2 月か

ら 3 月に実施）及びその一環として、会計監査人（平成

22 年 6 月に監査結果説明書を受領）、内部監査部門と連

携を図り監査を実施した。 

 

内部監査 

＜平成２１年度の業務に係る経理監査・業務監査＞ 

（１）内部監査６部署の実施（情報システム部、企画指

導部、助成事業部、総務部、経理部、共済部） 

（２）保有個人情報保護監査の実施（全１０部１支店）

（３）受託金融機関業務監査の実施（９銀行、１信用金

庫、１信用組合） 

（４）助成事業に係る助成先業務監査の実施（９団体）

（５）交付金交付先業務監査の実施（２団体） 

（６）外部業務委託先に対する監査の実施（１業者） 

<さらに、不適正な会計経理が行われていないかの監査> 

経理部に対する業務監査（平成 22 年 1 月から 2 月に

実施）として、不適正な会計経理が行われていないかを、

書面や決裁等を抜検しながら監査を実施した。 

＜会計事務関係＞ 

（１）日計表 

（２）各勘定別口座の残高証明 



 

 

（３）合計残高試算表 

（４）支出決定決議書、振替伝票 

＜契約事務関係＞ 

（１）消耗品の購入等に係る書類 

（２）取引先評価表、取引先再評価表 

＜固定資産管理事務関係＞ 

（１）固定資産台帳 

（２）不動産現在額報告書 

（３）物品現在高報告書 

 

上記の書類の突き合わせ等により、納品と検収作業は

適正に実施されていること等、不適正な会計経理の処理

は行われていないことを確認した。 
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     （別添） 

    
  平成２１事業年度監事監査報告書 

 
 

独立行政法人 福祉医療機構 
監事 宮地 薫 
監事 丸田康男 

 
 
 独立行政法人通則法第１９条第４項及び第３８条第２項の規定並びに独立行

政法人福祉医療機構監事監査規程（以下「監査規程」という。）に基づき実施し

た独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」という。）の平成２１年４月１日か

ら平成２２年３月３１日までの平成２１事業年度における業務及び会計監査の

実施について、監査規程第１２条第１項の規定に基づき、下記のとおり報告し

ます。 
記 

 

I. 監査方法の概要 
1.  役員会その他機構の重要な会議に出席するほか、重要な決裁文書等を閲覧

するとともに、必要に応じ、各業務の状況を聴取した。 
2.  平成２１事業年度監事監査計画に基づき、本部及び大阪支店の業務につい

て、書面又は実地等により業務監査を実施した。 
3.  平成２１年度事業報告書について、業務監査を実施した。 
4.  財務諸表、決算報告書及び事業報告書（会計に関する部分に限る。）等会

計監査については、会計責任者への聴取等を行うとともに、会計監査人から

監査に関する報告及び説明を受け、監査を実施した。 

 
II. 監査結果 

1. 会計監査 
（１）貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分又

は損失の処理に関する書類、行政サービス実施コスト計算書及び附属明

細書（以下「財務諸表」という。）は、関係法令及び独立行政法人会計基

準等に準拠して、適正に作成されており、機構の財政状態、運営状況等

財務運営に関する情報を正しく示していると認められた。 
（２）決算報告書は、機構の予算の区分に従って、決算の状況を正しく示し
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ていると認められた。 
（３）事業報告書（会計に関する部分に限る。）は、機構の運営状況を正しく

示していると認められた。 
（４）会計監査人の監査の方法及び結果は、相当であると認められた。 

 
2. 業務監査 
（１）機構は、福祉医療貸付事業、福祉医療経営指導事業（以下「経営指導

事業」という。）、長寿・子育て・障害者基金事業（以下「基金事業」と

いう。）、退職手当共済事業、心身障害者扶養保険事業、福祉保健医療情

報サービス事業（以下「WAMNET 事業」という。）、年金担保貸付事業

及び労災年金担保貸付事業並びに承継年金住宅融資等債権管理回収業務

と、８事業及び１業務を実施しているが、国の方針並びに関係法令及び

機構の諸規程等に従い、適正、妥当な執行がなされていると認められた。 
また、法令若しくは業務方法書等に違反する重大な事実は認められな

かった。 
なお、基金事業については、平成２１年１１月に実施された行政刷新

会議ワーキンググループによる事業仕分けにおいて、基金は全額国庫に

返納し、平成２２年度以降の助成財源は毎年度予算要求すること、との

評決が下された。これによって基金事業は廃止され、代わって、新たに

社会福祉振興助成費補助事業が創設されることとなった。 
（２）事業報告書は、機構の業務の執行状況を正しく示していると認められ

た。 

 
III. 監査概要 

1. 会計監査  
（１）平成２１事業年度収入支出予算等の事務処理状況 

① 収入支出予算の執行・管理は、関係法令、独立行政法人福祉医療機構

会計規程等に従い、適正に行われている。 
② 収入支出報告書及び合計残高試算表は、毎月適正に作成され、理事長

に報告されている。 
（２）平成２１事業年度決算報告書 

   決算報告書の作成は、機構の予算の区分に従い、独立行政法人会計基準

等に準拠して、適正に行われている。 
（３）平成２１事業年度財務諸表 

   ① 平成２１事業年度において、８０８億円の当期総利益を上げている。

また、７１５億円余の利益剰余金を計上している。 
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② 当期純損失を計上した勘定はない。 
 保険勘定は、平成２１年度の運用収入がプラスに転じたことにより、

繰越欠損金が前年度末比１６億円減少したものの、繰越欠損金の解消

には至らなかった（平成２１年度末繰越欠損金９６億円）。 

         
２．業務監査 
（１）適正な業務運営の実施状況について 

   ①経営理念の明確化 
機構は、平成２０年１０月に、経営の方向性を明確化し、ガバナン

スの強化を図ることを目的にして機構の経営理念として「福祉医療機

構 民間活動応援宣言」を作成し、「お客さまの目線に立ってお客さま

満足を追求すること」、「健全性の確保」を主要なテーマに業務の推進

を図ってきている。各部の重点目標も経営理念を踏まえて作成されて

いること、毎回の経営企画会議や期初・年初等節目での理事長のメッ

セージがイントラネットなどを通じて全職員に常時発信されているこ

となどもあり、経営理念の組織内への浸透が図られている。同時に、

この経営理念の周知を図る広報活動も、機構ホームページへの掲載、

リーフレットの作成など多くの媒体を通じて行われている。 
また、トップマネジメントの強化の一環として、役員会の強化が図

られているほか、トップマネジメントの要として従来から設置されて

いる経営企画会議においては、適時適切な経営判断と効果的な対応が

図られ、適正な業務運営が推進されている。 

 
②法令等遵守態勢（コンプライアンス）に係る状況 

機構には、機構の公共的使命と社会的責任を踏まえ、適正かつ健全な

業務運営の徹底を図り、企業倫理を確立することが求められている。 
機構の業務は、法令等に基づくものであり、その遵守により成り立つ

ものであるが、機構は、規程やマニュアルの整備と事務の標準化を進め、

法令等を遵守した適切な事務処理態勢の整備に努めている。 
なお、個人情報については、顧客保護等の観点から適正な管理が求め

られていることを踏まえ、個人情報管理規程等に基づき重要文書や外部

記録媒体の適切な保管の徹底などのほか、情報漏えい対策ソフトを導入

し、CD 等の媒体への書込み制限などの措置もとっている。 
このような体制整備に努めているところであるが、平成２１年度にお

いては、郵便の誤送付による個人（顧客）情報の漏洩事故が２件発生し

ている。いずれも、都度、お客様ご本人への説明と謝罪及び関係機関へ
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の報告を行ったほか、機構ホームページにおいて事実関係及び今後の対

応並びに当面の再発防止策について公表している。また、こうした事故

を契機に、機構各部署における郵送手順の現状確認と郵送手順の改善方

法の検討なども行われているが、事故を根絶するには至っていない。よ

り実効性のある再発防止策を確立することが必要である。なお、いずれ

の事故も２次被害は発生していない。 
現在、法令順守態勢整備の一環として、コンプライアンス委員会の設

置や内部通報制度の整備の検討が進められている。前項の経営理念によ

る機構ミッションの明確化とトップマネジメントの強化、次項の内部統

制・リスク管理の有効性を確保するための態勢整備と相俟って、機構全

体のガバナンス体制の一層の強化が図られることとなる。 

 
③内部統制・リスク管理等に係る状況 

機構においては、内部統制・リスク管理等の強化について強い問題意

識を持っており、役員会のあり方の見直しやトップからの情報発信の強

化など統制環境の面での改善や、監査部門の強化などモニタリング面で

の改善などに取り組んできている。 
平成２１年度においては、「リスク管理・危機管理基本方針」が制定

され、リスク管理・危機管理の態勢が整備された。リスク管理について

は、機構の抱えるリスクの総体について、リスクの抽出、リスクの評価

を経て、リスク管理委員会にてリスク対応計画を策定した。これは、各

事業において抽出した信用リスク・事務リスク等の各種リスクについて、

リスクの影響度・発生可能性の観点から評価し、優先対応リスクを抽出

したものであり、今後、各リスク所管部署にて計画に示された課題・対

応事項に取り組むこととなっている。これらの取組は、半年に一度リス

ク管理委員会にて評価が行われ、計画が更新される仕組みである。なお、

事業継続計画の策定が重要な課題として認識されている。 
今後は、態勢整備の段階から、内部統制・リスク管理等の有効性を高

めるための運用上の工夫の在り方へ、より重点が置かれる段階に移行し

ていくものと考えられる。 
現在における主要なリスク管理の在り方は以下のとおりである。 

ア 事務リスクの管理 
各部において所管の業務に係る事務リスクについて、リスクの高

い事項に係るダブルチェックの徹底等、その極小化に努めている。

また、QMS 内部監査等において、モニタリング等が行われている。 
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    イ 信用リスクの管理 
      福祉医療分野を取り巻く厳しい経営環境を反映し、機構のリスク

管理債権については、財務の観点からも、注視が必要な状況にある。 
機構としては、信用リスクの軽減を図るため、リスク管理債権へ

の対応を 重要課題の１つと位置づけ、貸付先に対するモニタリン

グの強化、リスク管理債権の発生原因分析や未然防止に取り組んで

きている。 
リスク管理債権比率は、平成１７年度をボトムに上昇に転じ、平

成２０年度末には２．９７％に達していたが、平成２１年度末は、

前年度末比０．４８％の低下となり２．４９％となった。この要因

としては、機構の対応もあり、平成２１年度においては新規発生の

リスク管理債権が件数・金額ともに前年度比大幅に減少したこと、

また、貸出条件緩和先で計画に沿った改善が認められる先等につい

て自己査定により正常先としたこと、等が挙げられる。 
なお、機構は、後述するように、病院等の経営安定化資金ニーズ

に積極的に対応してきているが、こうした貸付先については特に資

金繰りの変化などに早めに対応できるようモニタリングしていくこ

とが必要である。 
一方、リスク管理債権の増加要因とはなるが、政策金融の使命に鑑

み、経営の厳しい融資先からの条件緩和の相談には積極的に応じ、

経営の立て直しを側面から支援してきている。平成２１年度の条件

緩和債権の新規発生は４３件、２０２億円と前年度（３９件、３１

５億円）に比べ件数は増加したものの金額は減少に転じている。貸

出条件の緩和によってリスク管理債権となったものについてその後

の状況をみると、３年以上経過した案件については正常債権化した

ものが８割を超えており、条件緩和による経営支援が成果を上げて

いるものと認められる。 
また、信用リスク管理においては、貸付部門と債権管理部門との

連携の一層の強化も必要であり、貸付部門から引き継がれる業況注

視案件や申し送り事項の取り扱いなど、統一的な仕組み作りとそれ

に基づいた強力な連携の構築に取り組んでいる。さらに、機構の経

営支援室において福祉医療経営指導のノウハウの蓄積も進んでおり、

こうしたノウハウも経営の立て直しに活用していくことが必要であ

る。大変厳しい状況に置かれている福祉医療経営の立て直し支援に

向けては、引き続き機構の総合力を結集して取り組んでいくことが

不可欠である。 
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機構は、リスク管理債権の動向について、毎月経営幹部に報告す

るとともに、リスク管理債権区分別の管理状況等についても、四半

期ごとに経営幹部に報告を行っている。幹部による検証等のチェッ

ク機能は有効に働いていると認められる。 
ウ 市場関連リスク及び流動性リスクの管理 

      市場関連リスクについては、マチュリティ・ラダー分析、デュレー

ション分析等の手法により、金利リスクの把握に努め、財政融資資

金借入年限や債券発行年限の多様化等により金利リスクの低減が図

られている。 
流動性リスクについては、財政融資資金及び財投機関債の長期・

安定的な資金を確保している。また、資金繰り状況を把握し、民間

金融機関からの短期借入を実施するなど、適切なリスク管理に努め

ている。 
エ システムリスクの管理 

機構が保有する情報資産には、個人情報など極めて重要な情報が

多数含まれており、情報漏えい対策、不正侵入防止策その他情報資

産の安全を確保するための措置が重要になってきている。このため、

機構は、平成１６年度に情報セキュリティポリシーを定めたのを手

始めに、情報漏えい対策ソフトの導入等、情報資産の安全を確保す

るための各種措置を講じてきている。 
平成２０年度末には、「情報セキュリティポリシー実施手順書」の

改定を行い、併せてセキュリティポリシーの遵守状況を自己点検す

る仕組みを取り入れている。また、全役職員を対象に情報セキュリ

ティ研修を実施している。今後ともシステムリスクを軽減するため

の努力を続けていく必要がある。 

 
このほか、機構は、適正な業務運営等を推進するため、そのツールと

して、品質マネジメントシステム（QMS 活動、平成１９年度に全業務に

拡大）を導入しているほか、基金事業等において、外部有識者の意見を

業務に反映させる仕組を設けている。基金事業の場合で言えば、助成の

基本方針の策定や助成事業の選定、事業終了後の事後評価等について、

外部有識者をメンバーとする「基金事業審査・評価委員会」の審議を経

たうえで決定されることとなっており、事業の透明性、適正性の確保が

図られている。 
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（２）役割発揮の状況等について 
機構は、適切なマネジメントの下で、各事業とも、その役割の発揮に

向けて、積極的な取組に努めていると認められる。役割の発揮状況等に

ついて、例示すれば、次のとおりである。 
① 機構の中核事業である福祉医療貸付事業については、医療制度改革  

等の一環として診療報酬や介護報酬の改定等が進められる中、病院等

においては施設整備に対し慎重な姿勢が続いており、ここ数年、資金

需要は弱含みで推移してきたが、平成２１年度は、新規借入申込額で

みて前年度比３割強の増加に転じている。これは、福祉貸付では特別

養護老人ホームや保育所の建設資金需要が増大したこと、また、医療

貸付では、施設整備資金需要はほぼ前年並みであったものの、経営環

境変化に伴う経営安定化資金の需要が大幅に増大したことが主因であ

る。 
こうした状況の中、機構は政策金融の使命に鑑み、相談案件の政策

優先度を勘案するとともに、ニーズにきめ細かく、迅速に対応するこ

とにより、国の政策に即した福祉医療の基盤整備や経営の安定化に資

する融資を推進している。 
ア 福祉貸付においては、老人福祉施設、児童福祉施設及び障害者福

祉施設の整備への重点的な融資を行っており、特に、「新待機児童ゼ

ロ作戦」の中核である保育所の整備、障害者の就労支援事業、スプ

リンクラー等整備や耐震化改修事業などについては政策的重要推進

課題として、融資率の大幅引き上げなど融資の推進に努めており、

また、介護基盤の緊急整備に係る融資条件の優遇や緊急的な経営資

金貸付の実施など、社会状況や経営環境の変化に対応した融資の推

進にも努めている。 
また、協調融資制度の活用により、社会福祉法人においては民間

金融機関からの円滑な資金調達につながっているところである。対

象範囲の福祉貸付全体への拡大や覚書締結金融機関の増加などによ

り、民間金融機関との一層の協調の促進が図られている 
イ 医療貸付においては、病院の病床不足地域や診療所不足地域にお

ける病院・診療所等の施設整備について、都道府県医療計画に即し

た融資を行い、これら地域の医療施設等の整備の促進を支援してい

る。また、政策性の高い施設整備等を支援する観点から、中小規模

病院に対する融資などに積極的に取組んでいる。 
さらに、昨今の経済・金融情勢の悪化による病院等の経営環境の

悪化を背景に、経営安定化資金の借入申込件数は、平成２０年度の
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１５３件から平成２１年度は６７７件へと著増している。機構によ

る政策融資が病院等の経営を支える状況が窺える。 
また、出産育児一時金等の直接支払制度の実施に伴い入金が遅れ

ることによる一時的な資金不足に対する運転資金の融資について、

貸付利率の引き下げや無担保融資可能額の引き上げ等の優遇措置を

講じ、より利用しやすいものとしている。 
ウ 機構の融資は、その時々の国の福祉医療政策を金融面から支える

ものであり、幅広く、融資制度の周知普及や融資方針等を周知する

ことも機構の重要な役割の一つである。福祉貸付、医療貸付ともに、

「融資のごあんない」やリーフレットの作成・ホームページへの掲

載、関連団体を通じた周知活動や融資相談会の実施など、多様な方

法で制度周知に取り組んでいる。 
      この点に関し、福祉貸付では「融資のポイント（ガイドライン）

について（融資相談から事業完了まで）」を作成しホームページで公

開した。これは、融資に際して機構が確認を行う事項を手続きの流

れに沿って具体的に示したもので、福祉政策の動向や多様化する現

場ニーズ、さらには機構に蓄積された優良な施設整備・健全な施設

運営のためのチェックポイントなどを具体的に盛り込んだものと言

える。このガイドラインは、借入を検討するお客さまにとって事前

に要件が可視化されたものとなったばかりでなく、行政やサービス

利用者にとっても有益な情報であり、機構の融資を通じて質の高い

サービス基盤の普及に寄与するものと評価できる。 

   
② 経営指導事業は、個別経営診断やセミナーを通じて、福祉や医療サ

ービス等を提供する施設の経営を支援するものである。平成２１年度

の経営分析診断は、総件数が１，２７３件と前年度比１０％の増加と

なった。また、１７回開催したセミナーでは受講者が前年度比約１６％

増加し３，４２１人に達した。アンケート調査によると、個別経営診

断、セミナーともに、高い満足度を得ている。 

セミナーについては、受講者アンケートに基づき、福祉・医療施設

の経営者による経営戦略、経営課題及び経営改善事例等の実践的な事

例を多く取り入れたことが受講者の増加、満足度の向上につながった

ものと考えられる。 
一方、経営診断については、機構の専門性が も発揮される実地調

査経営診断及び経営分析診断の在り方に関し、既往顧客へのヒアリン

グを実施し、診断メニューの改善や経営診断の将来構想等について検
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討が行われているが、現時点では具体的な方策としてまとめられるに

は至っていない。福祉医療施設を取り巻く経営環境は、引き続き厳し

い状況が続くものと思われ、機構ならではの専門的なノウハウや蓄積

された情報等を活かした経営診断・指導事業の一層の展開が期待され

ている。経営理念を踏まえた今後の経営支援事業の全体像（方向性）

を改めて検討していくことが必要である。 

 
③ 基金事業については、高齢者や障害者の在宅福祉、子育て支援等に

取組む民間団体の活動に対し、基金の運用益によって助成を行い(平成

２１年度採択１，００３件、計３４億円)、民間の創意工夫を活かした

地域に密着した福祉活動の裾野の拡大に寄与しており(採択のうち、５

０．７％がＮＰ０法人)、少子・高齢化が進展する中、その政策的意義

と役割は今後一層高まっていくものと思われる。 
平成２１年度においては、従来の公募期間（前年度の９月～１０月）

とは別に、助成金の要望時期に柔軟に応えられるよう、いわば追加分

として「特別助成」を平成２１年６月に募集し３４件を採択した。ま

た、平成２２年度分助成事業の募集について、助成区分の名称変更、

優先的に助成を行う重点助成分野の見直し、NPO 等に対する謝金の助

成対象範囲の見直し、等の見直しが実施された。 
基金事業は、募集→審査・選定→採択（以上前年度）→事業実施（当

年度）→事後評価（翌年度）→フォローアップ調査（事業終了１年以

上経過後）という長いスパンで進められるが、 終評価・フォローア

ップ調査結果が募集要領に反映され、また、中間評価結果が選定方針

に反映されるなど、PDCA サイクルが円滑に機能しているものと認め

られる。 
また、フォローアップ調査結果によれば、助成事業の継続状況は２

年後において各年度分とも９０％を超えており、助成団体にとっても、

組織の活性化、信用度の向上、組織の拡大等に成果がみられ、さらに、

他団体とのネットワークの構築などの波及効果もあり、助成事業の果

たしている役割の大きさが窺える。 
事後評価結果は公表され、ヒアリング評価実施先（２１年度対象１

１６事業）には結果のフィードバックが行われている。また、普及啓

発活動は、助成の成果を個別の助成団体や特定の地域に止めることな

く、全国各地の団体・グループ等へ幅広く周知・普及させ、成果の

大化を図るための重要な活動の一つである。機構のホームページや広

報誌等を活用した総合的な広報による普及活動を行うなど、より一層
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お客さま目線に立った、工夫を凝らした広報が求められる。 
また、機構職員の専門性の向上も引き続き課題となっている。 
前述の行政刷新会議による事業仕分けの結果に基づき、機構は国と

協議の上新たな助成制度を立ち上げると共に、経費削減の観点から各

種対応を実施することとしている。 

 
④ WAMNET 事業については、福祉保健医療に関係する民間団体等が

利用できる共通のネットワーク基盤を整備するとともに、介護事業者

情報、病院・診療所情報、障害者福祉サービス事業者情報など福祉保

健医療関連の情報をインターネットを通じて、広く一般に提供してい

る。また、機構関連部との連携により、障害者就労支援事業の優良な

取組の配信や社会福祉法人会計に関する情報を掲載するなど、提供す

る情報の充実を図っている。 
平成２１年度のアクセス件数は、目標を上回る１，４１２万件（前

年度１，３５４万件）となり、福祉及び保健医療サービス利用者の利

便の向上に寄与している。 
WAMNET 事業については、今後とも費用を縮減しつつ情報の充実・

利便性の向上を図っていくことが求められている。 
なお、厚生労働省内事業仕分けの結果、重複する行政情報の掲載を

廃止することとしている。 

 
⑤ 年金担保貸付事業及び労災年金担保事業については、毎年２０万件

超の資金需要に対応しており、融資を通じて年金受給者の生活の安定

に寄与している。ただし、ごく一部の利用者に、年金担保貸付を受け

た後、返済途中で生活が苦しくなり生活保護を受ける者、当制度利用

と生活保護受給を繰り返す者など、当制度の本意としない事例がみら

れた。このため、年金受給者にとって無理のない返済となるよう、平

成２２年２月、資金の必要性の確認強化、返済方法は定額返済のみと

し満額返済を廃止、貸付後生活困窮に陥った場合に返済期間を一律３

年に延長する返済条件変更の導入、等の取扱変更を行った。 
ただし、厚生労働省及び行政刷新会議の事業仕分けにおいて、年金

を担保に貸し付ける仕組みそのものが問題といった意見が出され、結

論として、新たなセーフティネットを用意した上で本事業は廃止する

こととされた。 

   
⑥ 退職手当共済事業については、社会福祉施設に働く職員の雇用環境
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の整備や雇用の安定に、心身障害者扶養保険事業については保護者死

亡後の心身障害者の生活の安定に寄与している。 
また、承継年金住宅融資等債権管理回収業務については、適切な債

権管理により、回収金の国庫納付が行われている（平成２１年度分納

付額４，２６１億円）。 

 
（３）中期計画及び年度計画の実施状況について 

    機構の中期計画及び平成２１年度計画に基づく業務執行については、

毎月開催される経営企画会議において執行状況を検証・管理する等適切

なマネジメントの下で実施されており、目標はほぼ達成されている。た

だし、中期計画目標のうち、リスク管理債権比率については、前述のと

おり平成２１度末２．４９％と前年度末比０．４８％の改善となったが、

引続き目標未達の状況にある。 

    
（４）業務の効率性向上に係る取組について 
   機構は、経営の有効性及び効率性・経済性を高める観点から、様々な

経営改善に取組み、効率的な業務運営等の推進に努めている。 
①経営のスリム化等の取組   

   機構は、限られたマンパワーで独自の専門性を発揮していくために、

毎年度、本部・支店の人員配置等を見直し、経営資源の有効活用に努

めている。 
  ア 平成２１年度においては、監査課を総務部所属から監査室として理

事長直属とし組織上の独立性を確保、リスク管理債権の抑制と迅速

な対応のため管理部の組織を見直し債権管理体制を強化、等の組織

見直しを行い、同時に課長ポストを１ポスト削減した。平成２１年

度末の常勤職員数は２６０人（前年度末比＋１０人）である。 
平成２１年度末には理事ポストを１ポスト削減した（４→３ポス

ト）。 
イ 国家公務員の給与構造の改革を踏まえた各種の取組（給与水準の

見直し（平成１６年実施）、査定昇給制度の導入（平成２０年４月実

施））や管理職層を対象とする本俸の引き下げ（平成２２年４月実施）

等により、人件費の抑制に取組んでいる。対国家公務員のラスパイ

レス指数は、平成２１年度１１９．１％（前年度比▲０．５％）、同

地域・学歴勘案１０３．５％（同▲１．０％）と依然として高いが、

こうした取り組みにより年々低下してきている。 
今後とも、継続して、人事給与体系の整備、メリハリのある人事
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評価制度の運用等に取組み、人件費の抑制に取組んでいく必要があ

る。 
    ウ 経営理念に、「専門性を磨き、民間活動への支援の質を高め、福祉

と医療の向上を目指します。」と掲げられているとおり、機構の役割

を発揮し、顧客満足度を高めていくためには、人材の育成が機構の

重要な課題の一つである。機構においては、このような状況を認識

し、外部講師等による若手職員勉強会を継続して実施しているほか、

研修体系の充実・見直し等に取組んでいる。 
さらに、平成２２年度当初の理事長示達の筆頭に「専門性の発揮

できる人材の育成」が掲げられ、担当理事を置いて取組みが行われ

ている。 
エ 平成１９年度から導入した「改善アイデア提案制度」については、

平成２１年度においても２６件の応募があり制度が定着してきてい

る。また、改善アイデアについては、実現可能なものから順次実施

してきている。 

 
②業務の電子化の推進等 

機構は、事務の効率性の向上と利用者の利便性の向上を進めるため、

申請業務等の電子化に取組んでいる。平成２１年度には、福祉医療貸

付事業の貸付先が毎年提出する事業報告書等電子報告システムについ

て利用者利便向上のための機能改善を図り、退職手当共済電子届出シ

ステムについてはこれまでの職員届・退職届に加えて、職員の加入届

についても機能追加するなど、電子化の推進に努めている。これらの

結果、システム利用率は、事業報告では６％から５５％へ、退職手当

共済では７５％から７９％へ向上しており、利用者・機構双方にとっ

て効率化が図られている。 
ＷＡＭＮＥＴ事業や退職手当共済電子届出システムでは、利用者ア

ンケートとその結果の公表をｗｅｂ上で行っており、利用者の利便性

向上に努めている。今後ともこうした取り組みを拡げ、顧客サービス

の向上、透明性の確保に努めていくことが求められている。 

    
③業務・システム 適化計画の推進 

機構は、国の業務・システム 適化方針を踏まえ、情報システムを

使用している主要な機構業務について、業務の効率性向上（業務・シ

ステムの効率化、運用コストの削減等）の観点から、平成２０年２月

に「業務・システム 適化計画」を策定し、平成２０年度から順次実
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施に移しているところである。 
ただし、 適化計画のうち WAMNET 次期システムについては、こ

れまで 適化計画に沿ってシステムの設計・開発を進めてきたが、運

営費交付金の削減により平成２２年度における WAMNET 事業での執

行可能額が制約要因となり、 適化計画を中断する状況となっている。 

 
   ④予算管理態勢の整備 
     一般管理費等の経費執行については、経営企画会議に執行状況等を

報告するなど、適正な執行管理に努めてきたが、今後とも、更なるコ

スト意識の徹底、人件費の削減、旅費等経費の節減等に努めていく必

要がある。 
     平成２１年度においては、「今後の情報システム調達の進め方につい

て」により、情報システム調達の優先順位付けの考え方を整理し、情

報システム関連費用の圧縮とともに計画的な執行を図ることとした。

また、「新たな予算管理スキーム」によって組織横断的な投資のチェッ

クや年度計画に連動した予算執行管理等に対応することなど、予算管

理体制の整備が行われた。 
     また、経費削減方策についても、既に会議のペーパーレス化等の多

岐にわたる事項が実施済みであるが、今後は PDCA サイクルにより効

果の測定・評価や新たな具体策の検討などが進められることとされて

いる。 

 
（５）顧客サービス向上等の取組状況について 

機構は、顧客サービスの向上を業務運営の主要な課題の一つと捉え、

その推進に取組んでいる。 
例えば、福祉医療貸付においては、融資審査等のより効率的な実施に

向け、融資の迅速化（受付から融資決定までの期間の短縮）や必要書類・

手続の簡素化等に努めている。また貸付金の償還に当たっては、これま

では振込方式のみであったが、平成２１年４月返済分から口座振替によ

る返済方法も選べることとなり、利用者にとっての利便性が向上した。 
平成２１年４月に政府から発表された「経済危機対策」の一環として、

融資条件の優遇措置を積極的に実施しているほか、出産育児一時金に係

る運転資金で優遇措置を講じていることなど前述のとおりである。また、

平成２２年度からは、一定の要件のもとで、貸付利率に一定の利率を上

乗せすることにより個人保証の免除を選択できる制度を導入している。

今後とも、こうしたお客さま目線に立った顧客サービスの向上に努める
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必要がある。 
また、退職手当共済事業では、退職手当金支給に係る事務処理の見直

しを図ってきており、平均処理日数の大幅短縮（平成１９年度６１．７

日→同２０年度４４．８日→同２１年度３７．６日）により、退職手当

金の早期受給につなげている。 
さらに、各貸付事業および承継年金住宅融資等管理回収業務において

は、中小企業者等金融円滑化法等の趣旨にかんがみ、返済条件の変更等

に迅速かつ適切に対応している。 
なお、顧客サービスの強化、機構の主体性の発揮、機構の総合力の強

化を目的に、機構横断的組織として平成２１年４月に発足した民間活動

応援本部の活動は、上期中、各種プロジェクトに精力的に取り組んでき

たが、事業仕分けへの対応等もあり、下期には実質的に中断を余儀なく

されている。こうした活動は機構が更なる役割発揮をしていくために有

効な活動と考えられ、今後の展開に期待したい。 

 
（６）契約業務の見直しと契約監視委員会の開催 

各独立行政法人共通の課題である「随意契約見直し計画」の推進のた

めに、これまで、契約審査会の見直し・強化や調達マニュアルの作成、 

また、機構ホームページの入札・公告等の調達情報へのアクセスが容易

になるようトップページを見直すなどの改善を行ってきた。こうした結

果、平成２１年度には随意契約比率は、件数ベースで前年度の２８．２％

（２２件）から６．４％（４件）にまで低下し、見直し計画の目標を達

成している。 
一方、競争性のある契約に移行したものの一者応札・一者応募となる

事例が散見される状況となっていることを受け、平成２１年７月、公告・

資格要件・仕様等、参加者への配慮に関し「『１者応札・１者応募』に係

る改善方策について」を策定して公表し、競争性の一層の確保に取り組

んできた。また、予定価格の算定事務において、統一的かつ適正になさ

れるよう「予定価格算定事務について」を定めて取組んでいる。 
こうした中、平成２１年１１月１７日の閣議決定に基づき、機構は契

約監視委員会を設置し、平成２２年１月２６日同委員会を開催し、契約

の検証を行った。委員会では以下のような意見があった。 
    （業務システムの保守、改修に係る契約について） 

・一般競争参加資格以外の参加要件については、競争の制限につな

がる恐れが高く、極力付すべきでない。 
・他のシステムに係る業務とのパッケージを組むなど、価格を下げ
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るための工夫の余地がある。 
（会場借り上げに係る契約について） 
・会場の立地やホールの形状など参加要件が厳しすぎる。競争を制

限している。 
・応札条件として「他団体の催し物が並行して開催されないこと」

など、条件が厳しく、競争を制限していると考える。 
・予定価格の算定にあたっては、会場の「単価表」を基に算定して

いると記載しているが、単価表はあくまで定価であることから、見

積書を入手して予定価格を算定すべきである。 
機構は、意見等のあった内容については、参加要件の大幅な緩和を行

うなどの対応を図ることとしている。 
さらに、平成２２年４月６日付厚生労働大臣からの「調達の適正化に

ついて（依頼）」に基づき、機構では、契約審査会において、一般競争入

札によらない場合にその理由を審査し、また、一般競争入札による場合

であっても特定の者に有利とならないよう仕様書等の内容を審査するな

ど、調達の適正化の徹底を図っている。 
機構は、契約監視委員会など外部の意見も積極的に取り入れつつ、引

き続き一層の公正性・透明性の確保やコスト削減に努める必要がある。 

 
（７）広報・情報発信の取組状況について 

機構の広報活動については、各事業の広報を基本とする多様な取組が

行われている。                                 

広報の重要性に鑑み、平成２０年度に機構の「広報活動方針」を定め、

その方針の下、毎年度、広報計画を策定し、ホームページや広報誌、各

種パンフレットなどあらゆる広報分野で「お客さま目線に立った、わか

りやすい広報」を実施することとして、各分野毎のアクションプランを

立てている。今後もこうしたアクションプランを着実に実施して広報効

果を上げていくことが求められる。 
情報公開については、ホームページを活用して、法律等で開示が義務

付けられているものについては漏れなく開示されている。機構の財務状

況や事業報告をはじめ機構の活動状況につき幅広く開示してきている。 
情報提供活動については、ホームページの掲載内容の充実に努めてい

るほか、月刊誌「WAM」の刊行、機構の保有する「経営分析参考指標」

等各種統計・調査等の情報提供サービスを行っている。 
情報提供活動については、機構の重要な役割の一つであり、機構の専 

  門性・独自性を活かし、一層、福祉医療施設等の経営に役立つ情報の発
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信に努める必要がある。 

    
（８）資金運用・調達等の状況について 

① 資金運用については、基金原資及び扶養保険資金の運用と一般勘定等

の余裕金（日々の収入と支出の差額から発生する資金）の運用が行われ

ている。 
     ア 基金原資は、ラダー型運用で行っているが、再運用額２７６億円

に対し、平均運用利回り１．６９％を確保し、国債の利回りを０．

２３％上回る実績を上げた。 
    イ 扶養保険資金の平成２１年の運用実績は、国内外の株価の回復を

主因に、５．７０％の運用利回りとなった（前年度▲５．８９％）。 
       ウ 一般勘定等の余裕金の運用は、安全かつ効率的に実施されている。

一般勘定については年間９６回の運用が行われ、平均残高１０９億

円、平均運用日数７．６日で、平均運用利回り０．１２％を確保し

た。なお、承継債権管理回収勘定における余裕金の運用について、

回収から運用スタートまでの日数を短縮することにより、更なる運

用の効率化を図っている。 
② 福祉医療貸付事業等の貸付原資調達のため、平成２１年度には４４

０億円の財投機関債（福祉医療機構債券）を発行している（１０年債

１００億円、３年債３４０億円）。ALM 分析の活用等により金利リス

クの低減を図るべく発行計画が策定されている。また、市場実勢に沿

った発行条件の設定や積極的な IR 活動の成果もあり、債券は円滑に販

売された。 
③ 経営指導事業及び WAMNET 事業については、自己収入の確保に努  

めており、経営指導事業は４５百万円（予算比約３割増）、WAMNET
事業は２０百万円（予算並み）の収入を上げている。 

 
（９）事業仕分けを踏まえた機構改革案 

機構は、前述のように、これまでも業務の効率性向上や顧客サービス

向上に取り組んできているが、平成２２年４月の厚生労働省省内事業仕

分け及び行政刷新会議ワーキンググループによる事業仕分けにおいて、

機構としての改革案を提示し、これらの事業仕分け結果を踏まえ、以下

のような改革案を取りまとめている。機構は、改革案を着実に実施して

いくことが求められている。 
（機構改革案の骨子） 
①組織のスリム化 
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  管理部門の再編等により２部２課を削減し、職員を５名削減。国家

公務員 OB は段階的に削減。 
②余剰資産などの売却 
  職員宿舎、公庫総合運動場の入札手続きを実施（簿価額８．９８億

円）。 
③国からの財政支出の削減 
  WAMNET 事業で行政情報の掲載を廃止、大阪支店の管理部門の廃

止・事務所スペースの削減、人件費の削減、等により、平成２３年度

運営費交付金を３９．４７億円とする（前年度比▲１．７３億円）。 
④事務・事業の改革 
 ア 年金担保貸付事業、労災年金担保貸付事業 
  国・機構において、制度を廃止する場合の影響等を把握するための

実態調査を５月下旬～６月にかけて実施し、その調査結果を踏まえ、

事業の廃止及び代替措置の検討を平成２３年度予算の概算要求に向け

て進める。 
 イ 福祉貸付事業、医療貸付事業 
  ・利用者サービスの更なる向上に向けた取組みの徹底 
  ・融資相談の強化 
  ・有事対応・機動性の強化 
  ・小規模組織に対する資金需要の支援の強化 
  ・社会医療法人等の公益性の高い医療機関に対する支援の強化 
  ・融資条件の改善等の利用者側の利便性の向上 

 
                            以  上 
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